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併
協
議
の
枠
組
が
重
複
し
て
い
る
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町
村
は
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町
村
名
に
下
線
を
引
い
て
い
ま
す
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※
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：
（

　
）
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の
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。
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村
（


／


≒



％
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（




／
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％
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⋯
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さ
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,
6
3
2
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

２
月

1
1
日

（
新

設
合

併
）

福
津
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
福
間
町
、

津
屋

崎
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
5
5
,
6
8
0
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
１
月

2
4
日

（
新

設
合

併
）

福
智
町

合
併

関
係

市
町

村
名

　
赤

池
町

、
金

田
町

、
方

城
町

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　
2
5
,
5
5
6
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

３
月

６
日

（
新

設
合

併
）

う
き
は
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
吉

井
町

、
浮

羽
町

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　

3
2
,
9
0
4
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
0
日

（
新

設
合

併
）

嘉
麻
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
山
田
市
、

稲
築

町
、

碓
井

町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
穂
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
4
5
,
9
2
5
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
7
日

（
新

設
合

併
）

上
毛
町

合
併

関
係

市
町

村
名

　
新

吉
富

村
、

大
平

村

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）　
8
,
1
7
3
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

1
0
月

1
1
日

（
新

設
合

併
）

（
福

岡
県

内
市

町
村

の
合

併
の

取
組

状
況

及
び

動
向

 
v
o
l
.
5
3
）

平
成
1
8
年

３
月

2
7
日

現
在

東
峰
村

合
併

関
係

市
町

村
名

　
小

石
原

村
、

宝
珠

山
村

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　

2
,
7
5
0
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
8
日

（
新

設
合

併
）

飯
塚

市
合
併
関
係
市
町
村
名
　
飯
塚
市
、

穂
波

町
、

筑
穂

町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
内
町
、

頴
田

町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
1
3
3
,
3
2
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月

2
6
日

（
新

設
合

併
）

築
上
町

合
併

関
係

市
町

村
名

　
椎

田
町

、
築

城
町

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　

2
0
,
8
3
2
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

１
月

1
0
日

（
新

設
合

併
）

八
女
地
区
１
市
２
町
２
村
合
併
研
究
会

構
成

市
町

村
名

　
八

女
市

、
黒

木
町

、
立

花
町

、
矢

部
村

　
　

　
　

　
　

　
星

野
村

構
成

市
町

村
人

口
（

H
1
7
国

調
速

報
値

）
　

6
9
,
3
9
0
人

設
置

年
月

日
　

平
成

1
7
年

９
月

５
日

設
置

※
県

内
の

市
町

村
数

　
6
9
（

2
7
市

3
8
町

4
村

）

※
注

：
（

　
）

内
の

市
町

村
数

は
実

数
で

す

地
域

3

行
政
レ
ベ
ル
の
研
究
会
等
が

設
置
さ

れ
て

い
る

地
域

合
計

地
域

1
市
 
 
2町

2
村

2
市
 
 
6町

2
村

（
1
市

6
町

2
村

）
…
…
…
…

1
新
法
適
用

新
法
適
用

合
併
議

決
し

た
地

域
地
域

1
市
 
 
4町

2
●

市
町

村
合

併
の

進
捗

状
況

市
町
村
数

※
H
1
1
.
3
.
3
1
は

、
旧

合
併

特
例

法
の

平
成

1
1
年

改
正

の
前

の
時

点

※
H
1
8
.
3
.
3
1
の

全
国

の
市

町
村

数
1
,
8
2
1
は

合
併

新
法

に
基

づ
く

合
併

も
反

映
し

た
も

の

区
　
分

全
　
国

福
岡
県

H
1
1
.
3
.
3
1

H
1
8
.
3
.
2
7

H
1
8
.
3
.
3
1

3
,
2
3
2

9
7

1
,
8
4
9

6
9

1
,
8
2
1
（

予
定

）

6
9
（

予
定

）

※
注

：
複

数
の

合
併

協
議

の
枠

組
み

に
加

入
し

て
い

る
市

町
村

に
は

、
下

線
を

引
い

て
い

ま
す

。

※
み

や
ま

市
と

し
て

、
平

成
1
9
年

１
月
2
9
日
に
合
併

　
（

合
併

議
決

済
み

）
※
八
女
市
と
し
て
、
平
成
1
8
年
1
0
月
１
日
に
合
併

　
（
合
併
議
決
済
み
）
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福
岡

市

北
九

州
市

岡
垣

町
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賀
町

中
間

市

福
津

市

古
賀

市

新
宮

町

久
山

町

粕
屋

町

須
恵

町
志

免
町

宇
美

町

那
珂

川
町

筑
紫

野
市

大
野

城
市

春
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市
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原
市
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摩

町
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町

太
宰
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市

宮
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市

飯
塚

市
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市

赤
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嘉
麻
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峰
村

上
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八
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市
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筑
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瀬
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田
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高
田

町
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大
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市
大
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矢
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う
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小
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町

朝
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市
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市
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添
田
町
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福
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み
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上
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築
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大
任
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吉
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町

久
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米
市

福
岡

市

北
九

州
市

岡
垣

町
遠

賀
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中
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市

福
津

市

古
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市

新
宮

町

久
山

町 篠
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町
粕

屋
町

須
恵

町
志

免
町

宇
美

町

那
珂

川
町

筑
紫

野
市

大
野

城
市

春
日

市
前

原
市

志
摩

町

二
丈

町

太
宰

府
市

宮
若

市

飯
塚

市
田

川
市

赤
村

嘉
麻

市

筑
前

町

東
峰
村

上
陽

町

黒
木

町

立
花

町

八
女

市

広
川

町

筑
後

市

瀬
高

町

大
牟

田
市

高
田

町

山
川

町

柳
川

市

大
川

市
大

木
町

星
野

村

矢
部
村

う
き

は
市

小
郡

市 大
刀

洗
町

朝
倉

市

小
竹

町直
方

市

川
崎

町

添
田
町

糸
田

町

福
智

町

み
や
こ
町

豊
前
市

上
毛
町

香
春
町

行
橋
市

苅
田
町

桂
川

町

宗
像

市

鞍
手

町

芦
屋

町

水
巻

町

築
上
町

大
任
町

吉
富
町

久
留

米
市

宗
像
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宗

像
市

、
玄

海
町

人
口

（
H
1
2
国

調
）

　
9
1
,
1
4
7
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
5
年

４
月

１
日

（
新

設
合

併
）

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宗

像
市

、
大

島
村

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　

9
4
,
1
5
1
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
8
日

（
宗

像
市

に
編

入
合
併
）

み
や
こ
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
犀
川
町
、
勝
山
町
、
豊
津
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
2
2
,
8
9
9
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
0
日
（
新
設
合
併
）

朝
倉
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
甘
木
市
、
朝
倉
町
、
杷
木
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
5
9
,
3
9
8
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
0
日
（
新
設
合
併
）

久
留
米
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
久
留
米
市
、
田
主
丸
町

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
野
町
、
城
島
町
、
三

潴
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
3
0
6
,
4
3
9
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
（
久
留
米
市
に
編
入
合
併
）

柳
川
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
柳
川
市
、
大
和
町
、
三

橋
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
7
4
,
5
3
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３
月
2
1
日
（
新
設
合

併
）

瀬
高
町
・
山
川
町
・
高
田
町
合
併
協
議

会 構
成
市
町
村
名
　
瀬
高
町
、
山
川
町
、
高
田
町

構
成
市
町
村
人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
4
3
,
3
7
2
人

八
女
市
・
上
陽
町
合
併
協
議
会

構
成

市
町

村
名

　
八

女
市

、
上

陽
町

構
成

市
町

村
人

口
（

H
1
7
国

調
速

報
値

）
　
4
2
,
8
1
6
人

設
置

年
月

日
　

平
成

1
7
年

８
月

2
3
日

設
置

筑
前
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
三
輪
町
、
夜
須
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
2
9
,
3
5
5
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３

月
2
2
日
（
新
設
合

併
）

宮
若
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宮

田
町

、
若

宮
町

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　
3
0
,
6
3
2
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

２
月

1
1
日

（
新

設
合

併
）

福
津
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
福
間
町
、
津
屋
崎
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
5
5
,
6
8
0
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
１
月
2
4
日
（
新
設

合
併

）

福
智
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
赤
池
町
、
金
田
町
、
方
城
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
2
5
,
5
5
6
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
６
日
（
新
設
合
併
）

う
き
は
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
吉
井
町
、
浮
羽
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
3
2
,
9
0
4
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３
月
2
0
日
（
新
設
合
併
）

嘉
麻
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
山
田
市
、
稲
築
町
、
碓

井
町

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
穂
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
4
5
,
9
2
5
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
7
日
（
新
設
合

併
）

上
毛
町

合
併

関
係

市
町
村
名
　
新
吉
富
村
、
大
平
村

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）　

8
,
1
7
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
1
1
日
（
新
設
合
併
）

（
福
岡
県
内
市
町
村
の
合
併
の
取
組
状
況
及
び
動
向
 
v
o
l
.
5
4
）

平
成

1
8
年

４
月

１
日

現
在

東
峰
村

合
併
関
係
市
町
村
名
　
小
石
原
村
、
宝
珠
山
村

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
2
,
7
5
0
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３
月
2
8
日
（
新
設
合
併
）

飯
塚

市
合
併
関
係
市
町
村
名
　
飯
塚
市
、
穂
波
町
、

筑
穂

町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
内
町
、
頴
田
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
1
3
3
,
3
2
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
6
日
（
新
設

合
併

）

築
上
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
椎
田
町
、
築
城
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
2
0
,
8
3
2
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
１
月
1
0
日
（
新
設
合
併
）

八
女
地
区
１
市
２
町
２
村
合
併
研
究
会

構
成
市
町
村
名
　
八
女
市
、
黒
木
町
、
立
花
町
、
矢
部
村

　
　
　
　
　
　
　
星
野
村

構
成
市
町
村
人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
6
9
,
3
9
0
人

設
置
年
月
日
　
平
成
1
7
年
９
月
５
日
設
置

※
注
：
（
　

）
内

の
市

町
村

数
は

実
数

で
す

地
域

3

行
政
レ
ベ
ル
の
研
究
会
等
が

設
置
さ
れ
て
い
る
地
域

合
計

地
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2
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2
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（
1
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6
町

2
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）
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…
…
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新
法
適
用 新
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適
用

合
併
し
た
地
域

地
域

 
7
市
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町

5
村
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●
市
町
村
合
併
の
進
捗
状
況

市
町
村
数

※
H
1
1
.
3
.
3
1
は
、

旧
合

併
特

例
法

の
平

成
1
1
年

改
正

の
前

の
時

点

※
H
1
8
.
3
.
3
1
及
び

H
1
8
.
4
.
1
の

全
国

の
市

町
村

数
は

、
合

併
新

法
に

基
づ

く
合

併
も

反
映

し
た

も
の

区
　

分

全
　

国

福
岡

県

H
1
1
.
3
.
3
1

H
1
8
.
3
.
3
1

H
1
8
.
4
.
1

3
,
2
3
2

9
7
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市
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町
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市
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0
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数
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併

協
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組
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入
し
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い

る
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町
村

に
は
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を
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年
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３
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３
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３
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２
村
合
併
研
究
会

構
成

市
町

村
名

　
八

女
市

、
黒

木
町
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５
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が
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1
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※
H
1
8
.
3
.
3
1
及

び
H
1
8
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4
.
1
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合
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岡
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0
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を
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４
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値

）
　

9
4
,
1
5
1
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
8
日

（
宗

像
市

に
編

入
合
併
）

み
や
こ
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
犀
川
町
、
勝
山
町
、
豊
津
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
2
2
,
8
9
9
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
0
日
（
新
設
合
併
）

朝
倉
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
甘
木
市
、
朝
倉
町
、
杷
木
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
5
9
,
3
9
8
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
0
日
（
新
設
合
併
）

久
留
米
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
久
留
米
市
、
田
主
丸
町

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
野
町
、
城
島
町
、
三

潴
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
3
0
6
,
4
3
9
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
（
久
留
米
市
に
編
入
合
併
）

柳
川
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
柳
川
市
、
大
和
町
、
三

橋
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
7
4
,
5
3
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３
月
2
1
日
（
新
設
合

併
）

瀬
高
町
・
山
川
町
・
高
田
町
合
併
協
議
会

構
成
市
町
村
名
　
瀬
高
町
、
山
川
町
、
高
田
町

構
成
市
町
村
人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
4
3
,
3
7
2
人

設
置
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
１
日
設
置

八
女
市
・
上
陽
町
合
併
協
議
会

構
成

市
町

村
名

　
八

女
市

、
上

陽
町

構
成

市
町

村
人

口
（

H
1
7
国

調
速

報
値

）
　
4
2
,
8
1
6
人

設
置

年
月

日
　

平
成

1
7
年

８
月

2
3
日

設
置

筑
前
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
三
輪
町
、
夜
須
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
2
9
,
3
5
5
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３

月
2
2
日
（
新
設
合

併
）

宮
若
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宮

田
町

、
若

宮
町

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　
3
0
,
6
3
2
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

２
月

1
1
日

（
新

設
合
併
）

福
津
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
福
間
町
、
津
屋
崎
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
5
5
,
6
8
0
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
１
月
2
4
日
（
新
設

合
併

）

福
智
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
赤
池
町
、
金
田
町
、
方
城
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
2
5
,
5
5
6
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
６
日
（
新
設
合
併
）

う
き
は
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
吉
井
町
、
浮
羽
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
3
2
,
9
0
4
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３
月
2
0
日
（
新
設
合
併
）

嘉
麻
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
山
田
市
、
稲
築
町
、

碓
井

町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
穂
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
4
5
,
9
2
5
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
7
日
（
新
設

合
併

）

上
毛
町

合
併

関
係

市
町
村
名
　
新
吉
富
村
、
大
平
村

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）　

8
,
1
7
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
1
1
日
（
新
設
合
併
）

（
福
岡
県
内
市
町
村
の
合
併
の
取
組
状
況
及

び
動
向
 
v
o
l
.
5
6
）

平
成

1
8
年

７
月

1
3
日

現
在

東
峰
村

合
併
関
係
市
町
村
名
　
小
石
原
村
、
宝
珠
山
村

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
2
,
7
5
0
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３
月
2
8
日
（
新
設
合
併
）

飯
塚

市
合
併
関
係
市
町
村
名
　
飯
塚
市
、
穂
波
町
、

筑
穂

町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
内
町
、
頴
田
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
1
3
3
,
3
2
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
6
日
（
新
設

合
併

）

築
上
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
椎
田
町
、
築
城
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
2
0
,
8
3
2
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
１
月
1
0
日
（
新
設
合
併
）

八
女
地
区
１
市
２
町
２
村
合
併
研
究
会

構
成
市
町
村
名
　
八
女
市
、
黒
木
町
、
立
花
町
、
矢
部
村

　
　
　
　
　
　
　
星
野
村

構
成
市
町
村
人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
6
9
,
3
9
0
人

設
置
年
月
日
　
平
成
1
7
年
９
月
５
日
設
置

※
注
：
（
　

）
内

の
市

町
村

数
は

実
数

で
す

地
域

3

行
政
レ
ベ
ル
の
研
究
会
等
が

設
置
さ
れ
て
い
る
地
域

合
計

地
域

 
1
市

 
 
2町

2
村

 
2
市

 
 
6町

2
村

（
1
市

6
町

2
村

）
…
…
…
…

1

新
法
適
用 新
法
適
用

合
併
し
た
地
域

地
域

 
7
市

 
32
町

5
村

16
●
市
町
村
合
併
の
進
捗
状
況

市
町
村
数

※
H
1
1
.
3
.
3
1
は

、
旧

合
併

特
例

法
の

平
成

1
1
年

改
正

の
前

の
時

点

※
H
1
8
.
3
.
3
1
及

び
H
1
8
.
4
.
1
の

全
国

の
市

町
村

数
は

合
併

新
法

に
基

づ
く

合
併

も
反

映
し

た
も

の

区
　

分

全
　

国

福
岡

県

H
1
1
.
3
.
3
1

H
1
8
.
3
.
3
1

H
1
8
.
4
.
1

3
,
2
3
2

9
7

（
2
4
市

6
5
町

8
村

）

1
,
8
2
1

6
9

(
2
7
市

3
8
町

4
村

）

1
,
8
2
0

6
9

（
2
7
市

3
8
町

4
村

）

※
注

：
複

数
の
合

併
協

議
の

枠
組

み
に

加
入

し
て

い
る

市
町

村
に

は
、
下

線
を

引
い

て
い

ま
す

。

※
み

や
ま

市
と

し
て

、
平

成
1
9
年

１
月

2
9
日

に
合
併

　
（

平
成

1
8
年

７
月

1
3
日

総
務

大
臣

告
示

）
※
八
女
市
と
し
て
、
平
成
1
8
年
1
0
月
１
日
に
合

併

　
（
平
成
1
8
年
４
月
2
6
日
総
務
大
臣
告
示
）

旧
法
適
用 合

併
議
決
し
た
地
域

地
域

 
1
市

 
 
4町

2

福
岡

市

北
九

州
市

岡
垣

町
遠

賀
町

中
間

市

福
津

市

古
賀

市

新
宮

町

久
山

町

粕
屋

町

須
恵

町
志

免
町

宇
美

町

那
珂

川
町

筑
紫

野
市

大
野

城
市

春
日

市
前

原
市

志
摩

町

二
丈
町

太
宰

府
市

宮
若

市

飯
塚

市
田

川
市

赤
村

嘉
麻

市

筑
前

町

東
峰

村

黒
木

町

立
花

町

八
女

市

広
川

町

筑
後

市

瀬
高

町

大
牟

田
市

高
田

町

山
川

町

柳
川

市

大
川

市
大

木
町

星
野

村

矢
部

村

う
き

は
市

小
郡

市 大
刀

洗
町

朝
倉

市

小
竹

町直
方

市

川
崎

町

添
田

町

糸
田

町

福
智

町

み
や

こ
町

豊
前

市

上
毛

町

香
春

町

行
橋

市

苅
田

町

桂
川

町

宗
像

市

鞍
手

町

芦
屋

町

水
巻

町

築
上

町
大

任
町

吉
富

町

久
留

米
市

福
岡

市

北
九

州
市

岡
垣

町
遠

賀
町

中
間

市

福
津

市

古
賀

市

新
宮

町

久
山

町 篠
栗

町
粕

屋
町

須
恵

町
志

免
町

宇
美

町

那
珂

川
町

筑
紫

野
市

大
野

城
市

春
日

市
前

原
市

志
摩

町

二
丈
町

太
宰

府
市

宮
若

市

飯
塚

市
田

川
市

赤
村

嘉
麻

市

筑
前

町

東
峰

村

黒
木

町

立
花

町

八
女

市
広

川
町

筑
後

市

瀬
高

町

大
牟

田
市

高
田

町

山
川

町

柳
川

市

大
川

市
大

木
町

星
野

村

矢
部

村

う
き

は
市

小
郡

市 大
刀

洗
町

朝
倉

市

小
竹

町直
方

市

川
崎

町

添
田

町

糸
田

町

福
智

町

み
や

こ
町

豊
前

市

上
毛

町

香
春

町

行
橋

市

苅
田

町

桂
川

町

宗
像

市

鞍
手

町

芦
屋

町

水
巻

町

築
上

町
大

任
町

吉
富

町

久
留

米
市

宗
像
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宗

像
市

、
玄

海
町

人
口

（
H
1
2
国

調
）

　
9
1
,
1
4
7
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
5
年

４
月

１
日

（
新

設
合

併
）

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宗

像
市

、
大

島
村

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　

9
4
,
1
5
1
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
8
日

（
宗

像
市

に
編

入
合

併
）

み
や
こ
町

合
併

関
係

市
町

村
名

　
犀

川
町

、
勝

山
町

、
豊

津
町

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　
2
2
,
8
9
9
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

３
月

2
0
日

（
新

設
合

併
）

朝
倉
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
甘

木
市

、
朝

倉
町

、
杷

木
町

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　

5
9
,
3
9
8
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

３
月

2
0
日

（
新

設
合

併
）

久
留
米
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
久
留
米
市

、
田

主
丸

町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
野
町
、

城
島

町
、

三
潴

町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
3
0
6
,
4
3
9
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
（
久
留
米
市
に
編

入
合

併
）

柳
川
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
柳
川
市
、

大
和

町
、

三
橋

町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
7
4
,
5
3
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３
月
2
1
日
（

新
設

合
併

）

瀬
高
町
・
山
川
町
・
高
田
町
合
併
協
議
会

構
成
市
町
村
名
　
瀬
高
町
、
山
川

町
、

高
田

町

構
成
市
町
村
人
口
（
H
1
7
国
調
速
報

値
）

　
4
3
,
3
7
2
人

設
置
年
月
日
　
平
成
1
7
年
1
0
月
１

日
設

置

八
女
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
八

女
市

、
上

陽
町

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　

4
2
,
8
1
6
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

1
0
月

１
日

（
八

女
市

に
編

入
合

併
）

筑
前
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
三
輪
町
、

夜
須

町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
2
9
,
3
5
5
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３

月
2
2
日
（

新
設

合
併

）

宮
若
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宮

田
町

、
若

宮
町

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　
3
0
,
6
3
2
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

２
月

1
1
日

（
新

設
合

併
）

福
津
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
福
間
町
、

津
屋

崎
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
　
5
5
,
6
8
0
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
１
月

2
4
日

（
新

設
合

併
）

福
智
町

合
併

関
係

市
町

村
名

　
赤

池
町

、
金

田
町

、
方

城
町

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　
2
5
,
5
5
6
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

３
月

６
日

（
新

設
合

併
）

う
き
は
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
吉

井
町

、
浮

羽
町

人
口

（
H
1
7
国

調
速

報
値

）
　

3
2
,
9
0
4
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
0
日

（
新

設
合

併
）

嘉
麻
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
山
田
市
、

稲
築

町
、

碓
井

町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
穂
町

人
口
（
H
1
7
国
調
速
報
値
）
4
5
,
9
2
5
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
7
日

（
新

設
合

併
）

上
毛
町

合
併

関
係
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町
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町
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市
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市
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市
町

村
名

　
宗

像
市

、
玄

海
町

人
口

（
H
1
2
国

調
）

　
9
1
,
1
4
7
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
5
年

４
月

１
日

（
新

設
合

併
）

合
併

関
係

市
町
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名

　
宗

像
市

、
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島
村

人
口

（
H
1
7
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調
）

　
9
4
,
1
4
8
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
8
日

（
宗

像
市
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合

併
）

み
や
こ
町

合
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係
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町
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名

　
犀

川
町

、
勝

山
町

、
豊

津
町
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口

（
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1
7
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）

　
2
2
,
8
9
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人
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年
月

日
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成

1
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年

３
月
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日

（
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合
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）
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市
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名
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市

、
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倉
町
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町
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口

（
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）

　
5
9
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5
人
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年
月

日
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３
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日

（
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）

久
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市
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久
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田
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野
町
、
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島
町

、
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潴
町

人
口
（
H
1
7
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）
　
3
0
6
,
4
3
4
人
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年
月
日
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1
7
年
２
月
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日

　
　
　
　
　
　
（
久
留
米
市
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編
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合
併

）

柳
川
市

合
併
関
係
市
町
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名
　
柳
川
市
、
大

和
町

、
三

橋
町

人
口
（
H
1
7
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）
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4
,
5
3
9
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３
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2
1
日
（
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設

合
併

）
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高
町
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町
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成
市
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瀬
高
町
、
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川
町
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町

構
成
市
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村
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口
（
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）

　
4
3
,
3
7
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人
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置
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1
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置
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名

　
八
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市
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口

（
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7
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）

　
4
2
,
8
1
8
人
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月

日
　

平
成

1
8
年

1
0
月

１
日

（
八

女
市

に
編

入
合

併
）

筑
前
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
三
輪
町
、
夜

須
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
2
9
,
3
5
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３

月
2
2
日
（

新
設

合
併

）

宮
若
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宮

田
町

、
若

宮
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
3
0
,
6
3
0
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

２
月

1
1
日

（
新

設
合

併
）

福
津
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
福
間
町
、
津

屋
崎

町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
5
5
,
6
7
7
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
１
月
2
4
日

（
新

設
合

併
）

福
智
町

合
併

関
係

市
町

村
名

　
赤

池
町

、
金

田
町

、
方

城
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
2
5
,
5
4
3
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

３
月

６
日

（
新

設
合

併
）

う
き
は
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
吉

井
町

、
浮

羽
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
3
2
,
9
0
2
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
0
日

（
新

設
合

併
）

嘉
麻
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
山
田
市
、
稲

築
町

、
碓

井
町

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
穂
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
4
5
,
9
2
9
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
7
日

（
新

設
合

併
）

上
毛
町

合
併

関
係

市
町

村
名

　
新

吉
富

村
、

大
平

村

人
口

（
H
1
7
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調
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8
,
1
7
2
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

1
0
月

1
1
日

（
新

設
合

併
）

（
福

岡
県

内
市

町
村

の
合

併
の

取
組

状
況

及
び

動
向

 
v
o
l
.
5
9
）

平
成
1
9
年

１
月
1
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日
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在

東
峰
村

合
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市
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村
名
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石
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宝
珠

山
村

人
口

（
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1
7
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）

　
2
,
7
4
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人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
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３
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2
8
日

（
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飯
塚

市
合
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関
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市
町
村
名
　
飯
塚
市
、
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波
町

、
筑

穂
町

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
内
町
、
頴

田
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
1
3
3
,
3
5
7
人

合
併
年
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1
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３
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2
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（
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上
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田
町
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口

（
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）
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人

合
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月
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平
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1
8
年
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月

1
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（
新

設
合

併
）

八
女
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２
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２
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八
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、
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政
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ベ
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会
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設
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て
い
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域
地
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２

新
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合
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地
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地
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●

市
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村
合

併
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進
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状
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市
町
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※
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1
1
.
3
.
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1
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区
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国
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岡
県

H
1
1
.
3
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3
1
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1
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.
3
.
3
1
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.
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.
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3
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3
2

9
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（
2
4
市

6
5
町

8
村

）

1
,
8
2
1

6
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(
2
7
市

3
8
町

4
村

）

1
,
8
1
7

6
8

（
2
7
市

3
7
町

4
村

）

※
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1
9
年
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2
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に
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（

平
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1
8
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1
3
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大
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）
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併
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決
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1

糟
屋
６
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研
究
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構
成
市
町
村
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宇
美
町
、
志
免
町

、
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恵
町

、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
粕
屋
町
、
篠
栗

町
、

久
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町
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市
町
村
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口
（
H
1
7
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1
8
1
,
8
2
2
人

設
置
年
月
日
　
平
成
1
9
年
１
月
1
0
日

設
置
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宗
像
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宗

像
市

、
玄

海
町

人
口

（
H
1
2
国

調
）

　
9
1
,
1
4
7
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
5
年

４
月

１
日

（
新

設
合

併
）

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宗

像
市

、
大

島
村

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
9
4
,
1
4
8
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
8
日

（
宗

像
市

に
編

入
合
併
）

み
や
こ
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
犀
川
町
、
勝
山
町
、
豊
津
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
2
2
,
8
9
8
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
0
日
（
新
設
合
併
）

朝
倉
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
甘
木
市
、
朝
倉
町
、
杷
木
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
5
9
,
3
8
5
人

合
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年
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日
　
平
成
1
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0
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（
新
設
合
併
）

久
留
米
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係
市
町
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名
　
久
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田
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町

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
野
町
、
城
島
町
、
三

潴
町

人
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（
H
1
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3
0
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,
4
3
4
人

合
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年
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日
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1
7
年
２
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５
日

　
　
　
　
　
　
（
久
留
米
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合
併
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柳
川
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
柳
川
市
、
大
和
町
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橋
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
7
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,
5
3
9
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３
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2
1
日
（
新
設
合
併

）

み
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ま
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
瀬
高
町
、
山
川
町
、
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田
町

人
口
（
H
1
7
国
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）
　
4
3
,
3
7
2
人

合
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年
月
日
　
平
成
1
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年
１
月
2
9
日
（
新
設
合
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）
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市
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名
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町
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（
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）
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,
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年
月

日
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1
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年
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日

（
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併
）

筑
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町
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市
町
村
名
　
三
輪
町
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町
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5
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人
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2
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）

宮
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市
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名
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町
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田
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2
5
,
5
4
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
６
日
（
新
設
合
併
）

う
き
は
市

合
併
関
係
市
町
村
名
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日

（
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合
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上
毛

町
合

併
関

係
市
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富
村

、
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平
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（
H
1
7
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8
,
1
7
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併

年
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日
　

平
成

1
7
年
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0
月

1
1
日

（
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設
合

併
）

（
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岡
県
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市

町
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併
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況

及
び
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l
.
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3
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1
9
年
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2
月

2
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在
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峰
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原
村

、
宝

珠
山
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口
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平
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1
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2
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塚
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内
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田
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（
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、
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前
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1
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2
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、
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口
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7
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３
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瀬
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7
2
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H
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３
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）
　
5
5
,
6
7
7
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
１
月
2
4
日

（
新

設
合

併
）

福
智
町

合
併

関
係

市
町

村
名

　
赤

池
町

、
金

田
町

、
方

城
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
2
5
,
5
4
3
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

３
月

６
日

（
新

設
合

併
）

う
き
は
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
吉

井
町

、
浮

羽
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
3
2
,
9
0
2
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
0
日

（
新

設
合

併
）

嘉
麻
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
山
田
市
、
稲

築
町

、
碓

井
町

、
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穂
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
4
5
,
9
2
9
人

合
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年
月
日
　
平
成
1
8
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３
月
2
7
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（
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設
合
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）

上
毛
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合
併

関
係

市
町

村
名
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吉
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村
、
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（
H
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9
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合
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平
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1
7
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３
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2
8
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（
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）

飯
塚

市
合
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関
係
市
町
村
名
　
飯
塚
市
、
穂

波
町

、
筑

穂
町

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
内
町
、
頴

田
町

人
口
（
H
1
7
国
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1
3
3
,
3
5
7
人

合
併
年
月
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平
成
1
8
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３
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2
6
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（
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市
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村
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椎
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町
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竹
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市
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町
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鞍
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町
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町
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巻
町

築
上
町
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町

吉
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町

久
留
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糸
島
市

宗
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市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宗

像
市

、
玄

海
町

人
口

（
H
1
2
国

調
）

　
9
1
,
1
4
7
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
5
年

４
月

１
日

（
新

設
合

併
）

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宗

像
市

、
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島
村

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
9
4
,
1
4
8
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
8
日

（
宗

像
市

に
編

入
合
併
）

み
や

こ
町

合
併
関
係
市
町
村
名
　
犀
川
町
、
勝
山
町
、
豊
津
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
2
2
,
8
9
8
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
0
日
（
新
設
合
併
）

朝
倉

市
合
併
関
係
市
町
村
名
　
甘
木
市
、
朝
倉
町
、
杷
木
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
5
9
,
3
8
5
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
0
日
（
新
設
合
併
）

久
留

米
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
久
留
米
市
、
田
主
丸

町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
野
町
、
城
島
町
、

三
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町

人
口
（
H
1
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国
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3
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6
,
4
3
4
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
（
久
留
米
市
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合
併
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柳
川

市
合
併
関
係
市
町
村
名
　
柳
川
市
、
大
和
町
、

三
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町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
7
4
,
5
3
9
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３
月
2
1
日
（
新
設
合

併
）

み
や

ま
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
瀬
高
町
、
山
川
町
、

高
田

町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
4
3
,
3
7
2
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
9
年
１
月
2
9
日
（
新
設

合
併

）

筑
前

町
合
併
関
係
市
町
村
名
　
三
輪
町
、
夜
須
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
2
9
,
3
5
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３

月
2
2
日
（
新
設
合
併

）

宮
若

市
合

併
関

係
市

町
村

名
　

宮
田

町
、

若
宮

町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
3
0
,
6
3
0
人

合
併

年
月

日
　

平
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1
8
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２
月

1
1
日

（
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設
合

併
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福
津

市
合
併
関
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市
町
村
名
　
福
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人
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（
H
1
7
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,
6
7
7
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合
併
年
月
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1
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2
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日
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福
智
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市
町
村
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赤
池
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、
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田
町
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人
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（
H
1
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5
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4
3
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年
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1
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３
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６
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（
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設
合
併
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う
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関
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市
町
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吉
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町
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（
H
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2
,
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人
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平
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1
7
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３
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（
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設
合
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）
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市
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2
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）
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名
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（
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芦
屋
町

水
巻
町

築
上
町

大
任
町

吉
富
町

久
留
米
市

福
岡
市

北
九
州
市

岡
垣
町

遠
賀
町

中
間
市

福
津
市

古
賀
市

新
宮
町

久
山
町 篠
栗
町

粕
屋
町

須
恵
町

志
免
町

宇
美
町

那
珂
川
町

筑
紫
野
市

大
野
城
市

春
日
市
太
宰
府
市

宮
若
市

飯
塚
市

田
川
市

赤
村

嘉
麻
市

筑
前
町

東
峰
村

八
女
市

広
川
町

筑
後
市

み
や
ま
市

大
牟
田
市

柳
川
市

大
川
市

大
木
町

う
き
は
市

小
郡
市 大

刀
洗
町

朝
倉
市

小
竹
町直
方
市

川
崎
町

添
田
町

糸
田
町

福
智
町

み
や
こ
町

豊
前
市

上
毛
町

香
春
町

行
橋
市

苅
田
町

桂
川
町

宗
像
市

鞍
手
町

芦
屋
町

水
巻
町

築
上
町

大
任
町

吉
富
町

久
留
米
市

糸
島
市

宗
像
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宗

像
市

、
玄

海
町

人
口

（
H
1
2
国

調
）

　
9
1
,
1
4
7
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
5
年

４
月

１
日

（
新

設
合

併
）

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宗

像
市

、
大

島
村

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
9
4
,
1
4
8
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
8
日

（
宗

像
市

に
編

入
合

併
）

み
や
こ
町

合
併

関
係

市
町

村
名

　
犀

川
町

、
勝

山
町

、
豊

津
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
2
2
,
8
9
8
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

３
月

2
0
日

（
新

設
合

併
）

朝
倉
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
甘

木
市

、
朝

倉
町

、
杷

木
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
5
9
,
3
8
5
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

３
月

2
0
日

（
新

設
合

併
）

久
留

米
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
久
留
米

市
、

田
主

丸
町

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
野
町

、
城

島
町

、
三

潴
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
3
0
6
,
4
3
4
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
２
月
５

日

　
　
　
　
　
　
（
久
留
米
市
に

編
入

合
併

）

柳
川

市
合
併
関
係
市
町
村
名
　
柳
川
市

、
大

和
町

、
三

橋
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
7
4
,
5
3
9
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３
月
2
1
日
（

新
設

合
併

）

み
や

ま
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
瀬
高
町

、
山

川
町

、
高

田
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
4
3
,
3
7
2
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
9
年
１
月
2
9
日

（
新

設
合

併
）

筑
前

町
合
併
関
係
市
町
村
名
　
三
輪
町

、
夜

須
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
2
9
,
3
5
3
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
３

月
2
2
日
（

新
設

合
併

）

宮
若
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
宮

田
町

、
若

宮
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
3
0
,
6
3
0
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

２
月

1
1
日

（
新

設
合

併
）

福
津

市
合
併
関
係
市
町
村
名
　
福
間
町
、

津
屋

崎
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
5
5
,
6
7
7
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
7
年
１
月

2
4
日

（
新

設
合

併
）

福
智
町

合
併

関
係

市
町

村
名

　
赤

池
町

、
金

田
町

、
方

城
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
2
5
,
5
4
3
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

３
月

６
日

（
新

設
合

併
）

う
き
は
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
吉

井
町

、
浮

羽
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
3
2
,
9
0
2
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
0
日

（
新

設
合

併
）

嘉
麻

市
合
併
関
係
市
町
村
名
　
山
田
市

、
稲

築
町

、
碓

井
町

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
穂
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
4
5
,
9
2
9
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月
2
7
日

（
新

設
合

併
）

上
毛
町

合
併
関
係

市
町

村
名

　
新

吉
富

村
、

大
平

村

人
口

（
H
1
7
国

調
）　

8
,
1
7
2
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

1
0
月

1
1
日

（
新

設
合

併
）

（
平
成
1
5
年
度
～
平
成
2
1
年
度
ま
で
の
福
岡
県
内
市
町
村
の
合
併
の
状
況
）

平
成

2
2
年

３
月

3
1
日

現
在

東
峰
村

合
併

関
係

市
町

村
名

　
小

石
原

村
、

宝
珠

山
村

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
2
,
7
4
9
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
7
年

３
月

2
8
日

（
新

設
合

併
）

飯
塚
市

合
併
関
係
市
町
村
名
　
飯
塚
市
、

穂
波

町
、

筑
穂

町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
内
町
、

頴
田

町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
1
3
3
,
3
5
7
人

合
併
年
月
日
　
平
成
1
8
年
３
月

2
6
日

（
新

設
合

併
）

築
上
町

合
併

関
係

市
町

村
名

　
椎

田
町

、
築

城
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
2
0
,
8
3
7
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

１
月

1
0
日

（
新

設
合

併
）

合
併
市
町
村

市
町
村

1
2
市

 
 5
町

 
1
村

18

●
市
町
村
合
併
の
進
捗
状
況

市
町
村
数

※
H
1
1
.
3
.
3
1
は
、
旧
合
併
特
例
法
の
平
成
1
1
年
改
正
の
前
の
時
点

区
　

分

全
　

国

福
岡

県

H
1
1
.
3
.
3
1

H
1
8
.
3
.
3
1

H
2
2
.
3
.
3
1

3
,
2
3
2

9
7

（
2
4
市

6
5
町

8
村

）

1
,
8
2
1

6
9

(
2
7
市

3
8
町

4
村

）

1
,
7
2
7

6
0

（
2
8
市

3
0
町

2
村

）

糸
島

市
合
併
関
係
市
町
村
名
　
前
原
市

、
二

丈
町

、
志

摩
町

人
口
（
H
1
7
国
調
）
　
9
7
,
9
7
4
人

合
併
年
月
日
　
平
成
2
2
年
１
月
１

日
（

新
設

合
併

）

八
女
市

合
併

関
係

市
町

村
名

　
八

女
市

、
上

陽
町

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
4
2
,
8
1
8
人

合
併

年
月

日
　

平
成

1
8
年

1
0
月

１
日

（
八

女
市

に
編

入
合

併
）

合
併

関
係

市
町

村
名

　
八

女
市

、
黒

木
町

、
立

花
町

　
　

　
　

　
　

　
　

　
矢

部
村

、
星

野
村

人
口

（
H
1
7
国

調
）

　
7
3
,
2
6
2
人

合
併

年
月

日
　

平
成

2
2
年

２
月

１
日

（
八

女
市

に
編

入
合

併
）

平
成
1
1
年
度
か
ら
の

全
国

的
な

合
併

推
進

運
動

の
も

と
、

本
県

も
自

主
的

な
市

町
村

の
合

併
が

行
わ

れ
ま

し
た

。
平
成
1
1
年
３
月
末
に

9
7
で

あ
っ

た
市

町
村

数
は

、
合

併
推

進
運

動
が

一
区

切
り

と
な

っ
た

平
成

2
2
年

３
月

3
1
日

現
在

で
6
0
に
な
り
ま
し
た

。
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２ 平成の合併以前の福岡県の取組関係 
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福岡県広域行政研究会設置要綱

（設置）

第１条 福岡県第二次行政改革大綱に基づき、望ましい広域行政の在り方に関する調査研究

を実施するため、福岡県広域行政研究会（以下「研究会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 研究会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 広域的行政課題の調査研究

(2) 広域行政推進方策の研究

(3) 市町村の自主的合併推進方策の研究

(4) その他広域行政の推進に資する事項

（組織）

第３条 研究会は、会長、副会長及び委員で組織する。

２ 会長、副会長及び委員は、別表第１に掲げる者をもって充てる。

３ 会長は、必要があると認めるときは、別表第１に掲げる職員以外の者を任命することが

できる。

４ 研究会に、顧問を置くことができる。

（会議）

第４条 研究会は、会長が招集し、これを主宰する。

２ 会長に事故がある場合は、副会長がその職務を代行する。

（ワーキングチーム）

第５条 研究会に、行政分野別にワーキングチームを置くことができる。

２ ワーキングチームの設置に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（庶務）

第６条 研究会の庶務は、総務部地方課において処理する。

（補則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。

附 則

この要綱は、平成10年２月24日から施行する。

附 則

この要綱は、平成10年５月７日から施行する。

別表第１（第３条関係） 研究会の会長、副会長及び委員

部 課 名 職 名

会 長 総 務 部 次 長

(地方課担当)

副 会 長 総 務 部 地 方 課 課 長

委 員 総 務 部 総 務 課 課 長

企 画 振 興 部 企 画 調 整 課 課 長

保 健 福 祉 部 企 画 課 課 長

環 境 生 活 部 環 境 政 策 課 課 長

商 工 部 商 工 政 策 課 課 長

農 政 部 農 政 課 課 長

水 産 林 務 部 林 政 課 課 長

労 働 部 労 働 福 祉 課 課 長

土 木 部 土 木 管 理 課 課 長

建築都市部建築都市管理課 課 長

顧 問 久留米大学経済学部助教授 世利 洋介
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第
Ⅴ

章
市

町
村

合
併

の
類

型
化

と
類

型
ご

と
の

ケ
ー

ス
ス

タ
デ

ィ

第
１

節
求

め
ら

れ
る

市
町

村
の

適
正

規
模

事
務

事
業

ご
と

の
適

正
規

模
、

人
口

規
模

と
事

務
権

限
の

関
係

を
考

察
し

た
上

で
、

市
町

村
総

体
と

し
て

の
適

正

規
模

に
つ

い
て

、
効

率
性

の
観

点
と

住
民

自
治

な
ど

効
率

性
以

外
の

観
点

か
ら

分
析

し
た

結
果

、
住

民
自

治
の

観
点

か
ら

は
一

般
的

に
規

模
が

小
さ

い
ほ

ど
望

ま
し

い
も

の
の

、
効

率
性

の
観

点
か

ら
は

あ
る

程
度

の
規

模
が

必
要

で
あ

る
こ

と
が

分
か

る
。

１
事

務
事
業

ご
と
の

適
正
規
模

一
般
廃
棄
物

処
理
（
ダ

イ
オ
キ

シ
ン
対
策

）
人
口

９
万
人

弱
の
収
集

エ
リ
ア

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

の
効
率

的
な
運
営

人
口

２
万
人

強

消
防
サ
ー
ビ

ス
人

口
1
0
万
人

以
上

２
人

口
規
模

と
事
務

権
限

・
一

般
の
市
（

人
口
５
万

人
（
合

併
の
場

合
は
４
万
人

）
以
上

）

福
祉
事
務
所

の
設
置
、

児
童
扶

養
手
当
の

受
給
資
格

の
認
定

（
予
定
）

・
特

例
市
（
人

口
2
0
万
人

以
上
の

市
の
う

ち
指
定
を
受

け
た
も

の
）
（
予
定

）

騒
音

、
悪

臭
原

因
物

の
排

出
及

び
振

動
の

規
制

基
準

の
設

定
、

水
質

汚
濁

の
防

止
に

関
す

る
事

務

開
発

審
査

会
の

設
置

、
開

発
行

為
の

許
可

・
中

核
市

（
人

口
3
0
万

人
以
上
の

市
の
う
ち

指
定

を
受

け
た
も

の
）

保
健
所

の
設

置
、
飲
食

店
営
業

の
許
可
、

大
気
汚
染

の
防
止

に
関
す
る

事
務

建
築
基

準
法

の
施
行
に

関
す
る

事
務

（
人

口
２

５
万

人
以

上
の

市
）、

屋
外

広
告
物
の

条
例
に

よ
る
設
置

制
限

３
効

率
性

（
１
人
当
た

り
消
費

的
経
費
）

か
ら
み
た

適
正

規
模

昭
和

6
1年

度
全

国
60

,0
00

人
、

九
州

5
5,
00
0
人

、
福

岡
県

51
,
00
0
人

平
成

８
年

度
全
国

96
,0
00
人

、
九

州
8
8,
00
0
人

、
福

岡
県

87
,
00
0
人

４
基

礎
的

自
治
体
と
し

て
の
適

正
規
模

・
行

政
コ

ス
ト

と
行
政

サ
ー
ビ
ス

の
関
係
と

い
う

観
点

か
ら
の

最
適
規
模

人
口
2
1
万
人

～
3
3
万
人

程
度
が

最
適
規
模

と
な
る
。

・
住

民
の

政
治

参
加
の

観
点
か
ら

の
最
適
規

模

人
口
規

模
が

小
さ
い
ほ

ど
投
票

率
が
高
い

が
、
首
長

選
挙
の

無
投
票
も

多
く
な

る
。

第
２

節
合

併
の

類
型

化
の

基
本

的
な

考
え
方

１
市

制
移

行
型

（
行
財

政
効
率
化

型
）

極
め

て
歴

史
的

・
文

化
的

な
一

体
性

の
強

い
地

域
が

、
よ

り
権

限
の

大
き

い
市

へ
の

移
行

を
目

指
し

て
合

併

す
る

パ
タ

ー
ン

。

福
祉

分
野

な
ど

、
よ

り
住

民
に

身
近

な
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

総
合

的
な

供
給

が
可

能
に

な
る

と
と

も
に

、
地

域

イ
メ

ー
ジ
が
向

上
し
地
域

経
済
が

活
性
化
す

る
。

２
都

市
機
能
強

化
型

あ
る

程
度

歴
史

的
・

文
化

的
な

一
体

性
が

強
い

地
域

が
、

地
域

で
共

有
す

る
課

題
の

解
決

や
都

市
的

機
能

の

強
化

の
た

め
、

よ
り
充
実

し
た
行

財
政
能
力

の
確
立
を

目
指
し

て
合
併
す

る
パ
タ

ー
ン
。

施
設

の
配

置
や

職
員

の
再

配
置

な
ど

の
効

率
的

な
財

政
運

営
に

よ
る

自
治

体
の

体
質

強
化

や
、

よ
り

広
域

的

な
視

点
で

の
過

疎
・
高
齢

化
対
策

や
広
域
幹

線
道
路
の

整
備
等

が
で
き
る

。

３
中

核
都
市

形
成
型

い
く

つ
か

の
歴

史
的

・
文

化
的

な
一

体
性

の
あ

る
地

域
が

、
地

方
自

治
法

上
の

中
核

市
・

特
例

市
な

ど
、

よ

り
一

層
大
き
な

行
財
政
能

力
を
持

つ
市
を
目

指
し
て
合

併
す
る

パ
タ
ー
ン

。

福
祉

な
ど

の
権

限
が

強
化

さ
れ

、
よ

り
一

層
住

民
に

身
近

な
行

政
が

行
え

る
と

と
も

に
、

一
般

の
市

よ
り

一

段
高

い
イ
メ
ー

ジ
が
形
成

さ
れ
企

業
や
大
学

な
ど
の
誘

致
が
行

い
や
す
く

な
る
。

４
政

令
市
周
辺

都
市

自
立
型

上
記

い
ず

れ
か

の
パ

タ
ー

ン
を

活
用

し
な

が
ら

、
政

令
市

に
編

入
す

る
こ

と
な

く
、

む
し

ろ
そ

の
活

力
を

取

り
込

み
つ
つ
自

立
し
た
新

都
市
と

し
て
機
能

を
強
化
す

る
パ
タ

ー
ン
。

福
岡

県
広

域
行

政
研

究
会

「
福

岡
県

に
お

け
る

市
町

村
の

自
主

的
合

併
等

の
推

進
方

策
に

関
す

る
調

査
報

告
書

」
の

骨
子

第
Ⅰ

章
市
町

村
行

政
の

広
域

的
展

開
の

必
要

性

第
１

節
市
町

村
を

取
り
巻

く
時

代
潮

流
へ

の
対
応

１
市

町
村

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
広

域
的

対
応

の
必
要

性

日
常

生
活

圏
の

拡
大

や
高

度
情

報
化

社
会

の
進

展
な

ど
、

市
町

村
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

広
域

的
対

応
の

必
要

性

の
高

ま
り

を
も

た
ら

し
て
い
る
潮

流

２
市

町
村

行
政

体
制

の
充

実
強

化
の

必
要

性

少
子

高
齢

社
会

の
到

来
や

地
方

分
権

の
推

進
へ

の
対

応
な

ど
、

市
町

村
行

政
体

制
の

充
実

強
化

を
図

る
た

め

に
、

市
町

村
の

規
模

に
よ
っ
て
は

市
町
村

行
政
の
広

域
的
展

開
が
必
要

と
さ
れ
る

潮
流

３
地

方
財

政
の

危
機

的
状

況

抜
本

的
な

行
政

改
革

の
た

め
市

町
村

合
併

を
含

め
た

広
域

行
政

の
展

開
が

必
要

と
さ

れ
て

い
る

潮
流

第
２

節
市

町
村

行
政

の
広

域
的

展
開

と
県
に

よ
る

広
域

行
政

の
現
状

市
町

村
･
･
･
一

部
事

務
組

合
等
に
よ

る
事
務
の

共
同
処

理
や
広
域

行
政

圏
の

設
定
に

よ
る
広
域

行
政
の

展
開

県
･･
･
市

・
郡

を
単

位
と
す
る

出
先
機
関

の
管
轄

区
域
の
編

成

第
Ⅱ

章
市

町
村

行
政

の
広

域
的

展
開

の
手

段

・
一

部
事

務
組

合
、

広
域

連
合
及

び
市

町
村

合
併
の

メ
リ

ッ
ト

と
デ

メ
リ

ッ
ト
の

分
析

人
材

確
保

・
地

域
課

題
の

包
括

性
の

観
点

か
ら

は
、

市
町

村
合

併
に

よ
り

、
総

合
的

な
行

政
主

体
と

し
て

、
意

思

決
定

・
事

業
実

施
等

を
一
つ

の
市
町
村

が
行
う

こ
と
が
効

果
的
で

あ
る
。

第
Ⅲ

章
福
岡

県
の

地
理

的
条

件
と

市
町

村
の

歴
史

的
形

成
過

程

福
岡

県
の

地
理

的
条

件
と

北
九

州
市

、
福

岡
市

、
久

留
米

市
及

び
1
7
の

旧
郡

単
位

に
よ

る
市

町
村

の
沿

革
の

整
理

第
Ⅳ

章
ア

ン
ケ

ー
ト

及
び

市
町

村
長

面
談

調
査

結
果

市
町

村
の

自
主

的
合

併
等

の
推

進
方

策
を

検
討

す
る

た
め

の
参

考
と

し
て

、
「

県
民

」
(
有

効
回

答
数

1
,
6
4
1
通

)
、

「
市

町
村

長
・

市
町

村
議

会
議

長
」

(
同

1
6
2
通

)
及

び
「

有
識

者
」

(
同

1
8
4
通

)
に

対
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
実

施

し
、

ま
た

、
県

内
9
7
市

町
村

長
中
、
1
4
市
長
及

び
1
6
町
長

、
計
3
0
名
の
首
長

へ
の
面
談

調
査
を

行
っ
た
。

第
１

節
県

民
ア

ン
ケ

ー
ト

・
市

町
村

合
併

の
必

要
性

「
す

ぐ
に

で
も

必
要

」
「

将
来
は
必

要
」
を
合

わ
せ
る

と
5
3
.
3
％

「
不

要
」
2
7
.
4
％

・
市

町
村

合
併

の
推

進
主

体

「
住

民
」
（

4
8
.
8
％

）
「
市
町
村

議
会
」
(
1
9
.
4
％

)
「
県
」

(
1
4
.
8
％
)

第
２

節
市

町
村

長
・

市
町

村
議

会
議

長
ア
ン

ケ
ー

ト

・
行

政
課

題
へ

の
対

応
策

「
合

併
は

将
来

課
題

・
当
面
は
広

域
行
政
」
（

75
.
8
％

）
「
合

併
は

考
え

て
い
な

い
」
（

5.
6
％

）

「
合

併
を

検
討

中
又

は
検
討
予
定
」
（

13
.
6％

）

・
合

併
の

検
討

主
体

「
住

民
」
（

4
1
.
4
％

）
「

市
町

村
長
」
（
2
8
.
4
％
）

「
市

町
村
議
会

」
(
1
9
.
1
％

)

第
３

節
有

識
者

ア
ン

ケ
ー

ト

・
行

政
課

題
へ

の
対

応
策

「
合

併
は

将
来

課
題

・
当
面
は
広

域
行
政
」
（

48
.
4
％

）
「

合
併

不
要

」
（

5.
4
％

）

「
合

併
の

検
討

に
着

手
す
べ
き
」
（

43
.5

％
）

・
合

併
の

検
討

主
体

「
住

民
」
（

3
7
.
5
％

）
「

市
町

村
長
」
（

1
7
.
9
％

）
「

市
町

村
議

会
」

(
1
7
.
9
％

)
「

県
」

(
1
5
.
2
％

)
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第
３

節
類

型
ご

と
の

ケ
ー

ス
ス

タ
デ

ィ

市
制

移
行

型
（

行
財

政
効

率
化

型
）
：
ケ

ー
ス

Ⅰ
（

少
数
自

治
体
に
よ

る
人
口
５

万
人
規

模
）

1
0
年

後
の

消
費

的
経

費
（

注
）

2
5
.
5
％

削
減

1
0
年

後
の

投
資

余
力

（
注

）
2
4
.
5
％

増
加

市
制

移
行

型
（

行
財

政
効

率
化

型
）
：
ケ

ー
ス

Ⅱ
（

多
数
自

治
体
に
よ

る
人
口
1
0
万
人
規

模
）

1
0年

後
の

消
費

的
経

費
5
5
.
2％

削
減

1
0年

後
の

投
資

余
力

5
3
.
5％

増
加

都
市

機
能

強
化

型
：

ケ
ー

ス
Ⅱ
（
多
数

自
治
体

に
よ
る
人

口
1
5
万

人
規
模
）

1
0年

後
の

消
費

的
経

費
5
8
.
4％

削
減

1
0
年

後
の

投
資

余
力

8
.
6
％
増

加
（

５
年

後
の

投
資

余
力

は
２

９
．

６
％

増
加

）

中
核

都
市

形
成

型
：

ケ
ー

ス
Ⅰ
（
多
数

自
治
体

に
よ
る
人

口
2
0
万

人
規
模
）

1
0年

後
の

消
費

的
経

費
4
3
.
7％

削
減

1
0
年

後
の

投
資

余
力

4
.
4
％
増

加
（

５
年

後
の

投
資

余
力

は
２

４
．

９
％

増
加

）

政
令

市
周

辺
都

市
自

立
型

：
ケ

ー
ス

Ⅱ
（
多
数

自
治
体
に

よ
る
人

口
2
5
万
人

規
模
）

1
0年

後
の

消
費

的
経

費
1
5
.
1％

削
減

1
0年

後
の

投
資

余
力

4
9
.
7％

増
加

（
注

）
消

費
的

経
費

･
･
･
人

件
費

、
物

件
費

、
維

持
補

修
費
、

扶
助

費
及

び
補

助
費

投
資

余
力

･･
･

総
収

入
見

込
額

か
ら

消
費

的
経

費
を

控
除

し
た

も
の

第
Ⅵ

章
福

岡
県

に
お

け
る

市
町

村
の

自
主

的
合

併
推

進
の

あ
り

方

自
主

的
な

合
併

が
前

提
で

あ
る

が
、

そ
れ

ぞ
れ

の
地

域
の

市
町

村
は

合
併

の
是

非
を

含
め

て
真

摯
に

検
討

す
る

必

要
が

あ
る

。
そ

の
際

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

市
町

村
に

お
い

て
「

検
討

エ
リ

ア
」

を
設

定
し

た
上

で
、

具
体

的
な

合
併

の
メ

リ
ッ

ト
や

阻
害

要
因

及
び

そ
の

除
去

方
法

を
住

民
の

意
見

を
反

映
し

な
が

ら
検

討
す

る
こ

と
が

極
め

て
重

要
で

あ
る

。

１
検

討
の

際
の

留
意

点

・
合

併
の

メ
リ

ッ
ト

に
つ

い
て

合
併

の
一

般
的

メ
リ

ッ
ト

と
言

わ
れ

て
い

る
「

人
材

の
確

保
等

を
含

め
た

行
財

政
基

盤
の

充
実

強
化

」
に

よ

り
、

ど
の

よ
う

な
地

域
づ

く
り

を
し

、
ど

の
よ

う
な

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
向

上
さ

せ
る

の
か

、
そ

れ
ぞ

れ
の

「
検

討
エ

リ
ア

」
の

中
で

具
体

的
な

検
討

が
必

要
で

あ
る

。

・
合

併
の

阻
害

要
因

に
つ

い
て

「
検

討
エ

リ
ア

」
の

中
で

具
体

的
な

合
併

の
阻

害
要

因
、

例
え

ば
「

中
心

部
と

周
辺

部
で

の
地

域
格

差
」
、

「
住

民
の

意
見

が
反

映
さ

れ
に

く
く

な
る

こ
と

」
、
「

き
め

細
か

な
サ

ー
ビ

ス
が

で
き

な
く

な
る

こ
と

」
な

ど

を
明

ら
か

に
し

、
問

題
を

克
服

す
る

た
め

の
方

法
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

・
住

民
の

意
見

の
反

映
に

つ
い

て

「
検

討
エ

リ
ア

」
に

お
け

る
具

体
的

な
地

域
づ

く
り

や
、

向
上

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

具

体
的

な
内

容
な

ど
に

つ
い

て
、

行
政

が
住

民
に

対
し

て
「

た
た

き
台

」
を

提
示

し
、

議
論

を
公

開
し

な
が

ら
意

見
を

集
約

し
て

い
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

２
市

町
村

合
併

の
「

検
討

エ
リ

ア
」

の
設

定

市
町

村
合

併
の

｢
検

討
エ

リ
ア

｣
を

旧
郡

単
位

な
ど

に
設

定
す

る
こ

と
が

、
地

理
的

・
歴

史
的

な
面

か
ら

も
、

財
政

効
率

上
要

求
さ

れ
る

規
模

の
大

き
さ

か
ら

も
、

現
在

の
行

政
上

の
一

体
性

か
ら

も
極

め
て

有
益

で
あ

る
。

福
岡

県
内

の
市

町
村

は
、

こ
の

旧
郡

単
位

を
基

本
と

し
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

で
適

切
な

「
検

討
エ

リ
ア

」

を
設

定
し

、
早

急
に

合
併

の
是

非
を

含
め

た
検

討
を

始
め

る
べ

き
で

あ
る

と
考

え
る

。
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第
２
章

  
福
岡
県
に
お
け
る
市
町
村
合
併
の
気
運
及
び
阻
害
要
因

 
第
１
節
  
県
内
各
地
域
の
合
併
に
関
す
る
意
識
 ～

 平
成

10
年
度
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
 

 
平
成

10
年
度
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
①
合
併
の
必
要
性
、
②
合
併
の
阻
害
要
因
に
つ
い
て
概
観
。

 

 第
２
節

  
県
内
各
地
域
の
合
併
気
運
及
び
阻
害
要
因
等

 
 
県
内
各
地
域
の
合
併
気
運
や
合
併
阻
害
要
因
な
ど
の
実
情
を
把
握
す
る
た
め
、
市
町
村
職
員
に
対
す
る
グ
ル
ー
プ

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
①
地
域
の
現
状
、
②
地
域
の
一
体
感
、
③
合
併
に
向
け
た
気
運
、
④
合
併
の

阻
害
要
因
に
分
け
て
整
理
。

 

 第
３
節

  
合
併
阻
害
要
因
の
類
型
化

 
  
グ
ル
ー
プ
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
で
指
摘
さ
れ
た
合
併
の
阻
害
要
因
を
次
の
と
お
り
類
型
化
。

 

 ＜
全
て
の
地
域
に
共
通
す
る
阻
害
要
因
＞

 

 ＜
複
数
の
地
域
に
共
通
す
る
阻
害
要
因
＞

 

 

地
域
間
格
差

の
拡
大

住
民
に
密
着

し
た
サ
ー
ビ

ス
の
低
下

複
雑
な
既
存

の
一
部
事
務

組
合
の
構
成

中
心
市
の
求

心
力
の
弱
さ

(
中

心
地

域
の

不
明

確
さ

)

地
域

内
の

交
通

基
盤

の
不

足
福
岡
市
へ
の

依
存

県
境
の
存
在

旧
筑

紫
郡

○
○

○

旧
糟

屋
郡

○
○

○

旧
宗

像
郡

○
○

旧
鞍

手
郡

○

旧
嘉

穂
郡

○
○

旧
朝

倉
郡

○
○

○

旧
糸

島
郡

○
○

○

旧
浮

羽
郡

○

旧
三

井
郡

○
○

旧
三

潴
郡

○
○

○

旧
八

女
郡

○
○

旧
山

門
郡

○
○

○

旧
三

池
郡

○
○

○
○

旧
田

川
郡

○

旧
京

都
郡

○

旧
築

上
郡

○
○

　
　

積
極

的
な

合
併

推
進

要
因

の
不

足

　
　

行
財

政
基

盤
強

化
（

財
政

面
・

人
材

面
）

の
必

要
性

に
対

す
る

認
識

の
不

足

　
　

身
分

喪
失

に
対

す
る

不
安

 

 

福
岡
県
広
域
行
政
研
究
会

 
「
福
岡
県
に
お
け
る
市
町
村
の
自
主
的
合
併
等
の
推
進
方
策
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」
の
骨
子

 
～
市
町
村
合
併
の
阻
害
要
因
へ
の
対
応
策
～

 
 

第
１
章

  
福
岡
県
に
お
け
る
市
町
村
合
併
の
検
討

 
第
１
節

 福
岡
県
広
域
行
政
研
究
会
の
報
告
書
（
平
成

10
年
度
調
査
）
の
要
旨

 
１
．
広
域
行
政
の
必
要
性

 

①
市
町
村
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
広
域
的
対
応
の
必
要
性
 

日
常

生
活

圏
の

拡
大

や
高
度

情
報

化
社
会

の
進

展
な
ど

、
市

町
村
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

広
域

的
対

応
の

必
要

性
 
 

の
高
ま
り
を
も
た
ら
し
て
い
る
潮
流
 

②
市
町
村
行
政
体
制
の
充
実
強
化
の
必
要
性
 

少
子

高
齢

社
会

の
到

来
や
地

方
分

権
の
推

進
へ

の
対
応

な
ど

、
市
町

村
行

政
体

制
の

充
実

強
化

を
図

る
た

め
 
 

に
、
市
町
村
の
規
模
に
よ
っ
て
は
市
町
村
行
政
の
広
域
的
展
開
が
必
要
と
さ
れ
る
潮
流
 

③
地
方
財
政
の
危
機
的
状
況
 

抜
本
的
な
行
政
改
革
の
た
め
市
町
村
合
併
を
含
め
た
広
域
行
政
の
展
開
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
潮
流
 

２
．
広
域
行
政
の
手
法
と
し
て
の
市
町
村
合
併
の
優
位
性
と
市
町
村
の
適
正
規
模

 

３
．
福
岡
県
に
お
け
る
市
町
村
合
併
の
類
型

 

 
①
市
制
移
行
型
（
行
財
政
効
率
化
型
）

 

 
②
都
市
機
能
強
化
型

 

 
③
中
核
都
市
形
成
型

 

 
④
政
令
市
周
辺
都
市
自
立
型

 

４
．
旧
郡
単
位
に
よ
る
合
併
の
検
討

 

（
１
）「

検
討
エ
リ
ア
」
設
定
の
必
要
性

 

抽
象
的
な
議
論
と
な
ら
な
い
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
お
い
て
「
検
討
エ
リ
ア
」
を
設
定
し
た
上
で
、
具
体

的
な
合
併
の
メ
リ
ッ
ト
や
阻
害
要
因
及
び
そ
の
除
去
方
法
を
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
が
極

め
て
重
要
で
あ
る
。

 

（
２
）
福
岡
県
に
お
け
る
「
検
討
エ
リ
ア
」

 

市
町
村
合
併
の
｢検

討
エ
リ
ア
｣を

旧
郡
単
位
な
ど
に
設
定
す
る
こ
と
が
、
地
理
的
・
歴
史
的
な
面
、
財
政
効
率
上

要
求
さ
れ
る
規
模
の
大
き
さ
、及

び
現
在
の
行
政
上
の
一
体
性
か
ら
極
め
て
有
益
で
あ
り
、福

岡
県
内
の
市
町
村
は
、

こ
の
旧
郡
単
位
を
基
本
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
適
切
な
「
検
討
エ
リ
ア
」
を
設
定
し
、
早
急
に
合
併
の
是
非
を

含
め
た
検
討
を
始
め
る
べ
き
で
あ
る
。

 

 

第
２
節
 
市
町
村
合
併
の
阻
害
要
因
と
そ
の
対
応
策
の
検
討
の
重
要
性
 

市
町
村
合
併
の
検
討
に
お
い
て
は
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
の
比
較
考
量
が
論
点
の
ひ
と
つ
と
な
る
が
、

そ
の
際
に
は
、
市
町
村
合
併
が
地
域
の
発
展
に
及
ぼ
す
具
体
的
効
果
を
十
分
検
討
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
合
併
に

よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
を
よ
り
少
な
く
す
る
た
め
の
方
策
を
同
時
に
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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○
住
民
に
密
着
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
 
～
支
所
機
能
の
充
実
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
～

 

・
 支

所
機
能
強
化
に
よ
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
（
熊
本
市
、
い
わ
き
市
、
北
上
市
）

 

・
 旧

市
町
村
の
施
策
の
持
ち
寄
り
（
浜
松
市
）

 

 第
３
節

 対
応
策
検
討
の
際
の
留
意
点

 
合
併
阻
害
要
因
へ
の
対
応
策
を
検
討
す
る
際
、
留
意
す
べ
き
事
項
等
を
合
併
阻
害
要
因
の
類
型
ご
と
に
整
理
。
 

１
．
積
極
的
な
合
併
推
進
要
因
の
不
足
に
つ
い
て

 

普
遍
的
な
合
併
推
進
要
因
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
合
併
推
進
要
因
を
、
そ
の
地

域
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
（
発
展
可
能
性
）
と
課
題
の
抽
出
な
ど
を
通
じ
て
、
中
・
長
期
的
視
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
際
は
合
併
の
検
討
エ
リ
ア
の
設
定
や
複
数
の
市
町
村
に
よ
る
共
同
研
究
が
有
効
で
あ
る
。

 

２
．
行
財
政
基
盤
強
化
（
財
政
面
・
人
材
面
）
の
必
要
性
に
対
す
る
認
識
の
不
足
に
つ
い
て

 

住
民
へ
の
情
報
提
供
と
住
民
参
加
の
も
と
、
首
長
、
議
員
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
も
っ
て
新
た
な
行
政
シ
ス
テ
ム

づ
く
り
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

 

３
．
身
分
喪
失
に
対
す
る
不
安
に
つ
い
て

 

合
併
特
例
法
上
の
特
例
措
置
の
活
用
は
も
ち
ろ
ん
、
合
併
後
の
市
町
村
に
お
け
る
人
材
登
用
が
考
え
ら
れ
る
。

 

４
．
地
域
間
格
差
の
拡
大
に
つ
い
て

 

昭
和
の
大
合
併
に
よ
っ
て
地
域
間
格
差
が
広
が
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
中
心
部
の
成
長
が
周
辺
地
域
の
成
長
を
促

し
、
地
域
全
体
の
底
上
げ
に
繋
が
る
と
の
視
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
地
域
の
現
状
を
再
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

合
併
後
の
市
町
村
建
設
計
画
は
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
広
域
的
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
た
方
策
を
示
す
必
要

が
あ
る
。

 

５
．
住
民
に
密
着
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
つ
い
て

 

住
民
が
行
政
に
対
し
て
真
に
望
む
サ
ー
ビ
ス
は
何
か
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
現
状
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
合
併
後
の

市
町
村
の
規
模
で
新
た
に
提
供
可
能
と
な
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
比
較
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

 

住
民
の
意
見
を
十
分
吸
い
上
げ
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
た
め
、
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
の
充
実
に
加
え
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と
の
連
携
強
化
な
ど
が
重
要
と
な
る
。

 

６
．
複
雑
な
既
存
の
一
部
事
務
組
合
の
構
成
に
つ
い
て

 

既
存
の
一
部
事
務
組
合
の
統
合
・
複
合
化
、
合
併
に
際
し
て
の
十
分
な
事
前
調
整
に
よ
り
解
決
可
能
と
考
え
ら
れ

る
。

 

７
．
中
心
市
の
求
心
力
の
弱
さ
（
又
は
中
心
地
域
の
不
明
確
さ
）
に
つ
い
て

 

 
合
併
を
契
機
と
す
る
成
長
拠
点
づ
く
り
と
こ
れ
を
牽
引
役
と
す
る
地
域
全
体
の
振
興
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
併
せ
て
、
今
後
の
都
市
的
機
能
を
ど
う
い
う
方
策
で
提
供
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

 

８
．
地
域
内
の
交
通
基
盤
の
不
足
に
つ
い
て

 

 
中
心
地
域
と
周
辺
地
域
の
間
で
の
問
題
か
、
周
辺
地
域
間
で
の
問
題
か
を
検
証
し
た
上
で
、
後
者
の
場
合
は
合
併

を
契
機
と
し
て
周
辺
地
域
間
の
基
盤
整
備
を
行
い
、
住
民
交
流
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 

 

 

第
３
章

  
合
併
阻
害
要
因
へ
の
対
応
策

 
第
１
節

 一
般
的
な
対
応
策

 
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
対
応
策
と
し
て
、
国
及
び
県
に
お
け
る
現
在
の
取
組
状
況
及
び
合
併
の
当
事
者
と
な
る
市

町
村
自
ら
に
よ
る
取
組
状
況
等
を
整
理
。

 

１
．
 国
の
施
策

 

（
１
）
合
併
特
例
法
に
よ
る
特
例
制
度
の
創
設

 

 
 
・
合
併
協
議
会
設
置
に
関
す
る
住
民
発
議
制
度
（
有
権
者

1/
50

以
上
に
よ
る
直
接
請
求
）

 

 
 
・
市
と
な
る
べ
き
要
件
の
特
例
（
人
口
４
万
人
以
上
で
市
制
移
行
可
能
等
）

 

 
 
・
地
域
審
議
会
の
設
置
（
旧
市
町
村
単
位
で
の
意
見
の
反
映
）

 

 
 
・
議
会
議
員
の
定
数
・
在
任
、
議
員
年
金
の
資
格
に
関
す
る
特
例

 

 
 
・
財
政
措
置
に
関
す
る
特
例
（
普
通
交
付
税
算
定
の
特
例
、
合
併
特
例
債
）

 

（
２
）
財
政
上
の
優
遇
措
置

 

 
 
・
普
通
交
付
税
算
定
の
特
例
（
合
併
算
定
替
）
の
期
間
の
延
長

 

 
 
・
合
併
特
例
債
の
創
設

 

 
 
・
合
併
関
係
市
町
村
間
の
公
債
費
負
担
格
差
の
解
消
の
た
め
の
財
政
措
置

 

 
 
・
市
町
村
合
併
の
推
進
の
た
め
の
補
助
金
（
法
定
協
議
会
へ
の
補
助
金
、
合
併
市
町
村
へ
の
補
助
金
）

 

２
．
 県
の
施
策

 

・
市
町
村
や
民
間
団
体
等
に
対
す
る
補
助
金
の
交
付

 

・
 各

種
研
修
会
等
へ
の
講
師
派
遣

 

・
 福

岡
県
広
域
行
政
研
究
会
で
の
調
査
研
究
及
び
報
告
書
の
公
表

 

３
．
 市
町
村
自
ら
の
取
組

 

・
住
民
意
識
調
査
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
研
究
会
等

 

・
各
種
協
議
会
な
ど
に
よ
る
各
市
町
村
間
の
行
政
水
準
の
平
準
化
や
職
員
交
流
の
拡
大
、
施
設
の
共
同
利
用

 

・
自
治
会
や
行
政
区
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
育
成

 

 

第
２
節

 全
国
の
合
併
事
例
に
お
け
る
対
応
策
の
実
例

 
過
去
の
市
町
村
合
併
事
例
（

11
事
例
）
の
中
で
執
ら
れ
た
対
応
策
の
実
例
に
つ
い
て
整
理
。

 

［
主
な
実
例
］

 

○
積
極
的
な
合
併
推
進
要
因
の
不
足
 
～
合
併
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
る
目
標
の
設
定
～

 

 
・
市
制
移
行
（
鹿
嶋
市
、
篠
山
市
）、

イ
ン
フ
ラ
整
備
に
よ
る
地
域
振
興
（
い
わ
き
市
、
ひ
た
ち
な
か
市
）

 

○
行
財
政
基
盤
強
化
（
財
政
面
・
人
材
面
）
の
必
要
性
に
対
す
る
認
識
の
不
足
 
～
合
併
‘
議
論
’
を
行
う
気
運
の
醸
成
～

 

 
・
首
長
や
議
会
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
（
あ
き
る
野
市
、
篠
山
市
）、

住
民
意
識
の
啓
発
（
水
戸
市
、
あ
き
る
野
市
） 

○
身
分
喪
失
に
対
す
る
不
安
 
～
合
併
特
例
法
の
活
用
～

 

 
・
定
数
特
例
及
び
在
任
特
例
の
活
用
、
審
議
会
委
員
等
特
別
職
と
し
て
の
任
用
（
熊
本
市
、
浜
松
市
）

 

○
地
域
間
格
差
の
拡
大
 
～
合
併
前
の
旧
市
町
村
へ
の
配
慮
～

 

 
・
施
設
や
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
（
い
わ
き
市
、
浜
松
市
）

 

 
・
旧
市
町
村
別
予
算
の
作
成
（
い
わ
き
市
、
つ
く
ば
市
）、

旧
市
町
村
ご
と
の
選
挙
区
の
設
置
（
い
わ
き
市
）
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９
．
福
岡
市
へ
の
依
存
に
つ
い
て

 

財
政
効
率
及
び
住
民
の
参
政
意
識
の
観
点
か
ら
政
令
指
定
都
市
と
の
合
併
は
慎
重
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
福
岡

都
市
圏
に
あ
る
と
い
う
立
地
条
件
を
さ
ら
に
有
効
に
活
用
す
る
た
め
、
市
町
村
合
併
と
い
う
手
段
に
つ
い
て
ど
う
考

え
る
か
を
住
民
に
説
明
す
る
責
任
が
あ
る
。

 

1 0
．
県
境
の
存
在
に
つ
い
て

 

ま
ず
は
県
内
で
の
合
併
の
是
非
を
十
分
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 

第
４
章
 
福
岡
県
に
お
け
る
市
町
村
合
併
推
進
の
留
意
点

 
第
１
節

  
旧
郡
を
単
位
と
し
な
い
合
併
パ
タ
ー
ン
の
検
討

 
 
旧
郡
単
位
で
実
施
し
た
グ
ル
ー
プ
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
旧
郡
単
位
の
合
併
パ
タ
ー
ン
に
加
え
て
、
旧
郡
単
位
以
外

の
合
併
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
①
旧
郡
の
一
部
が
先
行
合
併
す
る
場
合
（
旧
郡
内
先
行
合
併
パ
タ
ー
ン
）、

②
旧
郡
間
を

ま
た
が
る
市
町
村
が
合
併
す
る
場
合
（
旧
郡
間
合
併
パ
タ
ー
ン
）
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。

 

 第
２
節
 
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
の
県
の
役
割

 
１
．
情
報
提
供
･啓

発
 

福
岡
県
広
域
行
政
研
究
会
報
告
書
の
周
知
や
「
市
町
村
の
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
の
要
綱
」
の
策
定
な
ど
を
通
じ

て
更
な
る
情
報
提
供
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
 

２
．
市
町
村
の
具
体
的
取
組
に
対
す
る
支
援
 

（
１
）
市
町
村
の
研
究
会
へ
の
支
援
 

研
究
会
等
を
設
け
、
合
併
に
関
し
て
具
体
的
な
取
組
を
自
ら
行
お
う
と
す
る
住
民
や
市
町
村
に
対
し
て
、
県
は
積

極
的
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

（
２
）
合
併
協
議
会
等
へ
の
支
援
 

合
併
の
論
議
が
深
ま
り
、
具
体
的
に
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
県
は
こ
の
合
併
協
議
会
に

対
し
て
、
財
政
的
な
面
は
も
ち
ろ
ん
人
的
な
面
を
含
め
て
積
極
的
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

３
．
合
併
後
の
市
町
村
に
対
す
る
支
援
 

  
国
の
施
策
に
よ
る
優
遇
措
置
に
加
え
、
合
併
後
の
市
町
村
の
地
域
に
対
す
る
県
事
業
の
優
先
的
な
実
施
や
既
存
の

補
助
金
、
交
付
金
の
優
先
的
な
採
択
な
ど
が
効
果
的
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
補

助
対

象
経

費
、

補
助

率
等

）

第
４

条
補

助
金

の
交

付
の

対
象

経
費

、
補

助
率

及
び

補
助

金
の

限
度

額
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

事
業

補
助

対
象

経
費

補
助

率
補

助
金

の
限

度
額

前
条

第
４

号
補

助
事

業
に

要
す

る
経

費
の

う
ち

、
報

償
費

、
２

分
の

１
１

団
体

に
つ

き

以
外

の
事

業
旅

費
、

需
用

費
（

食
糧

費
を

除
く

。
）

、
役

以
内

2
,
0
0
0
千

円
以

内

務
費

、
委

託
料

及
び

使
用

料

前
条

第
４

号
補

助
事

業
に

要
す

る
経

費
の

う
ち

、
報

償
費

、
３

分
の

１
１

団
体

に
つ

き

の
事

業
旅

費
、

需
用

費
（

食
糧

費
を

除
く

。
）

、
役

以
内

1
,
5
0
0
千

円
以

内

務
費

、
委

託
料

及
び

使
用

料

（
補

助
金

の
交

付
申

請
）

第
５

条
第

２
条

に
掲

げ
る

団
体

で
補

助
事

業
を

実
施

し
よ

う
と

す
る

も
の

（
以

下
「

補
助

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

、
補

助
金

の
交

付
を

受
け

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
様

式
第

１
号

に
よ

る
申

請
書

（
以

下
「

申
請

書
」

と
い

う
。

）
を

別
に

定
め

る
期

日
ま

で
に

、
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
前

項
の

申
請

を
す

る
場

合
に

お
い

て
、

補
助

事
業

者
が

第
２

条
第

４
号

に
掲

げ
る

団
体

で
あ

る
場

合
は

当
該

団
体

の
事

務
所

等
の

所
在

す
る

市
町

村
の

長
（

以
下

「
所

在
市

町
村

の
長

」
と

い
う

。
）

が
発

行
し

た
当

該
団

体
に

活
動

実
績

が
あ

る
こ

と
を

証
す

る
文

書
を

、
同

条
第

５
号

に
掲

げ
る

団
体

で
あ

る
場

合
は

所
在

市
町

村
の

長
が

発
行

し
た

推
薦

書
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
知

事
は

、
第

１
項

の
申

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
所

在
市

町
村

の
長

及
び

当
該

補
助

事
業

の
内

容
が

関
係

す
る

市
町

村
の

長
（

以
下

「
関

係
市

町
村

の
長

」
と

い
う

。
）

に
対

し
、

そ
の

旨
を

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

（
補

助
金

の
交

付
決

定
）

第
６

条
知

事
は

、
前

条
第

１
項

の
申

請
が

あ
っ

た
場

合
は

、
当

該
申

請
に

係
る

書
類

を
審

査
し

、
適

当
で

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

速
や

か
に

補
助

金
の

交
付

を
決

定
し

、
補

助
事

業
者

に
通

知
す

る
と

と
も

に
、

所
在

市
町

村
の

長
及

び
関

係
市

町
村

の
長

に
そ

の
旨

を
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。

（
申

請
内

容
の

変
更

等
の

承
認

）

第
７

条
補

助
事

業
者

は
、

補
助

金
の

交
付

決
定

通
知

を
受

け
た

後
、

補
助

事
業

の
内

容
及

び
補

助
事

業
に

要
す

る
経

費
の

配
分

を
変

更
す

る
場

合
は

、
様

式
第

２
号

に
よ

る
変

更
承

認
申

請
書

を
知

事
に

提
出

し
、

そ
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

補
助

対
象

経
費

の
各

経
費

ご
と

の
配

分
額

の
2
0
％

を

超
え

な
い

額
の

変
更

そ
の

他
事

業
の

遂
行

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
程

度
の

軽
微

な
変

更
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

（
実

績
報

告
）

第
８

条
補

助
事

業
者

は
、

補
助

事
業

が
完

了
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

3
0
日

を
経

過
し

た
日

又
は

補
助

金
の

交
付

決
定

の
あ

っ
た

日
の

属
す

る
年

度
の

3
月

3
1
日

の
い

ず
れ

か
早

い
日

ま
で

に
、

様
式

第
３

号
に

よ
る

実

績
報

告
書

を
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
補

助
金

の
額

の
確

定
）

第
９

条
知

事
は

、
補

助
事

業
者

か
ら

前
条

の
実

績
報

告
書

が
提

出
さ

れ
た

と
き

は
、

規
則

第
1
4
条

の
規

定

に
よ

り
、

補
助

金
の

額
の

確
定

を
行

い
、

補
助

事
業

者
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

福
岡

県
広

域
行

政
推

進
支

援
事

業
補

助
金

交
付

要
綱

（
趣

旨
）

第
１

条
知

事
は

、
広

域
行

政
の

推
進

に
向

け
た

地
域

の
取

組
を

支
援

す
る

た
め

、
第

２
条

に
定

め
る

団
体

が
実

施
す

る
第

３
条

に
定

め
る

事
業

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
福

岡
県

広
域

行
政

推
進

支
援

事
業

補
助

金
（

以
下

「
補

助
金

」
と

い
う

。
）

を
交

付
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

交
付

に
つ

い
て

は
、

福
岡

県
補

助
金

等
交

付
規

則
（

昭
和

3
3
年

福
岡

県
規

則
第

５
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

要
綱

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

（
補

助
対

象
団

体
）

第
２

条
補

助
金

の
交

付
の

対
象

団
体

は
、

福
岡

県
内

に
事

務
所

等
を

有
す

る
団

体
で

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。

(
1
)

地
方

公
共

団
体

（
市

町
村

、
一

部
事

務
組

合
等

）

(
2
)

複
数

の
市

町
村

に
よ

り
要

綱
等

に
基

づ
き

設
置

さ
れ

た
研

究
会

、
独

自
の

規
約

等
に

基
づ

き
運

営
さ

れ
る

い
わ

ゆ
る

任
意

協
議

会
等

の
団

体

(
3
)

農
業

協
同

組
合

、
商

工
会

議
所

そ
の

他
の

公
共

的
団

体
等

(
4
)

地
域

づ
く

り
団

体
等

で
広

域
行

政
又

は
地

域
づ

く
り

の
推

進
に

係
る

事
業

に
つ

い
て

活
動

実
績

が
あ

る
と

市
町

村
長

が
認

め
る

も
の

(
5
)

前
号

に
準

ず
る

団
体

で
市

町
村

長
が

推
薦

す
る

も
の

（
補

助
対

象
事

業
）

第
３

条
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
補

助
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
当

該
事

業
に

要
す

る
経

費
が

5
0
0
千

円
以

上
の

事
業

で
次

に
掲

げ
る

も
の

（
前

条
第

２
号

の
団

体
に

つ
い

て
は

第
４

号
の

事

業
に

限
る

。
）

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

補
助

金
以

外
に

県
か

ら
補

助
金

等
の

交
付

を
受

け
る

事
業

は
、

原
則

と
し

て
対

象
と

し
な

い
も

の
と

す
る

。

(
1
)

市
町

村
合

併
等

（
地

方
自

治
法

第
2
5
2
条

の
1
9
第

１
項

の
指

定
都

市
の

指
定

に
関

す
る

政
令

（
昭

和

3
1
年

政
令

第
2
5
4
号

）
で

指
定

す
る

市
と

の
合

併
を

目
指

す
も

の
を

除
く

。
以

下
本

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
広

域
行

政
に

関
す

る
研

究
会

、
懇

話
会

、
検

討
会

、
研

修
会

等
の

実
施

事
業

(
2
)

市
町

村
合

併
等

広
域

行
政

を
推

進
す

る
た

め
の

次
に

掲
げ

る
調

査
研

究
事

業
（

先
進

事
例

調
査

の
み

の
事

業
は

除
く

。
）

ア
広

域
的

現
況

調
査

イ
先

進
事

例
調

査

ウ
住

民
意

識
調

査

エ
将

来
都

市
ビ

ジ
ョ

ン
等

の
策

定

(
3
)

市
町

村
合

併
等

広
域

行
政

を
推

進
す

る
た

め
の

機
運

醸
成

に
つ

な
が

る
次

に
掲

げ
る

啓
発

事
業

ア
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
、

セ
ミ

ナ
ー

、
講

演
会

等
の

開
催

イ
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
、

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

、
チ

ラ
シ

、
ポ

ス
タ

ー
等

の
作

成
及

び
配

布

(
4
)

複
数

の
市

町
村

が
市

町
村

合
併

等
広

域
行

政
に

関
し

、
前

条
第

２
号

の
団

体
を

共
同

設
置

し
た

上
で

行
う

具
体

的
な

将
来

構
想

に
つ

い
て

の
調

査
研

究
事

業
（

先
進

事
例

調
査

の
み

の
事

業
は

除
く

。
）
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（
補

助
金

の
交

付
）

第
1
0
条

知
事

は
、

規
則

第
1
4
条

の
規

定
に

よ
る

補
助

金
の

額
の

確
定

後
に

補
助

金
を

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

（
関

係
書

類
の

整
備

）

第
1
1
条

補
助

事
業

者
は

、
規

則
第

1
0
条

に
定

め
る

書
類

、
帳

簿
等

を
、

補
助

事
業

が
完

了
し

た
年

度
の

翌

年
度

か
ら

５
年

間
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
書

類
の

提
出

部
数

）

第
1
2
条

規
則

及
び

こ
の

要
綱

の
規

定
に

よ
り

知
事

に
提

出
す

る
書

類
の

部
数

は
、

正
本

１
部

と
す

る
。

（
雑

則
）

第
1
3
条

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は

、
知

事
が

別
に

定
め

る
。

附
則

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
1
年

７
月

1
6
日

か
ら

施
行

し
、

平
成

1
1
年

度
の

事
業

に
適

用
す

る
。
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３ 合併旧法下での福岡県の取組関係 
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福岡県市町村合併推進要綱策定会議設置要綱

（設置）

第１条 福岡県における自主的な市町村合併の推進を図るため、市町村の合併の推進につ

いての要綱（以下「推進要綱」という。）を策定することを目的として、福岡県市町村合

併推進要綱策定会議（以下「策定会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 策定会議の所掌事務は、推進要綱の策定に関する事務とし、その具体的内容は、

次のとおりとする。

(1) 市町村の合併パターンの検討及び作成

(2) 県の市町村合併に対する支援策の検討

(3) その他推進要綱の策定に関する事項

（組織）

第３条 策定会議は、会長、副会長及び委員で組織する。

２ 会長、副会長及び委員は、別表第１に掲げる者をもって充てる。

３ 会長は、必要があると認めるときは、別表第１に掲げる職員以外の者を委嘱すること

ができる。

４ 策定会議に、顧問を置くことができる。

（会議）

第４条 策定会議は、会長が招集し、これを主宰する。

２ 会長に事故がある場合は、副会長がその職務を代行する。

（庶務）

第５条 策定会議の庶務は、総務部地方課において処理する。

（補則）

第６条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。

附 則

この要綱は、平成12年５月26日から施行する。

別表第１（第３条関係） 策定会議の会長、副会長及び委員

区 分 職 名

会 長 総 務 部 次 長

副会長 総 務 部 地 方 課 長

委 員 総 務 部 総 務 課 長

企 画 振 興 部 企 画 調 整 課 長

保 健 福 祉 部 企 画 課 長

環 境 部 環 境 政 策 課 長

生 活 労 働 部 生 活 文 化 課 長

商 工 部 商 工 政 策 課 長

農 政 部 農 政 課 長

水 産 林 務 部 林 政 課 長

土 木 部 土 木 管 理 課 長

建築都市部建築都市管理課長
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  第
１

章
 

市
町

村
を

取
り

巻
く

現
状

と
今

後
の

見
通

し
 

  
住

民
に

最
も

身
近

な
地

方
公

共
団

体
で

あ
る

市
町

村
は

、
こ

れ
か

ら
の

時
代

に
対

応
し

た
十

分
な

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

続
け

る
と

い
う

重
要

な
責

務
を

有
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
近

年
の

市
町

村
を

取
り

巻
く

状
況

は
大

き
く

変
化

し
、

市
町

村
に

お
い

て
は

、
次

の
よ

う
な

時
代

潮
流

へ
の

対
応

が
急

務
と

な
っ

て
い

る
。

 

 １
 

市
町

村
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

広
域

的
対

応
の

必
要

性
 

 
(
1
)
 
日

常
生

活
圏

の
拡

大
 

 
情

報
通

信
基

盤
の

整
備

に
加

え
、

交
通

手
段

の
発

達
に

よ
り

、
経

済
社

会
活

動
や

通
勤

・
通

学
・

通
院

・
買

物
を

は
じ

め
、
文

化
・

ス
ポ

ー
ツ

活
動

な
ど

住
民

の
日

常
生

活
の

行
動

範
囲

は
広

域
化

し
、

従
来

の
生

活
圏

域
を

越
え

て
人

や
物

の
交

流
が

進
ん

で
い

る
。

こ
れ

に
伴

い
、

公
共

施
設

の
広

域
的

な
利

用
や

施
設

建
設

の
広

域
的

な
調

整
な

ど
、

新
た

な
行

政
ニ

ー
ズ

が
生

じ
て

き
て

い
る

。
 

 
公

共
施

設
の

広
域

的
な

利
用

に
つ

い
て

は
、

住
民

と
住

民
以

外
の

利
用

条
件

の
格

差
を

な
く

し
、

広
域

的
な

予
約

シ
ス

テ
ム

等
を

つ
く

る
こ

と
に

よ
っ

て
住

民
の

利
便

は
大

き
く

改
善

す
る

。
 

 
ま

た
、

公
共

施
設

建
設

の
広

域
的

な
調

整
に

つ
い

て
は

、
広

域
行

政
圏

計
画

な
ど

で
調

整
さ

れ
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

が
、

現
実

に
は

ど
の

市
町

村
に

も
体

育
館

、
図

書
館

、
音

楽
ホ

ー
ル

な
ど

同
じ

よ
う

な
ス

ポ
ー

ツ
施

設
、
文

化
施

設
が

建
設

さ
れ

、
住

民
の

多
様

な
ニ

ー
ズ

に
対

応
で

き
て

い
な

い
。

よ
り

強
力

な
広

域
的

調
整

を
行

え
る

仕
組

み
を

作
り

、
地

域
の

特
徴

を
活

か
し

た
他

に
な

い
施

設
や

よ
り

充
実

し
た

機
能

を
有

す
る

施
設

な
ど

、
住

民
の

多
様

な
ニ

ー
ズ

に
対

応
で

き
る

公
共

施
設

の
適

正
配

置
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。
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％
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／
通

勤
依

存
率

中
心

都
市

4
0

％
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％
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％
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％
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％
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     は
じ

め
に

 
～

要
綱

策
定

の
趣

旨
～

 

  
市

町
村

の
自

主
的

合
併

は
、

市
町

村
の

行
財

政
基

盤
の

強
化

が
図

ら
れ

、
地

方
分

権

の
推

進
に

も
資

す
る

と
い

う
観

点
か

ら
、

促
進

す
べ

き
も

の
と

考
え

る
。

 

 
も

と
よ

り
、

市
町

村
合

併
は

、
市

町
村

及
び

そ
の

住
民

の
主

体
的

な
判

断
が

尊
重

さ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ

る
が

、
「

市
町

村
の

合
併

の
特

例
に

関
す

る
法

律
（

合
併

特
例

法
）
」

が
平

成
1
7
年

３
月

末
に

失
効

す
る

こ
と

を
考

慮
す

る
と

、
市

町
村

や
地

域
に

お
い

て
、

自
ら

の
将

来
に

関
す

る
重

要
な

課
題

と
し

て
、

こ
れ

ま
で

以
上

に
積

極
的

に
取

り
組

む

こ
と

が
強

く
望

ま
れ

る
。

 

 
よ

っ
て

、
県

に
お

い
て

は
、

本
要

綱
を

策
定

し
、

公
表

す
る

こ
と

に
よ

り
、

地
域

に

お
け

る
合

併
の

機
運

の
醸

成
が

図
ら

れ
、

市
町

村
に

お
け

る
具

体
的

な
取

組
が

行
わ

れ

る
よ

う
期

待
す

る
。
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  ２
 

市
町

村
行

政
体

制
の

充
実

強
化

の
必

要
性

 

 
(
1
)
 
少

子
高

齢
社

会
の

到
来

 

 
こ

れ
か

ら
の

日
本

社
会

は
成

熟
化

の
度

合
い

を
深

め
、

と
り

わ
け

、
高

齢
化

の
進

展
と

少
子

化
に

よ
る

人
口

の
減

少
は

、
社

会
の

活
力

を
維

持
し

な
が

ら
介

護
サ

ー
ビ

ス
な

ど
新

た
な

行
政

ニ
ー

ズ
に

対
応

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

難
し

い
問

題
を

提
起

し
て

い
る

。
 

 
こ

う
し

た
少

子
高

齢
社

会
の

到
来

に
的

確
に

対
応

し
て

い
く

た
め

に
は

、
保

健
・

医
療

・
福

祉
や

そ
の

他
の

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
総

合
的

に
提

供
で

き
る

体
制

の
整

備
が

必
要

と
な

っ
て

く
る

。
 

 

全
国

の
将

来
人

口
と

6
5
歳

以
上

人
口

割
合

 

              
(
2
)
 
地

方
分

権
の

推
進

 

○
 

自
主

的
で

責
任

あ
る

行
政

 

 
機

関
委

任
事

務
制

度
の

廃
止

に
よ

る
条

例
制

定
権

の
拡

大
な

ど
、

市
町

村
の

自
主

性
が

高
ま

り
、

住
民

の
意

思
を

よ
り

尊
重

し
た

行
政

施
策

の
展

開
が

可
能

に
な

る
と

と
も

に
、

そ
の

責
任

も
重

く

な
る

。
 

○
 

創
意

と
工

夫
に

よ
る

行
政

 

 
 
権

限
委

譲
や

国
の

関
与

の
縮

減
に

よ
っ

て
、

迅
速

か
つ

総
合

的
な

行
政

や
地

域
の

個
性

を
活

か

し
た

多
様

な
施

策
の

展
開

が
容

易
に

な
る

と
と

も
に

、
市

町
村

は
よ

り
質

の
高

い
行

政
サ

ー
ビ

ス

を
提

供
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

 

○
 

地
域

の
実

情
に

あ
っ

た
行

政
組

織
 

 
全

国
一

律
の

必
置

規
制

の
廃

止
や

緩
和

に
よ

り
、

市
町

村
の

自
主

的
な

判
断

と
責

任
の

も
と

、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
事

務
所

の
設

置
や

職
員

の
配

置
等

、
よ

り
柔

軟
で

効
率

的
な

組
織

づ
く

り

が
求

め
ら

れ
る

。
 

 

 
こ

れ
ら

の
期

待
に

応
え

、
地

方
分

権
の

目
的

で
あ

る
「

個
性

豊
か

で
活

力
に

満
ち

た
地

域
社

会
の

実
現

」

を
図

る
た

め
に

は
、

総
合

的
な

行
政

主
体

と
し

て
、

行
財

政
能

力
を

引
き

上
げ

、
市

町
村

の
機

能
を

高
め

て
い

く
こ

と
が

重
要

と
な

る
。
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1
2
7
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7
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人
総

人
口

（
左

目
盛
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6
5
歳

以
上

人
口

割
合
（

右
目

盛
り

）

（
千

人
）

（
％
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(
2
)
 
高

度
情

報
化

社
会

の
進

展
 

 
パ

ソ
コ

ン
を

は
じ

め
と

す
る

情
報

機
器

の
普

及
と

通
信

手
段

の
発

達
に

よ
っ

て
、

遠
隔

地
間

の
双

方
向

通
信

技
術

は
飛

躍
的

に
向

上
し

つ
つ

あ
り

、
従

来
市

町
村

が
共

同
で

試
み

て
き

た
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

広
域

的
展

開
を

容
易

に
な

ら
し

め
て

い
る

。
 

 
ま

た
、

一
方

で
は

、
市

役
所

や
町

村
役

場
な

ど
の

セ
ン

タ
ー

機
能

の
必

要
性

に
影

響
を

与
え

る
よ

う
に

な
っ

て
い

る
。
つ

ま
り

、
既

に
民

間
部

門
で

は
在

宅
勤

務
や

Ｓ
Ｏ

Ｈ
Ｏ
（

S
m
a
l
l
 

O
f
f
i
c
e
 

H
o
m
e
 

O
f
f
i
c
e
）

等
の

新
し

い
勤

務
形

態
が

普
及

し
つ

つ
あ

る
が

、
行

政
部

門
に

お
い

て
も

、
本

所
と

支
所

・
出

張
所

、
公

共
施

設
間

を
、

場
合

に
よ

っ
て

は
民

間
施

設
間

を
も

高
速

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

で
結

ぶ
こ

と
に

よ
っ

て
、

そ
の

サ
ー

ビ
ス

拠
点

を
市

役
所

や
町

村
役

場
な

ど
１

カ
所

に
集

中
す

る
必

然
性

に
つ

い
て

は
再

検
討

が
求

め
ら

れ
る

。
 

 
高

度
情

報
化

社
会

の
進

展
は

、
市

町
村

行
政

の
広

域
的

展
開

を
容

易
に

す
る

と
同

時
に

、
既

存
の

市
町

村
単

位
で

の
行

政
サ

ー
ビ

ス
に

広
域

的
・

総
合

的
な

展
開

を
迫

る
要

因
と

も
な

っ
て

い
る

。
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赤
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大
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2
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方
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1
8
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香
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2
2
.
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添
田

町
(
1
7
.
8
)

川
崎

町
(
2
0
.
7
)

金
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町
(
1
7
.
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)

甘
木

市
三

輪
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(
2
0
.
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)

朝
倉

町
(
1
6
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２
町

八
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市
立

花
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(
1
5
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３
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上
陽

町
＊

(
1
2
.
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黒
木

町
＊

(
1
0
.
5
)

大
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市
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富
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1
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１
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３
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城
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町
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(
1
3
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柳
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(
1
0
.
9
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大
木

町
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(
1
0
.
9
)

注
１

）
(
 
 
)
内

は
1
9
9
5
年

の
中

心
都

市
に

対
す

る
通

勤
依

存
率

（
％

）
 
 
２

）
＊

印
は

1
9
7
5
年

か
ら

1
9
9
5
年

の
間

に
新

た
に

都
市

圏
に

含
ま

れ
た

市
町

村
資

料
）

総
務

庁
「

国
勢

調
査

報
告

」
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  第
２

章
 

市
町

村
行

政
の

広
域

的
展

開
の

手
段

と
市

町
村

合
併

 
 

  
市

町
村

行
政

に
と

っ
て

代
表

的
な

広
域

的
展

開
の

手
段

と
し

て
考

え
ら

れ
る

の
は

、
一

部
事

務
組

合
、

広

域
連

合
及

び
市

町
村

合
併

で
あ

る
。

 

 １
 

一
部

事
務

組
合

の
限

界
 

 
ご

み
処

理
や

し
尿

処
理

な
ど

様
々

な
事

務
事

業
を

効
率

的
に

処
理

す
る

た
め

、
ま

た
、

住
民

ニ
ー

ズ

の
高

度
化

・
多

様
化

に
よ

る
新

た
な

行
政

課
題

の
発

生
に

対
応

す
る

た
め

、
一

部
事

務
組

合
等

に
よ

る

事
務

の
共

同
処

理
、

広
域

行
政

圏
の

設
定

に
よ

る
市

町
村

の
枠

を
超

え
た

広
域

行
政

が
展

開
さ

れ
て

き

た
。

し
か

し
、

一
部

事
務

組
合

に
つ

い
て

は
、

次
の

よ
う

な
問

題
が

生
じ

て
い

る
。

 

 

○
 

同
じ

広
域

行
政

圏
内

に
、

同
じ

種
類

の
事

務
を

共
同

処
理

す
る

一
部

事
務

組
合

が
複

数
並

存
し

て
い

る
こ

と
及

び
構

成
市

町
村

が
重

な
る

複
数

の
一

部
事

務
組

合
が

並
存

す
る

こ
と

な
ど

に
よ

り
、

効
率

的
な

管
理

、
運

営
が

な
さ

れ
て

い
な

い
場

合
が

あ
る

こ
と

。
 

○
 

広
域

行
政

圏
を

越
え

た
共

同
処

理
が

多
い

た
め

、
広

域
行

政
圏

の
一

体
性

が
見

え
に

く
く

な
っ

て
い

る
場

合
が

あ
る

こ
と

。
 

○
 

構
成

市
町

村
間

の
利

害
の

調
整

が
困

難
な

場
合

が
あ

る
こ

と
。

 
 

福
岡

県
内

の
市

町
村

別
一

部
事

務
組

合
加

入
状

況
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的
組
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古

賀
市

に
つ
い

て
は

、
調
査

時
点

で
は
古

賀
町

。
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市
　

　
計
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村
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成
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村
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池
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八
女
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井
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２
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市
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市
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穂
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遠
賀
郡
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鞍
手
郡
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京
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郡
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郡
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５
）

田
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郡
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郡
（
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朝
倉
郡

（
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）

  ３
 

地
方

財
政

の
危

機
的

状
況

 

 
地

方
財

政
は

、
恒

久
的

な
減

税
が

実
施

さ
た

こ
と

に
加

え
て

、
地

方
税

収
や

地
方

交
付

税
の

原
資

と

な
る

国
税

収
入

が
落

ち
込

む
一

方
で

、
当

面
の

緊
急

課
題

で
あ

る
経

済
再

生
や

様
々

な
行

政
ニ

ー
ズ

に

対
応

す
る

必
要

性
等

か
ら

巨
額

の
財

源
不

足
状

態
と

な
っ

て
お

り
、

国
と

地
方

の
借

入
金

残
高

は
急

速

に
増

加
し

て
い

る
。

 

 

国
と

地
方

の
長

期
債

務
残

高
 

注
）

国
の

長
期

債
務

残
高

は
、

内
国

債
残

高
、

一
般

会
計

及
び

特
別

会
計

の
借

入
金

の
残

高
を

合
計

し
た

も
の

。
 

 
 

地
方

の
借

入
金

残
高

は
、

地
方

債
残

高
（

普
通

会
計

分
）

、
交

付
税

特
会

借
入

金
残

高
（

地
方

負
担

分
）

、
企

業
債

残
高

（
普

通
会

計
負

担
分

）
 

を
合

計
し

た
も

の
。
 

 
 
 
 
交

付
税

特
会

借
入

金
地

方
負

担
分

の
残

高
は

国
と

地
方

の
両

方
に

計
上

し
て

い
る

。
 

 
 
 
 
計

数
は

、
９

年
度

ま
で

は
実

績
、

1
0
年

度
は

補
正

後
見

込
み

。
 

出
典

）
自

治
省

資
料

等
 

 

 
一

方
で

市
町

村
は

、
地

方
分

権
の

進
展

に
よ

っ
て

、
地

域
に

お
け

る
行

政
を

総
合

的
に

広
く

担
う

こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、

少
子

高
齢

社
会

の
中

に
お

い
て

も
地

域
福

祉
な

ど
の

重
要

政
策

の
推

進
に

伴
っ

て

財
政

需
要

が
益

々
増

大
す

る
も

の
と

見
込

ま
れ

て
い

る
。

こ
う

し
た

厳
し

い
状

況
の

中
に

あ
っ

て
市

町

村
は

、
基

幹
的

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

支
障

が
な

い
よ

う
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
て

お
り

、
地

方
分

権

の
時

代
に

相
応

し
い

簡
素

で
効

率
的

な
行

政
体

制
を

確
立

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

 
こ

の
た

め
に

は
、

い
わ

ゆ
る

事
務

事
業

の
見

直
し

、
組

織
機

構
の

簡
素

効
率

化
、

民
間

委
託

の
推

進

な
ど

行
財

政
運

営
全

般
に

わ
た

る
改

革
を

積
極

的
に

推
進

す
る

こ
と

は
も

ち
ろ

ん
、

広
域

行
政

や
自

主

的
な

市
町

村
合

併
の

推
進

な
ど

、
抜

本
的

な
行

財
政

改
革

が
強

く
求

め
ら

れ
て

い
る

。
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8
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0
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0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

国
の

長
期
債

務
残
高

地
方

の
借
入

金
残
高

国
5
0
年
度

対
比

地
方
5
0
年
度

対
比

50
年

度
＝
10
0

長 期 債 務 残 高

Ｓ
Ｈ

兆
円
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  ２
 

一
部

事
務

組
合

、
広

域
連

合
、

市
町

村
合

併
の

比
較

 

 
一

部
事

務
組

合
、

広
域

連
合

及
び

市
町

村
合

併
の

メ
リ

ッ
ト

と
デ

メ
リ

ッ
ト

を
ま

と
め

る
と

、
次

の

図
表

の
よ

う
に

な
る

。
 

 

一
部

事
務

組
合

、
広

域
連

合
及

び
市

町
村

合
併

の
メ

リ
ッ

ト
と

デ
メ

リ
ッ

ト
 

 

 
い

ず
れ

の
制

度
も

、
広

域
的

視
点

に
立

っ
た

ま
ち

づ
く

り
や

行
政

組
織

の
合

理
化

、
高

度
化

す
る

行

政
ニ

ー
ズ

へ
の

対
応

な
ど

を
実

現
す

る
た

め
の

「
手

段
」

で
あ

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
状

況
に

応
じ

て
選

択

を
す

べ
き

も
の

で
あ

る
が

、
人

材
確

保
や

地
域

課
題

の
包

括
性

の
観

点
か

ら
は

、
市

町
村

合
併

に
よ

り
、

総
合

的
な

行
政

主
体

と
し

て
意

思
決

定
、

事
業

実
施

等
を

一
つ

の
市

町
村

が
行

う
こ

と
が

効
果

的
で

あ

る
。

 

一
部

事
務

組
合

広
域

連
合

市
町

村
合

併

・
共
同

処
理

す
る

こ
と
に

よ
り

、
単

独
で
処

理
で

き
な

い
事

務
が

処
理

で
き
る

（
例

：
中

学
校

）
。

・
同

左
・

統
一
し

た
迅

速
な

意
思
決

定
が

可
能

。

・
共
同

処
理

す
る

こ
と
に

よ
り

、
よ

り
高
度

な
事

務
が

処
理

で
き

る
（

例
：
病

院
）

。
・

同
左

・
高

度
で

専
門

的
な

事
務
処

理
が

可
能

。

メ
・

共
同

処
理

す
る

こ
と
に

よ
り

、
事

務
の
効

率
化

が
図

ら
れ

る
（

例
：

ご
み
）

。
・

同
左

・
ス

ケ
ー

ル
メ

リ
ッ

ト
に
よ

り
行

政
効

率
が

向
上

。

リ
・

異
な

る
事

務
で

も
共
同

処
理

は
可

能
（
複

合
的

一
部

事
務

組
合

）
。

・
同

左
・

公
共
施

設
の

広
域

的
な
配

置
調

整
が

容
易

に
な

る
。

ッ
・

設
立

手
続

が
比

較
的

容
易

で
あ

る
。

・
同

左

ト
・

国
又

は
都

道
府

県
か

ら
直
接

に
権

限
の

委
譲

を
受

け
る
こ

と
が

で
き

る
。

・
構

成
団
体

に
対

し
、

規
約
の

変
更

を
要

請
で

き
る

。

・
広

域
計
画

の
作

成
及

び
こ
れ

に
基

づ
く

勧
告

を
行

う
こ
と

が
で

き
る

。

・
直

接
請
求

を
行

う
こ

と
が
で

き
る

者
を

常
に

有
し

、
広
域

連
合

の
議

会
の
議

員
な

ど
の

選
挙

の
方

法
を
間

接
選

挙
又

は
直
接

選
挙

に
限

定
。

【
制
度

的
限

界
】

・
国
又

は
都

道
府

県
か
ら

直
接

に
権

限
の
委

譲
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い
。

・
掌
握

事
務

を
含

む
規
約

の
変

更
に

自
ら
の

イ
ニ

シ
ア

テ
ィ

ブ
が

発
揮

で
き
な

い
。

・
合

併
後

の
規

模
が

大
き

す
ぎ

れ
ば

、
地

域
の

一
体
感

の
確

保
が

難
し

い
場

合
が

あ
る

。

デ
・

広
域

計
画

の
作

成
が
要

件
で

な
く

、
仮
に

作
成

し
た

と
し

て
も

実
効

性
が
担

保
さ

れ
て

い
な
い

。
・

中
間

団
体

の
存

在
に

よ
り
、

行
政

効
率

が
低

下
す

る
お
そ

れ
が

あ
る

。

メ
・

住
民

が
直

接
関

与
し
に

く
い

。

リ ッ
【

運
用

上
の

限
界

】
【

運
用

上
の

限
界

】

ト
・

構
成

団
体

間
で

の
利
害

調
整

が
困

難
な
場

合
が

あ
る

。
・

同
左

・
共
同

処
理

す
る

事
務
に

対
す

る
市

町
村

の
関

心
が

薄
れ
る

場
合

が
あ

る
。

・
同

左

・
財
政

基
盤

の
確

立
が
困

難
（

構
成

団
体
か

ら
の

分
賦

金
に

依
存

。
）

。
・

同
左

・
専
任

職
員

が
少

な
い
な

ど
事

務
局

が
弱
体

な
場

合
が

あ
る

。

・
広

域
連
合

の
長

や
議

員
が
直

接
選

挙
に

よ
っ

て
選

ば
れ
る

場
合

、
同

一
地
域

の
住

民
が

県
、

広
域

連
合
、

市
町

村
の

三
段
階

の
代

表
者

を
持

つ
こ

と
に
な

り
、

住
民

が
戸
惑

う
お

そ
れ

が
あ

る
。

・
合

併
に

至
る

ま
で

の
合

意
形

成
に

時
間

が
か

か
る
。

・
合

併
後

の
規

模
が

小
さ

す
ぎ

れ
ば

、
行

政
効

率
の
向

上
が

限
定

さ
れ
る

場
合

が
あ

る
。

  第
３

章
 

市
町

村
合

併
の

効
果

及
び

市
町

村
合

併
に

消
極

的
と

な
る

事
項

へ
の

対
応

策
 

  
市

町
村

合
併

の
検

討
に

お
い

て
は

、
市

町
村

合
併

が
地

域
の

発
展

に
及

ぼ
す

具
体

的
効

果
と

合
併

に
よ

る
デ

メ
リ

ッ
ト

を
よ

り
少

な
く

す
る

た
め

の
方

策
と

を
同

時
に

検
討

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 

１
 

市
町

村
合

併
の

一
般

的
効

果
 

 
 

市
町

村
合

併
の

効
果

と
し

て
は

、
次

の
よ

う
な

こ
と

が
挙

げ
ら

れ
る

。
 

  
(
1
)
 
広

域
的

な
観

点
か

ら
の

地
域

づ
く

り
・

ま
ち

づ
く

り
 

 
広

域
的

な
観

点
か

ら
の

ま
ち

づ
く

り
の

展
開

、
重

点
的

な
投

資
に

よ
る

基
盤

整
備

の
推

進
、

総
合

的
な

活
力

の
強

化
、

地
域

の
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

、
環

境
問

題
、

観
光

振
興

な
ど

広
域

的
な

調
整

が
必

要
な

施
策

の
展

開
な

ど
が

可
能

と
な

る
。

 

 

 
［

例
］

 

・
 

広
域

的
視

点
に

立
っ

て
、

道
路

や
公

共
施

設
の

整
備

、
土

地
利

用
、

地
域

の
個

性
を

活
か

し
た

ゾ
ー

ニ
ン

グ
な

ど
、

ま
ち

づ
く

り
を

よ
り

効
果

的
に

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
 

環
境

問
題

や
水

資
源

問
題

、
観

光
振

興
な

ど
、

広
域

的
な

調
整

、
取

組
等

を
必

要
と

す
る

課
題

に
関

す
る

施
策

を
有

効
に

展
開

で
き

る
。

 

・
 

よ
り

大
き

な
市

町
村

の
誕

生
が

、
地

域
の

存
在

感
や

イ
メ

ー
ジ

ア
ッ

プ
に

つ
な

が
り

、
企

業
の

進
出

や
若

者
の

定
着

、
重

要
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

誘
致

が
期

待
で

き
る

。
 

  
(
2
)
 
住

民
サ

ー
ビ

ス
の

維
持

、
向

上
 

 
住

民
に

と
っ

て
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

の
幅

が
広

が
る

と
と

も
に

、
現

在
の

サ
ー

ビ
ス

水
準

を
確

保
し

つ
つ

、
よ

り
高

い
水

準
の

サ
ー

ビ
ス

を
安

定
的

に
受

け
ら

れ
る

よ
う

に
な

る
。

 

 

 
［

例
］

 

・
 

従
来

、
採

用
が

困
難

又
は

十
分

に
確

保
で

き
な

か
っ

た
専

門
職

（
社

会
福

祉
士

、
保

健
婦

、
理

学
療

法
士

、
土

木
技

師
、

建
築

技
師

等
）

の
採

用
・

増
強

を
図

る
こ

と
が

で
き

、
専

門
的

か
つ

高

度
な

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
が

可
能

に
な

る
。

 

・
 

小
規

模
市

町
村

で
は

設
置

困
難

な
都

市
計

画
、

国
際

化
及

び
情

報
化

に
関

す
る

施
策

並
び

に
女

性
に

関
す

る
施

策
等

の
専

任
の

組
織

・
職

員
を

置
く

こ
と

が
で

き
、

よ
り

多
様

な
個

性
あ

る
行

政

施
策

の
展

開
が

可
能

に
な

る
。

 

・
 

専
門

ス
タ

ッ
フ

の
配

置
や

財
政

基
盤

が
充

実
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

様
々

な
状

況
に

あ
る

高
齢

者
一

人
一

人
に

応
じ

た
介

護
・

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
。
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  ２
 

市
町

村
合

併
に

消
極

的
と

な
る

事
項

へ
の

対
応

策
 

 
市

町
村

合
併

に
消

極
的

と
な

る
事

項
へ

の
対

応
策

を
検

討
す

る
際

の
留

意
点

に
つ

い
て

、
合

併
の

是

非
を

検
討

す
る

段
階

で
の

留
意

点
と

合
併

後
の

市
町

村
の

行
政

運
営

上
の

留
意

点
に

分
け

て
ま

と
め

る

と
、

次
の

よ
う

な
こ

と
が

挙
げ

ら
れ

る
。

 

  
(
1
)
 
合

併
の

是
非

を
検

討
す

る
際

の
留

意
点

 

 
 

○
 

積
極

的
な

合
併

推
進

要
因

の
不

足
に

つ
い

て
 

 
普

遍
的

な
合

併
推

進
要

因
を

考
え

る
の

で
は

な
く

、
自

ら
の

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
合

併
推

進

要
因

を
、

そ
の

地
域

の
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
（

発
展

可
能

性
）

と
課

題
の

抽
出

な
ど

を
通

じ
て

、
中

・

長
期

的
視

点
か

ら
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

 
ま

た
、

そ
の

際
は

、
合

併
の

検
討

エ
リ

ア
の

設
定

や
複

数
の

市
町

村
に

よ
る

共
同

研
究

が
有

効

と
考

え
ら

れ
る

。
 

  
 

 
［

実
例

］
 

・
市

と
な

る
こ

と
の

イ
メ

ー
ジ

ア
ッ

プ
（

茨
城

県
鹿

嶋
市

、
兵

庫
県

篠
山

市
、

岩
手

県
和

賀
町

・

江
釣

子
村

=
岩

手
県

北
上

市
）

 

・
地

域
中

核
都

市
（

1
0
万

都
市

）
と

な
る

こ
と

に
よ

る
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

（
長

野
県

飯
田

市
）

 

・
都

市
基

盤
（

駅
周

辺
、

水
資

源
、

道
路

・
下

水
道

等
）

の
整

備
（

篠
山

市
、

静
岡

県
可

美
村

=
静

岡
県

浜
松

市
）

 

・
大

規
模

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
効

果
的

推
進

（
茨

城
県

ひ
た

ち
な

か
市

）
 

・
高

速
道

イ
ン

タ
ー

チ
ェ

ン
ジ

の
有

効
活

用
（

茨
城

県
水

戸
市

、
北

上
市

）
 

・
新

産
業

都
市

指
定

に
よ

る
優

遇
措

置
の

活
用

（
福

島
県

い
わ

き
市

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

○
 

行
財

政
基

盤
強

化
（

財
政

面
・

人
材

面
）

の
必

要
性

に
対

す
る

認
識

の
不

足
に

つ
い

て
 

 
現

在
市

町
村

に
求

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

は
、

正
確

な
現

状
認

識
の

上
に

立
ち

、
将

来
に

わ
た

っ

て
地

方
自

治
を

安
定

的
に

運
営

し
て

い
く

こ
と

が
可

能
な

行
政

シ
ス

テ
ム

の
構

築
で

あ
る

。
こ

の

点
に

つ
い

て
は

、
地

域
の

将
来

に
大

き
な

責
任

を
有

す
る

首
長

、
議

員
が

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
を

も

っ
て

取
り

組
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
ま

た
、

そ
の

際
に

は
、

住
民

へ
の

情
報

提
供

と
住

民
参

加
に

十
分

配
慮

し
な

が
ら

、
取

り
組

ん

で
い

く
必

要
が

あ
る

。
 

  
 
 

［
実

例
］

 

・
首

長
又

は
議

会
の

積
極

姿
勢

（
東

京
都

あ
き

る
野

市
、

北
上

市
、

篠
山

市
）

 
 

・
校

区
集

落
単

位
で

の
説

明
会

の
開

催
（

茨
城

県
常

燈
村

=
水

戸
市

）
 
 
 

・
自

治
会

を
通

じ
て

の
住

民
意

見
の

汲
み

上
げ

（
長

野
県

上
郷

町
=
飯

田
市

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
ス

ポ
ー

ツ
文

化
サ

ー
ク

ル
単

位
で

の
気

運
醸

成
（

茨
城

県
勝

田
市

=
ひ

た
ち

な
か

市
）

 

・
マ

ス
コ

ミ
を

通
じ

て
の

情
報

提
供

（
あ

き
る

野
市

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
地

元
経

済
団

体
か

ら
の

積
極

的
な

働
き

か
け

（
岩

手
県

盛
岡

市
）

 

   
(
3
)
 
行

財
政

の
運

営
の

効
率

化
と

基
盤

の
強

化
 

 
行

財
政

運
営

の
効

率
化

に
よ

り
、

少
な

い
経

費
で

よ
り

高
い

水
準

の
行

政
サ

ー
ビ

ス
が

可
能

に
な

る
と

と
も

に
、

総
合

的
な

行
政

が
展

開
で

き
る

。
 

  
［

例
］

 

・
 

総
務

、
企

画
等

の
管

理
部

門
の

効
率

化
が

図
ら

れ
、

相
対

的
に

サ
ー

ビ
ス

提
供

や
事

業
実

施
を

直
接

担
当

す
る

部
門

等
を

手
厚

く
す

る
と

と
も

に
、

職
員

数
を

全
体

的
に

少
な

く
す

る
こ

と
が

で

き
る

。
 

・
 

三
役

や
議

員
、

各
市

町
村

に
置

く
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
委

員
会

や
審

議
会

の
委

員
、

事
務

局
職

員
な

ど
の

総
数

が
減

少
し

、
そ

の
分

の
経

費
も

節
減

さ
れ

る
。

 

・
 

事
務

の
処

理
又

は
事

業
の

遂
行

に
当

た
っ

て
、

住
民

一
人

当
た

り
の

職
員

数
や

経
費

が
節

減
さ

れ
る

と
い

う
規

模
の

利
益

が
働

く
。

 

・
 

広
域

的
観

点
か

ら
ス

ポ
ー

ツ
施

設
、

文
化

施
設

等
の

公
共

施
設

が
効

率
的

に
配

置
さ

れ
、

狭
い

地
域

で
類

似
施

設
の

重
複

が
な

く
な

る
。

 

  

− 216 − − 217 −



   
(
2
)
 
合

併
後

の
市

町
村

の
行

政
運

営
に

関
す

る
留

意
点

 

 
 

○
 

地
域

間
格

差
の

拡
大

に
つ

い
て

 

 
地

域
間

格
差

の
拡

大
に

配
慮

す
る

た
め

に
は

、
市

町
村

建
設

計
画

の
中

で
、

今
後

の
ま

ち
づ

く

り
の

方
向

性
を

明
ら

か
に

し
、

地
域

の
実

情
を

踏
ま

え
、

広
域

的
長

期
的

な
視

野
に

立
っ

た
方

策

を
示

す
必

要
が

あ
る

。
具

体
的

に
は

、
成

長
拠

点
の

位
置

や
箇

所
数

、
成

長
拠

点
以

外
の

地
域

の

位
置

付
け

な
ど

に
つ

い
て

、
各

地
域

の
特

色
や

地
域

資
源

等
を

十
分

踏
ま

え
た

上
で

、
策

定
す

る

こ
と

が
重

要
と

な
る

。
 

 
な

お
、

こ
う

し
た

市
町

村
建

設
計

画
に

掲
げ

ら
れ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
国

の
財

政
上

の
優

遇

措
置

が
講

じ
ら

れ
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
 

 
ま

た
、

合
併

特
例

法
に

基
づ

く
地

域
審

議
会

を
有

効
に

活
用

し
、

旧
市

町
村

ご
と

の
意

見
を

十

分
に

汲
み

上
げ

、
新

市
町

村
の

行
政

運
営

に
反

映
さ

せ
て

い
く

こ
と

が
重

要
と

な
る

。
 

 

 
 
 
［

実
例

］
 

・
財

政
力

の
強

化
に

よ
る

重
点

投
資

（
道

路
網

、
上

下
水

道
な

ど
の

生
活

環
境

の
整

備
、

体
育

館

や
図

書
館

等
の

生
涯

学
習

の
た

め
の

拠
点

整
備

な
ど

）
（

可
美

村
=
浜

松
市

）
 

・
地

域
の

伝
統

を
活

か
し

た
文

化
施

設
の

建
設

（
上

郷
町

=
飯

田
市

）
 

・
旧

市
町

村
の

地
域

が
有

す
る

特
性

や
ア

イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
を

活
か

し
、

充
実

し
た

施
設

を
各

地

域
に

配
置

（
い

わ
き

市
）

 

・
旧

市
町

村
で

行
わ

れ
て

い
た

事
業

の
継

続
性

等
に

配
慮

す
る

た
め

、
一

定
の

期
間

は
旧

市
町

村

別
に

予
算

を
編

成
（

い
わ

き
市

、
茨

城
県

つ
く

ば
市

）
 

・
人

口
が

少
な

い
地

域
に

お
い

て
地

域
選

出
の

議
員

が
い

な
く

な
る

の
で

は
な

い
か

と
の

心
配

な

ど
に

配
慮

す
る

た
め

、
旧

市
町

村
別

選
挙

区
を

設
定

（
い

わ
き

市
）

 

・
旧

市
町

村
単

位
で

各
種

行
事

（
運

動
会

、
ス

キ
ー

大
会

、
文

化
祭

、
祭

り
等

）
を

実
施

 

・
旧

市
町

村
毎

に
自

治
協

議
会

を
設

置
し

、
要

望
を

取
り

ま
と

め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

○
 

住
民

に
密

着
し

た
サ

ー
ビ

ス
の

低
下

に
つ

い
て

 

 
住

民
票

等
の

各
種

証
明

書
、

税
金

・
福

祉
関

係
の

各
種

申
請

・
届

出
な

ど
、

住
民

の
日

常
的

な

行
政

ニ
ー

ズ
に

支
障

が
で

な
い

よ
う

に
旧

市
町

村
の

庁
舎

等
を

活
用

し
た

支
所

・
出

張
所

機
能

の

充
実

強
化

を
図

る
と

と
も

に
、

Ｉ
Ｔ

（
情

報
技

術
）

を
活

用
し

、
よ

り
高

度
で

効
率

的
な

新
た

な

行
政

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

 
ま

た
、

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
維

持
・

向
上

に
お

い
て

は
、

市
町

村
規

模
の

拡
大

に
伴

い
懸

念
さ

れ

る
行

政
と

住
民

と
の

物
理

的
・

心
理

的
な

隔
た

り
を

埋
め

る
た

め
、

住
民

の
意

見
を

十
分

吸
い

上

げ
る

シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
必

要
が

あ
る

。
こ

の
た

め
に

は
、

地
域

審
議

会
の

活
用

に
加

え
て

、

自
治

会
や

行
政

区
、

小
学

校
区

等
の

既
存

の
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
機

能
の

充
実

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

（
民

間
非

営

利
団

体
）

や
地

域
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
組

織
等

と
の

連
携

強
化

な
ど

が
重

要
と

な
る

。
 

 

   
 

○
 

地
域

間
格

差
の

拡
大

に
つ

い
て

 

 
市

町
村

合
併

を
地

域
全

体
の

底
上

げ
に

繋
げ

る
視

点
、

つ
ま

り
、

中
心

部
の

成
長

の
波

及
効

果

が
周

辺
地

域
の

成
長

を
促

し
地

域
全

体
の

底
上

げ
に

繋
が

る
可

能
性

、
中

心
地

の
存

在
が

地
域

全

体
の

疲
弊

を
防

止
す

る
可

能
性

な
ど

を
踏

ま
え

て
、

も
う

一
度

地
域

の
現

状
を

検
討

す
る

必
要

が

あ
る

。
 

  
 
 

［
実

例
］

 

・
地

域
全

体
で

の
生

き
残

り
を

賭
け

た
中

核
都

市
の

形
成

（
北

上
市

）
 

・
市

域
の

拡
大

に
よ

る
大

規
模

な
工

業
団

地
・

住
宅

団
地

の
造

成
や

地
域

特
性

（
海

・
山

・
工

業

地
帯

・
港

湾
・

観
光

地
な

ど
フ

ル
セ

ッ
ト

の
地

域
資

源
）

を
活

か
し

た
総

合
的

ま
ち

づ
く

り
の

実
施

（
い

わ
き

市
）

 

  
 

○
 

住
民

に
密

着
し

た
サ

ー
ビ

ス
の

低
下

に
つ

い
て

 

 
合

併
の

大
き

な
効

果
の

１
つ

に
、

従
来

各
市

町
村

の
み

が
行

っ
て

い
た

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
合

併

後
の

市
町

村
が

そ
の

実
情

に
応

じ
て

取
り

込
み

全
地

域
で

実
施

し
た

り
、

単
独

の
市

町
村

で
は

難

し
か

っ
た

高
度

で
専

門
的

な
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

新
た

に
提

供
し

た
り

す
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

点

が
あ

る
。

 

 
住

民
が

行
政

に
対

し
て

真
に

望
む

サ
ー

ビ
ス

は
何

か
と

い
う

点
を

踏
ま

え
、

現
状

の
行

政
サ

ー

ビ
ス

と
合

併
後

に
新

た
に

提
供

可
能

と
な

る
行

政
サ

ー
ビ

ス
と

の
比

較
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

 
 

 
 
 

［
実

例
］

 

・
旧

町
村

で
の

水
不

足
を

解
消

し
、

水
道

料
金

を
半

額
に

引
き

下
げ

（
岩

手
県

都
南

村
=
盛

岡
市

）
 

・
強

化
さ

れ
た

財
政

力
に

よ
り

道
路

、
下

水
道

等
の

都
市

基
盤

整
備

を
実

施
（

可
美

村
=
浜

松
市

）
 

・
旧

町
村

で
行

わ
れ

て
い

た
３

歳
児

教
育

を
市

の
全

域
に

拡
充

（
浜

松
市

）
 

・
従

前
居

住
地

に
限

ら
れ

て
い

た
住

民
票

の
交

付
が

新
市

の
全

支
所

（
旧

役
場

）
に

拡
大

（
篠

山

市
）

 

  
 

○
 

中
心

市
の

求
心

力
の

弱
さ

（
又

は
中

心
地

域
の

不
明

確
さ

）
に

つ
い

て
 

 
合

併
を

契
機

と
す

る
成

長
拠

点
づ

く
り

と
こ

れ
を

牽
引

役
と

す
る

地
域

全
体

の
振

興
の

可
能

性

に
つ

い
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

 
併

せ
て

、
今

後
ま

す
ま

す
激

し
く

な
る

と
考

え
ら

れ
る

地
域

間
競

争
、

都
市

間
競

争
の

中
で

の

地
域

振
興

の
方

策
や

住
民

に
対

し
て

今
後

の
都

市
的

機
能

を
ど

う
い

う
方

策
で

提
供

し
て

い
く

の

か
に

つ
い

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

  
 
 

［
実

例
］

 

・
周

辺
地

域
に

移
転

・
分

散
し

た
都

市
機

能
の

再
結

合
・

再
集

積
に

よ
る

拠
点

都
市

化
（

盛
岡

市
）
 

  
 

○
 

福
岡

市
へ

の
依

存
に

つ
い

て
 

 
福

岡
都

市
圏

に
あ

る
と

い
う

立
地

条
件

を
さ

ら
に

有
効

に
活

用
す

る
た

め
、

市
町

村
合

併
と

い

う
手

段
に

つ
い

て
積

極
的

に
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
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  第
４

章
 

市
町

村
合

併
の

推
進

方
策

 

  
市

町
村

合
併

の
是

非
を

検
討

す
る

際
に

は
、

合
併

後
の

市
町

村
を

よ
り

具
体

的
に

イ
メ

ー
ジ

す
る

た
め

、
市

町
村

の
規

模
に

応
じ

て
市

町
村

合
併

の
類

型
化

を
行

い
、

そ
の

う
え

で
、

地
域

の
実

情
等

を
考

慮
し

、
具

体
的

な
市

町
村

の
組

合
せ

（
以

下
「

合
併

パ
タ

ー
ン

」
と

い
う

。
）

を
設

定
す

る
こ

と
が

有
効

で
あ

る
。

 

 １
 

市
町

村
の

適
正

な
規

模
 

 
(
1
)
 
事

務
事

業
ご

と
の

適
正

規
模

 

 
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

の
効

率
的

な
運

営
 

 
人

口
２

万
人

強
 

 
消

防
サ

ー
ビ

ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
人

口
1
0
万

人
以

上
 

  
(
2
)
 
人

口
規

模
と

事
務

権
限

 

①
 

一
般

の
市

（
通

常
人

口
５

万
人

以
上

）
 

 
 

福
祉

事
務

所
の

設
置

、
児

童
扶

養
手

当
の

受
給

資
格

の
認

定
（

平
成

1
4
年

８
月

１
日

か
ら

）
 

 ②
 

特
例

市
（

人
口

2
0
万

人
以

上
の

市
の

う
ち

指
定

を
受

け
た

も
の

）
 

 
 

騒
音

、
悪

臭
原

因
物

の
排

出
及

び
振

動
の

規
制

基
準

の
設

定
 

 
 

水
質

汚
濁

の
防

止
に

関
す

る
事

務
、

開
発

審
査

会
の

設
置

、
開

発
行

為
の

許
可

 

 ③
 

中
核

市
（

人
口

3
0
万

人
以

上
の

市
の

う
ち

指
定

を
受

け
た

も
の

）
 

 
 

保
健

所
の

設
置

、
飲

食
店

の
営

業
許

可
、

大
気

汚
染

の
防

止
に

関
す

る
事

務
 

 
 

建
築

基
準

法
の

施
行

に
関

す
る

事
務

（
人

口
2
5
万

人
以

上
の

市
）

 
 

 
 

屋
外

広
告

物
の

条
例

に
よ

る
設

置
制

限
 

  
(
3
)
 
効

率
性

（
１

人
当

た
り

の
消

費
的

経
費

）
か

ら
み

た
適

正
規

模
 

 
人

口
１

人
当

た
り

の
消

費
的

経
費

を
指

標
と

し
た

場
合

、
最

も
効

率
的

な
人

口
規

模
は

次
の

と
お

り
。
 

 
 

昭
和

6
1
年

度
 

全
国

 
6
0
,
0
0
0
人

、
九

州
 
5
5
,
0
0
0
人

、
福

岡
県

 
5
1
,
0
0
0
人

 

 
 

平
成

８
年

度
 

全
国

 
9
6
,
0
0
0
人

、
九

州
 
8
8
,
0
0
0
人

、
福

岡
県

 
8
7
,
0
0
0
人

 

 

福
岡

県
9
7
市

町
村

の
１

人
当

た
り

消
費

的
経

費
の

分
布

 

         

平
成

８
年

度

y
 
=
 
1
0
6
.
4
x
2
 
-
 
1
0
5
1
.
4
x
 
+
 
2
7
4
7
.
5

R
2
 
=
 
0
.
7
4
0
3

昭
和

6
1
年
度

y
 
=
 
6
5
.
1
8
7
x
2
 
-
 
6
1
4
.
0
7
x
 
+
 
1
5
6
3
.
3

R
2
 
=
 
0
.
4
8
4
1

0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0
千
円

人
1
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

   
 
 

［
実

例
］

 

・
旧

町
の

各
役

場
を

総
合

支
所

と
設

置
付

け
、

窓
口

業
務

に
加

え
て

経
済

課
（

農
業

・
商

工
業

関

係
所

管
）

と
建

設
課

（
土

木
関

係
所

管
）

を
設

置
し

、
地

区
住

民
の

ニ
ー

ズ
や

実
情

に
応

じ
た

事
業

を
展

開
（

熊
本

県
熊

本
市

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
各

支
所

の
機

能
強

化
、

複
数

の
福

祉
事

務
所

の
設

置
に

よ
っ

て
市

民
生

活
に

身
近

な
業

務
は

支

所
限

り
で

処
理

で
き

る
体

制
を

構
築

（
い

わ
き

市
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
本

庁
と

支
所

・
各

種
施

設
間

の
情

報
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

積
極

的
活

用
（

北
上

市
）

 

・
旧

町
村

毎
の

支
所

を
自

治
協

議
会

、
交

通
安

全
協

会
、

社
会

福
祉

協
議

会
等

の
支

援
拠

点
と

位

置
付

け
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(
2
)
 
都

市
機

能
強

化
型

（
人

口
1
0
万

人
程

度
）

 
 

 
あ

る
程

度
歴

史
的

・
文

化
的

な
一

体
性

が
強

い
地

域
が

、
地

域
で

共
有

す
る

課
題

の
解

決
や

都
市

的
機

能
の

強
化

の
た

め
、

よ
り

充
実

し
た

行
財

政
能

力
の

確
立

を
目

指
し

て
合

併
す

る
パ

タ
ー

ン
。

 

 

【
期

待
さ

れ
る

一
般

的
効

果
】

 

 
公

共
的

施
設

の
配

置
や

職
員

の
再

配
置

な
ど

、
効

率
的

な
財

政
運

営
に

よ
る

自
治

体
の

体
質

強
化

が
期

待
で

き
る

。
 

 
よ

り
広

域
的

な
視

点
で

、
過

疎
・

高
齢

化
対

策
や

広
域

幹
線

道
路

（
高

速
道

路
イ

ン
タ

ー
チ

ェ
ン

ジ
ま

で
の

ア
ク

セ
ス

道
路

等
）

の
整

備
等

が
実

施
で

き
る

。
 

  
都

市
機

能
強

化
型

（
人

口
1
5
万

人
規

模
の

合
併

）
の

ケ
ー

ス
ス

タ
デ

ィ
 

 

全
国

ベ
ー

ス
で

み
た

本
地

域
の

１
人

当
た

り
歳

出
額

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ

 

           

■
：

合
併

前
の

各
自

治
体

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ

 
 
 
 
＊

：
合

併
後

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ
 

 

合
併

1
0
年

後
ま

で
の

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

結
果

 

        
 

 
 

 
 

1
0
年

後
の

消
費

的
経

費
 

 
 

5
8
.
4
％

削
減

 

 
 

 
 

 
 

1
0
年

後
の

投
資

余
力

 
 

 
 

 
8
.
6
％

増
加

（
５

年
後

の
投

資
余

力
は

2
9
.
6
％

増
加

）
 

 

合
併
想
定

年
度

合
併

非
合
併

合
併
効
果

合
併

非
合
併

合
併
効
果

歳
出

合
計

1
0
0
.
0

1
0
2
.
1

1
0
2
.
2

-
0
.
1

8
1
.
2

1
0
9
.
1

-
2
7
.
9

消
費

的
経

費
1
0
0
.
0

1
0
3
.
7

1
2
8
.
6

-
2
4
.
9

1
1
6
.
4

1
7
4
.
8

-
5
8
.
4

人
件
費

1
0
0
.
0

9
0
.
4

1
0
8
.
7

-
1
8
.
3

9
4
.
9

1
2
2
.
7

-
2
7
.
8

職
員
給

1
0
0
.
0

9
6
.
1

1
0
7
.
8

-
1
1
.
7

1
0
0
.
6

1
2
1
.
7

-
2
1
.
1

議
員

報
酬

1
0
0
.
0

2
3
.
0

1
1
8
.
5

-
9
5
.
5

2
8
.
5

1
3
4
.
2

-
1
0
5
.
7

　
そ
の

他
1
0
0
.
0

9
0
.
3

1
0
8
.
8

-
1
8
.
6

9
4
.
8

1
2
2
.
7

-
2
7
.
9

そ
の
他
の
消
費
的
経

費
1
0
0
.
0

1
0
9
.
8

1
3
7
.
7

-
2
7
.
9

1
2
6
.
2

1
9
8
.
5

-
7
2
.
3

投
資

余
力

1
0
0
.
0

1
0
0
.
1

7
0
.
4

2
9
.
6

3
8
.
8

3
0
.
2

8
.
6

合
併
５

年
後

合
併
1
0
年
後

全
国
回
帰
式

y
 
=
 
4
4
0
.
7
3
x
2
 
-
 
4
3
1
5
.
7
x
 
+
 
1
0
8
0
1

R
2
 
=
 
0
.
7
1
7
1

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

1
0
0
0

1
2
0
0

1
4
0
0

1
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

千
円
／
人

人

  ２
 

市
町

村
合

併
の

類
型

 

 
福

岡
県

の
場

合
、

地
理

的
・

歴
史

的
条

件
や

社
会

経
済

構
造

の
現

状
か

ら
判

断
す

る
と

、
合

併
後

の

人
口

規
模

及
び

政
令

指
定

都
市

と
の

地
理

的
関

係
に

よ
り

次
の

４
つ

の
類

型
化

が
可

能
で

あ
る

。
 

 

(
1
)
 
市

制
移

行
型

（
行

財
政

効
率

化
型

）
（

人
口

５
万

人
程

度
）

 

 
極

め
て

歴
史

的
・

文
化

的
な

一
体

性
の

強
い

地
域

が
、

よ
り

権
限

の
大

き
い

市
へ

の
移

行
を

目
指

し
て

合
併

す
る

パ
タ

ー
ン

。
 

 

【
期

待
さ

れ
る

一
般

的
効

果
】

 

 
福

祉
事

務
所

や
社

会
福

祉
主

事
の

配
置

な
ど

の
権

限
が

与
え

ら
れ

、
福

祉
分

野
な

ど
、

よ
り

住
民

に
身

近
な

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
総

合
的

な
供

給
が

可
能

に
な

る
。

 

 
地

域
イ

メ
ー

ジ
が

向
上

し
、

都
市

型
産

業
の

進
出

が
期

待
さ

れ
る

な
ど

、
地

域
経

済
の

活
性

化
に

資
す

る
。

 

  
市

制
移

行
型

（
人

口
５

万
人

規
模

の
合

併
）

の
ケ

ー
ス

ス
タ

デ
ィ

 
 
注

）
資

料
編

Ｐ
4
6
参

照
 

 

全
国

ベ
ー

ス
で

み
た

本
地

域
の

１
人

当
た

り
歳

出
額

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ

 

          

■
：

合
併

前
の

各
自

治
体

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ

 
 
 
 
＊

：
合

併
後

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ
 

 

合
併

1
0
年

後
ま

で
の

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

結
果

 

        
 

 
 

 
 

1
0
年

後
の

消
費

的
経

費
（

注
）

 
2
5
.
5
％

削
減

 

 
 

 
 

 
 

1
0
年

後
の

投
資

余
力

（
注

）
 

 
2
4
.
5
％

増
加

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

注
）

消
費

的
経

費
 
･
･
･
 
人

件
費

、
物

件
費

、
維

持
補

修
費

、
扶

助
費

及
び

補
助

費
等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

投
資

余
力

 
 
 
･
･
･
 
総

収
入

見
込

み
額

か
ら

消
費

的
経

費
を

控
除

し
た

も
の

合
併
想
定

年
度

合
併

非
合
併

合
併
効
果

合
併

非
合
併

合
併
効
果

歳
出

合
計

1
0
0
.
0

1
0
5
.
9

1
0
5
.
8

0
.
1

1
1
0
.
8

1
1
7
.
2

-
6
.
4

消
費

的
経

費
1
0
0
.
0

1
1
5
.
3

1
2
6
.
7

-
1
1
.
4

1
4
3
.
8

1
6
9
.
3

-
2
5
.
5

人
件
費

1
0
0
.
0

9
5
.
6

1
0
9
.
8

-
1
4
.
2

1
0
3
.
0

1
2
6
.
3

-
2
3
.
3

職
員
給

1
0
0
.
0

9
7
.
3

1
0
8
.
3

-
1
1
.
1

1
0
2
.
9

1
2
4
.
3

-
2
1
.
4

議
員

報
酬

1
0
0
.
0

8
1
.
1

1
2
2
.
4

-
4
1
.
3

1
0
3
.
6

1
4
3
.
0

-
3
9
.
4

　
そ
の

他
1
0
0
.
0

9
5
.
5

1
0
9
.
9

-
1
4
.
4

1
0
2
.
9

1
2
6
.
6

-
2
3
.
7

そ
の
他
の
消
費
的
経

費
1
0
0
.
0

1
2
5
.
1

1
3
5
.
1

-
1
0
.
0

1
6
4
.
1

1
9
0
.
7

-
2
6
.
6

投
資

余
力

1
0
0
.
0

9
0
.
9

7
2
.
2

1
8
.
7

5
7
.
6

3
3
.
1

2
4
.
5

合
併
５

年
後

合
併
1
0
年
後

全
国
回
帰
式

y
 
=
 
4
4
0
.
7
3
x
2
 
-
 
4
3
1
5
.
7
x
 
+
 
1
0
8
0
1

R
2
 
=
 
0
.
7
1
7
1

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

1
0
0
0

1
2
0
0

1
4
0
0

1
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

千
円
／
人

人
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(
4
)
 
政

令
市

周
辺

都
市

自
立

型
 

 
上

記
い

ず
れ

か
の

パ
タ

ー
ン

を
活

用
し

な
が

ら
、

政
令

指
定

都
市

に
編

入
す

る
こ

と
な

く
、

む
し

ろ
そ

の
活

力
を

取
り

込
み

つ
つ

自
立

し
た

新
都

市
と

し
て

機
能

を
強

化
す

る
パ

タ
ー

ン
。

 

 

【
期

待
さ

れ
る

一
般

的
効

果
】

 

 
グ

レ
ー

ド
の

高
い

施
設

は
隣

接
す

る
政

令
指

定
都

市
と

機
能

分
担

し
つ

つ
、

身
近

な
施

設
は

新
都

市
内

に
均

等
に

配
置

す
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

。
 

 
財

政
基

盤
と

政
策

立
案

能
力

が
強

化
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

政
令

指
定

都
市

と
は

異
な

る
個

性
的

な
施

設
整

備
や

行
政

サ
ー

ビ
ス

が
可

能
と

な
る

。
 

 
政

令
市

指
定

都
市

へ
の

一
極

集
中

は
、

混
雑

コ
ス

ト
の

増
大

や
、

水
不

足
等

を
助

長
し

か
ね

な
い

た
め

、
隣

接
地

に
新

都
市

が
形

成
さ

れ
る

こ
と

は
一

極
集

中
が

も
た

ら
す

弊
害

の
何

よ
り

の
解

決
策

と
な

り
得

る
。

 

  
政

令
市

周
辺

都
市

自
立

型
（

人
口

2
5
万

人
規

模
の

合
併

）
の

ケ
ー

ス
ス

タ
デ

ィ
 

 

全
国

ベ
ー

ス
で

み
た

本
地

域
の

１
人

当
た

り
歳

出
額

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ

 

           

■
：

合
併

前
の

各
自

治
体

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ

 
 
 
 
＊

：
合

併
後

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ
 

 

合
併

1
0
年

後
ま

で
の

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

結
果

 

        
 

 
 

 
 

1
0
年

後
の

消
費

的
経

費
 

 
 

 
1
5
.
1
％

削
減

 

 
 

 
 

 
 

1
0
年

後
の

投
資

余
力

 
 

 
 

 
4
9
.
7
％

増
加

 

合
併
想
定

年
度

合
併

非
合
併

合
併
効
果

合
併

非
合
併

合
併
効
果

歳
出

合
計

1
0
0
.
0

1
1
0
.
3

1
0
9
.
8

0
.
4

1
4
4
.
8

1
2
6
.
4

1
8
.
4

消
費

的
経

費
1
0
0
.
0

1
1
6
.
2

1
2
4
.
1

-
7
.
9

1
4
7
.
1

1
6
2
.
2

-
1
5
.
1

人
件
費

1
0
0
.
0

9
5
.
4

1
1
1
.
0

-
1
5
.
6

1
0
3
.
6

1
1
0
.
4

-
6
.
8

職
員
給

1
0
0
.
0

9
9
.
8

1
1
1
.
4

-
1
1
.
7

1
0
8
.
3

1
1
0
.
9

-
2
.
6

議
員

報
酬

1
0
0
.
0

3
2
.
9

1
0
4
.
3

-
7
1
.
4

3
6
.
0

1
0
3
.
7

-
6
7
.
7

　
そ
の

他
1
0
0
.
0

9
5
.
3

1
1
1
.
1

-
1
5
.
8

1
0
3
.
5

1
1
0
.
4

-
6
.
9

そ
の
他
の
消
費
的
経

費
1
0
0
.
0

1
2
7
.
0

1
3
0
.
9

-
3
.
9

1
6
9
.
5

1
8
8
.
8

-
1
9
.
3

投
資

余
力

1
0
0
.
0

1
0
4
.
7

9
6
.
4

8
.
2

1
4
2
.
6

9
2
.
9

4
9
.
7

合
併
５

年
後

合
併
1
0
年
後

全
国
回
帰
式

y
 
=
 
4
4
0
.
7
3
x
2
 
-
 
4
3
1
5
.
7
x
 
+
 
1
0
8
0
1

R
2
 
=
 
0
.
7
1
7
1

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

1
0
0
0

1
2
0
0

1
4
0
0

1
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

千
円
／
人

人

  

(
3
)
 
中

核
都

市
形

成
型

（
人

口
2
0
万

人
又

は
3
0
万

人
以

上
）

 

 
い

く
つ

か
の

歴
史

的
・

文
化

的
な

一
体

性
の

あ
る

地
域

が
、

地
方

自
治

法
上

の
中

核
市

・
特

例
市

な
ど

、
よ

り
一

層
大

き
な

行
財

政
能

力
を

持
つ

市
を

目
指

し
て

合
併

す
る

パ
タ

ー
ン

。
 

 

【
期

待
さ

れ
る

一
般

的
効

果
】

 

 
環

境
、

都
市

計
画

、
保

健
衛

生
な

ど
の

行
政

分
野

に
お

け
る

権
限

が
強

化
さ

れ
る

こ
と

こ
と

に
よ

り
、

一
層

住
民

に
身

近
な

行
政

が
行

え
る

。
 

 
一

般
の

市
よ

り
一

段
高

い
イ

メ
ー

ジ
が

形
成

さ
れ

、
企

業
や

大
学

な
ど

の
誘

致
が

行
い

や
す

く
な

り
、

高
度

な
都

市
経

営
が

可
能

と
な

る
。

 

 
 

 
中

核
都

市
形

成
型

（
人

口
2
0
万

人
規

模
の

合
併

）
の

ケ
ー

ス
ス

タ
デ

ィ
 

 

全
国

ベ
ー

ス
で

み
た

本
地

域
の

１
人

当
た

り
歳

出
額

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ

 

           

■
：

合
併

前
の

各
自

治
体

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ

 
 
 
 
＊

：
合

併
後

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ
 

 

合
併

1
0
年

後
ま

で
の

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

結
果

 

        
 

 
 

 
 

1
0
年

後
の

消
費

的
経

費
 

 
 

4
3
.
7
％

削
減

 

 
 

 
 

 
 

1
0
年

後
の

投
資

余
力

 
 

 
 

4
.
4
％

増
加

（
５

年
後

の
投

資
余

力
は

2
4
.
9
％

増
加

）
 

 

合
併
想
定

年
度

合
併

非
合
併

合
併
効
果

合
併

非
合
併

合
併
効
果

歳
出

合
計

1
0
0
.
0

1
0
7
.
5

1
0
7
.
8

-
0
.
3

9
8
.
1

1
2
1
.
5

-
2
3
.
3

消
費

的
経

費
1
0
0
.
0

1
0
5
.
1

1
2
3
.
9

-
1
8
.
8

1
1
9
.
6

1
6
3
.
3

-
4
3
.
7

人
件
費

1
0
0
.
0

9
2
.
9

1
0
9
.
3

-
1
6
.
4

9
9
.
1

1
1
5
.
2

-
1
6
.
1

職
員
給

1
0
0
.
0

9
7
.
9

1
0
9
.
2

-
1
1
.
3

1
0
4
.
3

1
1
4
.
9

-
1
0
.
6

議
員

報
酬

1
0
0
.
0

2
5
.
0

1
1
1
.
2

-
8
6
.
1

2
9
.
1

1
1
7
.
9

-
8
8
.
9

　
そ
の

他
1
0
0
.
0

9
3
.
0

1
0
9
.
1

-
1
6
.
1

9
9
.
3

1
1
5
.
3

-
1
6
.
0

そ
の
他
の
消
費
的
経

費
1
0
0
.
0

1
1
1
.
6

1
3
1
.
6

-
2
0
.
1

1
3
0
.
4

1
8
8
.
7

-
5
8
.
3

投
資

余
力

1
0
0
.
0

1
1
0
.
9

8
5
.
9

2
4
.
9

6
9
.
0

6
4
.
7

4
.
4

合
併
５

年
後

合
併
1
0
年
後

全
国
回
帰
式

y
 
=
 
4
4
0
.
7
3
x
2
 
-
 
4
3
1
5
.
7
x
 
+
 
1
0
8
0
1

R
2
 
=
 
0
.
7
1
7
1

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

1
0
0
0

1
2
0
0

1
4
0
0

1
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

千
円
／
人

人
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市
町

村
の

合
併

パ
タ

ー
ン

 

 パ
タ

ー
ン

Ａ
 

広
域

性
を

備
え

た
生

活
圏

、
行

政
圏

を
中

心
に

都
市

形
成

の
観

点
を

重
視

し
た

も
の

で
あ

り
、

旧
郡

に

属
す

る
全

て
の

市
町

村
の

組
合

せ
に

よ
る

。
 

   
久

留
米

地
域

は
、

久
留

米
広

域
市

町
村

圏
に

お
け

る
こ

れ
ま

で
の

広
域

連
携

の
状

況
、

久
留

米
経

済
圏

と
し

て
の

一
体

性
の

状
況

、
久

留
米

市
の

将
来

に
お

け
る

中
核

市
移

行
な

ど
を

踏
ま

え
、

久
留

米
市

及
び

近
隣

市
町

で
の

パ
タ

ー
ン

が
考

え
ら

れ
る

。
 

  ３
 

市
町

村
の

合
併

パ
タ

ー
ン

 

 
福

岡
県

の
市

町
村

の
地

理
的

条
件

や
歴

史
的

形
成

過
程

並
び

に
こ

れ
ま

で
の

各
行

政
分

野
に

お
け

る

取
組

等
を

総
合

的
に

判
断

す
る

と
、

市
町

村
合

併
を

検
討

す
る

う
え

で
の

市
町

村
の

組
合

せ
と

し
て

は
、

次
の

よ
う

な
パ

タ
ー

ン
が

考
え

ら
れ

る
。

 

  
(
1
)
 
パ

タ
ー

ン
Ａ

 

 
広

域
性

を
備

え
た

生
活

圏
、

行
政

圏
を

中
心

に
都

市
形

成
の

観
点

を
重

視
し

た
も

の
で

あ
り

、
旧

郡
に

属
す

る
全

て
の

市
町

村
の

組
合

せ
に

よ
る

。
 

  
た

だ
し

、
久

留
米

地
域

に
つ

い
て

は
、

久
留

米
広

域
市

町
村

圏
に

お
け

る
こ

れ
ま

で
の

広
域

連
携

の
状

況
、

久
留

米
経

済
圏

と
し

て
の

一
体

性
の

状
況

、
久

留
米

市
の

将
来

に
お

け
る

中
核

市
移

行
な

ど
を

踏
ま

え
、

久
留

米
市

及
び

近
隣

市
町

で
の

パ
タ

ー
ン

が
考

え
ら

れ
る

が
、

具
体

的
な

市
町

村
の

組
合

せ
は

、
地

域
に

お
け

る
検

討
に

委
ね

る
。

 

  
(
2
)
 
パ

タ
ー

ン
Ｂ

 

 
地

域
に

お
け

る
一

体
感

や
既

存
の

一
部

事
務

組
合

等
に

よ
る

取
組

状
況

を
よ

り
重

視
し

た
も

の
で

あ
り

、
地

域
の

実
情

、
市

町
村

の
意

向
等

に
よ

り
、

次
の

地
域

に
つ

い
て

設
定

し
て

い
る

。
 

 

 
 
 
 
 
 
ア

 
宗

像
市

・
玄

海
町

パ
タ

ー
ン

 

 
 
 
 
 
 
イ

 
遠

賀
郡

４
町

（
芦

屋
町

・
水

巻
町

・
岡

垣
町

・
遠

賀
町

）
パ

タ
ー

ン
 

 
 
 
 
 
 
ウ

 
三

潴
郡

３
町

（
城

島
町

・
大

木
町

・
三

潴
町

）
パ

タ
ー

ン
 

 
 
 
 
 
 
エ

 
柳

川
市

・
大

和
町

・
三

橋
町

パ
タ

ー
ン

 

 
 
 
 
 
 
オ

 
瀬

高
町

・
山

川
町

・
高

田
町

パ
タ

ー
ン

 

  

 
な

お
、

京
築

地
域

（
行

橋
市

、
京

都
郡

４
町

、
豊

前
市

、
築

上
郡

３
町

２
村

）
に

つ
い

て
は

、
京

築

広
域

市
町

村
圏

に
お

け
る

こ
れ

ま
で

の
広

域
連

携
の

状
況

、
経

済
圏

と
し

て
の

一
体

性
の

状
況

な
ど

を

踏
ま

え
、

よ
り

広
域

性
を

重
視

し
た

パ
タ

ー
ン

も
考

え
ら

れ
る

。
 

   
 

パ
タ

ー
ン

Ａ
及

び
パ

タ
ー

ン
Ｂ

の
詳

細
は

、
次

の
と

お
り

。
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   パ
タ

ー
ン

Ｂ
 

地
域

に
お

け
る

一
体

感
や

既
存

の
一

部
事

務
組

合
等

に
よ

る
取

組
状

況
を

よ
り

重
視

し
た

も
の

で
あ

り
、

地
域

の
実

情
、

市
町

村
の

意
向

等
に

よ
り

、
次

の
地

域
に

つ
い

て
設

定
。

 

   

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

①
宗

像
市

・
玄

海
町

ﾊﾟ
ﾀｰ

ﾝ
宗

像
市

8
0
,
5
4
1

7
6
.
8
2

玄
海

町
1
0
,
0
3
9

3
4
.
6
8

計
90

,5
80

11
1.

50

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

②
遠

賀
郡

４
町

ﾊﾟ
ﾀｰ

ﾝ
芦

屋
町

1
6
,
1
2
2

1
1
.
4
2

水
巻

町
3
1
,
8
9
0

1
1
.
0
3

岡
垣

町
3
0
,
6
3
1

4
8
.
5
1

遠
賀

町
1
9
,
6
9
5

2
2
.
1
4

計
98

,3
38

93
.1

0

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

③
三

潴
郡

３
町

ﾊﾟ
ﾀｰ

ﾝ
城

島
町

1
4
,
3
3
2

1
7
.
5
8

大
木

町
1
4
,
1
7
5

1
8
.
4
3

三
潴

町
1
5
,
7
9
6

1
6
.
1
0

計
44

,3
03

52
.1

1

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

柳
川

市
4
2
,
6
9
8

3
7
.
2
3

大
和

町
1
7
,
9
7
1

2
2
.
7
8

三
橋

町
1
8
,
3
5
1

1
6
.
8
9

計
79

,0
20

76
.9

0

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

瀬
高

町
2
5
,
2
9
1

3
7
.
7
3

山
川

町
5
,
9
5
0

2
6
.
3
8

高
田

町
1
5
,
6
5
2

4
1
.
0
1

計
46

,8
93

10
5.

12

（
平

成
1
2
年

３
月

住
民

基
本

台
帳

人
口

、
平

成
1
1
年

1
0
月

国
土

地
理

院
「

全
国

都
道

府
県

市
区

町
村

別
面

積
調

」
よ

り
）

④
柳

川
市

・
大

和
町

・
三

橋
町

ﾊﾟ
ﾀｰ

ﾝ

⑤
瀬

高
町

・
山

川
町

・
高

田
町

ﾊﾟ
ﾀｰ

ﾝ

     

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

①
旧

筑
紫

郡
筑

紫
野

市
9
0
,
7
7
6

8
7
.
7
3

⑨
旧

浮
羽

郡
吉

井
町

1
7
,
5
8
0

2
8
.
2
9

（
５

団
体

）
春

日
市

1
0
4
,
6
2
7

1
4
.
1
5

（
３

団
体

）
田

主
丸

町
2
1
,
5
8
8

5
0
.
9
9

大
野

城
市

8
8
,
0
0
5

2
6
.
8
8

浮
羽

町
1
7
,
4
8
2

8
9
.
2
6

太
宰

府
市

6
4
,
6
7
4

2
9
.
6
1

計
56

,6
50

16
8.

54
那

珂
川

町
4
5
,
8
0
0

7
4
.
9
9

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

計
39

3,
88

2
23

3.
36

⑩
旧

三
井

郡
小

郡
市

5
4
,
2
8
9

4
5
.
5
0

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

（
３

団
体

）
北

野
町

1
7
,
8
3
5

2
0
.
4
9

②
旧

糟
屋

郡
古

賀
市

5
5
,
3
3
0

4
2
.
1
1

大
刀

洗
町

1
5
,
3
9
6

2
2
.
8
3

（
８

団
体

）
宇

美
町

3
7
,
1
0
6

3
0
.
2
2

計
87

,5
20

88
.8

2
篠

栗
町

2
9
,
0
6
4

3
8
.
9
0

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

志
免

町
3
8
,
0
3
6

8
.
7
0

⑪
旧

三
潴

郡
大

川
市

4
2
,
7
9
4

3
3
.
6
1

須
恵

町
2
5
,
1
2
5

1
6
.
3
3

（
４

団
体

）
城

島
町

1
4
,
3
3
2

1
7
.
5
8

新
宮

町
2
1
,
9
6
8

1
8
.
8
7

大
木

町
1
4
,
1
7
5

1
8
.
4
3

久
山

町
7
,
7
2
4

3
7
.
4
3

三
潴

町
1
5
,
7
9
6

1
6
.
1
0

粕
屋

町
3
4
,
6
2
9

1
4
.
1
2

計
87

,0
97

85
.7

2
計

24
8,

98
2

20
6.

68
市

町
村

名
人

口
（

人
）

面
積

(
ｋ

㎡
)

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

⑫
旧

八
女

郡
八

女
市

3
9
,
7
6
8

3
9
.
3
4

③
旧

宗
像

郡
宗

像
市

8
0
,
5
4
1

7
6
.
8
2

（
８

団
体

）
筑

後
市

4
7
,
1
7
3

4
1
.
8
5

（
５

団
体

）
福

間
町

4
1
,
6
2
4

2
9
.
4
1

黒
木

町
1
5
,
3
9
8

1
3
5
.
4
9

津
屋

崎
町

1
4
,
1
8
3

2
3
.
2
8

上
陽

町
4
,
4
1
5

5
9
.
3
2

玄
海

町
1
0
,
0
3
9

3
4
.
6
8

立
花

町
1
3
,
1
0
4

8
6
.
6
4

大
島

村
9
6
4

8
.
1
2

広
川

町
1
9
,
5
9
8

3
7
.
9
1

計
14

7,
35

1
17

2.
31

矢
部

村
1
,
9
0
0

8
0
.
4
6

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

星
野

村
3
,
9
2
7

8
1
.
2
8

④
旧

遠
賀

郡
中

間
市

4
9
,
4
2
8

1
5
.
9
8

計
14

5,
28

3
56

2.
29

（
５

団
体

）
芦

屋
町

1
6
,
1
2
2

1
1
.
4
2

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

水
巻

町
3
1
,
8
9
0

1
1
.
0
3

⑬
旧

山
門

郡
柳

川
市

4
2
,
6
9
8

3
7
.
2
3

岡
垣

町
3
0
,
6
3
1

4
8
.
5
1

（
５

団
体

）
瀬

高
町

2
5
,
2
9
1

3
7
.
7
3

遠
賀

町
1
9
,
6
9
5

2
2
.
1
4

大
和

町
1
7
,
9
7
1

2
2
.
7
8

計
14

7,
76

6
10

9.
08

三
橋

町
1
8
,
3
5
1

1
6
.
8
9

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

山
川

町
5
,
9
5
0

2
6
.
3
8

⑤
旧

鞍
手

郡
直

方
市

6
1
,
1
1
3

6
1
.
7
8

計
11

0,
26

1
14

1.
01

（
５

団
体

）
小

竹
町

1
0
,
1
0
7

1
4
.
1
8

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

鞍
手

町
1
9
,
8
0
3

3
5
.
5
8

⑭
旧

三
池

郡
大

牟
田

市
1
4
1
,
7
3
9

8
1
.
5
5

宮
田

町
2
1
,
6
3
8

5
2
.
4
9

（
２

団
体

）
高

田
町

1
5
,
6
5
2

4
1
.
0
1

若
宮

町
1
0
,
5
4
3

8
7
.
5
0

計
15

7,
39

1
12

2.
56

計
12

3,
20

4
25

1.
53

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

⑮
旧

田
川

郡
田

川
市

5
4
,
7
5
1

5
4
.
5
2

⑥
旧

嘉
穂

郡
飯

塚
市

8
0
,
9
0
5

7
1
.
8
0

(1
0団

体
)

香
春

町
1
3
,
8
4
4

4
4
.
5
6

(1
0団

体
)

山
田

市
1
2
,
1
9
5

2
2
.
0
5

添
田

町
1
3
,
4
9
9

1
3
2
.
1
0

桂
川

町
1
5
,
1
2
7

2
0
.
0
7

金
田

町
8
,
5
5
0

7
.
4
6

稲
築

町
1
9
,
9
8
4

1
7
.
3
4

糸
田

町
1
0
,
9
5
9

8
.
0
4

碓
井

町
6
,
8
1
0

8
.
4
5

川
崎

町
2
1
,
6
2
6

3
6
.
1
2

嘉
穂

町
1
0
,
6
1
7

8
7
.
3
4

赤
池

町
1
0
,
3
1
8

1
6
.
2
0

筑
穂

町
1
1
,
7
1
6

7
4
.
8
1

方
城

町
8
,
0
4
0

1
8
.
3
8

穂
波

町
2
6
,
8
6
1

2
5
.
2
3

大
任

町
6
,
2
9
8

1
4
.
2
4

庄
内

町
1
0
,
7
2
5

2
5
.
6
9

赤
村

3
,
7
9
1

3
2
.
0
3

頴
田

町
7
,
2
2
9

1
6
.
6
0

計
15

1,
67

6
36

3.
65

計
20

2,
16

9
36

9.
38

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

⑯
旧

京
都

郡
行

橋
市

7
0
,
7
7
6

6
9
.
8
3

⑦
旧

朝
倉

郡
甘

木
市

4
3
,
4
3
9

1
6
7
.
1
9

（
５

団
体

）
苅

田
町

3
4
,
6
2
1

4
6
.
2
4

（
７

団
体

）
杷

木
町

9
,
1
3
8

4
4
.
9
8

犀
川

町
7
,
9
2
6

9
8
.
0
0

朝
倉

町
1
0
,
6
9
0

3
4
.
5
6

勝
山

町
7
,
4
1
8

3
3
.
9
4

三
輪

町
1
2
,
3
6
4

2
1
.
7
1

豊
津

町
9
,
2
2
4

1
9
.
3
4

夜
須

町
1
6
,
4
5
8

4
5
.
4
7

計
12

9,
96

5
26

7.
35

小
石

原
村

1
,
2
5
9

2
9
.
3
7

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

宝
珠

山
村

1
,
8
1
6

2
2
.
5
6

⑰
旧

築
上

郡
豊

前
市

2
9
,
8
2
9

1
1
1
.
1
3

計
95

,1
64

36
5.

84
（
６

団
体

）
椎

田
町

1
2
,
4
5
6

5
1
.
7
0

市
町

村
名

人
口

（
人

）
面

積
(
ｋ

㎡
)

吉
富

町
7
,
4
7
0

5
.
6
0

⑧
旧

糸
島

郡
前

原
市

6
4
,
5
6
3

1
0
4
.
5
0

築
城

町
1
0
,
2
0
5

6
7
.
6
4

（
３

団
体

）
二

丈
町

1
3
,
8
4
5

5
7
.
0
7

新
吉

富
村

4
,
2
0
8

1
3
.
4
4

志
摩

町
1
7
,
6
7
1

5
4
.
5
2

大
平

村
4
,
4
0
3

4
8
.
9
6

計
96

,0
79

21
6.

09
計

68
,5

71
29

8.
47

（
平

成
1
2
年

３
月

住
民

基
本

台
帳

人
口

、
平

成
1
1
年

1
0
月

国
土

地
理

院
「

全
国

都
道

府
県

市
区

町
村

別
面

積
調

」
よ

り
）
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○

 
市

町
村

合
併

に
対

す
る

新
た

な
特

別
交

付
税

措
置

 

 
合

併
を

機
に

行
わ

れ
る

新
た

な
ま

ち
づ

く
り

、
合

併
関

係
市

町
村

間
の

公
共

料
金

の
格

差
調

整
、

公
債

費
負

担
格

差
の

是
正

や
土

地
開

発
公

社
の

経
営

健
全

化
等

に
つ

い
て

の
需

要
に

的
確

に
対

応

す
る

た
め

、
３

か
年

度
に

わ
た

り
特

別
交

付
税

に
よ

る
包

括
的

な
支

援
措

置
を

講
ず

る
（

「
合

併

市
町

村
支

援
」

）
。

 
 

 
ま

た
、

合
併

前
に

お
い

て
は

、
合

併
に

伴
う

電
算

シ
ス

テ
ム

の
統

一
等

の
「

合
併

移
行

経
費

」

を
特

別
交

付
税

に
よ

り
個

別
に

措
置

す
る

。
 

  
 

○
 

過
疎

地
域

に
お

け
る

過
疎

債
の

特
例

等
 

 
合

併
に

よ
り

過
疎

地
域

か
ら

外
れ

た
場

合
で

も
、

過
疎

市
町

村
で

あ
っ

た
地

域
に

つ
い

て
は

過

疎
債

の
活

用
な

ど
財

政
上

の
特

例
措

置
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

  
 

○
 

合
併

市
町

村
補

助
金

 

 
合

併
関

係
市

町
村

毎
に

そ
の

人
口

規
模

に
応

じ
て

算
出

さ
れ

る
額

の
合

算
額

を
上

限
と

し
て

、

合
併

成
立

年
度

か
ら

３
か

年
度

を
限

度
と

し
て

定
額

補
助

を
行

う
。

 

 

 
 
関

係
市

町
村

人
口

（
人

）
  

 
年

 
 

額
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
～

 
 
5
,
0
0
0
 

 
 
 
 
5
,
0
0
1
～

 
1
0
,
0
0
0
 

 
 
 
1
0
,
0
0
1
～

 
5
0
,
0
0
0
 

 
 
 
5
0
,
0
0
1
～

1
0
0
,
0
0
0
 

 
 
1
0
0
,
0
0
1
～
 

 
 
 
２

千
万

円
 

 
 
 
３

千
万

円
 

 
 
 
５

千
万

円
 

 
 
 
７

千
万

円
 

 
 
 
1
0
千

万
円
 

  
(
4
)
 
そ

の
他

合
併

に
伴

う
特

例
措

置
 

 
 
 
 
○

 
市

と
な

る
べ

き
要

件
の

特
例

 

・
 

合
併

す
る

場
合

に
限

り
、

地
方

自
治

法
上

の
人

口
要

件
が

緩
和

さ
れ

、
４

万
人

以
上

で
市

と
な

る
こ

と
が

で
き

る
。

注
）

平
成

1
6
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

は
市

制
施

行
に

関
す

る
要

件
は

人
口

３
万

人
以

上
の

み
。
 

・
 

市
を

含
む

新
設

合
併

に
つ

い
て

は
、

地
方

自
治

法
上

の
要

件
を

満
た

さ
な

い
場

合
に

も
、

市
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

  
 

○
 

地
域

審
議

会
の

設
置

 

 
合

併
後

も
地

域
住

民
の

声
を

施
策

に
反

映
さ

せ
、

き
め

細
か

な
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

実
現

す
る

た

め
、

合
併

前
の

市
町

村
の

協
議

に
よ

り
、

合
併

関
係

市
町

村
の

区
域

を
単

位
と

し
て

、
必

要
な

地

域
に

審
議

会
を

設
置

し
、

合
併

市
町

村
の

長
の

諮
問

に
よ

り
審

議
又

は
意

見
を

述
べ

る
こ

と
が

で

き
る

。
 

  
 

○
 

議
会

議
員

の
定

数
・

在
任

に
関

す
る

特
例

 

 
一

定
の

範
囲

内
で

、
合

併
市

町
村

の
議

会
の

議
員

の
定

数
を

増
加

す
る

か
、

ま
た

は
合

併
関

係

市
町

村
の

議
会

の
議

員
が

合
併

市
町

村
の

議
会

の
議

員
と

し
て

在
任

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

  第
５

章
 

市
町

村
合

併
に

関
す

る
支

援
策

 

  
市

町
村

及
び

そ
の

地
域

の
住

民
が

市
町

村
合

併
の

検
討

を
進

め
て

い
く

た
め

の
国

及
び

県
の

支
援

策
に

つ
い

て
、

合
併

の
検

討
段

階
に

応
じ

て
ま

と
め

る
と

、
次

の
よ

う
に

な
る

。
 

 １
 

国
の

施
策

 

 
(
1
)
 
合

併
に

向
け

た
機

運
づ

く
り

 

 
 

○
 

合
併

協
議

会
設

置
に

関
す

る
住

民
発

議
制

度
 

・
 

有
権

者
の

5
0
分

の
１

以
上

の
署

名
を

も
っ

て
、

市
町

村
長

に
対

し
て

合
併

協
議

会
の

設
置

を

直
接

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
 

全
て

の
関

係
市

町
村

長
に

対
し

て
同

一
内

容
の

直
接

請
求

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
、

各
関

係

市
町

村
長

は
合

併
協

議
会

の
設

置
協

議
に

つ
い

て
議

会
に

付
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

  
 
(
2
)
 
合

併
を

検
討

す
る

市
町

村
に

対
す

る
支

援
 

 
 

○
 

合
併

準
備

補
助

金
 

 
法

定
合

併
協

議
会

の
構

成
市

町
村

に
対

し
て

、
市

町
村

建
設

計
画

の
作

成
及

び
そ

の
準

備
経

費

と
し

て
、

１
関

係
市

町
村

に
つ

き
5
0
0
万

円
を

上
限

と
す

る
定

額
補

助
を

行
う

。
 

 

 
 

○
 

合
併

協
議

会
設

置
経

費
等

の
合

併
準

備
経

費
に

対
す

る
特

別
交

付
税

措
置

 

 
法

定
又

は
任

意
の

合
併

協
議

会
を

設
置

し
た

市
町

村
に

対
し

て
、

合
併

の
準

備
に

要
す

る
経

費

に
つ

い
て

、
５

か
年

度
に

わ
た

り
特

別
交

付
税

措
置

を
行

う
。

 

  
(
3
)
 
合

併
後

の
市

町
村

に
対

す
る

支
援

 

 
 

○
 

普
通

交
付

税
算

定
の

特
例

（
合

併
算

定
替

）
の

期
間

の
延

長
 

 
合

併
後

1
0
か

年
度

（
従

来
は

５
か

年
度

）
は

、
合

併
し

な
か

っ
た

場
合

の
普

通
交

付
税

を
全

額

保
障

し
、

そ
の

後
５

か
年

度
は

、
激

変
緩

和
措

置
を

講
じ

る
。

 

  
 

○
 

合
併

特
例

債
の

創
設

 

 
合

併
後

1
0
か

年
度

は
、

市
町

村
建

設
計

画
に

基
づ

き
実

施
す

る
一

体
性

の
確

立
・

均
衡

あ
る

発

展
の

た
め

の
公

共
的

施
設

の
整

備
事

業
等

及
び

地
域

住
民

の
連

帯
の

強
化

・
旧

市
町

村
区

域
の

地

域
振

興
等

の
た

め
の

基
金

の
積

立
に

対
し

て
、

合
併

特
例

債
を

充
当

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

充

当
率

9
5
％

、
元

利
償

還
金

に
対

す
る

普
通

交
付

税
措

置
率

7
0
％

）
 

  
 
 
 
○

 
合

併
直

後
の

臨
時

的
経

費
に

対
す

る
普

通
交

付
税

措
置

（
合

併
補

正
）

 

 
行

政
の

一
体

化
（

基
本

構
想

等
の

策
定

・
改

訂
、

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

・
シ

ス
テ

ム
の

統
一

、
ネ

ッ

ト
ワ

ー
ク

の
整

備
等

）
や

行
政

水
準

・
住

民
負

担
水

準
の

格
差

是
正

（
住

民
サ

ー
ビ

ス
の

水
準

の

調
整

等
）

な
ど

、
合

併
直

後
に

必
要

と
な

る
臨

時
的

な
経

費
に

つ
い

て
、

５
か

年
度

に
わ

た
り

普

通
交

付
税

に
よ

る
包

括
的

な
財

政
措

置
を

行
う

。
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  ２
 

本
県

の
取

組
 

 
本

県
に

お
い

て
は

、
市

町
村

合
併

の
促

進
に

関
し

て
、

次
の

よ
う

な
取

組
を

行
う

。
 

  
(
1
)
 
情

報
提

供
、

広
報

・
啓

発
 

 
 

○
 

市
町

村
、

各
種

団
体

等
が

行
う

講
演

会
や

研
修

会
等

に
対

す
る

講
師

派
遣

、
資

料
提

供
等

 

 
市

町
村

、
住

民
団

体
、

民
間

団
体

等
が

行
う

市
町

村
合

併
の

推
進

に
関

す
る

講
演

会
や

研
修

会

に
対

す
る

講
師

の
派

遣
等

を
通

じ
て

、
更

な
る

情
報

提
供

に
努

め
る

。
 

  
 

○
 

各
種

広
報

媒
体

や
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
、

セ
ミ

ナ
ー

等
を

通
じ

た
広

報
・

啓
発

 

 
自

主
的

な
市

町
村

合
併

に
対

す
る

市
町

村
や

住
民

の
理

解
を

深
め

る
た

め
、

各
種

広
報

媒
体

や

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

、
セ

ミ
ナ

ー
等

を
通

じ
て

、
更

な
る

情
報

提
供

、
広

報
・

啓
発

に
努

め
る

。
 

  
(
2
)
 
住

民
・

民
間

団
体

に
対

す
る

支
援

 

○
 

市
町

村
合

併
の

推
進

の
た

め
の

取
組

に
対

す
る

財
政

的
な

支
援

 

 
住

民
団

体
、

民
間

団
体

が
実

施
す

る
市

町
村

合
併

に
関

す
る

研
究

会
や

講
演

会
等

の
開

催
、

住

民
意

識
調

査
の

実
施

な
ど

、
市

町
村

合
併

の
推

進
の

た
め

の
取

組
に

対
し

て
、

財
政

的
な

支
援

を

行
う

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
補

助
金

の
額

 
1
0
0
万

円
以

内
 

 
補

助
率

 
5
0
％

以
内

 

  
(
3
)
 
合

併
を

検
討

す
る

市
町

村
に

対
す

る
支

援
 

 
市

町
村

合
併

の
検

討
に

お
い

て
、

地
域

経
営

の
包

括
的

責
任

者
た

る
市

町
村

が
果

た
す

べ
き

役
割

は
極

め
て

重
要

で
あ

る
。

よ
っ

て
、

市
町

村
に

対
し

て
は

、
今

後
、

更
な

る
情

報
提

供
や

啓
発

に
努

め
る

と
と

も
に

、
以

下
の

よ
う

な
支

援
措

置
を

講
じ

る
。

 

 ○
 

市
町

村
合

併
に

関
す

る
調

査
・

研
究

事
業

、
啓

発
事

業
等

に
対

す
る

財
政

的
な

支
援

 

 
単

独
の

市
町

村
や

複
数

の
市

町
村

が
共

同
で

行
う

市
町

村
合

併
に

関
す

る
調

査
・

研
究

事
業

、

啓
発

事
業

等
に

対
し

て
、

財
政

的
な

支
援

を
行

う
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
補

助
金

の
額

 
1
0
0
万

円
以

内
 

 
補

助
率

 
5
0
％

以
内

 

 

○
 

合
併

協
議

会
（

任
意

の
も

の
を

含
む

）
へ

の
財

政
的

な
支

援
 

 
市

町
村

に
お

い
て

合
併

協
議

会
（

任
意

の
も

の
を

含
む

）
が

設
置

さ
れ

た
場

合
に

は
、

合
併

協

議
会

が
行

う
市

町
村

合
併

に
関

す
る

調
査

・
研

究
事

業
、

啓
発

事
業

等
に

対
し

て
、

よ
り

積
極

的

な
財

政
支

援
を

行
う

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
交

付
金

の
額

 
5
0
0
万

円
以

内
 

 
補

助
率

 
1
0
0
％

以
内

 

 

○
 

法
定

合
併

協
議

会
へ

の
委

員
と

し
て

の
参

画
等

 

 
市

町
村

に
お

い
て

法
定

合
併

協
議

会
が

設
置

さ
れ

た
場

合
に

は
、

財
政

的
な

支
援

に
加

え
て

、

合
併

協
議

会
委

員
と

し
て

の
参

画
等

、
人

的
な

支
援

を
強

化
す

る
。

 

   
 

○
 

議
員

年
金

の
資

格
に

関
す

る
特

例
 

 
合

併
が

な
か

っ
た

な
ら

ば
、

当
該

任
期

中
に

議
員

共
済

年
金

の
受

給
資

格
（

在
職

期
間

1
2
年

以

上
）

満
た

す
こ

と
に

な
る

者
に

対
し

て
も

、
受

給
資

格
を

付
与

す
る

。
 

  
 

○
 

議
会

議
員

の
選

挙
区

の
特

例
に

関
す

る
規

定
の

活
用

 

 
旧

市
町

村
な

ど
の

意
向

が
合

併
後

の
市

町
村

の
議

会
に

お
い

て
適

切
に

反
映

さ
れ

る
よ

う
に

、

市
町

村
合

併
特

例
法

や
公

職
選

挙
法

に
よ

る
選

挙
区

の
特

例
に

関
す

る
規

定
（

旧
市

町
村

単
位

等

で
の

選
挙

区
の

設
置

）
を

積
極

的
に

活
用

す
る

。
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   【
福

岡
県

市
町

村
合

併
推

進
特

例
交

付
金

（
仮

称
）

】
 

 ア
 

交
付

対
象

市
町

村
 

 
平

成
1
7
年

３
月

3
1
日

（
現

行
の

合
併

特
例

法
の

期
限

）
ま

で
に

合
併

し
た

市
町

村
。

た
だ

し
、

政
令

指
定

都
市

を
含

む
合

併
を

除
く

。
 

 イ
 

交
付

限
度

額
 

 
(
ｱ
)
 
基

本
額

 

 
合

併
関

係
市

町
村

が
２

つ
の

場
合

５
億

円
、

関
係

市
町

村
が

１
団

体
増

え
る

ご
と

に
１

億
円

を
加

算
す

る
。

 

  
(
ｲ
)
 
増

加
人

口
加

算
 

 
上

記
基

本
額

を
超

え
る

財
政

需
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
増

加
人

口
別

に
次

表
の

額
を

限
度

と
し

て
加

算
す

る
。

た
だ

し
、

２
団

体
合

併
の

場
合

を
除

く
。

 

 

合
併

に
よ

る
増

加
人

口
 

加
算

限
度

額

 
 
１

～
３

万
人

未
満

 

 
 
３

～
５

万
人

未
満

 

 
 
５

～
1
0
万

人
未

満
 

 
 
1
0
万

人
以

上
 

 
 
１

億
円

 

 
 
２

億
円

 

 
 
３

億
円

 

 
 
５

億
円
 

 
 

 
 

 
 

 
増

加
人

口
＝

合
併

市
町

村
の

人
口

－
人

口
が

最
も

多
い

合
併

関
係

市
町

村
の

人
口
 

  
(
ｳ
)
 
特

別
加

算
 

 
地

域
の

特
殊

な
事

情
等

に
よ

り
合

併
に

際
し

て
特

別
の

配
慮

が
必

要
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、
１

合
併

関
係

市
町

村
に

つ
き

５
千

万
円

を
限

度
に

特
別

に
加

算
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
た

だ
し

、

２
団

体
合

併
の

場
合

は
、

１
合

併
に

つ
き

５
千

万
円

を
限

度
と

す
る

。
 

 ウ
 

交
付

対
象

経
費

 

 
市

町
村

建
設

計
画

に
掲

げ
ら

れ
た

事
業

及
び

合
併

日
ま

で
に

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
事

業
（

電
算

シ

ス
テ

ム
の

統
一

化
事

業
等

）
に

要
す

る
経

費
。

た
だ

し
、

特
別

加
算

は
合

併
の

阻
害

要
因

を
除

去
す

る

た
め

の
事

業
に

限
る

。
 

 エ
 

交
付

期
間

 

 
 
 
 
合

併
の

議
決

か
ら

1
0
か

年
度

以
内

 

 

   
(
4
)
 
合

併
後

の
市

町
村

に
対

す
る

支
援

 

○
 

県
独

自
の

財
政

支
援

制
度

の
創

設
 

 
市

町
村

合
併

に
伴

い
発

生
す

る
緊

急
の

財
政

需
要

に
つ

い
て

合
併

市
町

村
の

負
担

を
軽

減
す

る

と
と

も
に

合
併

後
の

一
体

的
な

ま
ち

づ
く

り
等

を
支

援
す

る
た

め
、

合
併

市
町

村
を

対
象

と
す

る

特
例

交
付

金
を

交
付

す
る

（
Ｐ

2
8
参

照
）

。
 

 

○
 

市
町

村
建

設
計

画
を

実
現

す
る

た
め

の
県

事
業

の
実

施
 

 
市

町
村

建
設

計
画

の
策

定
過

程
に

積
極

的
に

参
画

す
る

と
と

も
に

、
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

た

県
事

業
の

重
点

的
な

実
施

に
努

め
る

。
 

 
従

来
市

町
村

単
位

で
実

施
さ

れ
て

き
た

各
種

施
策

に
つ

い
て

、
合

併
後

当
分

の
間

、
旧

市
町

村

の
実

情
を

考
慮

し
た

施
策

の
実

施
(
補

助
金

採
択

等
)
に

配
慮

す
る

。
 

 

○
 

各
種

圏
域

設
定

等
の

見
直

し
 

 
合

併
市

町
村

の
一

体
性

を
確

保
す

る
た

め
、

県
の

各
種

広
域

計
画

に
お

け
る

区
域

や
県

の
出

先

機
関

の
所

管
区

域
等

に
つ

い
て

必
要

に
応

じ
て

適
切

な
見

直
し

を
行

う
。

 

  
(
5
)
 
合

併
支

援
の

た
め

の
県

の
体

制
づ

く
り

 

 
市

町
村

に
お

け
る

合
併

検
討

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
、

全
庁

横
断

的
な

連
絡

会
議

を
設

置
し

、

市
町

村
建

設
計

画
の

策
定

等
に

関
し

て
、

助
言

、
情

報
提

供
を

行
う

。
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  １
 

県
内

市
町

村
の

主
要

財
政

指
標

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

平
成

1
0
年

度
決

算
）
 

財
政

力
指

数

（
８
～
1
0
年
度
）

財
調
等

特
定
目
的

北
九
州
市

2
6
6
,8
6
0

2
.0
7

8
4
.6

0
.6
3

0
.3

1
3
.8

1
0
.0

2
.1
2

4
0
,6
7
7

3
0
,2
5
0

2
6
.6

福
岡
市

3
4
7
,5
9
7

2
.1
9

8
6
.4

0
.7
6

1
.1

1
7
.9

1
4
.6

3
.2
4

2
9
,2
4
4

3
7
,2
0
7

1
9
.1

大
牟

田
市

2
9
,3
5
3

2
.0
5

9
6
.2

0
.5
1

-
0
.6

1
4
.0

1
1
.3

1
.5
0

2
0
2

1
,4
6
9

5
.7

久
留

米
市

4
3
,9
4
2

1
.7
8

8
5
.2

0
.7
6

1
.8

1
2
.1

9
.9

1
.5
3

5
,8
2
7

6
,1
5
7

2
7
.3

直
方
市

1
2
,5
8
0

2
.1
7

8
8
.5

0
.5
2

3
.1

1
5
.8

1
1
.5

1
.7
8

2
,4
0
9

3
,3
1
5

4
5
.5

飯
塚
市

1
7
,5
0
8

1
.7
8

9
0
.1

0
.5
3

2
.6

1
6
.0

9
.9

2
.0
7

1
,7
2
8

4
,1
8
6

3
3
.8

田
川
市

1
3
,6
0
6

2
.5
7

9
2
.5

0
.3
9

0
.6

1
9
.1

1
4
.2

2
.6
0

2
,5
2
4

6
,3
6
3

6
5
.3

柳
川
市

8
,3
0
4

1
.7
1

8
9
.3

0
.4
2

2
.5

1
3
.7

1
0
.5

1
.5
1

8
8
6

2
,0
4
3

3
5
.3

山
田
市

3
,5
2
1

2
.3
5

9
6
.4

0
.1
8

0
.9

1
2
.9

7
.7

1
.4
7

3
6
8

1
,1
8
7

4
4
.2

甘
木
市

9
,4
0
0

1
.7
6

8
3
.3

0
.6
7

4
.6

1
5
.9

1
3
.0

1
.6
4

1
,1
9
5

4
,1
9
6

5
7
.4

八
女
市

8
,0
6
2

1
.6
5

9
2
.1

0
.4
8

5
.3

1
5
.1

1
1
.9

1
.5
2

5
3
6

7
3
0

1
5
.7

筑
後
市

9
,0
9
9

1
.6
6

8
7
.4

0
.6
2

4
.3

1
9
.3

1
4
.2

2
.0
6

5
4
9

3
,2
1
8

4
1
.4

大
川
市

8
,3
4
6

1
.8
7

9
0
.4

0
.5
8

5
.2

1
8
.0

1
5
.8

1
.9
5

2
4

8
9
5

1
1
.0

行
橋
市

1
2
,9
6
7

1
.8
8

8
0
.1

0
.5
4

0
.5

1
5
.3

7
.9

1
.5
2

2
,9
5
7

6
,1
2
2

7
0
.0

豊
前
市

6
,8
2
4

1
.8
0

8
8
.9

0
.4
7

2
.5

1
5
.3

1
2
.6

1
.8
2

1
,2
8
7

9
8
9

3
3
.4

中
間
市

9
,7
0
6

1
.8
5

9
2
.2

0
.4
2

0
.3

1
3
.5

8
.1

1
.8
6

1
,2
1
7

2
,3
6
0

3
6
.9

小
郡
市

1
0
,8
6
0

1
.5
6

8
5
.5

0
.5
5

2
.2

1
9
.9

1
3
.1

1
.9
8

1
,1
4
7

1
,4
7
2

2
4
.1

筑
紫

野
市

1
6
,4
5
0

1
.7
3

7
9
.0

0
.7
0

1
.3

1
9
.2

7
.2

2
.0
4

2
,2
7
2

8
,9
5
9

6
8
.3

春
日
市

1
8
,5
2
4

1
.6
1

8
4
.0

0
.6
1

2
.1

1
9
.6

1
0
.7

2
.2
0

1
,3
8
2

2
,8
6
1

2
2
.9

大
野

城
市

1
6
,8
8
0

1
.8
4

7
8
.3

0
.6
5

1
.0

1
9
.6

4
.6

1
.3
5

4
,8
6
6

6
,6
9
1

6
8
.5

宗
像
市

1
5
,4
0
8

1
.4
6

7
7
.6

0
.5
6

4
.8

1
1
.2

5
.6

1
.2
1

7
,6
2
6

1
,5
5
0

5
9
.6

太
宰

府
市

1
2
,9
0
7

1
.6
3

8
7
.7

0
.6
0

1
.4

1
6
.3

1
1
.8

1
.8
5

1
,2
3
5

1
,8
0
1

2
3
.5

前
原
市

1
1
,9
5
7

1
.7
9

7
8
.3

0
.5
2

2
.1

1
1
.2

6
.6

1
.5
7

1
,9
1
7

2
,3
5
0

3
5
.7

古
賀
市

1
0
,6
4
7

1
.4
6

8
0
.4

0
.6
4

4
.5

1
1
.6

6
.9

1
.3
7

1
,3
2
5

2
,9
0
2

3
9
.7

那
珂

川
町

9
,0
0
9

1
.3
4

7
6
.0

0
.5
7

3
.1

1
5
.9

3
.4

0
.9
9

2
,4
3
0

4
,4
0
7

7
5
.9

宇
美
町

6
,7
2
2

1
.5
3

7
2
.3

0
.5
1

4
.6

1
6
.1

9
.7

1
.7
8

4
6
2

2
,9
0
8

5
0
.1

篠
栗
町

5
,4
7
4

1
.5
9

7
3
.5

0
.5
0

4
.3

1
7
.8

4
.0

0
.7
4

1
,6
3
2

4
,3
1
0

1
0
8
.5

志
免
町

6
,7
7
7

1
.3
1

7
7
.7

0
.6
7

9
.1

9
.3

5
.7

0
.9
4

1
,6
7
0

1
,4
1
6

4
5
.5

須
恵
町

4
,7
9
9

1
.3
7

7
7
.2

0
.5
4

4
.9

1
3
.7

9
.1

1
.4
4

1
,9
9
1

1
4
8

4
4
.6

新
宮
町

4
,9
6
3

1
.5
2

7
5
.2

0
.7
4

4
.4

1
3
.4

9
.7

1
.1
9

1
,4
5
6

4
,0
9
7

1
1
1
.9

久
山
町

2
,5
1
5

1
.5
1

8
0
.6

0
.4
8

7
.1

1
4
.3

1
2
.4

1
.5
7

5
2
7

2
3
7

3
0
.4

粕
屋
町

6
,7
8
1

1
.5
7

7
0
.5

0
.7
3

8
.0

9
.9

4
.3

1
.9
0

1
,8
8
9

1
,4
2
3

4
8
.8

福
間
町

7
,4
7
6

1
.4
9

8
0
.8

0
.5
8

4
.1

1
4
.4

9
.5

1
.2
2

3
,4
8
3

1
,8
9
7

7
2
.0

津
屋

崎
町

3
,4
9
8

1
.4
1

7
1
.5

0
.3
4

4
.9

2
2
.8

6
.6

1
.0
5

3
,2
1
6

1
,4
9
7

1
3
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2
5
.1

若
宮

町
1
2
,9

1
3

1
0
,6

0
5

1
0
,2

9
5

▲
 2

.9
2

1
0
,7

4
1

1
0
,5

4
3

▲
 1

.8
4

2
1
.0

2
4
.4

桂
川

町
2
1
,2

5
2

1
4
,1

8
2

1
4
,6

6
7

3
.4

2
1
5
,0

0
6

1
5
,1

2
7

0
.8

1
1
8
.1

2
0
.8

稲
築

町
4
2
,6

1
2

2
0
,8

7
4

2
0
,4

9
6

▲
 1

.8
1

2
0
,7

6
2

1
9
,9

8
4

▲
 3

.7
5

2
2
.6

2
4
.0

碓
井

町
9
,4

6
4

6
,7

9
6

6
,7

5
6

▲
 0

.5
9

6
,9

7
7

6
,8

1
0

▲
 2

.3
9

1
9
.7

2
2
.0

嘉
穂

町
1
7
,2

5
6

1
1
,5

6
1

1
0
,8

7
2

▲
 5

.9
6

1
1
,0

8
0

1
0
,6

1
7

▲
 4

.1
8

2
3
.6

2
5
.6

筑
穂

町
1
7
,6

8
4

1
1
,3

6
0

1
1
,4

2
8

0
.6

0
1
1
,7

9
4

1
1
,7

1
6

▲
 0

.6
6

1
9
.8

2
2
.0

 国
勢

調
査

人
口

（
人

）
住

民
基

本
台

帳
人

口
（
人

）

H
７

国
勢

調
査

基
準

H
1
2
.3

住
民

基
本

台
帳

基
準

高
齢

化
(6

5
歳

以
上

）
率

(%
)

  

財
政

力
指

数

（
８
～
1
0
年
度
）

財
調
等

特
定
目
的

小
石

原
村

7
4
7

2
.7
8

8
2
.0

0
.1
1

4
.9

1
4
.4

9
.9

2
.9
9

2
4
8

5
7
6

1
1
0
.3

宝
珠

山
村

1
,0
2
5

1
.6
8

8
6
.1

0
.1
0

4
.9

2
0
.3

8
.8

1
.6
8

7
8
0

1
,1
3
8

1
8
7
.1

二
丈
町

3
,2
7
5

1
.7
1

7
9
.2

0
.3
3

5
.1

1
3
.5

9
.9

1
.4
8

9
9
3

7
3
1

5
2
.6

志
摩
町

4
,1
9
1

1
.4
1

8
1
.7

0
.3
8

4
.6

1
1
.6

7
.7

1
.5
1

1
,0
2
2

1
,2
1
2

5
3
.3

吉
井
町

3
,8
6
9

1
.7
7

7
5
.9

0
.3
9

3
.3

1
0
.8

7
.0

1
.0
0

1
,0
1
0

2
,0
7
7

7
9
.8

田
主

丸
町

4
,6
9
0

1
.4
6

7
5
.2

0
.4
1

4
.1

1
2
.5

6
.7

0
.8
7

1
,3
4
2

1
,0
5
9

5
1
.2

浮
羽
町

4
,1
9
9

1
.5
9

7
8
.8

0
.3
3

4
.1

1
2
.9

6
.8

1
.3
9

1
,9
9
9

2
,6
6
0

1
1
1
.0

北
野
町

3
,7
7
3

1
.3
6

7
8
.5

0
.3
9

5
.0

9
.3

6
.5

0
.9
1

1
,3
4
7

3
,2
0
1

1
2
0
.5

大
刀

洗
町

3
,4
9
1

1
.4
0

6
9
.7

0
.4
3

7
.4

9
.3

3
.3

1
.0
5

1
,4
6
3

2
,0
3
9

1
0
0
.3

城
島
町

3
,2
0
2

1
.4
5

8
5
.8

0
.3
7

7
.4

1
1
.4

5
.6

1
.8
6

1
,6
2
4

1
,5
7
4

9
9
.9

大
木
町

3
,0
8
7

1
.4
1

8
0
.4

0
.4
5

5
.5

1
2
.9

6
.7

1
.2
3

2
,0
1
8

5
3
5

8
2
.7

三
潴
町

3
,2
9
6

1
.4
5

8
2
.1

0
.4
1

5
.7

1
2
.2

9
.1

0
.9
8

1
,6
4
0

7
3
3

7
2
.0

黒
木
町

5
,0
7
1

1
.7
0

7
9
.0

0
.2
3

5
.1

1
5
.0

6
.0

1
.4
8

1
,2
7
4

1
,9
8
0

6
4
.2

上
陽
町

2
,0
3
8

1
.6
2

8
2
.6

0
.1
8

4
.6

1
5
.9

6
.3

1
.9
3

4
7
4

1
,2
2
7

8
3
.5

立
花
町

3
,8
8
6

1
.4
8

8
4
.5

0
.2
3

6
.1

1
3
.3

8
.4

1
.4
2

1
,3
0
3

5
6
5

4
8
.1

広
川
町

4
,1
8
0

1
.6
5

8
3
.2

0
.5
0

3
.5

1
5
.5

1
0
.1

1
.8
8

1
,4
8
6

6
4
6

5
1
.0

矢
部
村

1
,6
6
6

1
.6
7

8
9
.9

0
.1
0

1
.4

3
0
.5

1
3
.2

2
.1
0

1
,1
5
6

1
,0
6
0

1
3
3
.0

星
野
村

2
,1
5
7

1
.8
4

8
2
.5

0
.1
2

4
.5

2
1
.5

9
.8

1
.8
4

5
6
5

1
,1
7
8

8
0
.8

瀬
高
町

5
,2
3
1

1
.5
1

8
8
.5

0
.4
1

4
.3

8
.0

5
.3

1
.0
6

1
,0
5
4

4
3
8

2
8
.5

大
和
町

4
,0
5
3

1
.6
7

7
7
.2

0
.3
3

7
.0

7
.6

4
.8

0
.8
9

9
7
8

1
,2
7
4

5
5
.6

三
橋
町

3
,8
3
0

1
.6
2

8
2
.4

0
.5
1

5
.1

9
.4

6
.3

1
.0
2

8
4
1

1
,7
6
7

6
8
.1

山
川
町

1
,8
4
2

1
.6
2

8
1
.8

0
.2
3

5
.9

6
.4

3
.3

0
.7
3

2
0
7

1
,9
8
0

1
1
8
.7

高
田
町

3
,9
9
9

1
.3
6

8
4
.2

0
.3
6

6
.1

1
2
.9

8
.9

0
.9
6

2
,1
1
1

4
8
5

6
4
.9

香
春
町

3
,2
7
9

1
.9
7

8
5
.0

0
.3
2

9
.3

1
6
.4

7
.7

1
.2
2

2
,6
1
1

2
,0
5
1

1
4
2
.2

添
田
町

4
,1
4
9

2
.0
1

9
8
.6

0
.2
1

5
.0

2
1
.7

1
2
.4

2
.2
0

2
,0
7
4

6
2
6

6
5
.1

金
田
町

2
,5
0
6

2
.7
7

8
6
.6

0
.1
8

8
.2

1
8
.9

9
.4

2
.8
6

2
,2
6
2

2
,7
5
0

2
0
0
.0

糸
田
町

2
,7
2
4

2
.6
7

9
7
.2

0
.2
1

5
.2

1
8
.8

1
5
.9

2
.5
2

5
8
3

5
1
4

4
0
.3

川
崎
町

5
,7
3
9

2
.6
4

9
2
.2

0
.2
2

-
9
.8

2
5
.6

1
6
.1

3
.3
3

6
2
9

8
9
2

2
6
.5

赤
池
町

2
,6
7
0

2
.1
6

7
6
.8

0
.2
2

-
1
7
.6

1
2
.6

6
.0

1
.4
8

3
9
9

1
,5
2
5

7
2
.1

方
城
町

2
,5
9
5

3
.1
9

8
6
.9

0
.1
8

7
.8

1
8
.8

1
1
.7

2
.8
7

9
4
7

1
,6
4
6

9
9
.9

大
任
町

2
,2
1
6

2
.3
2

8
4
.6

0
.1
8

1
.5

2
5
.1

1
1
.1

2
.0
4

9
1
4

8
1
4

7
8
.0

赤
村

1
,6
5
0

2
.5
1

7
9
.7

0
.1
3

1
.9

2
0
.9

1
1
.5

2
.0
6

1
,7
7
0

9
5
0

1
6
4
.8

苅
田
町

7
,5
6
0

1
.6
1

8
5
.6

1
.1
7

2
.5

1
1
.8

9
.4

1
.4
1

2
,3
0
3

1
,1
3
9

4
5
.5

犀
川
町

2
,9
0
3

1
.5
3

9
0
.3

0
.2
0

3
.6

2
1
.0

9
.5

1
.8
0

1
,0
6
4

1
,2
8
8

8
1
.0

勝
山
町

2
,2
4
3

1
.8
8

7
7
.3

0
.3
4

3
.4

1
0
.3

3
.4

1
.1
8

8
3
9

1
,4
4
0

1
0
1
.6

豊
津
町

2
,4
7
7

1
.6
8

8
8
.8

0
.2
8

3
.6

1
7
.9

1
0
.1

1
.7
6

4
1
5

6
4
7

4
2
.9

椎
田
町

3
,7
1
0

1
.6
0

8
0
.3

0
.3
1

6
.4

1
8
.0

9
.4

1
.8
9

2
,2
1
8

5
9
9

7
5
.9

吉
富
町

2
,0
8
1

1
.3
1

8
5
.5

0
.4
7

5
.6

1
1
.5

6
.8

0
.8
5

9
8
4

9
0
0

9
0
.5

築
城
町

2
,9
6
9

1
.7
0

8
8
.1

0
.2
1

9
.8

1
4
.3

1
0
.2

1
.4
3

8
6
0

1
,4
1
9

7
6
.8

新
吉

富
村

1
,4
4
5

1
.5
9

8
1
.1

0
.2
8

5
.7

1
0
.5

6
.4

1
.6
1

5
2
3

1
,2
3
3

1
2
1
.5

大
平
村

1
,8
4
7

1
.5
8

7
8
.1

0
.1
6

4
.0

1
5
.3

6
.7

1
.8
7

6
5
6

1
,0
0
7

9
0
.0

（
平
成
1
2
年
度
福
岡
県
市
町
村
要
覧

よ
り
）

積
立
金
現
在
高

(百
万
円
)

積
立
金
現
在

髙
比
率

(%
)

実
質
収
支

比
率

(%
)

公
債
費
負

担
比
率

(%
)

起
債
制
限

比
率

(%
)

地
方
債
現

在
高
倍
率

市
町
村
名

標
準
財
政
規
模

(百
万
円

)
歳
出
決
算

倍
率

経
常
収
支

比
率

(%
)

用
 
 
 
語

見
　
　
　
　
　

　
方

用
 
 
 
語

見
　
　
　
　
　
　
方

標
準
財
政
規
模

 
 
当
該
団
体
の
一
般
財
源
の

標
準
規
模
を
示
し
た
額
で
あ
る
。

起
債
制
限
比
率

 
 
経
常

収
支
比
率
と
と
も
に
財
政
構
造
の

弾
力
性
を
み
る
う
え
で

重
要

な
指

標
。
こ
の
比
率
が
2
0
％
以
上
に
な
っ

た
場
合
、
地
方
債
許
可
方
針

歳
出
決
算
倍
率

 
 
当
該
団
体
の
適
切
な
決
算

規
模
を
判
断
す
る
際
の
指
標
で
あ
り

、
に
お
い

て
、
次
の
と
お
り
地
方
債
の
発
行
に

制
限
が
加
え
ら
れ
る
。

歳
出
決
算
額
を
標
準
財
政

規
模
で
除
し
た
も
の
。

 
(
1
)
 
 
2
0
％
以
上
3
0
％
未
満
の
団

体
 
 
一

般
単
独
事
業
及
び
厚
生
福
祉

経
常
収
支
比
率

 
 
財
政
構
造
の
弾
力
性
を
測

定
す
る
比
率
で
、
人
件
費
、
扶
助
費

、
公

 
 
 
 
施

設
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債

債
費
等
の
義
務
的
経
常
経
費

に
地
方
税
、
地
方
交
付
税
、
地
方

譲
与
税

 
(
2
)
 
 
3
0
％
以
上
の
団
体
 
 
一
般

事
業
債

（
一
般
公
共
事
業
の
う
ち
災

を
中
心
と
し
た
経
常
一
般

財
源
が
ど
の
程
度
充
当
さ
れ
た
か
を

み
る
。

 
 
 
 
害

関
連
事
業
を
除
い
た
事
業
、
公
営

住
宅
建
設
事
業
、
義
務
教
育

 
 
こ
の
比
率
が
低
い
ほ
ど
、

普
通
建
設
事
業
費
等
の
臨
時
的
経

費
に
充

 
 
 
 
施

設
整
備
事
業
、
厚
生
福
祉
施
設
整

備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理

当
で
き
る
一
般
財
源
に
余
裕

が
あ
り
、
財
政
構
造
が
弾
力
性
に

富
ん
で

 
 
 
 
事

業
、
一
般
単
独
事
業
、
新
産
業
都

市
等
建
設
事
業
、
公
共
用
地

い
る
こ
と
を
示
す
。

 
 
 
 
先

行
取
得
等
事
業
及
び
公
営
企
業
債

の
う
ち
普
通
会
計
に
属
す
る

財
政
力
指
数

 
 
当
該
団
体
の
財
政
力
を
表

わ
す
指
標
で
あ
り
、
標
準
的
な
行

政
活
動

 
 
 
 
出

資
金
に
係
る
地
方
債
を
い
う
）

を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
般

財
源
に
対
す
る
標
準
的
に
収
入
し

得
る
と

地
方
債
現
在
高

 
 
当
該

団
体
の
地
方
債
の
借
入
（
発
行
）

残
高
を
標
準
財
政
規
模
で
除

考
え
ら
れ
る
税
収
の
割
合
。

倍
　
　
　
　
率

し
た
も

の
で
、
そ
の
団
体
と
し
て
、
適
切

な
地
方
債
残
高
を
判
断
す
る

　
こ
の
指
標
が
「
１
」
に
近

く
あ
る
い
は
「
１
」
を
超
え
る
ほ

ど
財
政

指
標

と
な
る
。

に
余
裕
が
あ
る
も
の
と
さ
れ

る
。

積
立
金
現
在
高

　
安

定
的
か
つ
計
画
的
な
財
政
運
営
を
行

う
た
め
及
び
将
来
の
大
規
模

実
質
収
支
比
率

 
 
標
準
財
政
規
模
に
対
す
る

実
質
収
支
額
の
割
合
で
、
黒
字
の

場
合
は

事
業

に
備
え
る
た
め
に
積
み
立
て
る
基
金

の
現
在
高
の
こ
と
で
あ
る
。

正
数
、
赤
字
の
場
合
は
、
負
数

で
表
わ
さ
れ
る
。

大
別

す
る
と
、
そ
の
使
途
が
比
較
的
自
由

な
財
政
調
整
基
金
と
特
定
の

公
債
費
負
担

 
 
公
債
費
に
充
当
さ
れ
た
一

般
財
源
の
一
般
財
源
総
額
に
対
す

る
割
合

目
的

の
た
め
に
の
み
使
用
で
き
る
基
金
が
あ

る
。

比
　
　
　
率

を
い
い
、
こ
の
比
率
が
高
い

ほ
ど
財
政
運
営
の
硬
直
化
の
高
ま

り
を
示

積
立
金
現
在
高

　
積

立
金
現
在
高
を
標
準
財
政
規
模
で
除

し
た
も
の
で
あ
り
、
こ

の
比

す
。

比
　
　
　
　
率

率
が

高
い
ほ
ど
財
政
運
営
に
余
裕
が
あ
る
こ

と
を
示
す
。
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  ３
 

市
町

村
の

合
併

の
特

例
に

関
す

る
法

律
（

合
併

特
例

法
）

の
概

要
 

 

昭
和

4
0
年

法
律

第
６

号
 

最
終

改
正

：
平

成
1
2
年

法
律

第
1
3
8
号

 

 １
 

趣
旨

(
第

１
条

）
 

 
市

町
村

行
政

の
広

域
化

の
要

請
に

対
処

し
、

自
主

的
な

市
町

村
の

合
併

を
推

進
し

、
あ

わ
せ

て
合

併

市
町

村
の

建
設

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 
 

 ２
 

合
併

協
議

会
（

第
３

条
）

 

 
合

併
を

し
よ

う
と

す
る

市
町

村
は

、
合

併
の

是
非

を
含

め
、

市
町

村
建

設
計

画
の

作
成

や
そ

の
他

合

併
に

関
す

る
協

議
を

行
う

た
め

の
協

議
会

を
設

置
す

る
。

 

 
合

併
協

議
会

の
会

長
及

び
委

員
は

、
関

係
市

町
村

の
議

会
の

議
員

、
長

、
そ

の
他

の
職

員
、

学
識

経

験
者

の
中

か
ら

選
任

す
る

。
 
 

 

３
 

住
民

発
議

制
度

（
第

４
条

、
第

４
条

の
２

）
 

 
有

権
者

の
5
0
分

の
１

以
上

の
者

の
署

名
を

も
っ

て
、

市
町

村
長

に
対

し
て

、
合

併
協

議
会

の
設

置
の

請
求

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
（

第
４

条
）

。
 

 
全

て
の

関
係

市
町

村
で

同
一

内
容

の
請

求
が

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
全

て
の

関
係

市
町

村
長

は
、

合

併
協

議
会

設
置

協
議

に
つ

い
て

、
議

会
に

そ
の

意
見

を
付

し
て

付
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（

第
４

条

の
２

）
。

 

 

４
 

市
町

村
建

設
計

画
（

第
５

条
）

 

 
合

併
市

町
村

が
ハ

ー
ド

・
ソ

フ
ト

両
面

の
施

策
を

総
合

的
か

つ
効

果
的

に
推

進
す

る
た

め
、

合
併

市

町
村

、
都

道
府

県
が

実
施

す
る

事
業

等
を

内
容

と
す

る
計

画
を

作
成

す
る

。
 

 
ま

た
、

合
併

市
町

村
は

、
あ

ら
か

じ
め

都
道

府
県

知
事

に
協

議
し

、
議

会
の

議
決

を
経

て
、

計
画

を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 
 

 

５
 

市
と

な
る

べ
き

要
件

の
特

例
（

第
５

条
の

２
、

第
５

条
の

３
）

 

 
平

成
1
7
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
合

併
す

る
場

合
に

限
り

、
市

制
施

行
に

関
す

る
人

口
要

件
は

、
４

万
以

上

と
す

る
（

第
５

条
の

２
）

。
 

注
）

平
成

1
6
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

は
市

制
施

行
に

関
す

る
要

件
は

人
口

３
万

人
以

上
の

み
。
 

 
市

の
全

域
を

含
む

区
域

を
も

っ
て

平
成

1
7
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
行

わ
れ

る
新

設
合

併
に

あ
っ

て
は

、
市

制
施

行
の

た
め

の
要

件
を

い
ず

れ
か

備
え

て
い

な
い

場
合

で
も

備
え

て
い

る
も

の
と

み
な

す
（

第
５

条

の
３

）
。

 

 

６
 

地
域

審
議

会
（

第
５

条
の

４
）

 

 
合

併
前

の
関

係
市

町
村

の
協

議
に

よ
り

、
旧

市
町

村
の

区
域

ご
と

に
、

合
併

市
町

村
の

長
の

諮
問

に

よ
り

審
議

又
は

必
要

な
事

項
に

つ
き

意
見

を
述

べ
る

審
議

会
（

地
域

審
議

会
）
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
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化
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歳

以
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）
率

(%
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  1
3
 

地
方

債
の

特
例

等
（

第
1
1
条

の
２

）
 

(
1
)
 
市

町
村

建
設

計
画

に
基

づ
く

次
の

事
業

又
は

基
金

の
積

立
て

で
特

に
必

要
と

認
め

ら
れ

る
も

の
は

、

合
併

が
行

わ
れ

た
日

の
属

す
る

年
度

及
び

こ
れ

に
続

く
1
0
年

度
に

限
り

、
地

方
債

を
充

当
で

き
、

元

利
償

還
金

の
一

部
は

、
基

準
財

政
需

要
額

に
算

入
す

る
。

 

 
ア

 
一

体
性

の
速

や
か

な
確

立
・

均
衡

の
あ

る
発

展
の

た
め

の
公

共
的

施
設

の
整

備
事

業
等

 

 
イ

 
地

域
住

民
の

連
帯

の
強

化
・

旧
市

町
村

の
区

域
の

地
域

振
興

等
の

た
め

の
基

金
の

積
立

て
 

 (
2
)
 
「

市
町

村
建

設
計

画
」

を
達

成
す

る
た

め
の

事
業

に
要

す
る

経
費

に
充

当
す

る
地

方
債

に
つ

い
て

特
別

の
配

慮
を

す
る

。
 
 

 

1
4
 

災
害

復
旧

事
業

費
の

国
庫

負
担

等
の

特
例

（
第

1
3
条

）
 

 
災

害
等

に
対

す
る

国
の

財
政

援
助

に
つ

き
、

合
併

市
町

村
が

不
利

益
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 
 

 

1
5
 

都
道

府
県

の
議

会
の

議
員

の
選

挙
区

に
関

す
る

特
例

（
第

1
4
条

)
 

 
一

定
期

間
に

限
り

、
従

前
の

選
挙

区
に

よ
る

か
、

ま
た

は
合

併
市

町
村

が
従

前
に

属
し

て
い

た
郡

市

の
区

域
を

合
わ

せ
て

一
選

挙
区

を
設

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
 
 

 

1
6
 

国
、

都
道

府
県

等
の

協
力

等
（

第
1
6
条

）
 

(
1
)
 
国

の
役

割
 

 
ア

 
都

道
府

県
及

び
市

町
村

の
自

主
的

合
併

に
関

す
る

助
言

、
情

報
の

提
供

等
を

実
施

 

 
イ

 
合

併
市

町
村

の
建

設
に

資
す

る
た

め
必

要
な

財
政

上
の

措
置

そ
の

他
の

措
置

 

 (
2
)
 
都

道
府

県
の

責
務

 

 
ア

 
市

町
村

の
自

主
的

合
併

に
関

す
る

助
言

、
情

報
の

提
供

等
を

実
施

 

 
イ

 
市

町
村

の
求

め
に

応
じ

た
市

町
村

相
互

間
の

必
要

な
調

整
 

 
ウ

 
市

町
村

建
設

計
画

の
達

成
の

た
め

の
事

業
の

実
施

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
 
 

 

1
7
 

合
併

協
議

会
設

置
の

勧
告

（
第

1
6
条

の
２

）
 

 
都

道
府

県
知

事
が

公
益

上
必

要
と

認
め

る
場

合
に

、
関

係
市

町
村

に
対

し
合

併
協

議
会

の
設

置
の

勧

告
を

す
る

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

関
係

市
町

村
の

意
見

を
聴

く
と

と
も

に
、

勧
告

し
た

場
合

に
は

、

そ
の

旨
を

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

  ［
参

考
］
 
過

疎
地

域
自

立
促

進
特

別
措

置
法

（
新

過
疎

法
）
（
平

成
1
2
年

法
律

第
1
5
号

）
上

の
合

併
特

例
 

（
平

成
1
2
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
2
年

3
月

3
1
日

ま
で

）
 

 
 
市

町
村

の
合

併
が

あ
っ

た
場

合
の

特
例

（
新

過
疎

法
第

3
3
条

第
2
項

）
 

過
疎

地
域

の
市

町
村

を
含

む
合

併
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

合
併

市
町

村
が

過
疎

地
域

に
該

当
し

な
い

場

合
で

あ
っ

て
も

、
合

併
市

町
村

の
う

ち
、

旧
過

疎
地

域
の

み
を

過
疎

地
域

と
み

な
し

て
、

過
疎

法
上

の
措

置
を

す
べ

て
適

用
す

る
。

 

 

  ７
 

議
会

の
議

員
の

定
数

・
在

任
に

関
す

る
特

例
（

第
６

条
、

第
７

条
）

 

(
1
)
 
新

設
合

併
の

場
合

 

 
ア

 
定

数
特

例
を

活
用

す
る

場
合

（
設

置
選

挙
を

実
施

）
 

 
 

 
合

併
市

町
村

の
議

員
定

数
の

２
倍

ま
で

定
数

増
（

最
初

の
任

期
）

 

 
イ

 
在

任
特

例
を

活
用

す
る

場
合

 

 
 

 
合

併
前

の
議

員
が

２
年

ま
で

の
期

間
在

任
が

可
能

 

 (
2
)
 
編

入
合

併
の

場
合

 

 
ア

 
定

数
特

例
を

活
用

す
る

場
合

（
増

員
選

挙
を

実
施

）
 

 
 

 
増

員
選

挙
及

び
次

の
一

般
選

挙
に

よ
る

議
員

の
任

期
ま

で
定

数
増

が
可

能
 

 
 

 
 

定
数

増
：

（
編

入
先

の
旧

定
数

)
×

(
被

編
入

の
旧

人
口

)
／

(
編

入
先

の
旧

人
口

）
 

 
 

 
 

増
員

選
挙

に
よ

る
任

期
：

編
入

先
の

市
町

村
の

議
員

の
残

任
期

間
 

 
イ

 
在

任
特

例
を

活
用

す
る

場
合

 

 
 

 
編

入
先

の
議

員
の

任
期

ま
で

在
任

が
可

能
 

 
 

 
さ

ら
に

次
の

一
般

選
挙

に
よ

る
議

員
の

任
期

ま
で

定
数

増
が

可
能

 

 

８
 

市
町

村
の

議
会

の
議

員
の

退
職

年
金

に
関

す
る

特
例

（
第

７
条

の
２

）
 

 
関

係
市

町
村

の
議

会
の

議
員

の
う

ち
、

合
併

が
な

け
れ

ば
退

職
年

金
の

在
職

期
間

の
要

件
（

在
職

1
2

年
以

上
）

を
満

た
す

こ
と

と
な

る
者

は
、

当
該

要
件

を
満

た
し

て
い

る
と

み
な

す
。

 
 

 

９
 

農
業

委
員

会
の

委
員

の
任

期
等

に
関

す
る

特
例

（
第

８
条

）
 

 
選

挙
に

よ
る

委
員

は
、

一
定

数
以

内
、

一
定

期
間

に
限

り
、

引
き

続
き

在
任

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 
 

1
0
 

職
員

の
身

分
の

取
扱

い
（

第
９

条
）

 

 
一

般
職

の
職

員
が

引
き

続
き

職
員

の
身

分
を

保
有

す
る

よ
う

に
し

、
ま

た
公

正
に

取
り

扱
わ

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

 

1
1
 

地
方

税
の

不
均

一
課

税
（

第
1
0
条

）
 

 
合

併
が

行
わ

れ
た

日
の

属
す

る
年

度
及

び
こ

れ
に

続
く

３
年

度
に

限
り

、
不

均
一

の
課

税
を

行
う

こ

と
が

で
き

る
。

 
 

 

1
2
 

地
方

交
付

税
の

額
の

算
定

の
特

例
（

第
1
1
条

）
 

 
合

併
が

行
わ

れ
た

日
の

属
す

る
年

度
及

び
こ

れ
に

続
く

1
0
年

度
に

つ
い

て
、

合
併

前
の

合
算

額
を

下

ら
な

い
よ

う
に

算
定

し
、

そ
の

後
５

年
度

に
つ

い
て

は
段

階
的

に
増

加
額

を
縮

減
す

る
。

 
 

 

− 230 − − 231 −



  

①
 

合
併

関
係

市
町

村
の

す
べ

て
が

、
当

該
年

度
（

普
通

交
付

税
の

算
定

を
行

う
年

度
）

の
４

月
１

日
現

在
に

お
い

て
、

な
お

合
併

前
の

区
域

を
も

っ
て

存
続

し
た

と
仮

定
し

て
各

合
併

関
係

市
町

村

に
つ

い
て

算
定

し
た

財
源

不
足

額
の

合
算

額
 

 

②
 

当
該

合
併

市
町

村
に

つ
い

て
地

方
交

付
税

法
1
0
条

の
規

定
に

よ
り

算
定

し
た

い
わ

ゆ
る

一
本

算
定

に
よ

る
財

源
不

足
額

 

 

 
合

併
算

定
替

の
適

用
期

間
は

、
合

併
が

行
わ

れ
た

日
の

属
す

る
年

度
（

合
併

年
度

）
及

び
こ

れ
に

続
く

1
5
年

度
間

と
さ

れ
て

お
り

、
合

併
年

度
か

ら
1
0
年

度
間

に
つ

い
て

は
①

に
よ

る
額

を
保

障
し

、

1
0
年

度
目

以
降

に
つ

い
て

は
①

に
よ

る
額

を
逓

減
さ

せ
な

が
ら

保
障

し
て

い
く

こ
と

に
な

り
ま

す

（
平

成
1
1
年

７
月

の
合

併
特

例
法

の
改

正
に

よ
り

激
変

緩
和

措
置

と
し

て
、

適
用

期
間

が
1
0
年

度
間

か
ら

1
5
年

度
間

に
延

長
さ

れ
て

い
ま

す
）

。
 

 
合

併
算

定
替

は
、

合
併

市
町

村
が

合
併

後
直

ち
に

適
正

な
財

政
構

造
を

も
つ

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

を
考

慮
し

、
一

定
の

期
間

に
限

り
特

例
を

認
め

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
合

併
市

町
村

は
、

そ
の

間
に

節
減

可
能

な
経

費
は

で
き

る
だ

け
節

減
し

て
、

し
っ

か
り

し
た

財
政

基
盤

を
確

立
す

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
 

 
な

お
、

合
併

算
定

替
は

、
合

併
関

係
市

町
村

ご
と

の
財

源
不

足
額

の
み

を
合

算
し

て
合

併
市

町
村

の
財

源
不

足
額

を
算

定
す

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
当

該
合

併
関

係
市

町
村

の
中

に
い

わ
ゆ

る
不

交
付

団
体

で
あ

る
市

町
村

が
あ

る
場

合
に

つ
い

て
も

、
当

該
不

交
付

団
体

に
係

る
財

源
超

過
額

は
、

そ
れ

以
外

の
合

併
関

係
市

町
村

の
財

源
不

足
額

の
合

計
額

と
相

殺
し

な
い

も
の

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

 

  
 
 
 
 
 
【

合
併

算
定

替
】

 

  
(
3
)
 
合

併
算

定
替

と
合

併
補

正
と

の
適

用
関

係
 

 
合

併
補

正
は

、
市

町
村

の
合

併
に

伴
い

臨
時

的
に

生
じ

る
投

資
的

経
費

に
係

る
財

政
負

担
に

対
す

る
特

例
措

置
で

あ
り

、
合

併
算

定
替

は
、

主
と

し
て

経
常

経
費

に
つ

い
て

市
町

村
の

合
併

に
伴

い
財

源
不

足
が

生
じ

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
の

特
例

措
置

で
あ

る
と

い
え

ま
す

。
 

 
し

た
が

っ
て

、
合

併
市

町
村

に
対

し
て

は
、

合
併

補
正

と
合

併
算

定
替

の
そ

れ
ぞ

れ
の

趣
旨

を
考

慮
し

、
両

者
を

同
時

に
適

用
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
具

体
的

に
は

、
合

併
関

係
市

町
村

ご
と

に
財

源
不

足
額

を
算

定
す

る
場

合
、

合
併

補
正

に
よ

る
増

加
需

要
額

に
つ

い
て

も
合

併
関

係
市

町
村

ご
と

に
分

別
し

て
加

算
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
の

で
す

。
 

 
 
５

年
 
 
 
 
 
 
1
0
年

1
5
年

合
併

算
定

替
に

よ
る

普
通

交
付

税
の

増
加

額

1
1
年

目
以

降
は

段
階

的
に

縮
減

  ４
 

国
に

よ
る

財
政

措
置

の
詳

細
 

  
市

町
村

は
、

合
併

す
る

こ
と

に
よ

り
諸

経
費

の
節

約
が

可
能

に
な

る
な

ど
、

よ
り

効
率

的
な

行
財

政
運

営
が

可
能

と
な

り
ま

す
が

、
一

方
で

、
合

併
直

後
は

、
合

併
市

町
村

の
一

体
性

の
確

立
や

ま
ち

づ
く

り
な

ど
の

た
め

、
一

時
的

に
多

く
の

経
費

を
要

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
ま

す
。

 

 
そ

こ
で

、
合

併
市

町
村

に
お

け
る

ま
ち

づ
く

り
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
行

財
政

基
盤

の
強

化
を

図
る

た
め

、
国

は
、

合
併

市
町

村
に

対
し

て
次

の
よ

う
な

特
例

的
な

財
政

措
置

を
講

じ
て

い
ま

す
。

 

 

１
 
普

通
交

付
税

の
算

定
の

特
例

（
合

併
算

定
替

）
の

期
間

の
延

長
 

２
 
合

併
市

町
村

の
ま

ち
づ

く
り

の
た

め
の

建
設

事
業

に
対

す
る

財
政

措
置

等
（

合
併

特
例

債
）

３
 
合

併
市

町
村

の
振

興
の

た
め

の
基

金
造

成
に

対
す

る
財

政
措

置
（

合
併

特
例

債
）

 

４
 
合

併
直

後
の

臨
時

的
経

費
に

対
す

る
普

通
交

付
税

措
置

（
合

併
補

正
）

 

５
 
市

町
村

合
併

に
対

す
る

新
た

な
特

別
交

付
税

措
置

 

６
 
過

疎
地

域
に

お
け

る
地

方
債

の
特

例
等

 

７
 
合

併
市

町
村

補
助

金
 

  １
 

普
通

交
付

税
の

算
定

の
特

例
（

合
併

算
定

替
）

の
期

間
の

延
長

 

  
(
1
)
 
合

併
算

定
替

の
意

義
 

 
市

町
村

の
合

併
が

行
わ

れ
た

場
合

、
長

や
議

会
の

議
員

の
数

が
減

少
す

る
こ

と
に

象
徴

さ
れ

る
よ

う
に

、
理

屈
の

上
で

は
、

財
政

需
要

が
減

り
、

地
方

交
付

税
（

普
通

交
付

税
）

を
算

定
す

る
場

合
の

基
準

財
政

需
要

額
も

減
少

す
る

こ
と

と
な

り
ま

す
。

し
た

が
っ

て
、

一
般

的
に

、
合

併
市

町
村

に
対

し
て

交
付

さ
れ

る
普

通
交

付
税

の
額

は
、

当
該

合
併

関
係

市
町

村
が

合
併

せ
ず

に
存

続
し

た
と

仮
定

し
た

場
合

に
、

そ
れ

ら
の

市
町

村
に

交
付

さ
れ

る
で

あ
ろ

う
普

通
交

付
税

の
額

の
合

算
額

よ
り

も
減

少
す

る
と

考
え

ら
れ

ま
す

。
 

 
し

か
し

、
合

併
を

し
た

か
ら

と
い

っ
て

、
す

ぐ
に

実
際

の
財

政
需

要
が

合
併

を
経

験
し

な
か

っ
た

同
規

模
の

市
町

村
並

み
に

減
少

で
き

る
わ

け
で

は
な

く
、

む
し

ろ
合

併
の

過
程

に
お

い
て

は
財

政
負

担
が

増
大

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
ま

す
。

 

 
そ

こ
で

、
合

併
後

一
定

の
期

間
は

、
合

併
市

町
村

に
対

し
て

当
該

関
係

市
町

村
が

存
続

し
た

も
の

と
し

て
計

算
し

た
普

通
交

付
税

の
合

算
額

を
保

証
す

る
と

い
う

特
例

措
置

が
、
こ

の
「

合
併

算
定

替
」

の
制

度
で

す
。

 

  
(
2
)
 
制

度
の

概
要

 

 
合

併
算

定
替

の
制

度
は

、
具

体
的

に
は

、
合

併
市

町
村

に
つ

い
て

、
次

の
①

及
び

②
の

方
法

に
よ

り
財

源
不

足
額

を
算

定
し

、
合

併
算

定
替

で
算

定
し

た
①

に
よ

る
額

と
合

併
市

町
村

一
本

で
算

定
し

た
②

に
よ

る
額

を
比

較
し

て
、

①
に

よ
る

額
の

方
が

大
き

い
と

き
に

は
、

①
の

財
源

不
足

額
を

も
っ

て
当

該
合

併
市

町
村

の
財

源
不

足
額

と
す

る
と

い
う

も
の

で
す

。
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（
算

式
）

 
  

  
  

  
  

  
 

 
 合

併
後

人
口

  
  

  
  

  
 

  
  

 増
加

人
口

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

２
 

  
18

0億
円

×
（
 
 

 ×
ａ

＋
ｂ

）
×

（
 ×

ｃ
＋

ｄ
）

×
（

２
－

 
）

  
  

  
  

  
  

  
 

 
10

万
人

  
  

  
 

  
  

  
 

 
 

  
 １

万
人

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
合

併
関

係
市

町
村

数
 

  
  

  
  

  
 

 
 

（
合

併
後

人
口

補
正

）
  

  
 

 
 

 （
増

加
人

口
補

正
）

 
 

 
  

  
 （

合
併

関
係

市
町

村
数

補
正

）
 

 

※
 
 
1
8
0
億

円
は

、
合

併
後

人
口

が
1
0
万

人
で

あ
り

、
か

つ
、

増
加

人
口

が
１

万
人

で
あ

る
合

併
市

町
村

に
つ

い
て

、
合

併
市

町
村

で
な

い
同

規
模

の
市

町
村

の
通

常
事

業
量

の
約

３
割

増
の

事
業

を

行
う

こ
と

の
で

き
る

地
方

単
独

事
業

費
及

び
国

庫
補

助
事

業
費

に
係

る
地

方
負

担
額

の
合

計
額

を

想
定

し
て

い
ま

す
。

 

 
 

ま
た

、
算

式
中

の
係

数
は

次
の

と
お

り
で

す
。

 
  

 
・

ａ
と

ｂ
は

次
の

表
の

表
側

に
定

め
る

区
分

ご
と

に
同

表
に

定
め

る
数

値
 

合
併

後
人

口
数

に
よ

る
区

分
 

ａ
の

数
値
 

ｂ
の

数
値
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
,
0
0
0
人

以
下

 

 
 
3
0
,
0
0
0
人

を
超

え
1
0
0
,
0
0
0
人

以
下

 

 
1
0
0
,
0
0
0
人

を
超

え
る
 

 
 
1
.
0
0
0
 

 
 
0
.
7
1
4
 

 
 
0
.
0
0
0
 

 
 
0
.
2
0
0
 

 
 
0
.
2
8
6
 

 
 
1
.
0
0
0
 

  
 

･
ｃ

と
ｄ

は
次

の
表

の
表

側
に

定
め

る
区

分
ご

と
に

同
表

に
定

め
る

数
値

 

増
加

人
口

数
に

よ
る

区
分
 

ｃ
の

数
値
 

ｄ
の

数
値
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
,
0
0
0
人

以
下

 

 
 
1
0
,
0
0
0
人

を
超

え
 
5
0
,
0
0
0
人

以
下

 

 
 
5
0
,
0
0
0
人

を
超

え
1
0
0
,
0
0
0
人

以
下

 

 
1
0
0
,
0
0
0
人

を
超

え
2
0
0
,
0
0
0
人

以
下

 

 
2
0
0
,
0
0
0
人

を
超

え
4
0
0
,
0
0
0
人

以
下

 

 
4
0
0
,
0
0
0
人

を
超

え
る
 

 
 
0
.
3
3
3
 

 
 
0
.
1
6
7
 

 
 
0
.
0
8
3
 

 
 
0
.
0
4
2
 

 
 
0
.
0
2
1
 

 
 
0
.
0
0
0
 
 
 

 
 
0
.
6
6
7
 

 
 
0
.
8
3
3
 

 
 
1
.
2
5
0
 

 
 
1
.
6
6
7
 

 
 
2
.
0
8
3
 

 
 
2
.
9
1
7
 
 
 

 

(
4
)
 
充

当
率

及
び

普
通

交
付

税
措

置
 

 
合

併
特

例
債

は
、

地
方

単
独

事
業

の
み

な
ら

ず
、

国
庫

補
助

金
事

業
の

地
方

負
担

分
（

い
わ

ゆ
る

補
助

裏
）

に
つ

い
て

も
充

当
す

る
こ

と
が

で
き

、
そ

の
充

当
率

は
対

象
事

業
費

の
お

お
む

ね
9
5
％

と

さ
れ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

そ
の

元
利

償
還

金
の

7
0
％

に
つ

い
て

後
年

度
に

お
い

て
普

通
交

付
税

の
基

準
財

政
需

要
額

に
算

入
さ

れ
ま

す
。

 

 

  ２
 

合
併

市
町

村
の

ま
ち

づ
く

り
の

た
め

の
建

設
事

業
に

対
す

る
財

政
措

置
等

（
合

併
特

例
債

）
 

  
(
1
)
 
事

業
の

趣
旨

 

 
合

併
市

町
村

の
ま

ち
づ

く
り

に
つ

い
て

は
、

ハ
ー

ド
事

業
・

ソ
フ

ト
事

業
と

も
に

合
併

協
議

会
に

お
い

て
検

討
が

行
わ

れ
、
重

要
な

事
業

に
つ

い
て

は
市

町
村

建
設

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
て

い
ま

す
。
 

合
併

市
町

村
が

市
町

村
建

設
計

画
に

基
づ

い
て

行
う

一
定

の
事

業
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
は

合
併

年
度

及
び

こ
れ

に
続

く
1
0
年

度
に

限
り

地
方

財
政

法
５

条
各

号
に

規
定

す
る

経
費

に
該

当
し

な
い

も

の
に

つ
い

て
も

、
地

方
債

を
も

っ
て

そ
の

財
源

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
り

ま
し

た
。

 

  
(
2
)
 
対

象
事

業
 

 
合

併
後

の
市

町
村

が
市

町
村

建
設

計
画

に
基

づ
い

て
行

う
次

に
掲

げ
る

事
業

の
う

ち
、

特
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

も
の

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

、
合

併
特

例
債

を
起

こ
す

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

 ①
合

併
後

の
市

町
村

の
一

体
性

の
速

や
か

な
確

立
を

図
る

た
め

に
行

う
公

共
的

施
設

の
整

備
事

業
 

 
・

旧
市

町
村

の
交

流
や

連
携

が
円

滑
に

進
む

よ
う

な
施

設
の

整
備

 

 
 

 
例

：
旧

市
町

村
相

互
間

の
道

路
、

橋
り

ょ
う

、
ト

ン
ネ

ル
等

の
整

備
 

 
・

合
併

後
の

市
町

村
の

住
民

相
互

が
一

体
感

を
持

つ
た

め
に

行
わ

れ
る

施
設

の
整

備
 

 
 

 
例

：
住

民
が

集
う

運
動

公
園

等
の

整
備

 

②
合

併
後

の
市

町
村

の
均

衡
あ

る
発

展
に

資
す

る
た

め
に

行
う

公
共

的
施

設
の

整
備

事
業

 

 
・

合
併

後
の

市
町

村
内

の
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

水
準

の
均

衡
を

図
る

た
め

の
施

設
の

整
備

 

 
 

 
 
例

：
介

護
福

祉
施

設
が

整
備

さ
れ

て
い

な
い

地
区

へ
の

施
設

の
整

備
 

 
・

同
一

内
容

の
施

設
の

重
複

を
避

け
て

行
う

施
設

の
整

備
 

 
 

 
例

：
あ

る
地

域
に

は
文

化
施

設
が

あ
る

た
め

、
他

の
地

域
に

体
育

施
設

を
整

備
す

る
な

ど
し

 
 

 
 

 

て
、

合
併

後
の

市
町

村
全

体
と

し
て

の
バ

ラ
ン

ス
の

と
れ

た
発

展
を

図
る

。
 

 ③
合

併
後

の
市

町
村

の
建

設
を

総
合

的
・

効
果

的
に

推
進

す
る

た
め

に
行

う
公

共
的

施
設

の
統

合
整

備
事

業
 

 
・

類
似

の
目

的
を

有
す

る
公

共
的

施
設

を
統

合
す

る
事

業
 

 

(
3
)
 
 
標

準
全

体
事

業
費

 

 
(
2
)
 
に

つ
い

て
、

①
か

ら
③

ま
で

の
事

業
に

係
る

標
準

的
な

全
体

の
事

業
費

（
以

下
「

標
準

全
体

事
業

費
」

と
い

う
。

）
を

設
定

し
、

そ
の

事
業

量
の

目
安

と
し

ま
す

。
 

 
具

体
的

に
は

、
合

併
に

伴
い

必
要

と
な

る
追

加
的

な
地

方
単

独
事

業
費

及
び

国
庫

補
助

事
業

費
に

係
る

地
方

負
担

額
に

つ
い

て
、

合
併

後
人

口
、

増
加

人
口

（
合

併
関

係
市

町
村

の
人

口
の

合
計

か
ら

当
該

市
町

村
の

人
口

の
う

ち
最

大
の

も
の

を
差

し
引

い
た

人
口

）
及

び
合

併
関

係
市

町
村

数
の

多
寡

に
応

じ
、

次
の

算
式

に
よ

り
算

出
し

ま
す

。
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  ４
 

合
併

直
後

の
臨

時
的

経
費

に
対

す
る

普
通

交
付

税
措

置
（

合
併

補
正

）
 

 

 
合

併
直

後
に

必
要

と
な

る
次

の
よ

う
な

臨
時

的
経

費
に

つ
い

て
、

普
通

交
付

税
に

お
い

て
包

括
的

な

財
政

措
置

を
行

う
も

の
と

し
、

そ
の

他
の

諸
費

（
人

口
を

測
定

単
位

と
す

る
も

の
・

経
常

経
費

）
に

新

た
に

合
併

補
正

が
新

設
さ

れ
ま

し
た

。
 

 

・
行

政
の

一
体

化
（

基
本

構
想

等
の

策
定

・
改

訂
、

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

・
シ

ス
テ

ム
の

統
一

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

等
）

に
要

す
る

経
費

 

・
行

政
水

準
・

住
民

負
担

水
準

の
格

差
是

正
（

住
民

サ
ー

ビ
ス

の
水

準
の

調
整

等
）

に
要

す
る

経
費

 

 

 
具

体
的

に
は

、
次

の
算

式
に

よ
り

算
出

し
た

額
を

５
か

年
度

間
に

わ
た

り
均

等
に

普
通

交
付

税
の

基

準
財

政
需

要
額

に
算

入
さ

れ
ま

す
。

 

 （
算

式
）

 

 
（

 
１

億
円

 
＋

 
５

千
円

×
合

併
後

人
口

 
）

×
（

１
＋

（
合

併
関

係
市

町
村

数
－

２
）

／
４

）
 

 
 
（

固
定

経
費

）
（

合
併

後
人

口
に

応
じ

た
経

費
）

 
 

 
 
（

合
併

関
係

市
町

村
数

補
正

）
 

  
た

だ
し

、
3
0
億

円
を

算
入

額
の

上
限

と
し

ま
す

。
 

  ５
 

市
町

村
合

併
に

対
す

る
新

た
な

特
別

交
付

税
措

置
 
 

 

合
併

を
機

に
行

わ
れ

る
新

た
な

ま
ち

づ
く

り
、

合
併

関
係

市
町

村
間

の
公

共
料

金
の

格
差

調
整

、
公

債
費

負
担

格
差

の
是

正
や

土
地

開
発

公
社

の
経

営
健

全
化

等
に

つ
い

て
の

需
要

に
的

確
に

対
応

す
る

た

め
、

平
成

1
7
年

３
月

ま
で

に
合

併
を

行
う

市
町

村
に

対
し

、
平

成
1
2
年

度
か

ら
特

別
交

付
税

に
よ

る
包

括
的

な
支

援
措

置
が

講
じ

ら
れ

ま
す

（
「

合
併

市
町

村
支

援
」

）
。

 

ま
た

、
合

併
に

伴
う

電
算

シ
ス

テ
ム

の
統

一
等

の
「

合
併

移
行

経
費

」
が

特
別

交
付

税
に

よ
り

個
別

に
措

置
さ

れ
ま

す
。

 

  合
併

市
町

村
支

援
（

詳
細

）
 

 (
1
)

 対
象

団
体

 
 

 
平

成
１

７
年

３
月

ま
で

に
市

町
村

合
併

を
行

っ
た

団
体

に
つ

い
て

、
合

併
年

度
又

は
そ

の
翌

年
度

か
ら

３
ヶ

年
に

わ
た

り
特

別
交

付
税

措
置

を
講

ず
る

。
 
 

 

  ３
 

合
併

市
町

村
の

振
興

の
た

め
の

基
金

造
成

に
対

す
る

財
政

措
置

（
合

併
特

例
債

）
 

 

 
合

併
後

の
市

町
村

が
行

う
一

定
の

基
金

の
積

立
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
は

、
合

併
年

度
及

び
こ

れ

に
続

く
1
0
年

度
に

限
り

、
地

方
財

政
法

５
条

各
号

に
規

定
す

る
経

費
に

該
当

し
な

い
も

の
に

つ
い

て
も

、

合
併

特
例

債
を

そ
の

財
源

と
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

 

(
1
)
 
基

金
の

目
的

 

 
合

併
後

の
市

町
村

が
、

地
域

住
民

の
連

帯
の

強
化

又
は

合
併

関
係

市
町

村
の

区
域

に
お

け
る

地
域

振
興

等
（

当
該

区
域

に
お

い
て

過
去

に
合

併
が

行
わ

れ
た

こ
と

が
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

過
去

の
合

併
の

際
の

合
併

関
係

市
町

村
の

区
域

に
お

け
る

地
域

振
興

等
を

含
む

。
）
の

た
め

に
設

け
る

基
金
（

以

下
「

合
併

市
町

村
振

興
基

金
」

と
い

う
。

）
に

対
す

る
積

立
て

の
う

ち
、

特
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

も
の

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

は
、

合
併

特
例

債
を

起
こ

す
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

 

・
新

市
町

村
の

一
体

感
の

醸
成

に
資

す
る

も
の

 

 
 
 

例
：

イ
ベ

ン
ト

開
催

、
新

市
町

村
の

Ｃ
Ｉ

、
新

し
い

文
化

の
創

造
に

関
す

る
事

業
の

実
施

、
 

 
 

 

民
間

団
体

へ
の

助
成

等
 

・
旧

市
町

村
単

位
の

地
域

の
振

興
（

旧
市

町
村

に
お

い
て

過
去

に
合

併
が

行
わ

れ
た

こ
と

が
あ

る

場
合

に
は

、
当

該
過

去
の

合
併

の
際

の
旧

市
町

村
を

単
位

と
す

る
地

域
の

振
興

を
含

む
。

）
 

 
 

例
：

地
域

の
行

事
の

展
開

、
伝

統
文

化
の

伝
承

等
に

関
す

る
事

業
の

実
施

・
民

間
団

体
へ

の
 

 
 

 

助
成

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
活

動
・

自
治

会
活

動
へ

の
助

成
、

商
店

街
活

性
化

対
策

等
 

 (
2
)
 
標

準
基

金
規

模
 

 
 
(
1
)
 
の

合
併

市
町

村
振

興
基

金
の

標
準

的
な

規
模

（
標

準
基

金
規

模
）

を
設

定
し

、
基

金
積

立
額

の
目

安
と

し
ま

す
。

 

 
具

体
的

に
は

、
新

市
町

村
の

一
体

感
の

醸
成

・
旧

市
町

村
単

位
の

地
域

の
振

興
と

い
う

合
併

市
町

村
振

興
基

金
の

目
的

を
踏

ま
え

、
合

併
関

係
市

町
村

数
、

増
加

人
口

及
び

合
併

後
人

口
の

多
寡

に
応

じ
、

次
の

算
式

に
よ

り
算

出
し

ま
す

。
 

 （
算

式
）

 

 
３

億
円

×
合

併
関

係
市

町
村

数
 
 
＋

 
 
１

万
円

×
増

加
人

口
 
 
＋

 
 
５

千
円

×
合

併
後

人
口

 

 
 
 
 
 
（

市
町

村
数

均
等

割
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

増
加

人
口

割
）

 
 
 
 
 
 
 
 
（

合
併

後
人

口
割

）
 

  
た

だ
し

、
合

併
市

町
村

振
興

基
金

の
積

立
て

に
際

し
、

そ
の

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、

算
式

に
よ

り
算

出
さ

れ
る

標
準

基
金

規
模

の
お

お
む

ね
５

割
増

ま
で

積
立

て
を

行
う

こ
と

が
で

き
ま

す
が

、
い

ず
れ

の
場

合
に

お
い

て
も

、
4
0
億

円
を

合
併

市
町

村
振

興
基

金
の

上
限

と
し

ま
す

。
 

 

(
3
)
 
充

当
率

及
び

交
付

税
措

置
 

 
充

当
率

は
対

象
事

業
費

の
お

お
む

ね
9
5
％

と
し

、
そ

の
元

利
償

還
金

の
7
0
％

に
つ

い
て

後
年

度
に

お
い

て
普

通
交

付
税

の
基

準
財

政
需

要
額

に
算

入
さ

れ
る

予
定

で
す

。
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  ７
 

合
併

市
町

村
補

助
金

 

 

 
市

町
村

合
併

特
例

法
の

期
限

で
あ

る
平

成
1
7
年

３
月

ま
で

に
市

町
村

の
合

併
を

円
滑

に
推

進
す

る
た

め
、

合
併

に
伴

い
市

町
村

が
実

施
す

る
モ

デ
ル

事
業

に
対

す
る

補
助

金
制

度
が

創
設

さ
れ

ま
し

た
。

 
 

  
(
1
)
 
対

象
団

体
 

 
平

成
1
7
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
合

併
し

た
市

町
村

で
、

下
記

の
事

業
に

よ
り

先
導

的
な

取
組

を
行

っ

て
い

る
市

町
村

 

  
(
2
)
 
対

象
事

業
 

 
合

併
に

伴
い

必
要

な
事

業
と

し
て

市
町

村
建

設
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

た
も

の
で

、
か

つ
、

別
に

定
め

る
事

業
の

う
ち

、
全

国
的

な
市

町
村

合
併

の
推

進
と

い
う

観
点

か
ら

モ
デ

ル
と

な
る

事
業

 

  
(
3
)
 
補

助
額

 

 
下

記
の

表
に

基
づ

い
て

人
口

規
模

に
よ

り
算

出
さ

れ
る

合
併

関
係

市
町

村
毎

の
額

の
合

算
額

を
上

限
と

し
て

、
合

併
成

立
年

度
か

ら
３

か
年

度
を

限
度

と
し

て
合

併
市

町
村

に
補

助
（

定
額

補
助

）
 

 

 
 
関

係
市

町
村

人
口

（
人

）
  

 
年

 
 

額
 

 
 
 
 
 
 
 
 
～

 
 
5
,
0
0
0
 

 
 
 
5
,
0
0
1
～

 
1
0
,
0
0
0
 

 
 
1
0
,
0
0
1
～

 
5
0
,
0
0
0
 

 
 
5
0
,
0
0
1
～

1
0
0
,
0
0
0
 

 
1
0
0
,
0
0
1
～
 

 
 
 
２

千
万

円
 

 
 
 
３

千
万

円
 

 
 
 
５

千
万

円
 

 
 
 
７

千
万

円
 

 
 
 
1
0
千

万
円
 

 

※
 

国
が

特
に

必
要

と
認

め
る

場
合

に
つ

い
て

は
、

各
年

度
の

補
助

の
合

計
額

が
単

年
度

上
限

額
の

３
倍

の
範

囲
内

で
、

単
年

度
に

、
上

記
の

上
限

額
を

超
え

て
補

助
を

す
る

こ
と

が
可

能
。

 

 

＜
注

＞
 

 
合

併
市

町
村

補
助

金
を

受
け

た
市

町
村

は
、

当
該

補
助

金
に

係
る

事
業

に
関

す
る

実
績

報
告

書
を

国

に
提

出
し

、
国

は
、

全
国

の
市

町
村

の
合

併
の

参
考

に
資

す
る

よ
う

、
当

該
報

告
書

を
公

表
。

 

  

   
(
2
)
 
算

定
方

法
 
 

 

 
 

４
億

円
 

＋
 

４
千

円
 

×
 

増
加

人
口

 
）

 
×

 
補

正
係

数
 

 
［

１
年

目
：

５
割

、
２

年
目

：
３

割
、

３
年

目
：

２
割

］
 

 
 

 
増

加
人

口
：

合
併

後
人

口
－

旧
市

町
村

人
口

の
う

ち
最

大
の

も
の

 

 
 

 
補

正
係

数
：

人
口

の
増

加
程

度
に

応
じ

た
係

数
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
規

模
町

村
に

よ
る

対
等

合
併

的
な

合
併

、
大

同
団

結
的

な
合

併
を

手
厚

く
支

援
。

 
 

 

 
増

加
人

口
／

合
併

後
人

口
 

 
補

正
係

数
 

 
 
2
0
％

未
満

 

 
 
2
0
％

以
上

4
0
％

未
満

 

 
 
4
0
％

以
上
 

 
 
 

1
.
0
 

 
 
 

1
.
2
5
 

 
 
 

1
.
5
 

  
(
3
)
 
支

援
内

容
 

 
 

ア
 

新
し

い
ま

ち
づ

く
り

 

 
 

 
 

合
併

を
機

に
行

う
新

た
な

ま
ち

づ
く

り
の

財
政

需
要

を
包

括
的

に
措

置
。

 

 
 

（
例

）
施

設
間

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

施
設

整
備

、
総

合
交

通
計

画
の

策
定

、
 

 
 

 
 

 
個

性
あ

る
学

校
づ

く
り

、
医

療
・

福
祉

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

 
等

 
 

  
 

イ
 

公
共

料
金

格
差

是
正

 

 
合

併
関

係
市

町
村

間
に

お
け

る
公

共
料

金
の

統
一

に
要

す
る

一
般

会
計

負
担

を
包

括
的

に
措

置
。
 
 

  
 

ウ
 

公
債

費
負

担
格

差
是

正
 

 
 

 
 

合
併

関
係

市
町

村
間

に
お

け
る

公
債

費
負

担
格

差
に

つ
い

て
、
利

子
相

当
額

を
包

括
的

に
措

置
。
 

  
 

エ
 

土
地

開
発

公
社

の
経

営
健

全
化

 

 
土

地
開

発
公

社
に

つ
い

て
、

合
併

を
機

に
経

営
健

全
化

を
図

ろ
う

と
す

る
設

立
・

出
資

市
町

村

の
取

り
組

み
を

包
括

的
に

支
援

。
 
 

 

 ６
 

過
疎

地
に

お
け

る
地

方
債

の
特

例
等

 

 

 
過

疎
地

域
自

立
促

進
特

別
措

置
法

第
２

条
１

項
に

定
め

る
過

疎
地

域
の

要
件

に
該

当
す

る
市

町
村

（
過

疎
市

町
村

）
は

、
同

法
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
り

過
疎

地
域

自
立

促
進

の
た

め
の

地
方

債
を

起
こ

す

こ
と

が
で

き
ま

す
が

、
過

疎
市

町
村

が
他

の
市

町
村

と
合

併
し

た
場

合
に

は
、

合
併

市
町

村
が

過
疎

地

域
の

要
件

を
満

た
さ

な
い

場
合

で
も

、
同

法
第

3
3
条

に
該

当
す

る
と

き
に

は
過

疎
地

域
と

み
な

さ
れ

、

過
疎

債
を

含
め

、
同

法
上

の
特

例
措

置
が

適
用

さ
れ

る
こ

と
に

な
り

ま
す

。
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  ５
 

ケ
ー

ス
ス

タ
デ

ィ
に

関
す

る
補

足
説

明
 

 ○
 

１
人

当
た

り
歳

出
額

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ

（
静

態
的

な
モ

デ
ル

）
 

 
全

国
ベ

ー
ス

で
の

一
人

当
た

り
歳

出
額

の
回

帰
曲

線
に

合
併

後
の

市
町

村
を

プ
ロ

ッ
ト

し
、

同
じ

図

に
合

併
前

の
構

成
市

町
村

を
プ

ロ
ッ

ト
し

て
比

較
を

行
っ

て
い

る
。

こ
の

比
較

に
よ

り
合

併
後

瞬
時

に

全
国

の
平

均
的

な
市

町
村

に
な

っ
た

と
仮

定
し

た
場

合
、

ど
の

よ
う

な
メ

リ
ッ

ト
が

生
じ

る
か

を
示

す

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

○
 

合
併

1
0
年

後
ま

で
の

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

結
果

（
動

態
的

な
モ

デ
ル

）
 

 
合

併
後

1
0
年

間
合

併
前

の
交

付
税

額
が

維
持

さ
れ

る
と

い
う

前
提

の
も

と
で

、
歳

入
や

歳
出

に
つ

い

て
い

く
つ

か
の

仮
定

を
置

い
て

、
５

年
後

と
1
0
年

後
に

消
費

的
経

費
や

投
資

余
力

が
ど

の
よ

う
に

な
る

か
を

分
析

し
て

い
る

。
 

 《
参

考
》

市
町

村
合

併
後

の
財

政
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
モ

デ
ル

の
概

要
 

 （
１

）
モ

デ
ル

の
全

体
構

造
 

 

 
財

政
モ

デ
ル

の
全

体
構

造
は

以
下

の
と

お
り

。
 

 

財
政

モ
デ

ル
の

全
体

構
造

 

地
方
税
の
決
定

地
方
交
付
税
等
の
決
定

特
定
財
源
等

そ
の
他
歳
入
決
定

一
般
財
源
の
決
定

歳
入
総

額
の
決
定

歳
出
総
額

の
決
定

職
員
給
の
決
定

議
員
報
酬
の
決
定

人
件
費
の
決
定

予
想
Ｇ
Ｄ
Ｐ

固
定
資
産
税

そ
の
他
の
地
方
税

残
差

予
想
人
口

そ
の
他
の
歳
出
決
定

残
差

消
費
的
経
費
の
決
定

 

 外
生

変
数

で
あ

る
将

来
推

計
人

口
に

つ
い

て
は
「

福
岡

県
計

量
モ

デ
ル

」
で

の
将

来
値

に
従

う
。
ま

た
、

予
想

G
D
P
に

つ
い

て
は

5
年

間
の

伸
び

を
そ

れ
ぞ

れ
想

定
す

る
。

 

平
成

8
～

1
3
年

度
の

伸
び

 
：

0
％

 

平
成

1
3
～

1
8
年

度
の

伸
び

 
：

5
％

 

平
成

1
8
～

2
3
年

度
の

伸
び

 
：

1
0
％

 

  

合
併

市
町

村
補

助
金

の
対

象
事

業
(
詳

細
)
 

  
合

併
し

た
市

町
村

（
以

下
「

合
併

市
町

村
」

と
い

う
）

に
お

い
て

次
に

掲
げ

る
よ

う
な

地
域

内
の

交

流
・

連
携

、
一

体
性

の
強

化
の

た
め

に
必

要
な

事
業

で
あ

っ
て

、
合

併
に

よ
り

付
加

的
に

必
要

と
な

る

も
の

で
あ

り
、

か
つ

、
全

国
的

な
市

町
村

合
併

の
推

進
と

い
う

観
点

か
ら

モ
デ

ル
と

な
る

事
業

に
対

し

て
補

助
す

る
。

 
 

 

１
 

合
併

市
町

村
の

統
一

し
た

事
業

の
遂

行
上

、
付

加
的

に
必

要
と

な
り

、
か

つ
、

行
財

政
運

営
の

合

理
化

、
効

率
化

に
資

す
る

事
業

に
要

す
る

経
費

 
 

 
○

 
合

併
に

よ
る

出
納

、
税

務
等

の
電

算
シ

ス
テ

ム
の

変
更

 

 
○

 
合

併
市

町
村

の
統

一
業

務
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
作

成
 
 

 ２
 

住
民

へ
の

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
水

準
の

確
保

、
強

化
に

資
す

る
事

業
に

要
す

る
経

費
 
 

 
○

 
議

場
、

庁
舎

、
支

所
等

の
改

修
等

 
 

 ３
 

公
共

施
設

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
化

等
に

要
す

る
経

費
（

本
庁

・
支

所
間

、
図

書
館

、
文

化
ホ

ー
ル

、

体
育

施
設

等
）

 
 

 
○

 
電

話
・

防
災

行
政

無
線

の
統

一
 

 
○

 
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
回

線
増

設
に

伴
う

Ｌ
Ａ

Ｎ
間

接
続

器
の

改
良

 

 
○

 
図

書
館

貸
出

シ
ス

テ
ム

の
統

一
 

 
○

 
体

育
施

設
予

約
管

理
シ

ス
テ

ム
の

統
一

 
 

 ４
 
域

内
の

人
的

・
物

的
交

流
の

促
進

に
必

要
な

経
費

 
 

 
○

 
地

域
間

連
絡

バ
ス

等
の

購
入

 
 

 ５
 
合

併
市

町
村

の
ア

イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
を

高
め

、
一

体
感

を
醸

成
す

る
た

め
の

経
費

 
 

 
○

 
合

併
記

念
式

典
開

催
事

業
 

 
○

 
合

併
記

念
碑

の
建

立
 

 
○

 
旧

市
町

村
単

位
の

ふ
る

さ
と

景
観

顕
彰

事
業

 
 

 ＜
注

＞
 

 
国

が
別

途
定

め
る

国
庫

負
担

（
補

助
）

制
度

に
よ

り
、

現
に

当
該

事
業

の
経

費
の

一
部

を
負

担
し

、

又
は

補
助

し
て

い
る

事
業

に
つ

い
て

は
除

く
。
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  （
３

）
歳

出
の

算
出

式
 

 

 
次

に
、

「
歳

出
総

額
」

は
「

人
件

費
」

、
「

そ
の

他
の

消
費

的
経

費
」

及
び

「
投

資
余

力
」

の
３

つ
に

分
け

、
さ

ら
に

「
人

件
費

」
に

つ
い

て
は

「
職

員
給

」
と

「
議

員
報

酬
」

に
分

け
て

算
定

を
行

な
っ

た
。

 

 

歳
出

の
算

定
式

 

 

注
１

）
平

成
３

年
度

か
ら

平
成

８
年

度
ま

で
の

当
該

事
項

の
実

績
値

、
あ

る
い

は
実

績
指

数
よ

り
算

出
。

 

注
２

）
合

併
想

定
年

度
ま

で
は

、
平

成
８

年
度

の
現

行
の

職
員

数
を

想
定

す
る

。
合

併
想

定
年

度
以

降
は

、
合

併
想

定
年

度
に

お
け

る
構

成
市

町
村

の
総

職
員

数
か

ら
１

/
4
0
の

半
数

が
、

毎
年

削
減

さ
れ

て
い

く
も

の
と

す
る

。
 

注
３

）
合

併
想

定
年

度
ま

で
は

、
平

成
８

年
度

時
点

の
構

成
市

町
村

の
総

議
員

数
を

想
定

し
、

合
併

以
降

は
「

地
方

 

 
 

 
自

治
法

」
に

よ
る

法
定

数
を

用
い

る
。

 

注
４

）
平

成
８

年
度

の
県

下
9
7
市

町
村

の
１

人
当

た
り

額
を

回
帰

分
析

に
よ

り
推

計
し

、
こ

れ
を

基
準

と
し

て
各

年
 

 
 

 
度

の
「

前
期

の
１

人
当

た
り

額
」

を
算

出
。

 

注
５

）
平

成
３

年
度

、
８

年
度

の
県

下
9
7
市

町
村

の
１

人
当

た
り

額
を

回
帰

分
析

に
よ

り
推

計
し

、
こ

れ
を

基
準

と
 

 
 

 
し

て
各

年
度

の
「

前
期

の
１

人
当

た
り

額
」

を
算

出
。

 

注
６

）
「

そ
の

他
の

消
費

的
経

費
」

は
、

物
件

費
、

維
持

管
理

費
、

補
助

費
等

。
 

 

な
お

、
「

そ
の

他
の

消
費

的
経

費
」

の
「

伸
び

率
」

は
県

下
9
7
市

町
村

の
「

人
口

」
を

説
明

変
数

と
し

て
、

平
成

３
年

度
及

び
８

年
度

の
「

１
人

当
た

り
消

費
的

経
費

」
に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
回

帰
式

を
導

き
、

こ
れ

を
基

に
算

出
し

た
。

回
帰

式
は

以
下

の
と

お
り

。
 

 人
口

を
Ｐ

と
お

く
と

 

 
 
平

成
３

年
度

の
１

人
当

た
り

消
費

的
経

費
 
＝

 
7
4
.
7
×

(
l
o
g
Ｐ

)
２
－

 
7
4
2
.
3
×

l
o
g
Ｐ

＋
 
1
9
3
6
.
7
 

 
 
平

成
８

年
度

の
１

人
当

た
り

消
費

的
経

費
 
＝

 
9
4
.
0
×

(
l
o
g
Ｐ

)
２
－

 
9
4
2
.
0
×

l
o
g
Ｐ

＋
 
2
4
6
9
.
7
 

 

 

歳
出
総

額
－

（
職
員

給
＋

報
酬

＋
人
件

費
を

除
く

消
費

的
経
費

）

Σ
{前

期
の

職
員

一
人

当
た
り

額
×

（
１

＋
伸

び
率

(
注

１
）
）

×
（

１
＋
予

想
名
目

経
済

成
長
率

）
／

（
１

＋
過
去

の
名

目
平

均
経

済
成
長

率
(
注

１
）
）

×
当
該

年
度

の
職
員

数
(
注

２
）
｝

Σ
{議

員
一

人
当

た
り
額

×
（

１
＋
伸

び
率

(
注

１
）
）

×
（
１

＋
予

想
名

目
経

済
成

長
率

）
／
（

１
＋

過
去
の

名
目

平
均
経

済
成

長
率

(
注

１
）
）
×

当
該

年
度
の
定

数
(
注

３
）
｝

Σ
{前

期
の

一
人

当
た

り
額
×

（
１
＋

伸
び

率
(
注

１
）
）
×
（

１
＋
予

想
名

目
経
済

成
長

率
）
／

（
１

＋
過

去
の
名

目
平

均
経

済
成

長
率

(
注

１
）
）

｝

前
期
の

一
人

当
た
り

額
(
注

４
）
×

（
１

＋
伸
び

率
(
注

５
）
）

×
（

１
＋
予

想
名

目
経
済

成
長

率
）
／

（
１

＋
過

去
の
名

目
平

均
経

済
成

長
率

(
注

１
）
）

 
職
員

給

 
報
酬

人 件 費

歳 出 総 額

投
資

余
力

そ
の

他
の

消
費

的
経
費

(
注

６
）

合
併
想

定
年

度
か
ら
５
年
後

ま
で

合
併
想

定
年

度
か
ら
５
年
後

以
降

  （
２

）
歳

入
の

算
出

式
 

  
今

回
の

算
定

に
あ

た
り

、
「

歳
入

総
額

」
は
「

一
般

財
源

」
と
「

特
定

財
源

そ
の

他
」
の

２
つ

に
分

け
、

さ
ら

に
「

一
般

財
源

」
は

「
地

方
税

」
と

「
地

方
交

付
税

そ
の

他
」

に
、

「
地

方
税

」
は

「
固

定
資

産
税

」

と
「

そ
の

他
の

地
方

税
」

に
そ

れ
ぞ

れ
分

け
て

算
定

を
行

な
っ

た
。

 

 

歳
入

の
算

定
式

 

 

注
１

）
平

成
３

年
度

か
ら

平
成

８
年

度
ま

で
の

当
該

事
項

の
実

績
値

、
あ

る
い

は
実

績
成

長
率

よ
り

算
出

。
 

注
２

）
「

一
般

財
源

」
の

伸
び

率
と

一
致

。
 

注
３

）
合

併
想

定
年

度
か

ら
、

合
併

５
年

後
ま

で
の

「
一

般
財

源
」

の
伸

び
率

と
、

合
併

５
年

後
か

ら
1
0
年

後
ま

で
 

 
 

 
の

「
一

般
財

源
」

の
伸

び
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
算

出
。

 

注
４

）
合

併
後

は
不

均
一

課
税

を
是

正
。

 

 な
お

、
一

般
財

源
に

お
け

る
「

一
本

算
定

」
を

想
定

し
た

場
合

の
「

伸
び

率
」

は
、

県
下

9
7
市

町
村

の

「
人

口
」

を
説

明
変

数
と

し
て

、
平

成
３

年
度

及
び

８
年

度
の

「
１

人
当

た
り

一
般

財
源

」
に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
回

帰
式

を
導

き
、

こ
れ

を
基

に
算

出
し

た
。

回
帰

式
は

以
下

の
と

お
り

。
 

 人
口

を
Ｐ

と
お

く
と

 

 
 
平

成
３

年
度

の
１

人
当

た
り

一
般

財
源

 
＝

 
1
4
7
.
8
×

(
l
o
g
Ｐ

)
２
－

 
1
4
6
4
.
8
×

l
o
g
Ｐ

＋
 
3
7
6
9
 

 
 
平

成
８

年
度

の
１

人
当

た
り

一
般

財
源

 
＝

 
1
6
4
.
4
×

(
l
o
g
Ｐ

)
２
－

 
1
6
3
9
.
8
×

l
o
g
Ｐ

＋
 
4
2
4
1
 

 

A
Σ
{
前

期
の

一
人
当

た
り
額

×
（

１
＋

伸
び
率

(
注
１
）
）

×
（

１
＋
予

想
名
目

経
済

成
長

率
）

／
（
１

＋
過

去
の
名

目
平

均
経

済
成
長

率
(
注

１
）
）
×

当
該

年
度

の
予
想

人
口

｝

B
固
定

資
産

税
 
(
注
４
）

Σ
{
前

期
の

一
人
当

た
り
額

×
（

１
＋

伸
び
率

(
注
１
）
）

｝

C
そ
の

他
の

地
方

税
 
(
注
４
）

前
期

の
一

人
当

た
り

額
×
（

１
＋

伸
び

率
(
注
１
）
）

×
（
１

＋
予
想

名
目
経

済
成

長
率

）
／

（
１
＋

過
去

の
名

目
平

均
経
済

成
長

率
(
注
１
）
）

×
当

該
年

度
の
予

想
人

口

A
－
 
B
 -
 C

特
定
財
源

Σ
｛

前
期

の
収

入
額
×

（
１

＋
伸
び

率
(
注
２
）
）
｝

そ
の
他

前
期

の
収

入
額

×
（
１

＋
伸

び
率

(
注
３
）
）

 
地
方

交
付
税
そ
の
他

一 般 財 源
内

訳
歳 入 総 額

合
併
想

定
年

度
ま
で
、
及

び
「
算

定
替

え
」
を

想
定

し
た

場
合

地
方
税

合
併
想
定

年
度
ま

で

合
併
想
定

年
度

の
次
年

度
以

降
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第
6
4
号

）
の

規
定

に
基

づ
き

算
定

す
る

。

（
雑

則
）

第
９

条
こ

の
要

綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

は
、

知
事

が
別

に
定

め
る

。

附
則

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
3
年

４
月

３
日

か
ら

施
行

し
、

平
成

1
3
年

度
及

び
平

成
1
4
年

度
の

事
業

に
適

用
す

る

。

福
岡

県
市

町
村

合
併

外
部

講
師

派
遣

要
綱

（
目

的
）

第
１

条
知

事
は

、
市

町
村

合
併

に
関

す
る

市
町

村
や

住
民

の
理

解
を

深
め

、
合

併
の

機
運

の
醸

成
を

図
る

た
め

、
外

部
講

師
派

遣
制

度
を

設
け

る
も

の
と

す
る

。

（
派

遣
対

象
団

体
）

第
２

条
外

部
講

師
の

派
遣

対
象

団
体

は
、

福
岡

県
内

に
事

務
所

等
を

有
す

る
団

体
で

市
町

村
合

併
に

関
す

る
取

組
を

行
う

市
町

村
及

び
各

種
団

体
等

と
す

る
。

（
任

務
）

第
３

条
外

部
講

師
は

、
派

遣
対

象
団

体
の

申
請

に
基

づ
き

、
自

主
的

な
市

町
村

の
合

併
の

推
進

等
に

関
す

る
助

言
、

情
報

の
提

供
等

を
行

う
も

の
と

す
る

。

２
前

項
の

助
言

、
情

報
の

提
供

等
の

形
式

は
、

概
ね

次
の

と
お

り
と

す
る

。

(
1
)

研
修

会
、

セ
ミ

ナ
ー

等
に

お
け

る
講

演

(
2
)

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

で
の

基
調

講
演

(
3
)

パ
ネ

ル
デ

ィ
ス

カ
シ

ョ
ン

で
の

パ
ネ

ラ
ー

と
し

て
の

参
加

（
派

遣
申

請
）

第
４

条
第

２
条

に
掲

げ
る

団
体

で
外

部
講

師
の

派
遣

を
希

望
す

る
も

の
（

以
下

「
派

遣
申

請
者

」
と

い
う

。
）

は
、

様
式

第
１

号
に

よ
る

申
請

書
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
外

部
講

師
の

選
任

）

第
５

条
知

事
は

、
前

条
の

規
定

に
よ

る
申

請
（

以
下

「
申

請
」

と
い

う
。

）
が

あ
っ

た
場

合
は

、
当

該
申

請
に

係
る

書
類

を
審

査
し

、
適

当
で

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

市
町

村
合

併
の

推
進

に
必

要
な

専
門

分

野
に

つ
い

て
知

識
と

経
験

を
有

す
る

者
の

中
か

ら
、

申
請

の
内

容
に

応
じ

た
外

部
講

師
を

選
任

す
る

も
の

と
す

る
。

（
派

遣
の

方
法

等
）

第
６

条
知

事
は

、
前

条
の

規
定

に
よ

り
選

任
し

た
外

部
講

師
に

対
し

て
派

遣
依

頼
を

行
う

と
と

も
に

、
当

該
外

部
講

師
の

同
意

を
得

た
後

、
派

遣
申

請
者

に
対

し
て

派
遣

決
定

の
通

知
を

行
う

も
の

と
す

る
。

２
派

遣
決

定
の

通
知

を
受

け
た

派
遣

申
請

者
は

、
外

部
講

師
と

の
日

程
調

整
等

の
外

部
講

師
派

遣
に

係
る

事
務

を
処

理
す

る
と

と
も

に
、

派
遣

日
か

ら
起

算
し

て
1
4
日

前
ま

で
に

様
式

第
２

号
に

よ
る

実
施

計
画

書

を
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

（
報

告
）

第
７

条
派

遣
決

定
の

通
知

を
受

け
た

派
遣

申
請

者
は

、
事

業
が

完
了

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
1
0
日

以
内

に

様
式

第
３

号
に

よ
る

実
施

報
告

書
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
知

事
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
実

施
報

告
を

受
け

た
と

き
は

、
自

主
的

な
市

町
村

の
合

併
の

推
進

に
資

す
る

た
め

、
速

や
か

に
そ

の
結

果
を

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

（
派

遣
費

用
の

負
担

等
）

第
８

条
外

部
講

師
に

対
す

る
報

償
費

及
び

旅
費

は
、

予
算

の
範

囲
内

で
県

が
負

担
す

る
。

２
前

項
の

規
定

に
よ

り
県

が
負

担
す

る
報

償
費

は
、

１
時

間
当

た
り

６
千

円
を

限
度

と
す

る
。

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

県
が

負
担

す
る

旅
費

は
、

福
岡

県
職

員
等

の
旅

費
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

3
2
年

福
岡

県
条

例
第

5
7
号

）
及

び
福

岡
県

職
員

等
の

旅
費

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

（
昭

和
3
2
年

福
岡

県
規

則
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事
業

主
体

補
助

対
象

経
費

補
助

率
補

助
金

の
限

度
額

第
２

条
第

１
号

及
補

助
事

業
に

要
す

る
経

費
の

う
２

分
の

１
１

団
体

に
つ

き

び
第

２
号

に
規

定
ち

、
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
以

内
1
,
0
0
0
千

円
以

内

す
る

団
体

（
食

糧
費

を
除

く
。

）
、

役
務

費
、

委
託

料
及

び
使

用
料

第
２

条
第

３
号

か
補

助
事

業
に

要
す

る
経

費
の

う
４

分
の

３
１

団
体

に
つ

き

ら
第

５
号

ま
で

に
ち

、
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
以

内
1
,
0
0
0
千

円
以

内

規
定

す
る

団
体

（
食

糧
費

を
除

く
。

）
、

役
務

費
、

委
託

料
及

び
使

用
料

（
補

助
金

の
交

付
申

請
）

第
５

条
第

２
条

に
掲

げ
る

団
体

で
補

助
事

業
を

実
施

し
よ

う
と

す
る

も
の

（
以

下
「

補
助

事
業

者
」

と

い
う

。
）

が
、

補
助

金
の

交
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

様
式

第
１

号
に

よ
る

申
請

書
（

以
下

「
申

請
書

」
と

い
う

。
）

を
別

に
定

め
る

期
日

ま
で

に
、

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
前

項
の

申
請

を
す

る
場

合
に

お
い

て
、

補
助

事
業

者
が

第
２

条
第

４
号

に
掲

げ
る

団
体

で
あ

る
場

合

は
当

該
団

体
の

事
務

所
等

の
所

在
す

る
市

町
村

の
長

（
以

下
「

所
在

市
町

村
の

長
」

と
い

う
。

）
が

発

行
し

た
当

該
団

体
に

活
動

実
績

が
あ

る
こ

と
を

証
す

る
文

書
を

、
同

条
第

５
号

に
掲

げ
る

団
体

で
あ

る

場
合

は
所

在
市

町
村

の
長

が
発

行
し

た
推

薦
書

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
知

事
は

、
第

１
項

の
申

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
所

在
市

町
村

の
長

及
び

当
該

補
助

事
業

の
内

容
が

関

係
す

る
市

町
村

の
長

（
以

下
「

関
係

市
町

村
の

長
」

と
い

う
。

）
に

対
し

、
そ

の
旨

を
通

知
す

る
も

の

と
す

る
。

（
補

助
金

の
交

付
決

定
等

）

第
６

条
知

事
は

、
前

条
第

１
項

の
申

請
が

あ
っ

た
場

合
は

、
当

該
申

請
に

係
る

書
類

を
審

査
し

、
適

当

で
あ

る
と

認
め

た
と

き
は

、
速

や
か

に
補

助
金

の
交

付
を

決
定

し
、

補
助

事
業

者
に

通
知

す
る

と
と

も

に
、

所
在

市
町

村
の

長
及

び
関

係
市

町
村

の
長

に
そ

の
旨

を
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。

２
第

２
条

第
３

号
か

ら
第

５
号

に
掲

げ
る

補
助

事
業

者
が

、
交

付
の

決
定

を
受

け
た

補
助

金
に

つ
い

て

概
算

払
を

受
け

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
様

式
第

１
号

の
２

に
よ

る
請

求
書

を
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。

３
知

事
は

、
前

項
の

請
求

書
の

提
出

が
あ

っ
た

場
合

に
お

い
て

、
補

助
事

業
の

実
施

上
必

要
が

あ
る

と

認
め

る
と

き
は

、
当

該
事

業
の

実
施

状
況

を
勘

案
し

て
、

補
助

金
交

付
決

定
額

の
全

部
又

は
一

部
を

概

算
払

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
補

助
事

業
の

変
更

等
）

第
７

条
補

助
事

業
者

は
、

補
助

金
の

交
付

決
定

通
知

を
受

け
た

後
、

補
助

事
業

の
内

容
の

変
更

若
し

く

福
岡

県
市

町
村

合
併

推
進

支
援

事
業

補
助

金
交

付
要

綱

（
趣

旨
）

第
１

条
知

事
は

、
市

町
村

合
併

の
推

進
に

向
け

た
地

域
の

取
組

を
支

援
す

る
た

め
、

第
２

条
に

定
め

る

団
体

が
実

施
す

る
第

３
条

に
定

め
る

事
業

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
福

岡

県
市

町
村

合
併

推
進

支
援

事
業

補
助

金
（

以
下

「
補

助
金

」
と

い
う

。
）

を
交

付
す

る
も

の
と

し
、

そ

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
福

岡
県

補
助

金
等

交
付

規
則

（
昭

和
3
3
年

福
岡

県
規

則
第

５
号

。
以

下
「

規

則
」

と
い

う
。

）
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
要

綱
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

（
補

助
対

象
団

体
）

第
２

条
補

助
金

の
交

付
の

対
象

団
体

は
、

福
岡

県
内

に
事

務
所

等
を

有
す

る
団

体
で

次
に

掲
げ

る
も

の

と
す

る
。

(
1
)

地
方

公
共

団
体

（
市

町
村

、
一

部
事

務
組

合
等

）

(
2
)

複
数

の
市

町
村

に
よ

り
要

綱
等

に
基

づ
き

設
置

さ
れ

た
研

究
会

等

(
3
)

農
業

協
同

組
合

、
商

工
会

議
所

そ
の

他
の

公
共

的
団

体
等

(
4
)

地
域

づ
く

り
団

体
等

で
広

域
行

政
又

は
地

域
づ

く
り

の
推

進
に

係
る

事
業

に
つ

い
て

活
動

実
績

が

あ
る

と
市

町
村

長
が

認
め

る
も

の

(
5
)

前
号

に
準

ず
る

団
体

で
市

町
村

長
が

推
薦

す
る

も
の

（
補

助
対

象
事

業
）

第
３

条
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
補

助
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
当

該
事

業
に

要

す
る

経
費

が
5
0
0
千

円
（

前
条

第
３

号
か

ら
第

５
号

ま
で

に
規

定
す

る
団

体
に

あ
っ

て
は

2
0
0
千

円
）

以
上

の
事

業
で

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

補
助

金
以

外
に

県
か

ら
補

助
金

等
の

交

付
を

受
け

る
事

業
は

、
原

則
と

し
て

対
象

と
し

な
い

も
の

と
す

る
。

(
1
)

市
町

村
合

併
（

地
方

自
治

法
第

2
5
2
条

の
1
9
第

１
項

の
指

定
都

市
の

指
定

に
関

す
る

政
令

（
昭

和

3
1
年

政
令

第
2
5
4
号

）
で

指
定

す
る

市
と

の
合

併
を

除
く

。
以

下
本

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

関
す

る
研

究
会

、
懇

話
会

、
検

討
会

、
研

修
会

等
の

実
施

事
業

(
2
)

市
町

村
合

併
を

推
進

す
る

た
め

の
次

に
掲

げ
る

調
査

研
究

事
業

（
先

進
事

例
調

査
の

み
の

事
業

は

除
く

。
）

ア
広

域
的

現
況

調
査

イ
先

進
事

例
調

査

ウ
住

民
意

識
調

査

エ
将

来
都

市
ビ

ジ
ョ

ン
等

の
策

定

(
3
)

市
町

村
合

併
を

推
進

す
る

た
め

の
機

運
醸

成
に

つ
な

が
る

次
に

掲
げ

る
啓

発
事

業

ア
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
、

セ
ミ

ナ
ー

、
講

演
会

等
の

開
催

イ
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
、

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

、
チ

ラ
シ

、
ポ

ス
タ

ー
等

の
作

成
及

び
配

布

（
補

助
対

象
経

費
、

補
助

率
等

）

第
４

条
補

助
金

の
交

付
の

対
象

経
費

、
補

助
率

及
び

補
助

金
の

限
度

額
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。
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附
則

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
3
年

４
月

３
日

か
ら

施
行

し
、

平
成

1
3
年

度
の

事
業

か
ら

適
用

す
る

。

附
則

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
3
年

８
月

1
4
日

か
ら

施
行

し
、

平
成

1
3
年

度
の

事
業

か
ら

適
用

す
る

。

附
則

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
6
年

２
月

２
７

日
か

ら
施

行
す

る
。

は
補

助
事

業
に

要
す

る
経

費
の

配
分

の
変

更
を

し
、

又
は

補
助

事
業

を
中

止
し

、
若

し
く

は
廃

止
し

よ

う
と

す
る

場
合

に
は

、
様

式
第

２
号

に
よ

る
変

更
（

中
止

・
廃

止
）

承
認

申
請

書
を

知
事

に
提

出
し

、

そ
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

補
助

対
象

経
費

の
各

経
費

ご
と

の
配

分
額

の
2
0
％

を
超

え
な

い
額

の
変

更
そ

の
他

事
業

の
遂

行
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

程
度

の
軽

微
な

変
更

に
つ

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

（
状

況
報

告
）

第
８

条
知

事
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

補
助

事
業

者
に

補
助

事
業

の
遂

行
状

況
に

関
し

報

告
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
実

績
報

告
）

第
９

条
補

助
事

業
者

は
、

補
助

事
業

が
完

了
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

3
0
日

を
経

過
し

た
日

又
は

補
助

金

の
交

付
決

定
の

あ
っ

た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
４

月
1
0
日

の
い

ず
れ

か
早

い
日

ま
で

に
、

様
式

第
３

号
に

よ
る

実
績

報
告

書
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
知

事
は

、
前

項
の

実
績

報
告

を
受

け
た

と
き

は
、

自
主

的
な

市
町

村
の

合
併

の
推

進
に

資
す

る
た

め
、

速
や

か
に

そ
の

結
果

を
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。

（
補

助
金

の
額

の
確

定
）

第
1
0
条

知
事

は
、

補
助

事
業

者
か

ら
前

条
の

実
績

報
告

書
が

提
出

さ
れ

た
と

き
は

、
規

則
第

1
4
条

の
規

定
に

よ
り

、
補

助
金

の
額

の
確

定
を

行
い

、
補

助
事

業
者

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。

（
補

助
金

の
交

付
）

第
1
1
条

知
事

は
、

規
則

第
1
4
条

の
規

定
に

よ
る

補
助

金
の

額
の

確
定

後
に

補
助

金
を

交
付

す
る

も
の

と

す
る

。

（
関

係
書

類
の

整
備

）

第
1
2
条

補
助

事
業

者
は

、
補

助
事

業
が

完
了

し
た

年
度

の
翌

年
度

か
ら

５
年

間
、

規
則

第
1
0
条

に
定

め

る
書

類
、

帳
簿

等
を

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
書

類
の

提
出

部
数

）

第
1
3
条

規
則

及
び

こ
の

要
綱

の
規

定
に

よ
り

知
事

に
提

出
す

る
書

類
の

部
数

は
、

正
本

１
部

と
す

る
。

（
雑

則
）

第
1
4
条

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は

、
知

事
が

別
に

定
め

る
。

附
則

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
2
年

５
月

１
日

か
ら

施
行

し
、

平
成

1
2
年

度
か

ら
平

成
1
5
年

度
ま

で
の

事
業

（
平

成
１

５
年

度
に

お
い

て
は

、
合

併
協

議
会

や
合

併
に

関
す

る
研

究
組

織
が

設
置

さ
れ

て
い

な
い

な
ど

、
合

併
の

機
運

が
希

薄
な

地
域

に
お

け
る

事
業

に
限

る
。

）
に

適
用

す
る

。
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（
交

付
事

業
の

変
更

等
）

第
７

条
交

付
事

業
者

は
、

交
付

金
の

交
付

決
定

通
知

を
受

け
た

後
、

交
付

事
業

の
内

容
の

変
更

若
し

く
は

交

付
事

業
に

要
す

る
経

費
の

配
分

の
変

更
を

し
、

又
は

交
付

事
業

を
中

止
し

、
若

し
く

は
廃

止
し

よ
う

と
す

る

場
合

に
は

、
様

式
第

２
号

に
よ

る
変

更
（

中
止

・
廃

止
）

承
認

申
請

書
を

知
事

に
提

出
し

、
そ

の
承

認
を

受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

交
付

対
象

経
費

の
各

経
費

ご
と

の
配

分
額

の
2
0
％

を
超

え
な

い
額

の
変

更
そ

の
他

事
業

の
遂

行
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

程
度

の
軽

微
な

変
更

に
つ

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

（
状

況
報

告
）

第
８

条
知

事
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

交
付

事
業

者
に

交
付

事
業

の
遂

行
状

況
に

関
し

報
告

を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
実

績
報

告
）

第
９

条
交

付
事

業
者

は
、

交
付

事
業

が
完

了
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

3
0
日

を
経

過
し

た
日

又
は

交
付

金
の

交

付
決

定
の

あ
っ

た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
４

月
1
0
日

の
い

ず
れ

か
早

い
日

ま
で

に
、

様
式

第
４

号
に

よ
る

実
績

報
告

書
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
知

事
は

、
前

項
の

実
績

報
告

を
受

け
た

と
き

は
、

自
主

的
な

市
町

村
の

合
併

の
推

進
に

資
す

る
た

め
、

速

や
か

に
そ

の
結

果
を

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

（
交

付
金

の
額

の
確

定
）

第
1
0
条

知
事

は
、

交
付

事
業

者
か

ら
前

条
の

実
績

報
告

書
が

提
出

さ
れ

た
と

き
は

、
規

則
第

1
4
条

の
規

定
に

よ
り

、
交

付
金

の
額

の
確

定
を

行
い

、
交

付
事

業
者

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。

（
関

係
書

類
の

整
備

）

第
1
1
条

交
付

事
業

者
は

、
交

付
事

業
が

完
了

し
た

年
度

の
翌

年
度

か
ら

５
年

間
、

規
則

第
1
0
条

に
定

め
る

書

類
、

帳
簿

等
を

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
書

類
の

提
出

部
数

）

第
1
2
条

規
則

及
び

こ
の

要
綱

の
規

定
に

よ
り

知
事

に
提

出
す

る
書

類
の

部
数

は
、

正
本

１
部

と
す

る
。

（
雑

則
）

第
1
3
条

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は

知
事

が
別

に
定

め
る

。

附
則

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
2
年

５
月

１
日

か
ら

施
行

し
、

平
成

1
2
年

度
か

ら
平

成
1
6
年

度
ま

で
の

間
に

最
初

の
交

付
金

の
交

付
申

請
が

行
わ

れ
た

も
の

に
つ

い
て

適
用

す
る

。

附
則

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
3
年

４
月

３
日

か
ら

施
行

し
、

平
成

1
3
年

度
の

事
業

か
ら

適
用

す
る

。

附
則

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
5
年

７
月

1
5
日

か
ら

施
行

す
る

。

附
則

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
6
年

７
月

９
日

か
ら

施
行

す
る

。

福
岡

県
合

併
協

議
会

支
援

事
業

交
付

金
交

付
要

綱

（
趣

旨
）

第
１

条
知

事
は

、
市

町
村

合
併

に
向

け
た

市
町

村
の

取
組

を
支

援
す

る
た

め
、

第
２

条
に

定
め

る
団

体
が

実

施
す

る
第

３
条

に
定

め
る

事
業

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
福

岡
県

合
併

協
議

会

支
援

事
業

交
付

金
（

以
下

「
交

付
金

」
と

い
う

。
）

を
交

付
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

交
付

に
つ

い
て

は
、

福

岡
県

補
助

金
等

交
付

規
則

（
昭

和
3
3
年

福
岡

県
規

則
第

５
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

要
綱

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

（
交

付
対

象
団

体
）

第
２

条
交

付
金

の
交

付
の

対
象

団
体

は
、

福
岡

県
内

の
市

町
村

が
設

置
す

る
法

定
の

合
併

協
議

会
及

び
そ

れ

に
準

ず
る

要
件

を
備

え
る

任
意

の
合

併
協

議
会

（
以

下
「

合
併

協
議

会
」

と
い

う
。

）
と

す
る

。

（
交

付
対

象
事

業
）

第
３

条
交

付
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
交

付
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と

す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
交

付
金

以
外

に
県

か
ら

補
助

金
等

の
交

付
を

受
け

る
事

業
は

、
原

則
と

し
て

対
象

と

し
な

い
も

の
と

す
る

。

(
1
)

市
町

村
合

併
（

地
方

自
治

法
第

2
5
2条

の
1
9
第

１
項

の
指

定
都

市
の

指
定

に
関

す
る

政
令

（
昭

和
3
1
年

政
令

第
2
5
4
号

）
で

指
定

す
る

市
と

の
合

併
を

目
指

す
も

の
を

除
く

。
以

下
本

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

是
非

を
検

討
し

、
又

は
市

町
村

合
併

を
実

現
す

る
た

め
に

行
う

調
査

研
究

事
業

(
2
)

市
町

村
合

併
を

推
進

す
る

た
め

の
機

運
醸

成
に

つ
な

が
る

啓
発

事
業

（
交

付
対

象
経

費
及

び
交

付
限

度
額

）

第
４

条
交

付
金

の
交

付
対

象
経

費
及

び
交

付
金

の
限

度
額

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

(
1
)

交
付

対
象

経
費

交
付

事
業

に
要

す
る

経
費

の
う

ち
、

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
食

糧
費

を
除

く
。

）
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

(
2
)

交
付

金
の

限
度

額

ア
合

併
協

議
会

等
を

構
成

す
る

市
町

村
の

数
が

３
以

上
の

場
合

１
協

議
会

に
つ

き
5
,
0
0
0
千

円

イ
合

併
協

議
会

等
を

構
成

す
る

市
町

村
の

数
が

２
の

場
合

１
協

議
会

に
つ

き
3
,
0
0
0
千

円
。

た
だ

し
、

当
該

協
議

会
に

新
た

に
市

町
村

が
加

わ
っ

た
と

き
は

、

2
,
0
0
0
千

円
を

追
加

し
て

交
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
前

項
第

２
号

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

交
付

金
の

限
度

額
は

交
付

対
象

経
費

の
総

額
以

下
と

す
る

。

（
交

付
金

の
交

付
申

請
）

第
５

条
第

２
条

に
掲

げ
る

団
体

で
交

付
事

業
を

実
施

し
よ

う
と

す
る

者
（

以
下

「
交

付
事

業
者

」
と

い

う
。

）
は

、
様

式
第

１
号

に
よ

る
申

請
書

（
以

下
「

申
請

」
と

い
う

。
）

を
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。

（
交

付
金

の
交

付
決

定
等

）

第
６

条
知

事
は

、
前

条
の

申
請

が
あ

っ
た

場
合

は
当

該
申

請
に

係
る

書
類

を
審

査
し

、
適

当
で

あ
る

と
認

め

た
と

き
は

速
や

か
に

交
付

金
の

交
付

を
決

定
し

、
交

付
事

業
者

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
の

通
知

を
受

け
た

交
付

事
業

者
は

、
交

付
金

の
支

払
を

受
け

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
様

式
第

３
号

に

よ
る

請
求

書
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
知

事
は

、
前

項
の

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、

交
付

額
の

全
部

に
つ

い
て

概
算

払
す

る
も

の
と

す
る

。
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福岡県市町村合併推進特例交付金の概要

交付対象 平成 17年３月までに合併した市町村（政令市を含む合併を除く。）
団 体 ただし、合併前交付は合併議決した合併関係市町村(合併重点支援地域のみ )

合併前：合併後の速やかな行政サービスを提供するために必要な事業
（合併議決日から合併日の前日まで）

交付対象事業

(交付時期) 合併後：市町村建設計画等に基づいて実施する事業
(合併日の属する年度及びこれに続く10年間)

各交付対象事業の総事業費

交付対象経費 報償費、旅費、需用費 、役務費、委託料、 交付対象外経費

使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費、
公有財産購入費、負担金補助及び交付金 職員給など人件費等

財源構成上の控除財源：国庫支出金、県支出金、 一 般 一 般
地方債、その他特定財源 財 源 財 源

ａ：単年度交付限度額 ｂ：各年度の交付事業における交付金充当額の和

①基本額：５億円＋ 交 付 金
１億円×(市町村数－２) 充 当 額 (交付事業例)

÷４ ○基幹系電算統合事業
②増加人口加算額 ※１ ＝ａ ｂ ○県道整備事業（負担金）

区分に応じ１～５億円 ○庁舎・支所改修事業
○新市記念イベント事業

各交付年度の交付額：ａ≧ｂの場合はｂ

（原則） ａ＜ｂの場合はａ

○交付金の交付限度額の特例
(1) 全体の交付限度額の特例

当該地域の特殊な事情等により特別の配慮が必要と認められる場合に、全体の

交付限度額（＝①基本額＋②増加人口加算額）にさらに特別加算 注２の額を交付す
ることができる。

(2) 単年度の交付限度額の特例
財政需要の面で特に緊急性の高い交付申請年度に集中して交付金を配分する必

要がある場合に、単年度交付限度額を超える必要額を交付することができる。
ａ＜ｂの場合でも、ｂとする。

注１増加人口加算額（２団体合併を除く。）
増 加 人 口 加 算 限 度 額

１ ～ ３ 万 人 未 満 １ 億 円
３ ～ ５ 万 人 未 満 ２ 億 円
５ ～ 10万 人 未 満 ３ 億 円

10万 人 以 上 ５ 億 円
増加人口＝合併後人口－関係市町村の最大人口

注２特別加算：１市町村につき５千万円を限度に特別に加算することができる。ただし、２
団体合併の場合は、１合併につき５千万円を限度とする。
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  ３
 
交
付
金
は
、

交
付
事
業
が
実
施
さ
れ
る
期
間
に
お
い
て
年
度
毎
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

交
付
し
た
額
の

累
計
額
が
前
２
項
に
規
定
す
る
限
度
額
に
到
達
す
る
年
度
ま
で
と
す
る
。
 

４
 
各
年
度
に
お

い
て
交
付
す
る
交
付
金
の
額
は
、
各
年
度
の
交
付
事
業
の
交
付
対
象
経
費
（
当
該
額
に
充

当
す
る
国
庫
支

出
金
、
県
支
出
金
、
地
方
債
、
そ
の
他
特
定
財
源
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
交
付
対
象

経
費
か
ら
当
該

特
定
財
源
を
控
除
し
た
額
と
し
、
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た

額
と
す
る
。
）

の
額
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
総
額
の

限
度
額
を
４
で

除
し
た
額
（
以
下
「
単
年
度
交
付
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
は
、
こ
の
額
を

も
っ
て
交
付
金

の
額
と
す
る
。
 

 
 （
交
付
金
の
交

付
限
度
額
の
特
例
措
置
）
 

第
５
条
 
前
条
第

1
項
及
び
第

2
項
に
規
定
す
る
交
付
限
度
額
以
上
に
、
さ
ら
に
当
該
地
域
の
特
殊
な
事
情

等
に
よ
り
特
別

の
配
慮
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
別
加
算
と
し
て
１
市
町
村
に
つ
き
５
千
万

円
を
限
度
に
特

別
に
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
２
団
体
合
併
の
場
合
は
、
１
合
併
に
つ
き
５

千
万
円
を
限
度

と
す
る
。
 

２
 
前
条
第
４
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
交
付
申
請
年
度
に
お
い
て
単
年
度
交
付
限
度
額
を
超
え
る
財

政
需
要
が
あ
り

、
特
に
緊
急
性
の
高
い
場
合
は
、
そ
の
額
を
超
え
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  
（
交
付
金
の
交

付
申
請
）
 

第
６
条
 
第
２
条

に
掲
げ
る
市
町
村
で
交
付
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
交
付
事
業
者
」
と
い
う
。

）
は
、
様
式
第

1
号
に
よ
る
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  
（
交
付
金
の
交

付
決
定
等
）
 

第
７
条
 
知
事
は

、
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
当
該
申
請
に
係
る
書
類
を
審
査
し
、
適
当
で
あ
る
と
認

め
た
と
き
は
、

予
算
の
範
囲
内
で
速
や
か
に
交
付
金
の
交
付
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
交
付
事
業
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す

る
。
 

 

（
交
付
事
業
の

内
容
変
更
等
）
 

第
８
条
 
交
付
事

業
者
は
、
交
付
金
の
交
付
決
定
通
知
を
受
け
た
後
、
交
付
事
業
の
内
容
の
変
更
若
し
く
は

交
付
事
業
に
要

す
る
経
費
の
配
分
を
変
更
し
、
又
は
交
付
事
業
を
中
止
し
、
若
し
く
は
廃
止
し
よ
う
と
す

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
様

式
第

２
号

に
よ

る
変

更
（

中
止

・
廃

止
）

承
認

申
請

書
を

知
事

に
提

出
し

、

そ
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

各
交

付
対

象
事

業
に

係
る

交
付

対
象

経
費

の
額

の

3
0
％
を
超
え
な

い
額
の
変
更
そ
の
他
事
業
の
執
行
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
程
度
の
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
。
 

  
（
状
況
報
告
）

 

第
９
条
 
知
事
は

、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
事
業
者
に
交
付
事
業
の
遂
行
状
況
に
関
し
報
告

を
求
め
、
又
は

関
係
書
類
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  
（
実
績
報
告
）

 

第
1
0
条
 
交
付
事

業
者
は
、
交
付
事
業
が
完
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

3
0
日
を
経
過
し
た
日
又
は
交
付
金

の
交
付
決
定
の

あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
４
月

1
0
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
に
、
様
式

  

福
岡
県
市
町
村
合
併
推
進
特
例
交
付
金
交

付
要

綱
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１

条
 
知

事
は

、
市

町
村

の
合

併
（

市
町

村
の

合
併

の
特

例
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

4
0

年
法

律
第

６
号

。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
合

併
を

い
う

。
以

下
「

合
併

」
と

い
う

。

）
に
伴
い
発
生
す
る

緊
急
の
財
政
需
要
に
つ
い
て
、
合
併
市
町
村

（
法

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す

る
合

併

市
町
村
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
負
担
を
軽
減
す
る
と
と
も
に

、
合

併
後

の
一

体
的

な
ま

ち
づ

く
り

等

を
支
援
す
る
た
め
、

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
福
岡
県
市
町
村
合

併
推

進
特

例
交

付
金

（
以

下
「

交
付

金

」
と
い
う
。
）
を
交

付
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
交
付
に
つ
い
て
は

、
福

岡
県

補
助

金
等

交
付

規
則

（
昭

和

3
3
年
福
岡
県
規
則
第
５
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

要
綱

の
定

め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

  
（
交
付
対
象
市
町
村

）
 

第
２
条
 
交
付
金
の
交
付
の
対
象
市
町
村
は
、
平
成

1
7
年
３
月
ま

で
に

合
併

し
た

市
町

村
（

地
方

自
治

法

第
2
5
2
条
の

1
9
第
１
項
の
指
定
都
市
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（

昭
和

3
1
年

政
令

第
2
5
4
号

）
で

指
定

す

る
市
を
含
む
合
併
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
 

  
（
交
付
対
象
事
業
及

び
交
付
対
象
経
費
）
 

第
３
条
 
交
付
金
の
交

付
の
対
象
と
な
る
事
業
（
以
下
「
交
付
事
業

」
と

い
う

。
）

は
、

合
併

日
の

属
す

る

年
度
及
び
こ
れ
に
続

く
1
0
年
度
ま
で
の
間
に
、
法
第
５
条
第
１

項
に

規
定

す
る

市
町

村
建

設
計

画
等

に

基
づ
い
て
実
施
す
る

事
業
と
す
る
。
 

２
 

交
付

金
の

交
付

対
象

経
費

は
、

交
付

事
業

に
要

す
る

総
事

業
費

の
う

ち
、

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

 
、

役
務
費
、
委
託
料
、

使
用
料
及
び
賃
借
料
、
工
事
請
負
費
、
備
品

購
入

費
、

公
有

財
産

購
入

費
、

負
担

金

補
助
及
び
交
付
金
と

し
て
支
出
す
る
経
費
と
す
る
。
 

  
（
交
付
金
の
限
度
額

）
 

第
４
条
 
交
付
の
期
間

を
通
じ
た
交
付
金
の
総
額
は
、
合
併
１
件
に

つ
き

５
億

円
を

限
度

額
と

す
る

。
た

だ
 

し
、
合
併
関
係
市
町

村
（
法
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
合
併
関

係
市

町
村

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の

数
が
２
を
超
え
る
場

合
に
は
、
５
億
円
に
そ
の
超
え
る
数
が
１
を

増
す

ご
と

に
１

億
円

を
加

え
た

額
と

す

る
。
 

２
 
前
項
に
定
め
る
額

(
以
下
「
基
本
額
」
と
い
う
。
)
を
超
え
る
財
政

需
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

、
か

つ
、

合
併
関
係
市
町
村
の

数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
、
増
加
人
口
（

合
併

関
係

市
町

村
の

人
口

（
合

併
議

決

日
に
お
い
て
官
報
で

公
示
さ
れ
た
直
近
の
国
勢
調
査
に
よ
る
当
該

市
町

村
の

人
口

。
以

下
同

じ
。

）
の

合

計
か
ら
人
口
の
最
も

多
い
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
を
差
し
引
い

た
も

の
と

す
る

。
）

別
の

次
表

の
額

を

限
度
と
し
て
加
算
す

る
。
 

増
加
人
口
 

加
算
限
度
額

 
 
１
～
３
万
人
未
満
 

 
 
３
～
５
万
人
未
満
 

 
 
５
～
1
0
万
人
未
満
 

 
 
1
0
万
人

以
上
 

 
 
１
億
円
 

 
 
２
億
円
 

 
 
３
億
円
 

 
 
５
億
円
 

− 242 − − 243 −



  

第
３
号
に
よ
る
実
績
報
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

  
（
交
付
金
の
額
の
確
定
）
 

第
1
1
条
 
知
事
は
、
交
付
事
業
者
か
ら
前
条
の
実
績
報
告
書
が
提
出

さ
れ

た
と

き
は

、
規

則
第

1
4
条

の
規

定
に
よ
り
、
交
付
金
の
額
の
確
定
を
行
い
、
交
付
事
業
者
に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
交
付
金
の
交
付
）
 

第
1
2
条
 
交
付
金
は
、
当
該
年
度
の
交
付
事
業
が
完
了
し
た
後
に
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
書
類
の
提
出
部
数
）
 

第
1
3
条
 
規
則
及
び
こ
の
要
綱
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書

類
の

部
数

は
、

正
本

１
部

と
す

る
。

 

 

（
再
合
併
の
取
扱
い
）
 

第
1
4
条
 
合
併
市
町
村
が
こ
の
交
付
金
の
交
付
期
間
中
に
新
た
に
他

の
市

町
村

と
合

併
し

た
場

合
（

以
下

「
再
合
併
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
既
に
交
付
金
の
交
付

対
象

と
な

っ
た

合
併

と
再

合
併

を
合

わ
せ

て
１
件
の
合
併
と
み
な
し
て
、
本
要
綱
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

 

 
（
合
併
前
交
付
の
特
例
）
 

第
1
5
条
 
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
合
併
関
係
市
町

村
（

知
事

が
合

併
重

点
支

援
地

域
に

指
定
し
た
市
町
村
に
限
る
。
）
が
合
併
議
決
日
か
ら
合
併
日
ま

で
に

、
合

併
後

の
速

や
か

な
行

政
サ

ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当

該
事

業
を

交
付

対
象

事
業

と
し

て
交

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
要
綱
中
「

合
併

市
町

村
」

と
あ

る
の

は
「

合
併

関
係

市
町
村
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
関
係
市
町
村
が
交
付
金
の
交
付
を

受
け

て
合

併
し

た
場

合
、

本
要

綱
に

お
け

る
合
併
関
係
市
町
村
の
地
位
を
合
併
市
町
村
が
承
継
す
る
も
の

と
す

る
。

 

  
（
雑
則
）
 

第
1
6
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
知
事

が
別

に
定

め
る

。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
平
成

1
5
年
２
月

1
7
日
か
ら
施
行
し
、
平

成
1
4
年

度
の

事
業

か
ら

適
用

す
る

。
 

  
（
失
効
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
は
、
平
成

1
7
年
３
月

3
1
日
限
り
、
そ
の
効
力

を
失

う
。

た
だ

し
、

同
日

ま
で

に
行

わ

れ
た
合
併
に
つ
い
て
は
、
同
日
後
も
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

こ
の
要
綱
は
、
平
成

2
0
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

− 242 − − 243 −



  

増
加
人
口
 

加
算
限
度
額

 
 
１

～
３
万
人
未
満
 

 
 
３

～
５
万
人
未
満
 

 
 
５

～
1
0
万
人
未
満
 

 
 
1
0
万
人
以
上
 

 
 
１
億
円
 

 
 
２
億
円
 

 
 
３
億
円
 

 
 
５
億
円
 

３
 
交

付
金

は
、

交
付
事
業
が
実
施
さ
れ
る
期
間
に
お
い
て
年
度
毎
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

交
付

し
た

額
の

累
計
額
が
前
２
項
に
規
定
す
る
限
度
額
に
到
達
す
る
年
度
ま
で
と
す
る
。
 

４
 
各

年
度

に
お

い
て
交
付
す
る
交
付
金
の
額
は
、
各
年
度
の
交
付
事
業
の
交
付
対
象
経
費
（
当
該
額
に
充

当
す

る
国

庫
支

出
金
、
県
支
出
金
、
地
方
債
、
そ
の
他
特
定
財
源
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
交
付
対
象

経
費

か
ら

当
該

特
定
財
源
を
控
除
し
た
額
と
し
、
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た

額
と

す
る

。
）

の
額
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の

交
付

総
額

の
限

度
額

を
５

で
除

し
た

額
（

以
下

「
単

年
度

交
付

限
度

額
」

と
い

う
。

）
を

超
え

る
場

合
は

、

こ
の

額
を

も
っ

て
交
付
金
の
額
と
す
る
。
 

 
 （

交
付

金
の

交
付

限
度
額
の
特
例
措
置
）
 

第
５

条
 
前

条
第

４
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
交
付
申
請
年
度
に
お
い
て
単
年
度
交
付
限
度
額
を
超
え

る
財

政
需

要
が

あ
り
、
特
に
緊
急
性
の
高
い
場
合
は
、
そ
の
額
を
超
え
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  
（

交
付

金
の

交
付
申
請
）
 

第
６

条
 
第

２
条

に
掲
げ
る
市
町
村
で
交
付
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
交
付
事
業
者
」
と
い
う
。

）
は

、
様

式
第

1
号
に
よ
る
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  
（

交
付

金
の

交
付
決
定
等
）
 

第
７

条
 
知

事
は

、
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
当
該
申
請
に
係
る
書
類
を
審
査
し
、
適
当
で
あ
る
と
認

め
た

と
き

は
、

予
算
の
範
囲
内
で
速
や
か
に
交
付
金
の
交
付
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
交
付
事
業
者
に
通
知

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 

（
交

付
事

業
の

内
容
変
更
等
）
 

第
８

条
 
交

付
事

業
者
は
、
交
付
金
の
交
付
決
定
通
知
を
受
け
た
後
、
交
付
事
業
の
内
容
の
変
更
若
し
く
は

交
付

事
業

に
要

す
る
経
費
の
配
分
を
変
更
し
、
又
は
交
付
事
業
を
中
止
し
、
若
し
く
は
廃
止
し
よ
う
と
す

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
様

式
第

２
号

に
よ

る
変

更
（

中
止

・
廃

止
）

承
認

申
請

書
を

知
事

に
提

出
し

、

そ
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

各
交

付
対

象
事

業
に

係
る

交
付

対
象

経
費

の
額

の

3
0
％

を
超

え
な

い
額
の
変
更
そ
の
他
事
業
の
執
行
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
程
度
の
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て

は
、

こ
の

限
り

で
は
な
い
。
 

  
（

状
況

報
告

）
 

第
９

条
 
知

事
は

、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
事
業
者
に
交
付
事
業
の
遂
行
状
況
に
関
し
報
告

を
求

め
、

又
は

関
係
書
類
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  
（

実
績

報
告

）
 

第
1
0
条

 
交

付
事

業
者
は
、
交
付
事
業
が
完
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
3
0
日
を
経
過
し
た
日
又
は
交
付
金
の

交
付

決
定

の
あ

っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
４
月
1
0
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
に
、
様
式
第
３

  

市
町
村
の
合
併

の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
経
過
措
置
が
適
用

さ
れ

る
合

併
市

町
村

に
係

る

福
岡
県
市
町
村

合
併
推
進
特
例
交
付
金
交
付
要
綱
 

 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
知
事
は
、
市
町
村
の
合
併
（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

4
0
年

法
律

第
６

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
合

併
を

い
う

。
以

下
「

合
併

」
と

い
う

。

）
に
伴
い
発
生
す
る

緊
急
の
財
政
需
要
に
つ
い
て
、
合
併
市
町

村
（

法
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

合
併

市
町
村
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
負
担
を
軽
減
す
る
と
と
も

に
、

合
併

後
の

一
体

的
な

ま
ち

づ
く

り
等

を
支
援
す
る
た
め
、

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
福
岡
県
市
町
村

合
併

推
進

特
例

交
付

金
（

以
下

「
交

付
金

」
と
い
う
。
）
を
交

付
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
交
付
に
つ
い
て

は
、

福
岡

県
補

助
金

等
交

付
規

則
（

昭
和

3
3
年
福
岡
県
規
則
第

５
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

要
綱

の
定

め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

  
（
交
付
対
象
市
町
村
）
 

第
２
条
 
交
付
金
の
交

付
の
対
象
市
町
村
は
、
平
成
1
7
年
３
月
3
1
日

ま
で

に
地

方
自

治
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号
）
第
７
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を

行
い

、
平

成
1
7
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

1
8

年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
合
併
し
た
市
町
村
と
す
る
。
 

  
（
交
付
対
象
事
業
及
び
交
付
対
象
経
費
）
 

第
３
条
 
交
付
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
（
以
下
「
交
付
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
合

併
が

行
わ

れ
た

日
（
以
下
「
合
併
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
及
び
こ
れ

に
続

く
1
0
年

度
ま

で
の

間
に

、
法

第
５

条

第
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
建
設
計
画
等
に
基
づ
い
て
実
施
す

る
事

業
と

す
る

。
 

２
 
交
付
金
の
交
付
対
象
経
費
は
、
交
付
事
業
に
要
す
る
総
事
業

費
の

う
ち

、
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
、

役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
、
工
事
請
負
費
、
備

品
購

入
費

、
公

有
財

産
購

入
費

、
負

担
金

補
助
及
び
交
付
金
と
し
て
支
出
す
る
経
費
と
す
る
。
 

  
（
交
付
金
の
限
度
額
）
 

第
４
条
 
交
付
の
期
間
を
通
じ
た
交
付
金
の
総
額
は
、
合
併
１
件

に
つ

き
５

億
円

を
限

度
額

と
す

る
。

た
だ

 

し
、
合
併
関
係
市
町
村
（
法
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
合
併

関
係

市
町

村
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
、
５
億
円
に
そ
の
超
え
る
数
が
１

を
増

す
ご

と
に

１
億

円
を

加
え

た
額

と
す

る
。
 

２
 
前
項
に
定
め
る
額
(
以
下
「
基
本
額
」
と
い
う
。
)
を
超
え
る
財

政
需

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
、

か
つ

、

合
併
関
係
市
町
村
の
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
、
増
加
人
口

（
合

併
関

係
市

町
村

の
人

口
（

合
併

議
決

日
に
お
い
て
官
報
で
公
示
さ
れ
た
直
近
の
国
勢
調
査
に
よ
る
当

該
市

町
村

の
人

口
。

以
下

同
じ

。
）

を
集

計
し
た
も
の
か
ら
人
口
の
最
も
多
い
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口

を
差

し
引

い
た

も
の

と
す

る
。

）
別

の
次

表
の
額
を
限
度
と
し
て
加
算
す
る
。
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号
に
よ
る
実
績
報
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
 

  
（
交
付
金
の
額
の
確
定
）
 

第
1
1
条
 
知
事
は
、
交
付
事
業
者
か
ら
前
条
の
実
績
報
告
書
が
提

出
さ

れ
た

と
き

は
、

規
則

第
1
4
条

の
規

定

に
よ
り
、
交
付
金
の
額
の
確
定
を
行
い
、
交
付
事
業
者
に
通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
交
付
金
の
交
付
）
 

第
1
2
条
 
交
付
金
は
、
当
該
年
度
の
交
付
事
業
が
完
了
し
た
後
に

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
書
類
の
提
出
部
数
）
 

第
1
3
条
 
規
則
及
び
こ
の
要
綱
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る

書
類

の
部

数
は

、
正

本
１

部
と

す
る

。
 

 

（
再
合
併
の
取
扱
い
）
 

第
1
4
条
 
合
併
市
町
村
が
こ
の
交
付
金
の
交
付
期
間
中
に
新
た
に

他
の

市
町

村
と

合
併

し
た

場
合

（
以

下
「

再
合
併
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
既
に
交
付
金
の
交
付
対

象
と

な
っ

た
合

併
と

再
合

併
を

合
わ

せ
て

１
件
の
合
併
と
み
な
し
て
、
本
要
綱
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

 

 
（
合
併
前
交
付
の
特
例
）
 

第
1
5
条
 
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
合
併
関
係
市

町
村

（
知

事
が

合
併

重
点

支
援

地
域

に
指

定
し
た
市
町
村
に
限
る
。
）
が
合
併
議
決
日
か
ら
合
併
日
ま
で

に
、

合
併

後
の

速
や

か
な

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該

事
業

を
交

付
対

象
事

業
と

し
て

交
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
要
綱
中
「
合

併
市

町
村

」
と

あ
る

の
は

「
合

併
関

係
市

町
村
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
交
付
対
象
事
業
を
実
施
す
る
合
併
関
係
市

町
村

が
合

併
し

た
場

合
、

本
要

綱
に

お
け

る
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
地
位
を
合
併
市
町
村
が
承
継
す
る

も
の

と
す

る
。

 

  
（
雑
則
）
 

第
1
6
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
知

事
が

別
に

定
め

る
。

 

  
 
 
附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
平
成
1
7
年
５
月
2
4
日
か
ら
施
行
し
、
平

成
1
7
年

度
の

事
業

か
ら

適
用

す
る

。
 

  
（
失
効
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
は
、
平
成
1
8
年
３
月
3
1
日
限
り
、
そ
の
効
力

を
失

う
。

た
だ

し
、

同
日

ま
で

に
行

わ
れ

た
合
併
に
つ
い
て
は
、
同
日
後
も
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

 

  
 
 
附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
2
0
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（

施
行

期
日

）
 

１
 
こ

の
要

綱
は
、
平
成

1
3
年
６
月
５
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
（

福
岡

県
市

町
村
合
併
支
援
連
絡
会
議
設
置
要
綱
等
の
廃
止
）
 

２
 
 
福

岡
県

市
町
村
合
併
支
援
連
絡
会
議
設
置
要
綱
（
平
成

1
3
年
１
月

3
1
日
施
行
）
及
び
福
岡
県
市
町
村

 
合

併
支

援
連

絡
会
議
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
設
置
要
綱
（
平
成

1
3
年
２
月
９
日
施
行
）
は
、
廃
止
す
る
。
 

  
 

 
附

 
則

 
 
 
（

施
行

期
日

）
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平
成

1
4
年
５
月

2
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 

 
附

 
則

 
 
 
（

施
行

期
日

）
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平
成

1
5
年
５
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 

 
附

 
則

 
 
 
（

施
行

期
日

）
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平
成

1
8
年
４
月
６
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 

 
附

 
則

 
 
 
（

施
行

期
日

）
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平
成

1
8
年
６
月
９
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 

 
附

 
則

 
 
 
（

施
行

期
日

）
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平
成

2
0
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 

 
附

 
則

 
 
 
（

施
行

期
日

）
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平
成

2
2
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
別

表
１

（
第

３
条
関
係
）
 

教
育
長
 

警
察

本
部
長

 
総

務
部
長

 
企

画
・
地

域
振

興
部
長

 
新

社
会
推

進
部

長
 

保
健
医
療

介
護

部
長
 

福
祉

労
働
部

長
 

環
境
部

長
 

商
工
部

長
 

農
林
水

産
部

長
 
県

土
整

備
部
長

 
 

建
築
都
市

部
長
 

  
別

表
２

（
第

４
条
関
係
）
 

総
務
部
行

政
経

営
企
画

課
長

 
 
企
画

・
地

域
振
興

部
総

合
政
策

課
長
 

企
画
・
地

域
振

興
部
市

町
村

支
援
課

長
 

新
社
会
推

進
部

社
会
活

動
推

進
課
長

 
保

健
医
療

介
護

部
保
健

医
療

介
護
総

務
課

長
 

福
祉
労
働

部
福

祉
総
務

課
長

 
環
境

部
環

境
政
策

課
長

 
商
工

部
商

工
政
策

課
長
 

農
林
水
産

部
農

林
水
産

政
策

課
長
 

県
土

整
備
部

企
画

交
通
課

長
 

建
築
都

市
部

建
築
都

市
総

務
課
長
 

教
育
庁
教

育
企

画
部
企

画
調

整
課
長

 
 
警

察
本
部

総
務

部
総
務

課
長

 
警
察

本
部

警
務
部

警
務

課
長
 

福
岡
県
市
町
村
合
併
支
援
本
部
設
置

要
綱

 

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
市
町
村
の
自
主
的
な
合
併
の
円
滑
化
を
図
り
、
合
併
に
向

け
た

取
組

へ
の

支
援

等
を

総
合

的
か

 

つ
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
福
岡
県
市
町
村
合
併
支
援
本
部
（

以
下

「
支

援
本

部
」

と
い

う
。

）
を

 

設
置
す
る
。
 

  
（
所
掌
事
務
）
 

第
２
条
 
支
援
本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
所
掌
す
る
。
 

(
1
)
 
市
町
村
合
併
の
支
援
方
策
に
係
る
企
画
、
立
案
に
関
す
る
こ

と
。

 

 
(
2
)
 
合
併
市
町
村
に
係
る
総
合
的
支
援
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(
3
)
 
そ
の
他
市
町
村
合
併
の
円
滑
化
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
組
織
）
 

第
３
条
 
支
援
本
部
は
、
本
部
長
、
副
本
部
長
及
び
本
部
員
を
も
っ

て
構

成
す

る
。

 

２
 
本
部
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
支
援
本
部
を
代
表
す
る
。
 

３
 
副
本
部
長
は
、
本
部
長
を
補
佐
し
、
本
部
長
に
事
故
が
あ
っ
た

と
き

は
、

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

 

４
 
本
部
長
は
知
事
を
、
副
本
部
長
は
企
画
・
地
域
振
興
部
（
市
町

村
支

援
課

）
を

担
当

す
る

副
知

事
を

、

 
本
部
員
は
別
表
１
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

  
（
幹
事
会
）
 

第
４
条
 
支
援
本
部
に
支
援
本
部
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
幹
事

会
を

置
く

。
 

２
 
幹
事
会
は
、
幹
事
長
、
副
幹
事
長
及
び
幹
事
を
も
っ
て
構
成
す

る
。

 

３
 
幹
事
長
は
、
幹
事
会
議
を
招
集
し
、
こ
れ
を
主
宰
す
る
。
 

４
 
副
幹
事
長
は
、
幹
事
長
を
補
佐
す
る
。
 

５
 
幹
事
長
は
企
画
・
地
域
振
興
部
長
を
、
副
幹
事
長
は
企
画
・
地

域
振

興
部

次
長

を
、

幹
事

は
、

別
表

 

２
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

  
（
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
）
 

第
５
条
 
幹
事
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

  
（
庶
務
）
 

第
６
条
 
支
援
本
部
の
庶
務
は
、
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援

課
に

お
い

て
処

理
す

る
。

 

  
（
補
則
）
 

第
７
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
本
部
の
運
営
に

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

  
 
 
附
 
則
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別
表

（
第

３
条

関
係

）
 

 
 
 
 
 
 

所
 

 
 

 
 

 
属

 
職

 
名

 
企

画
・

地
域

振
興

部
市

町
村

支
援

課
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

〃
 

課
長

補
佐

 
企

画
主

幹
 

総
務

部
行

政
経

営
企

画
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

企
画

・
地

域
振

興
部

総
合

政
策

課
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

新
社

会
推

進
部

社
会

活
動

推
進

課
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

保
健

医
療

介
護

部
保

健
医

療
介

護
総

務
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

福
祉

労
働

部
福

祉
総

務
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

環
境

部
環

境
政

策
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

商
工

部
商

工
政

策
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

農
林

水
産

部
農

林
水

産
政

策
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土

整
備

部
企

画
交

通
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
築

都
市

部
建

築
都

市
総

務
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教
育

庁
教

育
企

画
部

企
画

調
整

課
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

警
察

本
部

警
務

部
警

務
課

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
企

画
主

幹
又

は
 

 
こ

れ
に

相
当

す
る

 
職

の
職

員
 

 
 

 
（

各
１

名
）

 
       

 

福
岡

県
市

町
村

合
併

支
援

連
絡

調
整

会
議

設
置

要
綱

 
  

（
設

置
）

 
第

１
条

 
県

内
市

町
村

に
お

け
る

合
併

の
取

組
へ

の
支

援
が

円
滑

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

に
、

県
各

部
各

課
間

の
連

絡
調

整
を

行
う

組
織

と
し

て
、

福
岡

県
合

併
支

援
本

部
設

置
要

綱
第

５
条

の
規

定
に

基
づ

き
福

岡
県

市
町

村
合

併
支

援
連

絡
調

整
会

議
（

以
下
「

連
絡

調
整

会
議

」
と

い
う

。
）
を

設
置

す
る

。
 

  
（

所
掌

事
務

）
 

第
２

条
 

連
絡

調
整

会
議

の
所

掌
事

務
は

、
以

下
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

 
 

(
1
)
 
市

町
村

の
合

併
の

特
例

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
6
年

法
律

第
5
9
号

）
第

６
条

第
３

項
に

規
定

す
る

合
併

市
町

村
基

本
計

画
の

作
成

又
は

変
更

に
係

る
協

議
及

び
市

町
村

の
合

併
の

特
例

に
関

す
る

法
律
（

昭
和

4
0
年

法
律

第
６

号
）
第

５
条

第
３

項
に

規
定

す
る

市
町

村
建

設
計

画
の

変
更

に
係

る
協

議
に

お
け

る
内

容
の

調
整

 
 

(
2
)
 
合

併
に

関
す

る
各

種
相

談
へ

の
対

応
そ

の
他

市
町

村
合

併
支

援
に

つ
い

て
の

連
絡

調
整

 
  

（
組

織
）

 
第

３
条

 
連

絡
調

整
会

議
は

、
別

表
の

所
属

欄
に

掲
げ

る
課

の
職

名
欄

に
掲

げ
る

職
の

職
員

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
 

２
 

連
絡

調
整

会
議

に
総

括
者

及
び

副
総

括
者

を
置

き
、

そ
れ

ぞ
れ

市
町

村
支

援
課

の
構

成
員

を
も

っ
て

充
て

る
。

 
  

（
会

議
）

 
第

４
条

 
連

絡
調

整
会

議
は

、
総

括
者

が
招

集
し

、
こ

れ
を

主
宰

す
る

。
 

 
２

 
会

長
に

事
故

が
あ

る
場

合
は

、
副

総
括

者
が

そ
の

職
務

を
代

行
す

る
。

 
  

（
専

門
部

会
）

 
第

５
条

 
連

絡
調

整
会

議
は

、
必

要
に

応
じ

て
、

所
掌

事
務

の
一

部
に

つ
い

て
協

議
す

る
た

め
の

専
門

部
会

を
設

置
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
  

（
庶

務
）

 
第

６
条

 
連

絡
調

整
会

議
の

庶
務

は
、

企
画

・
地

域
振

興
部

市
町

村
支

援
課

に
お

い
て

処
理

す
る

。
 

  
（

補
則

）
 

第
７

条
 

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

連
絡

調
整

会
議

の
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
総

括
者

が
別

に
定

め
る

。
 

  
 

 
附

 
則

 
 

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
5
年

８
月

８
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 
 

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
7
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 
 

こ
の

要
綱

は
、

平
成

1
8
年

４
月

６
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 
 

こ
の

要
綱

は
、

平
成

2
0
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 
 

こ
の

要
綱

は
、

平
成

2
2
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平

成
2
3
年

５
月

1
2
日

か
ら

施
行

す
る

 
        

− 246 − − 247 −



 

市町村合併支援本部等の開催状況 
 

 合併支援本部  合併支援本部幹事会 連絡調整会議  
13 H13.6.5 

H14.1.29 

第１回会議 

第２回会議 

H13.9.20 

H14.1.28 

第１回会議 

第２回会議 

  

14   H14.5.27 

H14.11.19

第３回会議 

第４回会議 

  

15  

 

 

H15.11.14 

 

H16.1.19 

H16.3.25 

 

 

 

第３回会議 

 

第４回会議 

第５回会議 

  H15.8.27 

H15.9.23 

H15.10.23 

H15.11.10 

H15.11.28 

H16.1.7 

H16.2.24 

第１回会議 

第２回会議 

第３回会議 

第４回会議 

第５回会議 

第６回会議 

第７回会議 

  

16 H16.4.13 

H16.5.27 

H16.7.28 

H16.9.2 

H16.10.14 

H16.11.29 

H16.12.22 

H17.1.20 

H17.2.23 

第６回会議 

第７回会議 

第８回会議 

第９回会議 

第10回会議 

第11回会議 

第12回会議 

第13回会議 

第14回会議 

  H16.4.8 

H16.5.21 

H16.7.22 

H16.8.27 

H16.10.12 

H16.11.25 

H16.12.17 

H17.1.18 

H17.2.18 

H17.3.28 

第８回会議 

第９回会議 

第10回会議 

第11回会議 

第12回会議 

第13回会議 

第14回会議 

第15回会議 

第16回会議 

第17回会議 

  

17 H17.6.6 

 

 

H17.12.1 

 

第15回会議 

 

 

第16回会議 

  H17.4.19 

H17.9.14 

H17.10.12 

H17.11.28 

H18.1.16 

H18.1.26 

第18回会議 

第19回会議 

第20回会議 

第21回会議 

第22回会議 

第23回会議 

  

18 H18.7.31 第17回会議 H18.7.20 第５回会議 H18.4.21 第24回会議 

19  

H20.2.7 

 

 

第18回会議 

  H19.12.13 

H20.2.1 

H20.3.12 

第25回会議 

第26回会議 

第27回会議 

20     H20.5.20 

H20.6.30 

H20.9.4 

第28回会議 

第29回会議 

第30回会議 
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４ 合併新法下での福岡県の取組関係 
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福岡県市町村合併推進審議会条例 

平成17年７月４日 

福岡県条例第45号 

 

 （設置） 

第１条 市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第60条第１項の

規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、福岡県市町村合併推進審議会（

以下「審議会」という。）を置く。 

 （組織） 

第２条 審議会は、８人以内の委員をもって組織する。 

２ 審議会の委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。 

 （委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員

が、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数の者の同意で決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求

めることができる。 

 （補則） 

第６条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

※「福岡県市町村合併推進審議会条例を廃止する条例」（平成22年6月28日福岡県条例

第21号）により廃止 
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(1
) 
開
催
日
時
及
び
場
所
 

(2
) 
出
席
者
及
び
欠
席
者
の
氏
名
 

(3
) 
議
題
及
び
議
事
の
経
過
 

(4
) 
そ
の
他
必
要
な
事
項
 

２
 
会
議
録
は
、
議
事
の
要
点
を
記
録
す
る
も
の
と
し
、
会
長
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 （
会
議
録
等
の
公
開
）
 

第
６
条
 
第
４
条
第
１
項
の
規
定
は
、
会
議
録
及
び
会
議
資
料
の
公
開
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

２
 
会
議
、
会
議
録
又
は
会
議
資
料
の
公
開
・
非
公
開
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
議
の
議
事
の
概
要
（
以
下
「
議
事
概

要
」
と
い
う
。）

を
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
会
議
録
、
会
議
資
料
及
び
議
事
概
要
の
公
開
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等
の
方
法
に
よ
り
行
う
。
 

４
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
す
る
会
議
録
及
び
議
事
概
要
に
お
い
て
は
、発

言
者
の
氏
名
は
明
ら
か
に
し
な
い

も
の
と
す
る
。
 

 

（
補
則
）
 

第
７
条
 
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。 

 

附
 
則
 

こ
の
規
程
は
、
平
成

17
年
８
月

18
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

福
岡
県
市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
運
営
規
程
 

 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
程
は
、
福
岡
県
市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
条
例
（
平
成

17
年
福
岡
県
条
例
第

45
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。）

第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）

の
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
会
議
の
招
集
）
 

第
２
条
 
会
長
は
、
審
議
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。）

を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
会
議
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
会
議
の
議
題
又
は
事
項
を
委
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
会
長
及
び
会
長
職
務
代
理
者
が
と
も
に
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
年
長
の
委
員
が
会
議
を
招
集
す
る
。
 

 

（
委
員
の
欠
席
通
知
）
 

第
３
条
 
委
員
は
、
病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ

の
旨
を
会
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
会
議
の
公
開
）
 

第
４
条
 
会
議
は
、
原
則
と
し
て
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
会
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め

る
と
き
は
、
審
議
会
に
諮
っ
て
会
議
を
公
開
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
情
報
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
 

(2
) 
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

(3
) 
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
調
査
審
議
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
 

(4
) 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
審
議
会
の
公
正
か
つ
円
滑
な
運
営
に

支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

２
 
会
議
の
公
開
は
、
希
望
す
る
者
に
傍
聴
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。
 

３
 
会
議
の
傍
聴
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。
 

 

（
会
議
録
の
作
成
）
 

第
５
条
 
会
議
を
開
い
た
場
合
は
、次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
会
議
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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(
5
)
 
不

体
裁

な
行
為
又
は
他
人
の
迷
惑
と
な
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。
 

(
6
)
 
携

帯
電

話
等
は
、
電
源
を
切
る
か
、
マ
ナ
ー
モ
ー
ド
に
し
て
お
く
こ
と
。
 

(
7
)
 前

各
号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
会
議
の
妨
害
と
な
る
よ
う
な
行
為
を

し
な

い
こ

と
。
 

 

（
録

音
、

録
画
及
び
写
真
撮
影
等
の
禁
止
）
 

第
６

条
 
傍

聴
者
は
、
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
録
音
、
録
画
及
び
写
真
撮
影
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し

、
会

長
の
許
可
を
得
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

（
会

長
の

指
示
）
 

第
７

条
 
傍

聴
者
は
、
す
べ
て
会
長
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
傍

聴
者

の
退
場
）
 

第
８

条
 
傍

聴
者
は
、
運
営
規
程
第
４
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
会
議
を
公
開
し
な
い
決
定
が

あ
っ

た
と

き
は

、
直
ち
に
退
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
違

反
に

対
す

る
措
置
）
 

第
９

条
 
傍

聴
者

が
こ
の
規
程
に
違
反
す
る
と
き
は
、
会
長
は
、
こ
れ
を
制
止
し
、
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い

と
き

は
、

こ
れ

を
退
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
補

則
）

 

第
1
0
条

 
こ

の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
長
は
、
会
議
の
会
場
の
秩
序
を
維
持
し
、
会
議
の
円
滑

な
運

営
を

確
保

す
る
た
め
、
傍
聴
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

附
 
則

 

こ
の

規
程

は
、

平
成

1
7
年
８
月

1
8
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
  

福
岡

県
市

町
村

合
併

推
進

審
議

会
の

会
議

の
傍

聴
に

関
す

る
規

程
 

 

（
趣
旨
）
 

第
１

条
 
こ

の
規

程
は

、
福

岡
県

市
町

村
合

併
推

進
審

議
会

運
営

規
程

（
以

下
「

運
営

規
程

」
と

い
う

。
）

第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
市
町
村
合
併
推
進
審

議
会

（
以

下
「

審
議

会
」

と
い

う
。
）

の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
の
傍
聴
に
関
し
、
必
要
な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
傍
聴
者
の
定
員
）

 

第
２

条
 
会

議
の

傍
聴

者
は

、
報

道
を

業
と

す
る

者
（

以
下

「
報

道
関

係
者

」
と

い
う

。
）

及
び

そ
の

他
の

傍
聴
者
（
以
下
「
一
般
傍
聴
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

２
 
会
議
の
一
般
傍
聴
者
の
定
員
は
、
会
議
の
会
場
の
規
模
に
応
じ

て
、

会
長

が
定

め
る

。
 

 

（
傍
聴
の
手
続
）
 

第
３
条
 
傍
聴
の
受
付
は
、
会
議
開
催
予
定
時
刻
の

3
0
分
前
か
ら

、
会

議
の

会
場

に
お

い
て

行
う

。
た

だ

し
、
一
般
傍
聴
者
に
あ
っ
て
は
、
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
の
数
が

、
一

般
傍

聴
者

の
定

員
に

達
し

次
第

、

受
付
を
終
了
す
る
。
 

２
 
報
道
関
係
者
は
、
報
道
関
係
者
受
付
簿
（
様
式
第
１
号
）
に
報
道

機
関

の
住

所
、
名

称
及

び
傍

聴
し

よ

う
と
す
る
者
の
氏
名
を
、
一
般
傍
聴
者
は
、
一
般
傍
聴
者
受
付
簿
（

様
式

第
２

号
）
に

自
己

の
住

所
及

び

氏
名
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
傍
聴
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
者
）
 

第
４
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
傍
聴
す
る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

(
1
)
 銃

器
、
棒
そ
の
他

人
に
危
害
を
加
え
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

物
を

携
帯

し
て

い
る

者
 

(
2
)
 
張
り
紙
、
ビ
ラ
、
掲
示
板
、
プ
ラ
カ
ー
ド
、
旗
、
の
ぼ
り
、
垂

れ
幕

の
類

を
携

帯
し

て
い

る
者

 

(
3
)
 は

ち
巻
き
、
腕
章

、
た
す
き
、
リ
ボ
ン
、
ゼ
ッ
ケ
ン
、
ヘ
ル

メ
ッ

ト
の

類
を

着
用

し
、

又
は

携
帯

し

て
い
る
者
 

(
4
)
 ラ

ジ
オ
、
拡
声
器

、
無
線
機
、
マ
イ
ク
、
録
音
機
、
写
真
機
、
映

写
機

の
類

を
携

帯
し

て
い

る
者
（

第

６
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
会
長
の
許
可
を
得
た
者
を
除
く

。
）

 

(
5
)
 
笛
、
ラ
ッ
パ
、
太
鼓
そ
の
他
の
楽
器
の
類
を
携
帯
し
て
い
る
者

 

(
6
)
 
酒
気
を
帯
び
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 

(
7
)
 前

各
号
に
掲
げ
る

も
の
の
ほ
か
、
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
人

に
迷

惑
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

認

め
ら
れ
る
者
 

２
 
会
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
傍
聴
者
に
対
し
、
係
員
を
し

て
、
前

項
第

１
号

か
ら

第
５

号
ま

で

に
規
定
す
る
物
品
を

携
帯
し
て
い
る
か
否
か
を
質
問
さ
せ
る
こ
と
が

で
き

る
。

 

３
 
会
長
は
、
前
項
の
質
問
を
受
け
た
者
が
こ
れ
に
応
じ
な
い
と
き
は

、
そ

の
者

の
入

場
を

禁
止

す
る

こ
と

が
で
き
る
。
 

４
 

児
童

及
び

乳
幼

児
は

、
傍

聴
席

に
入

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
た

だ
し

、
会

長
の

許
可

を
得

た
場

合
は

、

こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

（
傍
聴
者
の
守
る
べ

き
事
項
）
 

第
５
条
 
傍
聴
者
は
、
会

議
の
会
場
に
お
い
て
、
静
粛
を
旨
と
し
、
次

の
事

項
を

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
1
)
 
会

議
に

お
け

る
言

論
に

対
し

て
、

拍
手

そ
の

他
の

方
法

に
よ

り
公

然
と

賛
否

を
表

明
し

な
い

こ
と

。
 

(
2
)
 
私
語
、
談
笑
等
会
議
の
妨
害
に
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い

こ
と

。
 

(
3
)
 
飲
食
又
は
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。
 

(
4
)
 
み
だ
り
に
席
を
離
れ
な
い
こ
と
。
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福岡県市町村合併推進審議会委員名簿

川上
かわかみ

　宏二郎
こうじろう （学識経験者）

西南学院大学名誉教授

H17.8.18～H19.8.17
H19.9.6～H21.9.5
H21.9.6～H22.3.31

勢
せい

一
いち

　智子
ともこ （学識経験者）

西南学院大学法学部教授

H17.8.18～H19.8.17
H19.9.6～H21.9.5
H21.9.6～H22.3.31

山﨑
やまさき

　隆
りゅう

治
じ （学識経験者）

元西日本新聞論説委員長

H17.8.18～H19.8.17
H19.9.6～H21.9.5
H21.9.6～H22.3.31

山本
やまもと

　智
とも

子
こ （団体推薦）

弁護士

H17.8.18～H19.8.17

古屋
ふるや

　令枝
よしえ （団体推薦）

弁護士
H19.9.6～H21.9.5
H21.9.6～H22.3.31

谷口
たにぐち

　美香
みか （団体推薦）

公認会計士

H17.8.18～H19.8.17
H19.9.6～H21.9.5
H21.9.6～H22.3.31

松藤
まつふじ

　敏彦
としひこ

（団体推薦）
日本青年会議所九州地区
福岡ブロック協議会会長

H17.8.18～H18.4.18

植村
うえむら

　敏満
としみつ

（団体推薦）
日本青年会議所九州地区
福岡ブロック協議会会長

H18.6.8～H19.3.20

田中
たなか

　郁三
いくぞう

（団体推薦）
日本青年会議所九州地区
福岡ブロック協議会会長

H19.3.20～H19.8.17
H19.9.6～H20.1.8

藤木
ふじき

　智
さとし

（団体推薦）
日本青年会議所九州地区
福岡ブロック協議会会長

H20.1.9～H21.9.5

金光
かねみつ

　功
いさお

（団体推薦）
日本青年会議所九州地区
福岡ブロック協議会会長 H21.10.28～H22.3.31

森本
もりもと

　廣
ひろし

（経済団体）
福岡経済同友会常任幹事
事務局長

H17.8.18～H19.8.17
H19.9.6～H21.9.5
H21.9.6～H22.3.31

在任期間氏　名 職　業　等
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福岡県市町村合併推進審議会の開催状況等 

 

 

○ 市町村の合併の特例等に関する法律（現行法）の施行（平成 17 年 4 月 1 日 ）  

 

■ 第１回審議会（平成 17 年 8 月 18 日） 

・ 審議会の運営方法について 

・ アンケート調査の実施について 

 

■ 第２回審議会（平成 17 年 10 月 19 日） 

・ アンケート調査の結果について 

・ 生活圏域等に関する調査について 

 

■ 第３回審議会（平成 17 年 11 月 30 日） 

・ 合併推進構想に関する答申（案）の方向性について 

 

■ 第４回審議会（平成 18 年 1 月 23 日） 

・ 合併推進構想に関する答申（案）の概要について 

 

■ 第５回審議会（平成 18 年 3 月 23 日） 

・ 合併推進構想に関する答申（案）について 

 

■ 第６回審議会（平成 18 年 3 月 30 日） → 知事への答申 

・ 合併推進構想に関する答申について 

 

○ 福岡県市町村合併推進構想策定（平成 18 年 4 月 2 5日 ）  

 

○ 豊前市及び吉富町への合併協議会設置勧告（平成 19 年 2 月 2 6日 ）  

 

○ 審議会委員改選（２期目）（平成 19 年 9 月 6 日）） 

 

■ 第７回審議会（平成 20 年 1 月 16 日） 

・ 合併推進構想の一部変更について（糸島地区の追加） 

 

○ 審議会委員改選（３期目）（平成 21 年 9 月 6 日）） 

 

■ 第８回審議会（平成 22 年 3 月 29 日） 

・ 福岡県の市町村合併の状況について 

・ 法改正後の取組について 

 

○ 市町村の合併の特例等に関する法律（現行法）の一部改正（平成 22 年 4 月 1 日） 
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-
2
-

○
行
政
運
営
の
効
率
性

・
人
口
千
人
当
た
り
の
職
員
数
は
、
人
口
規
模
の
大
き
い
市
町
村
の
方
が
少
な
く
、
特
に
、
人
口
３

万
～
５
万
未
満
の
市
町
村
は
、
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村
と
比
較
し
て
半
分
以
下
の
職
員
数

２
市
町
村
財
政
の
状
況

合
併
旧
法
の
下
で
合
併
を
し
て
い
な
い
５
２
市
町
村
（
政
令
指
定
都
市
を
除
く
）
を
調
査

。
○

経
常
収
支
比
率
は
人
口
規
模
に
関
係
な
く
上
昇
し
、
財
政
構
造
の
硬
直
化
が
進
行

○
財
政
力
指
数
は
人
口
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
高
く
、
人
口
一
人
当
た
り
歳
出
額
は
人
口
規
模
が
大
き

い
ほ
ど
少
額
と
な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
人
口
規
模
が
３
万
に
な
る
ま
で
の
間
は
特
に
顕

著
○

平
成
１
７
年
度
か
ら
５
年
間
の
財
政
収
支
試
算
で
は
、
市
町
村
は
ま
す
ま
す
厳
し
い
財
政
運
営
を

強
い
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

１
と
２
で
述
べ
た
よ
う
に
、
人
口
規
模
に
着
目
す
る
と
、
人
口
３
万
未
満
の
市
町
村
に
お
い
て
は
、
組

織
体
制
、
行
政
運
営
の
効
率
性
及
び
財
政
運
営
の
観
点
か
ら
、
合
併
に
よ
り
更
に
規
模
を
拡
大
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。

３
人
口
及
び
高
齢
化
の
今
後
の
見
通
し

平
成
１
８
年
３
月
３
１
日
現
在
の
６
７
市
町
村
（
政
令
指
定
都
市
を
除
く
）
を
対
象
に
、
平
成

。
１
７
年
の
国
調
人
口
（
速
報
値
）
を
基
に
平
成
４
２
年
の
人
口
と
高
齢
化
率
を
推
計

○
人
口
減
少
社
会
の
到
来

・
人
口
の
少
な
い
市
町
村
ほ
ど
人
口
減
少
率
が
高
い
傾
向
が
あ
り
、
特
に
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村

の
人
口
減
少
は
顕
著

○
高
齢
化
の
進
行

・
平
成
１
２
年
国
調
と
比
較
す
る
と
す
べ
て
の
市
町
村
で
高
齢
化
が
進
行
す
る
が
、
人
口
の
少
な
い

市
町
村
ほ
ど
高
齢
化
率
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。

４
生
活
圏
域
の
状
況

○
生
活
圏
域
の
拡
大
と
行
政
区
域

・
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
飛
躍
的
な
進
展
、
就
業
構
造
の
変
化
や
高
校
進
学
率
の
向
上
に
よ
る
通

勤
・
通
学
者
の
増
加
と
広
域
化
な
ど
、
住
民
の
生
活
圏
域
が
拡
大

○
生
活
圏
域
の
現
況

・
通
勤
・
通
学
圏
、
ご
み
、
し
尿
の
処
理
や
消
防
・
救
急
の
事
務
な
ど
住
民
の
日
常
生
活
に
密
接
し

た
事
務
の
共
同
処
理
の
状
況
な
ど
４
９
項
目
の
デ
ー
タ
を
統
計
的
に
処
理
し
た
結
果
や
現
在
の
郡

域
を
考
慮
す
る
と
、
複
数
の
市
町
村
か
ら
構
成
さ
れ
る
１
８
生
活
圏
域
が
得
ら
れ
た
。

・
１
８
生
活
圏
域
は
、
県
が
平
成
１
２
年
に
策
定
し
た
「
福
岡
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
」
で
示
し

た
旧
郡
単
位
か
ら
な
る
合
併
パ
タ
ー
ン
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

-
1
-

福
岡
県
の
市
町
村
合
併
推
進
構
想
に
関
す
る
答
申
（
概
要
）

平
成

年
３
月

日
18

30

第
１

市
町
村
合
併
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

１
市
町
村
の
望
ま
し
い
姿

○
市
町
村
は
、
高
度
化
・
多
様
化
す
る
行
政
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
処
で
き
る
職
員
集
団
と
十
分
な
権

限
と
財
政
基
盤
を
有
し
、
福
祉
や
ま
ち
づ
く
り
な
ど
住
民
に
身
近
な
事
務
に
つ
い
て
は
「
自
己
決
定

・
自
己
責
任
」
に
よ
っ
て
処
理
で
き
る
よ
う
な
体
制
に
す
べ
き

○
市
町
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
豊
か
な
個
性
を
も
ち
、
多
様
性
の
あ
る
地
域
を
形
成
す
る
こ
と
が
必
要

○
県
は
、
市
町
村
の
規
模
・
能
力
に
応
じ
て
事
務
や
権
限
を
移
譲
し
、
住
民
に
身
近
な
事
務
に
つ
い

て
は
、
で
き
る
限
り
基
礎
自
治
体
が
処
理
で
き
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
を
支
援
す
る
こ
と
が
必
要

２
市
町
村
合
併
の
現
況
と
必
要
性

○
生
活
圏
域
に
比
べ
て
行
政
区
域
が
非
常
に
狭
い
市
町
村
、
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村
が
あ
る
。

○
厳
し
い
財
政
事
情
の
下
で
、
地
方
分
権
の
進
展
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
な
ど
の
課
題
に
適
切
に
対

応
し
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
に
、
市
町
村
合
併
は
極
め
て
有
効
な
手
段

○
市
町
村
合
併
は
地
域
の
将
来
等
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
自
主
的
に
進
め
ら
れ
る
こ

と
が
必
要

３
市
町
村
合
併
の
推
進
に
当
た
っ
て
の
県
の
役
割

○
地
域
の
実
情
を
熟
知
し
た
広
域
自
治
体
で
あ
る
県
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
市
町
村
が
合
併
協
議

を
始
め
る
よ
う
機
運
を
醸
成
す
る
こ
と
が
必
要

○
市
町
村
に
お
け
る
合
併
協
議
の
状
況
等
を
十
分
踏
ま
え
つ
つ
、
合
併
新
法
に
基
づ
く
知
事
の
権
限

で
あ
る
合
併
協
議
会
設
置
の
勧
告
権
等
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

第
２

本
県
市
町
村
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し

１
市
町
村
の
行
政
運
営
の
現
況

平
成
１
７
年
４
月
１
日
現
在
の
８
３
市
町
村
（
政
令
指
定
都
市
を
除
く
）
の
行
政
組
織
を
調
査

。
○

市
町
村
の
組
織
体
制

・
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村
は
人
口
３
万
～
５
万
未
満
の
市
町
村
と
比
較
し
て
約
半
数
の
課
で
組
織

・
企
画
政
策
、
情
報
化
な
ど
、
今
後
更
に
強
化
が
望
ま
れ
る
部
門
に
つ
い
て
は
、
人
口
規
模
が
大
き

い
市
町
村
ほ
ど
専
任
の
課
、
係
を
設
置

・
土
木
技
師
等
の
専
門
職
員
は
、
小
規
模
な
市
町
村
ほ
ど
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。
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・
人
口
３
万
未
満
の
市
町
村
を
含
む
地
域
で
あ
る
た
め
、
合
併
を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

○
旧
三
潴
郡
地
域
（
大
川
市
、
大
木
町
）

・
両
市
町
と
旧
三
潴
郡
を
構
成
し
て
い
た
三
潴
町
及
び
城
島
町
は
久
留
米
市
と
合
併

・
人
口
３
万
未
満
の
市
町
村
を
含
む
地
域
で
あ
り
、
ま
た
、
両
市
町
の
中
心
部
を
通
る
国
道
４
４
２

号
に
沿
っ
て
市
街
地
が
形
成
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
的
な
結
び
つ
き
も
強
い
た
め
、
合
併
を
推
進
す

る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

・
な
お
、
国
道
４
４
２
号
に
沿
っ
た
地
理
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
旧
八
女
郡
を
含
む
広
い
地
域
で
合

併
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

○
旧
八
女
郡
地
域
（
八
女
市
、
筑
後
市
、
黒
木
町
、
上
陽
町
、
立
花
町
、
広
川
町
、
矢
部
村
、

星
野
村
）

・
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村
を
含
む
地
域
で
あ
る
た
め
、
合
併
を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

・
な
お
、
隣
接
す
る
大
川
市
・
大
木
町
を
含
む
広
い
地
域
で
合
併
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
、

、
、

、
、

、
、

）
○

旧
田
川
郡
地
域
田
川
市
香
春
町
添
田
町
糸
田
町
川
崎
町
大
任
町
赤
村
福
智
町

・
一
部
合
併
が
進
ん
だ
が
、
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村
を
含
む
地
域
で
あ
る
た
め
、
更
に
合
併
を
推

進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

○
旧
京
都
郡
地
域
（
行
橋
市
、
苅
田
町
、
み
や
こ
町
）

・
一
部
合
併
が
進
ん
だ
が
、
人
口
３
万
未
満
の
市
町
村
を
含
む
地
域
で
あ
る
た
め
、
更
に
合
併
を
推

進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

○
旧
築
上
郡
地
域
（
豊
前
市
、
吉
富
町
、
上
毛
町
、
築
上
町
）

・
一
部
合
併
が
進
ん
だ
が
、
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村
を
含
む
地
域
で
あ
る
た
め
、
更
に
合
併
を
推

進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

第
４
構
想
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
等

１
構
想
対
象
市
町
村
の
考
え
方

・
構
想
対
象
市
町
村
に
位
置
付
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
合
併
旧
法
の
下
で
市
町
村
の
合
併
を
行
っ
た
経

緯
や
合
併
に
対
す
る
熟
度
の
高
ま
り
等
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
こ
と
が
必
要

・
県
は
、
順
次
、
構
想
対
象
市
町
村
を
追
加
・
変
更
で
き
る
よ
う
、
合
併
の
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と

が
適
当

２
合
併
協
議
会
設
置
勧
告
等
の
積
極
的
活
用

・
合
併
協
議
会
の
設
置
を
促
進
し
、
合
併
協
議
が
円
滑
に
進
み
、
合
併
の
実
現
に
至
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
合
併
協
議
会
設
置
勧
告
、
合
併
協
議
推
進
勧
告
及
び
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
を
必
要
に
応
じ
て
積

極
的
に
活
用
す
る
。

３
構
想
対
象
市
町
村
の
組
合
せ

現
時
点
で
の
構
想
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
と
し
て
は
、
次
の
地
域
が
考
え
ら
れ
る
。

○
八
女
市
、
上
陽
町

○
合
併
後
の
八
女
市
、
黒
木
町
、
立
花
町
、
矢
部
村
、
星
野
村

-
3
-

第
３
合
併
推
進
が
望
ま
れ
る
地
域
等

１
合
併
推
進
に
当
た
っ
て
の
考
え
方

・
平
成
１
２
年
の
合
併
パ
タ
ー
ン
や
生
活
圏
域
、
市
町
村
の
人
口
規
模
、
事
務
の
共
同
処
理
の
状
況
等

を
考
慮
す
る
と
、
合
併
推
進
が
望
ま
れ
る
地
域
が
あ
る
。

・
県
は
、
合
併
推
進
が
望
ま
れ
る
地
域
に
お
い
て
、
人
口
３
万
未
満
の
市
町
村
の
合
併
、
な
か
で
も
規

模
・
能
力
の
充
実
が
最
も
求
め
ら
れ
て
い
る
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村
の
合
併
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
合
併
後
の
市
町
村
が
、
よ
り
自
立
し
た
行
政
主
体
と
な
る
よ
う
、
で
き
る
限
り
大
き
な
枠
組
み

で
合
併
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要

・
県
は
、
合
併
推
進
が
望
ま
れ
る
地
域
に
対
し
て
、
合
併
協
議
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
積
極
的
に
働
き
か

け
る
よ
う
に
す
べ
き
。
そ
し
て
、
合
併
協
議
が
始
ま
る
な
ど
合
併
に
対
す
る
熟
度
の
高
ま
っ
た
市
町

村
か
ら
順
次
、
構
想
対
象
市
町
村
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、

段
階
的
に
合
併
を
進
め
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

２
合
併
推
進
が
望
ま
れ
る
地
域

合
併
推
進
が
望
ま
れ
る
地
域
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
旧
糟
屋
郡
地
域
（
古
賀
市
、
宇
美
町
、
篠
栗
町
、
志
免
町
、
須
恵
町
、
新
宮
町
、
久
山
町
、

粕
屋
町
）

・
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村
を
含
む
地
域
で
あ
る
た
め
、
合
併
を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

、
、

、
、

、
、

、
・
生
活
圏
の
結
び
つ
き
は
古
賀
市
新
宮
町
と
宇
美
町
篠
栗
町
志
免
町
須
恵
町
久
山
町

粕
屋
町
に
大
別
さ
れ
て
お
り
、
古
賀
市
と
新
宮
町
に
関
し
て
は
、
Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線
や
国
道
３
号

で
つ
な
が
る
福
津
市
・
宗
像
市
と
の
合
併
も
考
え
ら
れ
る
。

○
旧
遠
賀
郡
地
域
（
中
間
市
、
芦
屋
町
、
水
巻
町
、
岡
垣
町
、
遠
賀
町
）

・
人
口
３
万
未
満
の
市
町
村
を
含
む
地
域
で
あ
る
た
め
、
合
併
を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

○
旧
鞍
手
郡
地
域
（
直
方
市
、
宮
若
市
、
小
竹
町
、
鞍
手
町
）

・
一
部
合
併
が
進
ん
だ
が
、
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村
を
含
む
地
域
で
あ
る
た
め
、
更
に
合
併
を
推

進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

○
旧
嘉
穂
郡
地
域
（
飯
塚
市
、
嘉
麻
市
、
桂
川
町
）

・
当
地
域
で
は
、
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
が
誕
生
し
た
が
、
今
後
は
、
人
口
３
万
未
満
の
桂
川
町
の
合
併

を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

○
旧
朝
倉
郡
地
域
（
朝
倉
市
、
筑
前
町
、
東
峰
村
）

・
当
地
域
で
は
、
三
つ
に
分
か
れ
て
合
併
が
行
わ
れ
た
が
、
な
お
、
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村
を
含

む
地
域
で
あ
る
た
め
、
更
に
合
併
を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

○
旧
糸
島
郡
地
域
（
前
原
市
、
二
丈
町
、
志
摩
町
）

・
人
口
３
万
未
満
の
市
町
村
を
含
む
地
域
で
あ
り
、
ご
み
、
し
尿
の
処
理
及
び
消
防
・
救
急
の
事
務

を
共
同
処
理
す
る
な
ど
、
地
域
と
し
て
の
一
体
性
が
強
い
た
め
、
合
併
を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま

れ
る
。

○
旧
三
井
郡
地
域
（
小
郡
市
、
大
刀
洗
町
）

・
両
市
町
と
旧
三
井
郡
を
構
成
し
て
い
た
北
野
町
は
久
留
米
市
と
合
併
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・
八
女
市
及
び
上
陽
町
は
、
県
に
対
し
、
平
成
１
８
年
１
０
月
に
八
女
市
が
上
陽
町
を
編
入
合
併
す

る
こ
と
を
申
請
し
て
お
り
、
構
想
対
象
市
町
村
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
適
当

、
、

・
八
女
市
郡
の
１
市
２
町
２
村
は
２
町
２
村
か
ら
市
に
対
し
て
編
入
合
併
の
申
入
れ
を
し
て
お
り

合
併
研
究
会
を
設
置
し
て
、
情
報
交
換
等
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
構
想
対
象
市
町
村
に
位
置
付
け

る
こ
と
が
適
当

・
八
女
地
域
の
歴
史
や
生
活
圏
域
等
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
合
併
を
旧
八
女
郡
の
先
行
合
併
と

し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
今
後
、
旧
八
女
郡
に
お
い
て
、
合
併
が
進
め
ら
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
国
道
４
４
２
号
に
沿
っ
た
地
理
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
大
川
市
・
大
木

町
を
含
む
広
い
地
域
で
合
併
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

○
瀬
高
町
、
山
川
町
、
高
田
町

・
３
町
は
、
平
成
１
９
年
１
月
に
「
み
や
ま
市
」
と
し
て
新
設
合
併
す
る
こ
と
を
県
に
申
請
し
て
お

り
、
構
想
対
象
市
町
村
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
適
当

○
豊
前
市
、
吉
富
町

・
豊
前
市
が
平
成
１
７
年
１
１
月
に
吉
富
町
に
合
併
協
議
の
申
し
入
れ
を
行
い
、
両
市
町
の
執
行
部

に
お
い
て
平
成
１
８
年
１
月
か
ら
合
併
に
関
す
る
勉
強
会
が
実
施
さ
れ
る
な
ど
、
合
併
に
向
け
た

機
運
が
高
揚
し
つ
つ
あ
る
。

・
生
活
圏
域
と
し
て
は
、
豊
前
市
、
吉
富
町
、
上
毛
町
及
び
築
上
町
が
一
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
上

毛
町
及
び
築
上
町
は
合
併
を
行
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
新
町
と
し
て
の
一
体
性
を
確
立
す
る
こ
と

が
急
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
現
時
点
で
は
、
豊
前
市
及
び
吉
富
町
を
構
想
対
象
市
町
村

に
位
置
付
け
る
こ
と
が
適
当

こ
の
ほ
か
、
宇
美
町
、
篠
栗
町
、
志
免
町
、
須
恵
町
、
久
山
町
、
粕
屋
町
の
地
域
で
は
、
一
部
の
町

か
ら
合
併
推
進
の
動
き
が
起
こ
っ
て
お
り
、
今
後
、
県
は
、
６
町
の
間
で
合
併
協
議
を
行
お
う
と
す
る

動
き
の
具
体
化
を
図
り
、
構
想
対
象
市
町
村
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
適
当

ま
た
、
特
に
人
口
１
万
未
満
の
市
町
村
が
含
ま
れ
る
地
域
に
は
、
県
か
ら
合
併
協
議
が
進
め
ら
れ
る

よ
う
積
極
的
に
働
き
か
け
、
早
期
に
構
想
対
象
市
町
村
に
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

第
５
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

県
に
お
い
て
は
、
更
に
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
特
に
構
想
対
象
市
町
村
を
中
心
に
、
次
の
よ
う
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

１
市
町
村
へ
の
助
言
、
情
報
提
供
等

２
市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン
の
策
定

３
福
岡
県
市
町
村
合
併
支
援
本
部
を
引
き
続
き
設
置
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は
じ

め
に

地
方

分
権

型
社

会
へ

の
転

換
、

急
速

な
少

子
高

齢
化

の
進

行
、

住
民

の
生

活
圏

域
の

拡
大

等
、

市
町

村
を

取
り

巻
く

環
境

が
大

き
く

変
化

す
る

中
、

市
町

村
は

、
地

方
分

権
の

担
い

手
に

ふ
さ

わ

し
い

基
礎

自
治

体
と

し
て

、
個

性
豊

か
で

活
力

に
満

ち
た

地
域

を
実

現
し

得
る

経
営

基
盤

の
構

築

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

市
町

村
合

併
は

、
こ

う
い

っ
た

要
請

に
応

え
る

極
め

て
有

効
な

手
段

で

あ
り

ま
す

。

平
成

１
１

年
７

月
に

改
正

さ
れ

た
「

市
町

村
の

合
併

の
特

例
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

４
０

年
」

法
律

第
６

号
。

以
下

「
旧

法
」

と
い

う
。

）
の

下
、

市
町

村
合

併
は

全
国

的
に

進
展

し
、

平
成

１
１

年
３

月
末

に
３

２
３

２
あ

っ
た

市
町

村
は

、
平

成
１

８
年

３
月

末
に

は
１

８
２

１
に

ま
で

,
,

減
少

し
ま

し
た

。
本

県
に

お
き

ま
し

て
も

、
平

成
１

５
年

３
月

末
に

９
７

あ
っ

た
市

町
村

は
、

平

成
１

８
年

３
月

末
に

は
６

９
に

ま
で

減
少

し
、

一
定

程
度

合
併

が
進

展
し

ま
し

た
。

一
方

、
国

に
お

い
て

は
、

地
域

ご
と

の
合

併
の

進
捗

状
況

に
差

異
が

見
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
市

町
村

が
地

方
分

権
や

少
子

高
齢

社
会

等
に

対
応

し
、

よ
り

効
果

的
で

効
率

的
な

行
財

政
運

営
を

実

現
し

て
い

く
た

め
、

引
き

続
き

自
主

的
な

市
町

村
の

合
併

を
積

極
的

に
推

進
す

る
必

要
が

あ
る

と

し
て

、
平

成
１

７
年

４
月

１
日

に
「

市
町

村
の

合
併

の
特

例
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

６
年

」

法
律

第
５

９
号

。
以

下
「

新
法

」
と

い
う

）
が

施
行

さ
れ

ま
し

た
。

。

こ
の

新
法

に
お

い
て

、
都

道
府

県
は

、
総

務
大

臣
が

定
め

る
自

主
的

な
市

町
村

の
合

併
を

推
進

す
る

た
め

の
基

本
的

な
指

針
に

基
づ

き
「

自
主

的
な

市
町

村
の

合
併

の
推

進
に

関
す

る
構

想
」

、

を
定

め
る

も
の

と
さ

れ
、

市
町

村
合

併
の

推
進

に
当

た
っ

て
は

都
道

府
県

が
従

来
に

も
増

し
て

重

要
な

役
割

を
担

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

ま
す

。

本
県

に
お

き
ま

し
て

も
、

新
法

に
基

づ
き

「
福

岡
県

市
町

村
合

併
推

進
審

議
会

」
を

設
置

し
、

６
回

に
わ

た
る

調
査

・
審

議
を

経
て

行
わ

れ
た

同
審

議
会

の
答

申
の

内
容

を
踏

ま
え

、
こ

の
た

び

「
福

岡
県

市
町

村
合

併
推

進
構

想
」

を
策

定
し

ま
し

た
。

県
と

い
た

し
ま

し
て

は
、

今
後

、
本

構
想

に
基

づ
き

、
地

域
の

将
来

の
あ

り
方

に
つ

い
て

各
地

域
で

真
摯

な
検

討
が

な
さ

れ
る

こ
と

を
期

待
す

る
と

と
も

に
、

合
併

に
向

け
た

取
組

の
推

進
に

積

極
的

な
役

割
を

果
た

し
て

ま
い

り
ま

す
。

福
岡

県
市

町
村

合
併

推
進

構
想

平
成

１
８

年
４

月

福
岡

県

− 256 − − 257 −



1

第
１

市
町

村
合

併
の

推
進

に
関

す
る

基
本

的
な

事
項

１
市

町
村

の
望

ま
し

い
姿

（
１

）
地

方
分

権
型

社
会

に
お

け
る

基
礎

自
治

体

地
方

分
権

型
社

会
を

創
造

し
て

い
く

た
め

に
は

、
福

祉
や

ま
ち

づ
く

り
な

ど
住

民
に

身
近

な
事

務
に

つ
い

て
は

、
で

き
る

限
り

基
礎

自
治

体
で

あ
る

市
町

村
に

お
い

て
「

自
己

決
定

、

・
自

己
責

任
」

に
よ

っ
て

処
理

し
て

い
く

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。

そ
の

た
め

に
は

、
市

町
村

は
よ

り
自

立
性

を
高

め
、

高
度

化
・

多
様

化
す

る
行

政
ニ

ー
ズ

に
的

確
に

対
処

で
き

る
専

門
的

な
職

種
を

含
む

職
員

集
団

と
十

分
な

権
限

と
財

政
基

盤
を

有

す
る

必
要

が
あ

る
。

（
２

）
多

様
性

の
あ

る
地

域
の

形
成

市
町

村
が

地
方

分
権

の
担

い
手

に
ふ

さ
わ

し
い

高
い

行
政

能
力

を
備

え
、

知
恵

を
出

し
、

創
意

工
夫

を
凝

ら
し

た
ま

ち
づ

く
り

を
展

開
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
地

域
が

豊

、
。

か
な

個
性

を
も

ち
多

様
性

の
あ

る
地

域
が

形
成

さ
れ

て
い

く
こ

と
に

な
る

と
考

え
ら

れ
る

ま
た

、
政

令
指

定
都

市
周

辺
の

市
町

村
に

お
い

て
は

、
政

令
指

定
都

市
の

活
力

を
取

り
込

み

つ
つ

自
立

し
た

都
市

と
し

て
機

能
を

強
化

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

そ
し

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
地

域
が

お
互

い
に

競
い

合
う

こ
と

で
、

県
全

体
と

し
て

の
活

力
を

生
み

出
し

、
新

し
い

時
代

を
切

り
開

い
て

い
く

原
動

力
に

な
る

と
考

え
ら

れ
る

。

（
３

）
県

の
役

割
の

変
化

広
域

自
治

体
で

あ
る

県
は

、
市

町
村

の
規

模
・

能
力

に
応

じ
て

事
務

や
権

限
を

移
譲

し
、

住
民

に
身

近
な

事
務

に
つ

い
て

は
、

で
き

る
限

り
基

礎
自

治
体

が
処

理
で

き
る

よ
う

な
体

制

づ
く

り
を

支
援

し
て

い
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

そ
し

て
、

県
は

、
住

民
に

身
近

な
事

務
を

自
立

的
に

担
う

基
礎

自
治

体
の

存
在

を
前

提
と

し
て

、
広

域
に

わ
た

る
事

務
に

重
点

を
お

い
て

責
任

を
果

た
し

て
い

く
こ

と
と

な
り

、
市

町

村
に

対
す

る
補

完
機

能
が

縮
小

し
て

い
く

と
考

え
ら

れ
る

。

目
次

第
１

市
町

村
合

併
の

推
進

に
関

す
る

基
本

的
な

事
項

１
市

町
村

の
望

ま
し

い
姿

１

２
市

町
村

合
併

の
現

況
と

必
要

性
２

３
市

町
村

合
併

の
推

進
に

当
た

っ
て

の
県

の
役

割
２

第
２

本
県

市
町

村
の

現
況

及
び

将
来

の
見

通
し

１
市

町
村

の
行

政
運

営
の

現
況

３

２
市

町
村

財
政

の
状

況
４

３
人

口
及

び
高

齢
化

の
今

後
の

見
通

し
５

４
生

活
圏

域
の

状
況

６

第
３

合
併

推
進

が
望

ま
れ

る
地

域
等

１
合

併
推

進
に

当
た

っ
て

の
考

え
方

６

２
合

併
推

進
が

望
ま

れ
る

地
域

７

第
４

構
想

対
象

市
町

村
の

組
合

せ
等

１
構

想
対

象
市

町
村

の
考

え
方

９

２
合

併
協

議
会

設
置

勧
告

等
の

積
極

的
活

用
９

３
構

想
対

象
市

町
村

の
組

合
せ

９

第
５

市
町

村
合

併
を

推
進

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

１
市

町
村

へ
の

助
言

、
情

報
提

供
等

１
１

２
市

町
村

合
併

支
援

プ
ラ

ン
の

策
定

１
１

３
福

岡
県

市
町

村
合

併
支

援
本

部
に

よ
る

総
合

的
か

つ
効

果
的

な
支

援
１

１

１
２

資
料

− 258 − − 259 −



3

第
２

本
県

市
町

村
の

現
況

及
び

将
来

の
見

通
し

１
市

町
村

の
行

政
運

営
の

現
況

現
行

の
地

方
自

治
制

度
で

は
、

市
町

村
は

、
地

域
に

お
け

る
行

政
を

自
主

的
か

つ
総

合
的

に

実
施

す
る

役
割

を
広

く
担

う
も

の
と

し
て

、
基

本
的

に
同

じ
事

務
を

ど
の

市
町

村
で

も
処

理
す

る
こ

と
が

前
提

と
な

っ
て

い
る

。
こ

れ
を

踏
ま

え
、

市
町

村
の

組
織

体
制

と
行

政
運

営
の

効
率

性
を

見
る

と
、

次
の

よ
う

な
傾

向
が

あ
る

。

（
１

）
市

町
村

の
組

織
体

制

平
成

１
７

年
４

月
１

日
現

在
の

政
令

指
定

都
市

を
除

く
８

３
市

町
村

の
「

課
」

の
平

均
数

を
比

較
す

る
と

、
人

口
規

模
が

大
き

く
な

る
に

つ
れ

て
課

の
数

が
増

加
し

て
お

り
、

人
口

１

万
未

満
の

市
町

村
は

、
人

口
３

万
～

５
万

未
満

の
市

町
村

と
比

較
す

る
と

、
約

半
数

の
課

か

、
（

）
。

ら
構

成
さ

れ
同

一
の

課
で

多
く

の
業

務
を

担
当

し
て

い
る

こ
と

が
う

か
が

え
る

資
料

１

ま
た

、
企

画
政

策
、

情
報

化
、

法
制

執
務

、
女

性
政

策
、

介
護

福
祉

な
ど

、
こ

れ
か

ら
更

に

強
化

が
望

ま
れ

る
部

門
に

つ
い

て
比

較
す

る
と

、
人

口
規

模
が

大
き

い
市

町
村

ほ
ど

専
任

の

課
・

係
が

設
置

さ
れ

て
い

る
（

資
料

２
。

）

さ
ら

に
、

土
木

技
師

等
の

専
門

職
員

に
つ

い
て

は
、

小
規

模
な

市
町

村
ほ

ど
そ

の
確

保
が

難
し

く
、

人
口

１
万

未
満

の
多

く
の

市
町

村
で

は
、

配
置

が
な

さ
れ

て
い

な
い

（
資

料
３

。
）

行
政

サ
ー

ビ
ス

が
ま

す
ま

す
高

度
化

・
多

様
化

す
る

中
に

あ
っ

て
、

日
々

生
起

す
る

諸
課

題
に

的
確

か
つ

迅
速

に
対

処
し

、
適

切
な

政
策

を
立

案
し

て
い

く
た

め
に

は
、

職
員

の
能

力

を
高

め
、

特
定

行
政

分
野

に
つ

い
て

は
専

門
職

員
を

確
保

す
る

な
ど

、
行

政
を

支
え

る
職

員

集
団

の
政

策
能

力
を

高
め

る
こ

と
が

不
可

欠
で

あ
る

が
、

小
規

模
な

市
町

村
で

は
組

織
体

制

の
整

備
に

限
界

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

（
２

）
行

政
運

営
の

効
率

性

市
町

村
が

同
じ

事
務

を
処

理
す

る
た

め
に

必
要

と
さ

れ
る

職
員

の
数

（
人

口
千

人
当

た
り

の
職

員
数

）
を

比
較

す
る

と
、

人
口

１
万

未
満

の
市

町
村

で
は

１
０

８
人

、
人

口
１

万
～

３
.

万
未

満
の

市
町

村
で

は
６

９
人

、
人

口
３

万
～

５
万

未
満

の
市

町
村

で
は

４
９

人
で

あ
り

、
.

.

人
口

規
模

が
大

き
く

な
る

ほ
ど

職
員

数
が

少
な

く
な

る
傾

向
が

あ
る

。
ま

た
、

市
町

村
の

人

口
規

模
が

３
万

に
な

る
ま

で
の

間
は

職
員

数
が

大
幅

に
減

少
し

、
人

口
が

３
万

以
上

に
な

る

、
、

、
と

緩
や

か
に

減
少

す
る

結
果

と
な

っ
て

お
り

特
に

人
口

３
万

～
５

万
未

満
の

市
町

村
は

2

２
市

町
村

合
併

の
現

況
と

必
要

性

（
１

）
市

町
村

合
併

の
現

況

平
成

１
７

年
３

月
末

に
法

期
限

を
迎

え
た

旧
法

の
下

で
、

県
内

の
各

地
域

に
お

い
て

市
町

村
の

合
併

に
向

け
た

自
主

的
な

取
組

が
行

わ
れ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

そ
の

結
果

、
関

係
者

の

真
摯

な
取

組
に

よ
り

、
平

成
１

５
年

３
月

３
１

日
に

９
７

あ
っ

た
市

町
村

は
、

平
成

１
８

年

３
月

３
１

日
に

は
６

９
市

町
村

と
な

り
、

一
定

程
度

合
併

が
進

ん
だ

と
こ

ろ
で

あ
る

。

し
か

し
な

が
ら

、
合

併
の

進
捗

度
に

は
地

域
ご

と
に

差
異

が
生

じ
て

お
り

、
住

民
の

生
活

圏
域

に
比

べ
て

行
政

区
域

が
非

常
に

狭
い

と
思

わ
れ

る
市

町
村

や
人

口
１

万
未

満
の

市
町

村

も
存

在
す

る
。

（
２

）
市

町
村

合
併

の
推

進
の

必
要

性

市
町

村
は

、
厳

し
い

財
政

事
情

の
下

で
、

地
方

分
権

の
進

展
、

少
子

高
齢

化
の

進
行

、
住

民
ニ

ー
ズ

の
高

度
化

・
多

様
化

な
ど

の
課

題
に

適
切

に
対

応
す

る
と

と
も

に
、

住
民

サ
ー

ビ

ス
の

維
持

・
向

上
を

図
っ

て
い

く
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
要

請
に

応
え

る

た
め

に
、

広
域

連
合

等
に

よ
る

事
務

の
共

同
処

理
も

考
え

ら
れ

る
が

、
意

思
決

定
の

早
さ

、

、
。

他
の

事
務

事
業

と
の

連
携

等
を

考
慮

す
る

と
市

町
村

合
併

は
極

め
て

有
効

な
手

段
で

あ
る

（
３

）
自

主
的

合
併

の
推

進

市
町

村
合

併
は

、
地

域
の

将
来

や
住

民
生

活
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
か

ら
、

関
係

市
町

村
の

間
で

十
分

な
議

論
を

尽
く

し
、

合
意

を
得

な
が

ら
進

め
ら

れ
る

必
要

が
あ

る
。

３
市

町
村

合
併

の
推

進
に

当
た

っ
て

の
県

の
役

割

市
町

村
合

併
は

、
市

町
村

の
主

体
的

な
取

組
に

よ
り

進
め

ら
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

が
、

そ

の
円

滑
な

推
進

に
当

た
り

、
地

域
の

実
情

を
熟

知
し

た
広

域
自

治
体

で
あ

る
県

が
果

た
す

役
割

は
重

要
で

あ
る

。

こ
の

た
め

、
合

併
の

必
要

性
等

に
つ

い
て

、
助

言
や

情
報

提
供

・
啓

発
に

努
め

、
市

町
村

が

合
併

協
議

を
始

め
る

よ
う

機
運

を
醸

成
す

る
と

と
も

に
、

合
併

協
議

の
状

況
等

を
十

分
踏

ま
え

つ
つ

、
新

法
に

基
づ

く
知

事
の

権
限

で
あ

る
合

併
協

議
会

設
置

の
勧

告
権

等
を

積
極

的
に

活
用

す
る

こ
と

と
す

る
。
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１
と

２
で

述
べ

た
よ

う
に

、
人

口
規

模
に

着
目

す
る

と
、

人
口

３
万

未
満

の
市

町
村

に
お

い
て

は
、

組
織

体
制

、
行

政
運

営
の

効
率

性
及

び
財

政
運

営
の

観
点

か
ら

、
合

併
に

よ
り

更
に

規
模

を

拡
大

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

３
人

口
及

び
高

齢
化

の
今

後
の

見
通

し

平
成

１
８

年
３

月
３

１
日

現
在

の
県

内
市

町
村

（
政

令
指

定
都

市
を

除
く

６
７

市
町

村
）

に

つ
い

て
、

平
成

１
２

年
国

勢
調

査
及

び
平

成
１

７
年

国
勢

調
査

（
速

報
値

）
を

基
に

平
成

４
２

年
の

人
口

を
調

査
し

た
と

こ
ろ

、
次

の
よ

う
な

傾
向

が
見

ら
れ

る
。

な
お

、
調

査
は

、
少

子
化

対
策

等
の

政
策

効
果

は
考

慮
し

な
い

な
ど

の
前

提
で

推
計

し
た

（
資

料
1
0
-
1

。
）

（
１

）
人

口
減

少
社

会
の

到
来

市
町

村
の

人
口

規
模

別
に

平
成

１
２

年
の

人
口

と
平

成
４

２
年

の
人

口
を

比
較

す
る

と
、

人
口

規
模

の
小

さ
い

市
町

村
ほ

ど
人

口
の

減
少

率
が

高
い

傾
向

に
あ

り
、

と
り

わ
け

人
口

１

万
未

満
の

市
町

村
に

お
い

て
、

こ
の

傾
向

が
顕

著
で

あ
る

（
資

料
1
0
-
2

。
）

（
２

）
高

齢
化

の
進

行

平
成

４
２

年
に

お
け

る
各

市
町

村
の

人
口

に
占

め
る

生
産

年
齢

人
口

（
１

５
歳

以
上

６
５

歳
未

満
）

の
割

合
及

び
老

年
人

口
（

６
５

歳
以

上
）

の
割

合
を

推
計

し
、

平
成

１
２

年
の

値

と
比

較
す

る
と

、
す

べ
て

の
市

町
村

に
お

い
て

生
産

年
齢

人
口

の
割

合
が

減
少

す
る

一
方

、

老
年

人
口

の
割

合
は

増
加

し
て

お
り

、
高

齢
化

が
更

に
進

行
す

る
と

予
想

さ
れ

る
（

資
料

1
0
-

3
.
4

。
） ま
た

、
市

町
村

の
人

口
規

模
別

に
見

る
と

、
人

口
の

少
な

い
市

町
村

ほ
ど

高
齢

化
率

が
高

く
な

る
傾

向
が

あ
る

（
資

料
1
0
-
4

。
高

齢
化

が
進

行
す

る
と

、
人

口
一

人
当

た
り

の
歳

出
）

額
は

高
く

な
り

、
財

政
力

指
数

は
低

く
な

る
と

い
う

傾
向

が
あ

り
（

資
料

1
1

、
高

齢
化

の
）

更
な

る
進

行
に

よ
っ

て
、

市
町

村
財

政
は

ま
す

ま
す

厳
し

い
状

況
に

な
る

と
考

え
ら

れ
る

。

4

人
口

１
万

未
満

の
市

町
村

と
比

較
し

て
半

分
以

下
の

職
員

数
と

な
っ

て
い

る
（

資
料

４
。

）

２
市

町
村

財
政

の
状

況

（
１

）
財

政
の

現
況

５
２

市
町

村
（

平
成

１
８

年
３

月
３

１
日

現
在

の
県

内
市

町
村

の
う

ち
、

旧
法

の
下

で
合

併
し

た
市

町
村

及
び

政
令

指
定

都
市

を
除

く
。

以
下

同
じ

）
に

つ
い

て
人

口
規

模
別

に
比

。

較
す

る
と

、
経

常
収

支
比

率
の

推
移

は
、

人
口

規
模

に
関

係
な

く
年

々
上

昇
傾

向
に

あ
り

、

財
政

構
造

の
硬

直
化

が
一

段
と

進
ん

で
い

る
（

資
料

５
。

）

財
政

力
指

数
は

、
人

口
規

模
が

大
き

い
ほ

ど
高

く
な

る
傾

向
が

あ
り

、
人

口
３

万
以

上
の

人
口

規
模

に
な

る
と

０
５

を
超

え
る

水
準

と
な

る
（

資
料

６
。

人
口

一
人

当
た

り
の

歳
出

.
）

額
は

、
人

口
規

模
が

大
き

い
ほ

ど
少

額
と

な
る

傾
向

が
あ

り
、

人
口

３
万

～
５

万
未

満
の

市

町
村

で
は

３
０

万
円

を
下

回
っ

て
い

る
（

資
料

７
。

歳
入

に
占

め
る

地
方

税
の

割
合

は
、

）

人
口

規
模

が
大

き
い

ほ
ど

高
く

な
る

傾
向

が
あ

り
、

人
口

３
万

～
５

万
未

満
の

市
町

村
で

は

３
０

％
を

超
え

て
い

る
（

資
料

８
。

こ
れ

ら
の

傾
向

は
、

人
口

規
模

が
３

万
に

な
る

ま
で

）

の
間

は
特

に
顕

著
で

あ
る

。

（
２

）
財

政
の

将
来

見
通

し

地
方

交
付

税
が

平
成

１
９

年
度

以
降

、
毎

年
５

％
減

少
し

て
い

く
こ

と
な

ど
を

前
提

と
し

て
、

平
成

１
７

年
度

か
ら

５
年

間
の

財
政

収
支

に
つ

い
て

、
平

成
１

７
年

６
月

に
市

町
村

へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

調
査

を
し

た
結

果
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
（

資
料

９
。

）

平
成

１
６

年
度

末
で

５
２

市
町

村
合

計
の

黒
字

が
１

０
５

億
円

で
あ

っ
た

も
の

が
、

平
成

２
１

年
度

末
に

は
、

人
件

費
の

削
減

等
の

歳
出

削
減

対
策

を
行

っ
た

と
し

て
も

、
７

０
億

円

の
赤

字
が

生
じ

、
積

立
金

現
在

高
は

、
平

成
１

６
年

度
末

の
２

０
３

１
億

円
か

ら
、

平
成

２
,

１
年

度
末

に
は

１
１

４
１

億
円

に
ま

で
減

少
す

る
な

ど
、

市
町

村
は

ま
す

ま
す

厳
し

い
財

政
,

運
営

を
強

い
ら

れ
る

と
思

わ
れ

る
。

市
町

村
は

、
行

政
改

革
の

取
組

を
明

示
し

た
集

中
改

革
プ

ラ
ン

に
基

づ
い

て
、

事
務

事
業

の
見

直
し

、
組

織
・

機
構

の
簡

素
効

率
化

、
定

員
管

理
・

給
与

の
適

正
化

な
ど

歳
出

削
減

に

取
り

組
む

こ
と

に
な

る
。

今
後

、
三

位
一

体
の

改
革

に
伴

い
、

国
庫

補
助

負
担

金
や

地
方

交

付
税

の
あ

り
方

が
大

き
く

見
直

さ
れ

る
な

ど
、

市
町

村
の

財
政

は
大

き
な

転
換

期
を

迎
え

て

お
り

、
各

市
町

村
の

努
力

だ
け

で
は

、
財

政
状

況
を

好
転

さ
せ

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
も

予

想
さ

れ
、

こ
れ

ま
で

の
自

治
体

運
営

が
維

持
で

き
な

く
な

る
こ

と
も

懸
念

さ
れ

る
。
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の
状

況
等

を
考

慮
す

る
と

、
合

併
推

進
が

望
ま

れ
る

地
域

が
あ

る
。

○
合

併
推

進
が

望
ま

れ
る

地
域

に
お

い
て

、
人

口
３

万
未

満
の

市
町

村
の

合
併

、
な

か
で

も

規
模

・
能

力
の

充
実

が
最

も
求

め
ら

れ
て

い
る

人
口

１
万

未
満

の
市

町
村

の
合

併
を

推
進

す

る
と

と
も

に
、

合
併

後
の

市
町

村
が

、
よ

り
自

立
し

た
行

政
主

体
と

な
る

よ
う

、
で

き
る

限

り
大

き
な

枠
組

み
で

合
併

を
進

め
て

い
く

こ
と

と
す

る
。

○
合

併
推

進
が

望
ま

れ
る

地
域

に
対

し
て

、
合

併
協

議
が

進
め

ら
れ

る
よ

う
積

極
的

に
働

き

か
け

を
し

て
い

く
。

そ
し

て
、

合
併

協
議

が
始

ま
る

な
ど

合
併

に
対

す
る

熟
度

の
高

ま
っ

た

市
町

村
か

ら
順

次
、

後
述

の
構

想
対

象
市

町
村

に
位

置
付

け
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
、

段

階
的

に
合

併
を

進
め

て
い

く
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

２
合

併
推

進
が

望
ま

れ
る

地
域

合
併

推
進

が
望

ま
れ

る
地

域
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

（
、

、
、

、
、

、
、

○
旧

糟
屋

郡
地

域
古

賀
市

宇
美

町
篠

栗
町

志
免

町
須

恵
町

新
宮

町
久

山
町

粕
屋

町
）

・
人

口
１

万
未

満
の

市
町

村
を

含
む

地
域

で
あ

る
た

め
、

合
併

を
推

進
す

る
こ

と
が

必
要

で

あ
る

。

・
生

活
圏

の
結

び
つ

き
は

、
古

賀
市

、
新

宮
町

と
宇

美
町

、
篠

栗
町

、
志

免
町

、
須

恵
町

、

久
山

町
、

粕
屋

町
に

大
別

さ
れ

て
お

り
、

古
賀

市
と

新
宮

町
に

関
し

て
は

、
Ｊ

Ｒ
鹿

児
島

本
線

や
国

道
３

号
で

つ
な

が
る

福
津

市
・

宗
像

市
と

の
合

併
も

考
え

ら
れ

る
。

○
旧

遠
賀

郡
地

域
（

中
間

市
、

芦
屋

町
、

水
巻

町
、

岡
垣

町
、

遠
賀

町
）

・
人

口
３

万
未

満
の

市
町

村
を

含
む

地
域

で
あ

る
た

め
、

合
併

を
推

進
す

る
こ

と
が

必
要

で

あ
る

。

○
旧

鞍
手

郡
地

域
（

直
方

市
、

宮
若

市
、

小
竹

町
、

鞍
手

町
）

・
一

部
合

併
が

進
ん

だ
が

、
人

口
１

万
未

満
の

市
町

村
を

含
む

地
域

で
あ

る
た

め
、

更
に

合

併
を

推
進

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

○
旧

嘉
穂

郡
地

域
（

飯
塚

市
、

嘉
麻

市
、

桂
川

町
）

・
当

地
域

で
は

、
飯

塚
市

と
嘉

麻
市

が
誕

生
し

た
が

、
今

後
は

、
人

口
３

万
未

満
の

桂
川

町

の
合

併
を

推
進

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

6

４
生

活
圏

域
の

状
況

（
１

）
生

活
圏

域
の

拡
大

と
行

政
区

域

県
内

の
市

町
村

は
「

昭
和

の
大

合
併

」
に

よ
り

形
成

さ
れ

た
市

町
村

の
区

域
を

ほ
ぼ

維
、

持
し

な
が

ら
今

日
に

至
っ

て
い

る
「

昭
和

の
大

合
併

」
が

行
わ

れ
た

昭
和

３
０

年
代

か
ら

。

約
半

世
紀

を
経

た
今

日
で

は
、

県
内

自
動

車
登

録
台

数
（

総
数

）
が

５
万

７
千

台
（

昭
和

３

０
年

）
か

ら
３

０
６

万
８

千
台

（
平

成
１

４
年

）
と

約
５

４
倍

に
増

加
し

て
い

る
こ

と
に

象

徴
さ

れ
る

よ
う

に
、

モ
ー

タ
リ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
の

飛
躍

的
な

進
展

を
中

心
と

し
た

交
通

手
段

の

発
達

と
交

通
網

の
整

備
が

行
わ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

第
一

次
産

業
を

中
心

と
し

た
就

業
形

態

か
ら

第
三

次
産

業
を

中
心

と
し

た
就

業
形

態
へ

と
就

業
構

造
が

大
き

く
変

化
し

た
こ

と
や

、

高
校

進
学

率
が

向
上

し
た

こ
と

に
よ

る
通

勤
・

通
学

者
の

増
加

と
広

域
化

な
ど

、
住

民
の

生

活
圏

域
は

昭
和

３
０

年
代

当
時

と
比

較
に

な
ら

な
い

ほ
ど

に
広

範
に

な
り

、
行

政
区

域
を

越

え
た

も
の

と
な

っ
て

い
る

。

現
在

、
県

境
を

越
え

た
広

域
行

政
を

研
究

し
て

い
る

市
町

村
も

あ
る

。
県

境
を

越
え

る
市

町
村

合
併

は
、

関
係

市
町

村
だ

け
で

な
く

県
の

総
合

計
画

や
財

政
等

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ

す
こ

と
が

あ
る

た
め

、
今

後
の

道
州

制
の

議
論

等
を

踏
ま

え
て

、
関

係
す

る
県

や
市

町
村

の

間
で

十
分

な
議

論
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

。

（
２

）
生

活
圏

域
の

現
況

通
勤

・
通

学
圏

、
ご

み
、

し
尿

の
処

理
や

消
防

・
救

急
の

事
務

な
ど

住
民

の
日

常
生

活
に

密
接

し
た

事
務

の
共

同
処

理
の

状
況

な
ど

４
９

項
目

の
デ

ー
タ

を
統

計
的

に
処

理
し

た
結

果

や
現

在
の

郡
域

を
考

慮
し

た
と

こ
ろ

、
複

数
の

市
町

村
か

ら
構

成
さ

れ
る

１
８

生
活

圏
域

が

得
ら

れ
た

。
こ

の
生

活
圏

域
は

、
県

が
平

成
１

２
年

に
策

定
し

た
「

福
岡

県
市

町
村

合
併

推

進
要

綱
」

で
示

し
た

旧
郡

単
位

か
ら

な
る

合
併

パ
タ

ー
ン

と
ほ

ぼ
一

致
し

た
内

容
と

な
っ

て

い
る

（
資

料
1
2

。
）

第
３

合
併

推
進

が
望

ま
れ

る
地

域
等

１
合

併
推

進
に

当
た

っ
て

の
考

え
方

○
平

成
１

２
年

の
合

併
パ

タ
ー

ン
や

生
活

圏
域

、
市

町
村

の
人

口
規

模
、

事
務

の
共

同
処

理

− 260 − − 261 −
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○
旧

築
上

郡
地

域
（

豊
前

市
、

吉
富

町
、

上
毛

町
、

築
上

町
）

・
一

部
合

併
が

進
ん

だ
が

、
人

口
１

万
未

満
の

市
町

村
を

含
む

地
域

で
あ

る
た

め
、

更
に

合

併
を

推
進

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

第
４

構
想

対
象

市
町

村
の

組
合

せ
等

１
構

想
対

象
市

町
村

の
考

え
方

構
想

対
象

市
町

村
（

新
法

第
５

９
条

第
１

項
に

規
定

さ
れ

て
い

る
「

自
主

的
な

市
町

村
の

合

併
を

推
進

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
市

町
村

）
に

位
置

付
け

る
に

当
た

っ
て

は
、

旧
」

法
の

下
で

市
町

村
の

合
併

を
行

っ
た

経
緯

や
合

併
に

対
す

る
熟

度
の

高
ま

り
等

を
総

合
的

に
勘

案
し

た
。

ま
た

、
順

次
、

構
想

対
象

市
町

村
を

追
加

・
変

更
で

き
る

よ
う

、
合

併
の

環
境

を
整

え
て

い
く

こ
と

と
す

る
。

２
合

併
協

議
会

設
置

勧
告

等
の

積
極

的
活

用

合
併

協
議

会
の

設
置

を
促

進
し

、
合

併
協

議
が

円
滑

に
進

み
、

合
併

の
実

現
に

至
る

よ
う

に

す
る

た
め

、
合

併
協

議
会

設
置

勧
告

、
合

併
協

議
推

進
勧

告
及

び
あ

っ
せ

ん
又

は
調

停
を

必
要

に
応

じ
て

積
極

的
に

活
用

す
る

こ
と

と
す

る
。

３
構

想
対

象
市

町
村

の
組

合
せ

現
時

点
で

の
構

想
対

象
市

町
村

の
組

合
せ

は
、

次
の

地
域

と
す

る
。

○
八

女
市

、
上

陽
町

○
合

併
後

の
八

女
市

、
黒

木
町

、
立

花
町

、
矢

部
村

、
星

野
村

八
女

市
及

び
上

陽
町

は
、

平
成

１
８

年
１

０
月

に
八

女
市

が
上

陽
町

を
編

入
合

併
す

る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

た
め

、
構

想
対

象
市

町
村

に
位

置
付

け
る

。

八
女

市
郡

の
１

市
２

町
２

村
は

、
２

町
２

村
か

ら
市

に
対

し
て

編
入

合
併

の
申

入
れ

を

し
て

お
り

、
合

併
研

究
会

を
設

置
し

て
、

情
報

交
換

等
を

行
っ

て
い

る
た

め
、

構
想

対
象

市
町

村
に

位
置

付
け

る
。

8

○
旧

朝
倉

郡
地

域
（

朝
倉

市
、

筑
前

町
、

東
峰

村
）

・
当

地
域

で
は

、
三

つ
に

分
か

れ
て

合
併

が
行

わ
れ

た
が

、
な

お
、

人
口

１
万

未
満

の
市

町

村
を

含
む

地
域

で
あ

る
た

め
、

更
に

合
併

を
推

進
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

○
旧

糸
島

郡
地

域
（

前
原

市
、

二
丈

町
、

志
摩

町
）

・
人

口
３

万
未

満
の

市
町

村
を

含
む

地
域

で
あ

り
、

ご
み

、
し

尿
の

処
理

及
び

消
防

・
救

急

の
事

務
を

共
同

処
理

す
る

な
ど

、
地

域
と

し
て

の
一

体
性

が
強

い
た

め
、

合
併

を
推

進
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

○
旧

三
井

郡
地

域
（

小
郡

市
、

大
刀

洗
町

）

・
両

市
町

と
旧

三
井

郡
を

構
成

し
て

い
た

北
野

町
は

久
留

米
市

と
合

併
し

た
。

・
人

口
３

万
未

満
の

市
町

村
を

含
む

地
域

で
あ

る
た

め
、

合
併

を
推

進
す

る
こ

と
が

必
要

で

あ
る

。

○
旧

三
潴

郡
地

域
（

大
川

市
、

大
木

町
）

・
両

市
町

と
旧

三
潴

郡
を

構
成

し
て

い
た

三
潴

町
及

び
城

島
町

は
久

留
米

市
と

合
併

し
た

。

・
人

口
３

万
未

満
の

市
町

村
を

含
む

地
域

で
あ

り
、

ま
た

、
両

市
町

の
中

心
部

を
通

る
国

道

４
４

２
号

に
沿

っ
て

市
街

地
が

形
成

さ
れ

る
な

ど
、

地
域

的
な

結
び

つ
き

も
強

い
た

め
、

合
併

を
推

進
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

・
な

お
、

国
道

４
４

２
号

に
沿

っ
た

地
理

的
な

つ
な

が
り

の
あ

る
旧

八
女

郡
を

含
む

広
い

地

域
で

合
併

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。

（
、

、
、

、
、

、
、

○
旧

八
女

郡
地

域
八

女
市

筑
後

市
黒

木
町

上
陽

町
立

花
町

広
川

町
矢

部
村

星
野

村
）

・
人

口
１

万
未

満
の

市
町

村
を

含
む

地
域

で
あ

る
た

め
、

合
併

を
推

進
す

る
こ

と
が

必
要

で

あ
る

。 、
。

・
な

お
隣

接
す

る
大

川
市

・
大

木
町

を
含

む
広

い
地

域
で

合
併

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

○
旧

田
川

郡
地

域
（

田
川

市
、

香
春

町
、

添
田

町
、

糸
田

町
、

川
崎

町
、

大
任

町
、

赤
村

、

福
智

町
）

・
一

部
合

併
が

進
ん

だ
が

、
人

口
１

万
未

満
の

市
町

村
を

含
む

地
域

で
あ

る
た

め
、

更
に

合

併
を

推
進

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

○
旧

京
都

郡
地

域
（

行
橋

市
、

苅
田

町
、

み
や

こ
町

）

・
一

部
合

併
が

進
ん

だ
が

、
人

口
３

万
未

満
の

市
町

村
を

含
む

地
域

で
あ

る
た

め
、

更
に

合

併
を

推
進

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

− 262 − − 263 −
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第
５

市
町

村
合

併
を

推
進

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

、
。

市
町

村
合

併
を

更
に

推
進

す
る

た
め

特
に

構
想

対
象

市
町

村
を

中
心

に
次

の
措

置
を

講
じ

る

１
市

町
村

へ
の

助
言

、
情

報
提

供
等

、
、

市
町

村
の

合
併

の
必

要
性

や
効

果
等

に
つ

い
て

市
町

村
や

住
民

の
理

解
を

よ
り

一
層

深
め

合
併

機
運

を
醸

成
す

る
た

め
、

助
言

や
情

報
提

供
、

広
報

・
啓

発
に

努
め

る
。

○
市

町
村

に
対

す
る

積
極

的
な

助
言

○
市

町
村

や
各

種
団

体
等

が
開

催
す

る
研

修
会

や
講

演
会

等
に

対
す

る
講

師
の

派
遣

、
資

料

の
提

供
等

○
各

種
広

報
媒

体
や

セ
ミ

ナ
ー

等
の

開
催

を
通

じ
た

広
報

・
啓

発

２
市

町
村

合
併

支
援

プ
ラ

ン
の

策
定

市
町

村
の

合
併

協
議

を
円

滑
に

進
め

る
と

と
も

に
、

合
併

市
町

村
の

行
政

能
力

の
向

上
や

ま

ち
づ

く
り

の
推

進
を

図
る

た
め

、
次

の
内

容
を

盛
り

込
ん

だ
県

の
市

町
村

合
併

支
援

プ
ラ

ン
を

策
定

し
、

国
の

支
援

措
置

と
連

携
し

て
、

市
町

村
の

合
併

に
対

す
る

支
援

を
行

う
。

○
支

援
プ

ラ
ン

の
対

象
市

町
村

・
県

の
市

町
村

合
併

推
進

構
想

に
位

置
付

け
ら

れ
た

市
町

村

・
新

法
に

基
づ

い
て

合
併

し
た

市
町

村

○
合

併
支

援
策

の
内

容

・
行

政
的

支
援

（
権

限
移

譲
の

推
進

、
人

材
育

成
の

支
援

等
）

・
人

的
支

援
（

合
併

協
議

会
や

合
併

協
議

会
事

務
局

へ
の

職
員

派
遣

等
）

・
財

政
的

支
援

（
市

町
村

合
併

を
支

援
す

る
新

た
な

交
付

金
制

度
の

創
設

等
）

・
事

業
的

支
援

（
合

併
市

町
村

事
業

の
優

先
的

採
択

や
県

事
業

の
重

点
的

な
実

施
等

）

３
福

岡
県

市
町

村
合

併
支

援
本

部
に

よ
る

総
合

的
か

つ
効

果
的

な
支

援

知
事

を
本

部
長

と
し

各
部

長
等

で
構

成
す

る
福

岡
県

市
町

村
合

併
支

援
本

部
に

つ
い

て
は

、

引
き

続
き

設
置

し
、

市
町

村
の

合
併

に
向

け
た

取
組

や
合

併
後

の
ま

ち
づ

く
り

な
ど

に
対

す
る

支
援

を
総

合
的

か
つ

効
果

的
に

実
施

す
る

。

10

な
お

、
八

女
地

域
の

歴
史

や
生

活
圏

域
等

を
考

慮
す

る
と

、
こ

れ
ら

の
合

併
を

旧
八

女

郡
の

先
行

合
併

と
し

て
位

置
付

け
る

も
の

で
あ

り
、

今
後

、
旧

八
女

郡
に

お
い

て
、

合
併

が
進

め
ら

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ま
た

、
国

道
４

４
２

号
に

沿
っ

た
地

理
的

な
つ

な
が

り
の

あ
る

大
川

市
・

大
木

町
を

含
む

広
い

地
域

で
合

併
が

進
め

ら
れ

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

○
瀬

高
町

、
山

川
町

、
高

田
町

３
町

は
、

平
成

１
９

年
１

月
に

「
み

や
ま

市
」

と
し

て
新

設
合

併
す

る
こ

と
を

県
に

申

請
し

て
お

り
、

構
想

対
象

市
町

村
に

位
置

付
け

る
。

○
豊

前
市

、
吉

富
町

豊
前

市
が

平
成

１
７

年
１

１
月

に
吉

富
町

に
合

併
協

議
の

申
し

入
れ

を
行

い
、

両
市

町 、
の

執
行

部
に

お
い

て
平

成
１

８
年

１
月

か
ら

合
併

に
関

す
る

勉
強

会
が

実
施

さ
れ

る
な

ど

合
併

に
向

け
た

機
運

が
高

揚
し

つ
つ

あ
る

。

生
活

圏
域

と
し

て
は

、
豊

前
市

、
吉

富
町

、
上

毛
町

及
び

築
上

町
が

一
つ

と
な

っ
て

い

る
が

、
上

毛
町

及
び

築
上

町
は

合
併

を
行

っ
た

ば
か

り
で

あ
り

、
新

町
と

し
て

の
一

体
性

を
確

立
す

る
こ

と
が

急
務

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
た

め
、

現
時

点
で

は
、

豊
前

市
及

び
吉

富
町

を
構

想
対

象
市

町
村

に
位

置
付

け
る

。

○
宇

美
町

、
篠

栗
町

、
志

免
町

、
須

恵
町

、
久

山
町

、
粕

屋
町

宇
美

町
、

志
免

町
及

び
須

恵
町

の
３

町
が

、
平

成
１

８
年

２
月

に
粕

屋
町

、
３

月
に

篠

栗
町

と
久

山
町

に
、

そ
れ

ぞ
れ

合
併

協
議

の
申

し
入

れ
を

行
う

な
ど

、
６

町
の

間
で

合
併

協
議

に
向

け
た

動
き

が
具

体
化

し
て

い
る

た
め

、
構

想
対

象
市

町
村

に
位

置
付

け
る

。

ま
た

、
特

に
人

口
１

万
未

満
の

市
町

村
が

含
ま

れ
る

地
域

に
は

、
合

併
協

議
が

進
め

ら
れ

る

よ
う

積
極

的
に

働
き

か
け

、
早

期
に

構
想

対
象

市
町

村
に

位
置

付
け

る
こ

と
と

す
る

。

− 262 − − 263 −
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資
料

１
人

口
規

模
別

課
数

比
較

人
口
規
模

団
体
数

総
務

税
務

民
生

衛
生

農
林

商
工

土
木

そ
の
他

合
計

部
門

部
門

部
門

部
門

水
産

部
門

部
門

部
門

部
門

１
万
未
満

21
3.
2

0.
8

1.
7

0.
8

1.
0

0.
0

1.
0

1.
2

9.
7

１
万
～
３
万

33
3.
5

1.
0

2.
1

0.
8

1.
3

0.
1

1.
3

1.
1

11
.2

３
万
～
５
万

13
5.
8

1.
3

3.
0

1.
7

1.
4

0.
5

2.
5

1.
2

17
.4

５
万
以
上

16
11
.6

2.
0

6.
1

3.
6

2.
3

1.
6

5.
3

1.
3

33
.8

合
計
(平

均
)

83
5.
3

1.
2

2.
9

1.
5

1.
4

0.
4

2.
2

1.
2

16
.1

（
注

１
）

人
口

規
模

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
7
年

４
月

１
日

時
点

の
8
3
市

町
村

（
政

令
指

定
都

市
を

除
く

。
人

口
に

。
）

つ
い

て
は

、
平

成
1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

（
）

。
注

２
平

成
1
8
年

１
月

１
日

現
在

に
お

け
る

調
査

結
果

(
上

毛
町

関
連

分
の

み
平

成
1
7
年

1
0
月

１
日

現
在

)
に

よ
る

ま
た

、
数

値
は

市
町

村
の

課
の

数
の

単
純

平
均

で
あ

る
。

資
料

２
人

口
規

模
別

専
門

分
野

の
設

置
状

況
比

較

団
企
画

情
報
化

法
制

女
性

介
護

人
口
規
模

体
政
策

執
務

政
策

福
祉

担
当

係
課

担
当

係
課

担
当

係
課

担
当

係
課

担
当

係
課

数

61
.9
%

33
.3
%

4.
8%

85
.7
%

14
.3
%

0.
0%

10
0.
0%

0.
0%

0.
0%

95
.2
%

4.
8%

0.
0%

71
.4
%

28
.6
%

0.
0%

１
万
未
満

21

13
7

1
18

3
0

21
0

0
20

1
0

15
6

0

60
.6
%

39
.4
%

0.
0%

36
.4
%

60
.6
%

3.
0%

97
.0
%

3.
0%

0.
0%

87
.9
%

12
.1
%

0.
0%

60
.6
%

27
.3
%

12
.1
%

１
万
～

33

20
13

0
12

20
1

32
1

0
29

4
0

20
9

4
３
万

53
.8
%

30
.8
%

15
.4
%

15
.4
%

69
.2
%

15
.4
%

84
.6
%

15
.4
%

0.
0%

76
.9
%

15
.4
%

7.
7%

23
.1
%

46
.2
%

30
.8
%

３
万
～

13

7
4

2
2

9
2

11
2

0
10

2
1

3
6

4
５
万

12
.5
%

31
.3
%

56
.3
%

0.
0%

56
.3
%

43
.8
%

56
.3
%

37
.5
%

6.
3%

12
.5
%

43
.8
%

43
.8
%

18
.8
%

25
.0
%

56
.3
%

５
万
以
上

16

2
5

9
0

9
7

9
6

1
2

7
7

3
4

9

42
29

12
32

41
10

73
9

1
61

14
8

41
25

17
合
計

83

（
注

１
）

人
口

規
模

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
7
年

４
月

１
日

時
点

の
8
3
市

町
村

（
政

令
指

定
都

市
を

除
く

。
人

口
に

。
）

つ
い

て
は

、
平

成
1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

（
）

。
注

２
平

成
1
8
年

１
月

１
日

現
在

に
お

け
る

調
査

結
果

(
上

毛
町

関
連

分
の

み
平

成
1
7
年

1
0
月

１
日

現
在

)
に

よ
る

（
注

３
）

単
位

未
満

の
数

値
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

た
め

、
計

が
1
0
0
%
と

な
ら

な
い

場
合

が
あ

る
。

資
料

３
専

門
職

員
の

配
置

状
況

１
土

木
技

師
の

配
置

状
況

人
口

規
模

０
名

１
～

２
名

３
～

５
名

６
～

1
0
名

1
1
名

以
上

市
町

村
数

％
％

％
％

％
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数

１
万

未
満

2
1

1
6

7
6
.
2

2
9
.
5

2
9
.
5

1
4
.
8

0
0
.
0

１
万

～
２

万
2
4

1
2

5
0
.
0

3
1
2
.
5

2
8
.
3

5
2
0
.
8

2
8
.
3

２
万

～
３

万
9

3
3
3
.
3

0
0
.
0

1
1
1
.
1

3
3
3
.
3

2
2
2
.
2

３
万

～
５

万
1
3

3
2
3
.
1

0
0
.
0

0
0
.
0

3
2
3
.
1

7
5
3
.
8

５
万

以
上

1
6

5
3
1
.
3

0
0
.
0

1
6
.
3

0
0
.
0

1
0

6
2
.
5

合
計

8
3

3
9

4
7
.
0

5
6
.
0

6
7
.
2

1
2

1
4
.
5

2
1

2
5
.
3

資
料

資
料

１
人

口
規

模
別

課
数

比
較

１
２

資
料

２
人

口
規

模
別

専
門

分
野

の
設

置
状

況
比

較
１

２

資
料

３
専

門
職

員
の

配
置

状
況

１
２

資
料

４
人

口
千

人
当

た
り

の
職

員
数

（
一

般
行

政
職

員
）

１
４

資
料

５
経

常
収

支
比

率
の

推
移

１
５

資
料

６
財

政
力

指
数

１
６

資
料

７
人

口
一

人
当

た
り

の
歳

出
額

１
７

資
料

８
歳

入
に

占
め

る
地

方
税

の
割

合
１

８

資
料

９
財

政
収

支
試

算
（

普
通

会
計

）
の

概
要

１
８

資
料

１
０

市
町

村
の

人
口

推
計

２
１

資
料

１
１

高
齢

化
率

と
財

政
状

況
２

３

資
料

１
２

生
活

圏
域

の
現

況
２

４

用
語

集
２

５

− 264 − − 265 −
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６
司

書
（

補
・

学
芸

員
（

補
）

の
配

置
状

況
）

人
口

規
模

０
名

１
～

２
名

３
～

５
名

６
～

1
0
名

1
1
名

以
上

市
町

村
数

％
％

％
％

％
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数

１
万

未
満

2
1

1
6

7
6
.
2

5
2
3
.
8

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

１
万

～
２

万
2
4

1
4

5
8
.
3

9
3
7
.
5

1
4
.
2

0
0
.
0

0
0
.
0

２
万

～
３

万
9

5
5
5
.
6

2
2
2
.
2

2
2
2
.
2

0
0
.
0

0
0
.
0

３
万

～
５

万
1
3

5
3
8
.
5

3
2
3
.
1

4
3
0
.
8

1
7
.
7

0
0
.
0

５
万

以
上

1
6

6
3
7
.
5

3
1
8
.
8

3
1
8
.
8

2
1
2
.
5

2
1
2
.
5

合
計

8
3

4
6

5
5
.
4

2
2

2
6
.
5

1
0

1
2
.
0

3
3
.
6

2
2
.
4

（
）

、
、

（
。
）
。

注
１

１
～

６
に

つ
い

て
人

口
規

模
は

平
成

1
7
年

４
月

１
日

時
点

の
8
3
市

町
村

政
令

指
定

都
市

を
除

く

人
口

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

（
注

２
）

数
値

に
つ

い
て

は
、

総
務

省
「

平
成

1
7
年

度
地

方
公

共
団

体
定

員
管

理
調

査
」

に
よ

る
。

（
注

３
）

単
位

未
満

の
数

値
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

た
め

、
計

が
1
0
0
%
と

な
ら

な
い

場
合

が
あ

る
。

資
料

４
人

口
千

人
当

た
り

の
職

員
数

（
一

般
行

政
職

員
）

人
口

規
模

人
口

千
人

当
た

り
の

職
員

数
（

人
）

人
口

１
万

未
満

１
０

.
８

人
口

１
万

～
３

万
未

満
６

．
９

人
口

３
万

～
５

万
未

満
４

．
９

人
口

５
万

以
上

４
．

８
（

注
１

）
人

口
規

模
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
7
年

４
月

１
日

時
点

の
8
3
市

町
村

（
政

令
指

定
都

市
を

除
く

。
人

口
。
）

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

（
注

２
）

人
口

千
人

当
た

り
の

職
員

数
は

、
総

務
省

「
平

成
1
7
年

度
地

方
公

共
団

体
定

員
管

理
調

査
」

に
よ

る
一

般
行

政
職

員
数

を
、

平
成

1
2
年

国
勢

調
査

の
人

口
で

除
し

た
額

で
あ

る
。

な
お

、
表

中
の

数
値

は
、

各
区

分
の

市
町

村
ご

と
の

単
純

平
均

で
あ

る
。

13

２
建

築
技

師
の

配
置

状
況

人
口

規
模

０
名

１
～

２
名

３
～

５
名

６
～

1
0
名

1
1
名

以
上

市
町

村
数

％
％

％
％

％
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数

１
万

未
満

2
1

1
9

9
0
.
5

2
9
.
5

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

１
万

～
２

万
2
4

1
9

7
9
.
2

2
8
.
3

3
1
2
.
5

0
0
.
0

0
0
.
0

２
万

～
３

万
9

6
6
6
.
7

1
1
1
.
1

2
2
2
.
2

0
0
.
0

0
0
.
0

３
万

～
５

万
1
3

3
2
3
.
1

4
3
0
.
8

6
4
6
.
2

0
0
.
0

0
0
.
0

５
万

以
上

1
6

4
2
5
.
0

2
1
2
.
5

4
2
5
.
0

4
2
5
.
0

2
1
2
.
5

合
計

8
3

5
1

6
1
.
4

1
1

1
3
.
3

1
5

1
8
.
1

4
4
.
8

2
2
.
4

３
農

林
水

産
技

師
の

配
置

状
況

人
口

規
模

０
名

１
～

２
名

３
～

５
名

６
～

1
0
名

1
1
名

以
上

市
町

村
数

％
％

％
％

％
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数

１
万

未
満

2
1

1
8

8
5
.
7

3
1
4
.
3

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

１
万

～
２

万
2
4

2
0

8
3
.
3

1
4
.
2

3
1
2
.
5

0
0
.
0

0
0
.
0

２
万

～
３

万
9

5
5
5
.
6

1
1
1
.
1

3
3
3
.
3

0
0
.
0

0
0
.
0

３
万

～
５

万
1
3

7
5
3
.
8

1
7
.
7

4
3
0
.
8

1
7
.
7

0
0
.
0

５
万

以
上

1
6

9
5
6
.
3

1
6
.
3

1
6
.
3

3
1
8
.
8

2
1
2
.
5

合
計

8
3

5
9

7
1
.
1

7
8
.
4

1
1

1
3
.
3

4
4
.
8

2
2
.
4

４
栄

養
士

の
配

置
状

況

人
口

規
模

０
名

１
～

２
名

３
～

５
名

６
～

1
0
名

1
1
名

以
上

市
町

村
数

％
％

％
％

％
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数

１
万

未
満

2
1

1
8

8
5
.
7

2
9
.
5

1
4
.
8

0
0
.
0

0
0
.
0

１
万

～
２

万
2
4

1
7

7
0
.
8

6
2
5
.
0

1
4
.
2

0
0
.
0

0
0
.
0

２
万

～
３

万
9

4
4
4
.
4

5
5
5
.
6

0
0
.
0

0
0
.
0

0
0
.
0

３
万

～
５

万
1
3

5
3
8
.
5

6
4
6
.
2

1
7
.
7

1
7
.
7

0
0
.
0

５
万

以
上

1
6

2
1
2
.
5

1
1

6
8
.
8

1
6
.
3

2
1
2
.
5

0
0
.
0

合
計

8
3

4
6

5
5
.
4

3
0

3
6
.
1

4
4
.
8

3
3
.
6

0
0
,
0

５
保

健
師

・
助

産
師

の
配

置
状

況

人
口

規
模

０
名

１
～

２
名

３
～

５
名

６
～

1
0
名

1
1
名

以
上

市
町

村
数

％
％

％
％

％
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数
市

町
村

数

１
万

未
満

2
1

3
1
4
.
3

1
2

5
7
.
1

6
2
8
.
6

0
0
.
0

0
0
.
0

１
万

～
２

万
2
4

1
4
.
2

6
2
5
.
0

1
6

6
6
.
7

1
4
.
2

0
0
.
0

２
万

～
３

万
9

0
0
.
0

0
0
.
0

8
8
8
.
9

1
1
1
.
1

0
0
.
0

３
万

～
５

万
1
3

0
0
.
0

0
0
.
0

3
2
3
.
1

8
6
1
.
5

2
1
5
.
4

５
万

以
上

1
6

1
6
.
3

0
0
.
0

1
6
.
3

9
5
6
.
3

5
3
1
.
3

合
計

8
3

5
6
.
0

1
8

2
1
.
7

3
4

4
1
.
0

1
9

2
2
.
9

7
8
.
4
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資
料

６
財

政
力

指
数

平
成

年
度

人
口

規
模

16
人

口
１

万
未

満
０

．
２

８
８

人
口

１
万

～
３

万
未

満
０

．
４

１
８

人
口

３
万

～
５

万
未

満
０

．
６

３
５

人
口

５
万

以
上

０
．

５
７

６

（
注

１
）

人
口

規
模

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
8
年

４
月

１
日

時
点

の
5
2
市

町
村

（
合

併
市

町
村

及
び

政
令

指
定

都

市
を

除
く

。
人

口
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

。
）

（
注

２
）

財
政

力
指

数
は

「
平

成
1
6
年

度
市

町
村

別
決

算
状

況
調

」
に

よ
る

。
な

お
、

表
中

の
数

値
は

、
各

区

分
の

市
町

村
ご

と
の

単
純

平
均

で
あ

る
。

苅
田
町

新
宮
町

久
山
町

0
.
0
0

0
.
2
0

0
.
4
0

0
.
6
0

0
.
8
0

1
.
0
0

1
.
2
0

1
.
4
0

0
2
0
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

8
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
2
0
,
0
0
0

1
4
0
,
0
0
0

人
口
（
人

）

財
政

力
指
数

15

資
料

５
経

常
収

支
比

率
の

推
移

単
位

：
％

）
（

人
口

規
模

平
成

７
年

度
(
①

)
平

成
1
6
年

度
(
②

)
増

減
率

（
②

/
①

）

人
口

１
万

未
満

８
１

．
３

９
４

．
３

１
６

．
０

人
口

１
万

～
３

万
未

満
８

０
．

０
９

３
．

８
１

７
．

３

人
口

３
万

～
５

万
未

満
７

８
．

１
８

６
．

９
１

１
．

３

人
口

５
万

以
上

８
０

．
９

９
４

．
１

１
６

．
３

（
注

１
）

人
口

規
模

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
8
年

４
月

１
日

時
点

の
5
2
市

町
村

（
合

併
市

町
村

及
び

政
令

指
定

都

市
を

除
く

。
人

口
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

。
）

（
注

２
）

経
常

収
支

比
率

は
「

平
成

７
年

度
及

び
平

成
1
6
年

度
市

町
村

別
決

算
状

況
調

」
に

よ
る

。
な

お
、

表
中

の
数

値
は

、
各

区
分

の
市

町
村

ご
と

の
単

純
平

均
で

あ
る

。

7
0
.
0

8
0
.
0

9
0
.
0

1
0
0
.
0

Ｈ
７

Ｈ
８

Ｈ
９

Ｈ
1
0

Ｈ
1
1

Ｈ
1
2

Ｈ
1
3

Ｈ
1
4

Ｈ
1
5

Ｈ
1
6

１
万

人
未

満
１

万
～

３
万
人

３
万

～
５

万
人

５
万

人
以

上

（
年
度

）

（
％

）

− 266 − − 267 −
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資
料

８
歳

入
に

占
め

る
地

方
税

の
割

合

人
口

規
模

平
成

年
度

16
１

３
．

６
％

人
口

１
万

未
満

２
０

．
９

％
人

口
１

万
～

３
万

未
満

３
４

．
３

％
人

口
３

万
～

５
万

未
満

２
９

．
２

％
人

口
５

万
以

上

（
注

１
）

人
口

規
模

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
8
年

４
月

１
日

時
点

の
5
2
市

町
村

（
合

併
市

町
村

及
び

政
令

指
定

都

市
を

除
く

。
人

口
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

。
）

（
注

２
）

歳
入

に
占

め
る

地
方

税
の

割
合

は
「

平
成

1
6
年

度
市

町
村

別
決

算
状

況
調

」
に

よ
る

。
な

お
、

表
中

の
数

値
は

、
各

区
分

の
市

町
村

ご
と

の
単

純
平

均
で

あ
る

。

資
料

９
財

政
収

支
試

算
（

普
通

会
計

）
の

概
要

（
平

成
1
7
年

６
月

調
査

）

１
試

算
の

前
提

条
件

等
（

１
）

対
象

団
体

旧
法

の
適

用
を

受
け

る
合

併
が

確
定

し
て

い
な

い
5
2
市

町
村

（
1
6
市

3
3
町

３
村

（
政

令
）

市
除

く
）

（
２

）
対

象
期

間
平

成
1
7
年

度
か

ら
平

成
2
1
年

度

（
３

）
前

提
条

件
①

平
成

1
7
、

1
8
年

度
の

「
地

方
税

＋
普

通
交

付
税

＋
臨

時
財

政
対

策
債

」
に

つ
い

て
、

平
成

1
6
年

度
の

「
地

方
税

＋
普

通
交

付
税

＋
臨

時
財

政
対

策
債

」
と

同
額

と
す

る
。

臨
時

財
政

対
策

債
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
7
年

度
は

対
前

年
度

▲
2
3
.
1
％

、
平

成
1
8
年

度
は

平
成

1
7
年

度
と

同
額

と
す

る
。

普
通

交
付

税
＋

臨
時

財
政

対
策

債
に

つ
い

て
、

平
成

1
9
年

度
以

降
各

年
度

対
前

年
度

▲
5
.
0
％

②
特

別
交

付
税

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
7
年

度
以

降
各

年
度

対
前

年
度

▲
5
.
0
％

苅
田
町

新
宮
町

久
山
町

0
.
0

1
0
.
0

2
0
.
0

3
0
.
0

4
0
.
0

5
0
.
0

6
0
.
0

7
0
.
0

0
2
0
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

8
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
2
0
,
0
0
0

1
4
0
,
0
0
0

人
口
（
人
）

歳
入
に
占
め
る
地
方
税
の
割
合
（
％
）

17

資
料

７
人

口
一

人
当

た
り

の
歳

出
額

平
成

年
度

人
口

規
模

16
人

口
１

万
未

満
６

７
５

千
円

人
口

１
万

～
３

万
未

満
３

８
７

千
円

人
口

３
万

～
５

万
未

満
２

９
８

千
円

人
口

５
万

以
上

３
５

０
千

円

（
注

１
）

人
口

規
模

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
8
年

４
月

１
日

時
点

の
5
2
市

町
村

（
合

併
市

町
村

及
び

政
令

指
定

都

市
を

除
く

。
人

口
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

。
）

（
注

２
）

人
口

一
人

当
た

り
の

歳
出

額
は

「
平

成
1
6
年

度
市

町
村

別
決

算
状

況
調

」
に

よ
る

歳
出

合
計

額
を

、

平
成

1
2
年

国
勢

調
査

の
人

口
で

除
し

た
額

で
あ

る
。

な
お

、
表

中
の

数
値

は
、

各
区

分
の

市
町

村
ご

と
の

単
純

平
均

で
あ

る
。

大
牟
田
市

田
川
市

矢
部
村

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

1
,
0
0
0

1
,
2
0
0

1
,
4
0
0

1
,
6
0
0

0
2
0
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

8
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
2
0
,
0
0
0

1
4
0
,
0
0
0

人
口
（
人
）

人
口
１
人
当
た
り
歳
出
額
（
千
円
）
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（
２

）
財

源
対

策
に

つ
い

て
、

、
財

源
対

策
1
,
2
8
4
億

円
の

う
ち

積
立

基
金

の
取

崩
し

に
よ

る
も

の
が

6
5
3
億

円
で

あ
り

全
体

の
5
0
％

以
上

を
占

め
て

お
り

、
当

面
基

金
に

頼
っ

た
厳

し
い

財
政

運
営

を
強

い
ら

れ
て

い
る

状
況

に
あ

る
。

ま
た

、
歳

入
確

保
対

策
に

つ
い

て
は

、
財

源
対

策
全

体
の

6
.
2
％

を
占

め
る

に
過

ぎ
ず

、
有

効
な

対
策

を
講

じ
得

て
い

な
い

状
況

で
あ

る
。

歳
出

削
減

対
策

の
う

ち
、

職
員

の
削

減
に

つ
い

て
は

4
0
市

町
村

が
、

特
別

職
、

一
般

職
の

給
与

や
管

理
職

手
当

等
の

各
種

手
当

て
の

削
減

に
つ

い
て

は
3
8
市

町
村

が
実

施
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
人

件
費

の
削

減
が

歳
出

削
減

対
策

の
大

き
な

柱
と

な
っ

て
い

る
。

な
お

、
歳

出
削

減
対

策
と

し
て

、
2
0
市

町
村

が
投

資
的

経
費

の
見

直
し

を
図

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
見

直
し

の
結

果
、

平
成

2
1
年

度
の

投
資

的
経

費
の

額
は

5
2
市

町
村

の
合

計
で

4
3
4
億

円
と

な
り

、
平

成
1
6
年

度
の

4
2
％

の
水

準
ま

で
減

少
す

る
こ

と
と

な
る

。
(
単

位
：

億
円

)

区
分

金
額

内
容

①
歳

入
確

保
対

策
8
0

3
3

未
利

用
財

産
の

売
り

払
い

等

2
1

税
の

徴
収

確
保

使
用

料
、

手
数

料
の

見
直

し
公

営
住

宅
等

施
設

使
用

料
見

直
し

、
各

種
証

明
手

2
1

数
料

等
見

直
し

、
ゴ

ミ
袋

有
料

化
等

そ
の

他
検

診
負

担
金

徴
収

、
公

用
車

廃
止

に
伴

う
売

却
5

②
歳

出
削

減
対

策
4
5
7

職
員

数
減

職
員

数
削

減
、

議
員

数
削

減
、

収
入

役
廃

止
1
5
1

8
7

投
資

的
経

費
の

見
直

し

4
1

補
助

金
等

の
整

理
合

理
化

給
与

等
削

減
特

別
職

給
与

削
減

、
調

整
手

当
削

減
、

管
理

職
手

3
9

当
削

減
、

一
般

職
給

与
削

減

1
3
9

内
部

管
理

経
費

の
見

直
し

等

③
積

立
基

金
取

崩
6
5
3

④
そ

の
他

9
4

合
計

1
,
2
8
4

（
３

）
財

源
対

策
後

の
収

支
等

○
財

源
対

策
後

の
収

支
見

込
財

源
対

策
を

講
じ

た
結

果
、

平
成

2
1
年

度
末

の
収

支
見

込
み

は
、

財
源

対
策

前
の

赤
字

3
9
5
億

円
（

黒
字

３
団

体
、

赤
字

4
9
団

体
）

か
ら

赤
字

7
0
億

円
（

黒
字

4
6
団

体
、

赤
字

６
団

体
）

と
改

善
さ

れ
て

い
る

。

○
積

立
金

現
在

高
の

推
移

平
成

1
6
年

度
末

の
残

高
2
,
0
3
1
億

円
(
う

ち
財

調
5
7
8
億

円
)
か

ら
平

成
2
1
年

度
末

は
1
,
1

4
1
億

円
(
う

ち
財

調
2
5
5
億

円
)
と

、
額

に
し

て
8
9
0
億

円
(
う

ち
財

調
3
2
2
億

円
、

率
に

）
し

て
4
3
.
8
％

（
財

調
は

5
5
.
8
％

）
減

少
す

る
見

込
み

。
な

お
、

財
調

が
枯

渇
す

る
団

体
数

は
下

記
の

と
お

り
。

年
度

～
Ｈ

1
6

Ｈ
1
8

Ｈ
1
9

Ｈ
2
0

Ｈ
2
1

団
体

数
１

１
１

２
７

※
上

記
団

体
以

外
に

、
５

団
体

に
お

い
て

、
平

成
2
1
年

度
末

の
財

調
残

高
が

１
億

円
以

下
と

な
る

。
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③
地

方
譲

与
税

の
う

ち
所

得
譲

与
税

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
7
年

度
以

降
、

平
成

1
7
年

度
見

込
額

と
す

る
。

所
得

譲
与

税
以

外
の

地
方

譲
与

税
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
7
年

度
以

降
、

平
成

1
6
年

度
決

算
額

と
同

額
と

す
る

。
（
「

」
）

（
「

」
）

、
④

減
税

補
て

ん
債

地
方

債
及

び
地

方
特

例
交

付
金

そ
の

他
に

つ
い

て
は

平
成

1
7
年

度
以

降
、

平
成

1
6
年

度
決

算
額

と
同

額
と

す
る

（
本

来
は

、
恒

久
的

な
減

。
税

の
見

直
し

を
反

映
さ

せ
る

べ
き

だ
が

、
税

に
振

り
替

わ
る

だ
け

で
、

期
間

中
の

フ
レ

ー
ム

に
大

き
な

影
響

を
与

え
な

い
）

。
⑤

国
県

支
出

金
の

一
般

財
源

振
替

額
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
7
年

度
以

降
、

平
成

1
6
年

度
の

決
算

額
以

下
と

す
る

。
⑥

歳
出

に
つ

い
て

は
、

既
定

の
事

業
計

画
に

基
づ

き
投

資
的

経
費

を
計

上
、

公
債

費
に

つ
い

て
は

公
債

台
帳

に
基

づ
き

計
上

、
そ

の
他

の
経

費
に

つ
い

て
は

、
特

に
扶

助
費

な
ど

自
然

増
を

適
切

に
計

上
す

る
こ

と
。

２
試

算
結

果
の

概
要

（
１

）
財

源
対

策
を

講
じ

る
前

○
歳

入
項

目
の

状
況

(
単

位
：

億
円

、
％

)

1
6
年

度
2
1
年

度
増

減
額

増
減

率

地
方

税
1
,
6
8
0
(
1
,
6
7
0
)

1
,
7
2
0
(
1
,
7
1
5
)

4
1

(
4
5
)

2
.
4

(
2
.
7
)

普
交

+
臨

財
債

1
,
5
3
3
(
1
,
5
3
3
)

1
,
2
9
1
(
1
,
2
9
1
)

▲
2
4
2
(
▲

2
4
2
)

▲
1
5
.
8
(
▲

1
5
.
8
)

地
方

債
7
7
2

(
3
1
2
)

3
5
2

(
1
7
0
)

▲
4
2
0
(
▲

1
4
2
)

▲
5
4
.
4
(
▲

4
5
.
5
)

そ
の

他
2
,
5
1
8

(
9
4
8
)

2
,
0
1
8

(
7
0
6
)

▲
5
0
0
(
▲

2
4
2
)

▲
1
9
.
9
(
▲

2
5
.
5
)

合
計

6
,
2
3
8
(
4
,
1
9
8
)

5
,
2
3
5
(
3
,
7
3
7
)

▲
1
,
0
0
2
(
▲

4
6
2
)

▲
1
6
.
1
(
▲

1
1
.
0
)

※
（

）
内

は
一

般
財

源
ベ

ー
ス

○
歳

出
項

目
の

状
況

歳
出

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
6
年

度
と

比
較

し
て

、
扶

助
費

及
び

繰
出

金
が

1
0
％

以
上

の
伸

び
と

な
っ

て
い

る
の

に
対

し
、

投
資

的
経

費
は

財
源

対
策

を
講

じ
る

前
に

約
5
0
％

の
大

き
な

減
少

と
な

っ
て

お
り

、
歳

入
の

減
少

に
よ

る
歳

出
削

減
を

投
資

的
経

費
の

削
減

に
よ

り
対

応
せ

ざ
る

を
得

な
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

。
(
単

位
：

億
円

、
％

)

1
6
年

度
2
1
年

度
増

減
額

増
減

率
義

務
的

経
費

2
,
8
4
7
(
1
,
9
6
9
)

2
,
8
8
4
(
2
,
0
1
8
)

3
7

(
4
9
)

1
.
3

(
2
.
5
)

1
,
1
2
8
(
1
,
0
2
3
)

1
,
1
4
9
(
1
,
0
5
2
)

2
1

(
2
9
)

1
.
9

(
2
.
8
)

人
件

費

8
8
4

(
2
5
0
)

9
9
4

(
2
9
3
)

1
1
1

(
4
3
)

1
2
.
6

(
1
7
.
1
)

扶
助

費

8
3
5

(
6
9
7
)

7
4
0

(
6
7
4
)

▲
9
5

(
▲

2
3
)

▲
1
1
.
4
(
▲

3
.
3
)

公
債

費

投
資

的
経

費
1
,
0
1
8

(
3
1
0
)

5
2
1

(
2
3
4
)

▲
4
9
6

(
▲

7
5
)

▲
4
8
.
8
(
▲

2
4
.
3
)

物
件

費
7
1
9

(
5
5
0
)

7
0
7

(
5
6
5
)

▲
1
2

(
1
6
)

▲
1
.
7

(
2
.
8
)

繰
出

金
5
0
2

(
4
4
1
)

5
5
2

(
4
9
4
)

5
1

(
5
3
)

1
0
.
1

(
1
2
.
1
)

そ
の

他
9
9
9

(
7
9
7
)

9
6
5

(
8
1
9
)

▲
3
4

(
2
2
)

▲
3
.
4

(
2
.
8
)

合
計

6
,
0
8
5
(
4
,
0
6
7
)

5
,
6
2
9
(
4
,
1
3
0
)

▲
4
5
6

(
6
3
)

▲
7
.
5

(
1
.
5
)

※
（

）
内

は
一

般
財

源
ベ

ー
ス

○
収

支
状

況
（

、
）

平
成

1
6
年

度
末

は
5
2
市

町
村

の
合

計
で

黒
字

1
0
5
億

円
黒

字
5
1
団

体
赤

字
１

団
体

で
あ

る
が

、
平

成
2
1
年

度
末

は
赤

字
3
9
5
億

円
（

黒
字

３
団

体
、

赤
字

4
9
団

体
）

と
な

っ
て

い
る

。

− 268 − − 269 −
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⇒
平

成
2
2
年

以
降

は
、

平
成

1
2
年

～
平

成
1
7
年

の
純

移
動

率
が

一
定

で
推

移
す

る

も
の

と
し

て
推

計
を

行
う

、
、

＊
封

鎖
人

口
：

当
該

自
治

体
に

お
い

て
転

入
及

び
転

出
は

な
い

も
の

と
仮

定
し

て

、
当

該
年

度
の

人
口

が
５

年
後

に
生

存
し

て
い

る
と

見
込

ま
れ

る
人

口
に

当
該

年
度

か
ら

５
年

間
に

出
生

す
る

と
見

込
ま

れ
る

子
の

数
を

加
え

た

も
の

。

２
平

成
1
2
年

と
平

成
4
2
年

と
を

比
較

し
た

人
口

減
少

の
状

況

増
減

率
（

％
）

人
口

規
模

(
平

成
年

人
口

／
平

成
年

人
口

)
42

12
1
1
団

体
中

1
0
団

体
で

人
口

減
少

▲
３

１
．

８
人

口
１

万
未

満
2
5
団

体
中

1
8
団

体
で

人
口

減
少

▲
１

６
．

４
人

口
１

万
～

３
万

未
満

1
4
団

体
中

９
団

体
で

人
口

減
少

▲
８

．
６

人
口

３
万

～
５

万
未

満
1
7
団

体
中

1
1
団

体
で

人
口

減
少

▲
６

．
５

人
口

５
万

以
上

（
注

１
）

人
口

規
模

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
8
年

４
月

１
日

時
点

の
6
7
市

町
村

（
政

令
指

定
都

市
を

除
く

。
平

成
。
）

1
2
年

人
口

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

（
注

２
）

増
減

率
は

、
各

区
分

の
市

町
村

ご
と

の
単

純
平

均
で

あ
る

。

３
人

口
に

占
め

る
生

産
年

齢
人

口
の

割
合

人
口

規
模

平
成

１
２

年
（

％
）

平
成

４
２

年
（

％
）

人
口

１
万

未
満

５
８

．
９

４
６

．
３

人
口

１
万

～
３

万
未

満
６

３
．

５
５

２
．

０
人

口
３

万
～

５
万

未
満

６
５

．
７

５
６

．
３

人
口

５
万

以
上

６
６

．
６

５
６

．
９

（
注

１
）

人
口

規
模

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
8
年

４
月

１
日

時
点

の
6
7
市

町
村

（
政

令
指

定
都

市
を

除
く

。
平

成
。
）

1
2
年

人
口

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

（
注

２
）

表
中

の
数

値
は

、
各

区
分

の
市

町
村

ご
と

の
単

純
平

均
で

あ
る

。

４
人

口
に

占
め

る
老

年
人

口
の

割
合

（
高

齢
化

率
）

人
口

規
模

平
成

１
２

年
（

％
）

平
成

４
２

年
（

％
）

人
口

１
万

未
満

２
７

．
３

４
３

．
４

人
口

１
万

～
３

万
未

満
２

１
．

５
３

６
．

７
人

口
３

万
～

５
万

未
満

１
８

．
８

３
１

．
６

人
口

５
万

以
上

１
７

．
８

３
０

．
８

（
注

１
）

人
口

規
模

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
8
年

４
月

１
日

時
点

の
6
7
市

町
村

（
政

令
指

定
都

市
を

除
く

。
平

成
。
）

1
2
年

人
口

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

（
注

２
）

表
中

の
数

値
は

、
各

区
分

の
市

町
村

ご
と

の
単

純
平

均
で

あ
る

。
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３
推

計
結

果
か

ら
予

測
で

き
る

こ
と

以
上

、
財

政
収

支
試

算
の

結
果

、
歳

出
削

減
対

策
に

つ
い

て
は

、
一

部
団

体
を

除
い

て
は

相
当

程
度

取
り

組
ん

で
お

り
、

更
な

る
削

減
効

果
の

上
積

み
は

厳
し

い
状

況
に

あ
る

と
思

わ
れ

る
、

、
こ

と
及

び
投

資
的

経
費

に
つ

い
て

は
平

成
1
6
年

度
の

水
準

の
４

割
に

ま
で

落
ち

込
ん

で
お

り
こ

れ
以

上
の

削
減

は
期

待
で

き
な

い
こ

と
等

か
ら

、
平

成
2
1
年

度
以

降
、

ま
す

ま
す

厳
し

い
財

政
運

営
を

強
い

ら
れ

る
と

思
わ

れ
る

。

資
料

１
０

市
町

村
の

人
口

推
計

１
推

計
方

法

（
１

）
基

本
的

考
え

方

コ
ー

ホ
ー

ト
（

５
歳

階
級

別
男

女
別

人
口

）
ご

と
に

、
社

会
移

動
（

転
入

、
転

出
）

お
よ

び
生

死
（

出
生

、
生

残
）

の
指

標
か

ら
、

将
来

人
口

を
推

計
す

る
。

（
２

）
用

い
る

デ
ー

タ

①
基

準
人

口
（

推
計

の
出

発
点

と
な

る
人

口
）

総
務

省
「

平
成

1
2
年

国
勢

調
査

」
市

区
町

村
別

・
５

歳
階

級
別

・
男

女
別

人
口

（
た

だ
し

年
齢

不
詳

の
人

口
を

各
年

齢
に

按
分

す
る

）

⇒
平

成
1
2
年

の
デ

ー
タ

を
も

と
に

平
成

1
7
年

の
人

口
を

推
計

平
成

1
7
年

の
速

報
値

（
市

区
町

村
別

）
の

デ
ー

タ
を

、
上

記
推

計
値

の
比

率
で

性
・

年
齢

別
に

按
分

按
分

さ
れ

た
値

を
基

準
人

口
と

す
る

②
生

残
率

（
各

階
級

の
人

口
が

５
年

後
に

生
き

て
い

る
確

率
）

国
立

社
会

保
障

・
人

口
問

題
研

究
所

「
平

成
1
2
年

都
道

府
県

別
生

命
表

」

県
内

は
全

て
同

値
と

仮
定

（
平

成
７

年
～

平
成

1
2
年

の
み

実
績

値
）

③
出

生
率

（
各

階
級

の
女

性
が

５
年

間
で

子
ど

も
を

出
生

す
る

確
率

）

国
立

社
会

保
障

・
人

口
問

題
研

究
所

「
都

道
府

県
別

将
来

推
計

人
口

平
成

1
2
～

4
2
」

県
内

は
全

て
同

値
と

仮
定

（
平

成
７

年
～

平
成

1
2
年

の
み

実
績

値
）

④
出

生
性

比
（

生
ま

れ
る

子
ど

も
の

男
女

比
）

「
平

成
1
2
年

人
口

動
態

統
計

」
過

去
５

年
の

出
生

性
比

（
女

子
1
0
0
に

対
し

て
男

子

1
0
5
.
5
）

⑤
純

移
動

率
（

転
入

者
数

か
ら

転
出

者
数

を
減

じ
た

数
が

人
口

に
占

め
る

割
合

）

「
平

成
1
2
年

国
勢

調
査

」
と

「
平

成
７

年
国

勢
調

査
」

か
ら

性
・

年
齢

別
に

算
出

⇒
生

残
率

か
ら

求
め

ら
れ

る
封

鎖
人

口
と

実
際

の
人

口
の

差
を

純
移

動
数

純
移

動
数

の
実

際
人

口
に

占
め

る
比

率
を

純
移

動
率

と
す

る

⇒
平

成
1
7
年

の
速

報
値

は
年

齢
階

級
別

の
数

値
で

は
な

い
の

で
、

年
齢

ご
と

の
人

口
を

求
め

る
た

め
、

平
成

1
2
年

の
デ

ー
タ

か
ら

平
成

1
7
年

の
人

口
を

推
計

。
平

成
1

7
年

の
速

報
値

を
も

と
に

年
齢

別
に

按
分

し
た

補
正

値
を

元
に

、
平

成
1
2
年

～
平

成

1
7
年

の
純

移
動

率
を

算
出

す
る

− 268 − − 269 −
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資
料

１
１

高
齢

化
率

と
財

政
状

況

１
人

口
一

人
当

た
り

歳
出

額

２
財

政
力

指
数

（
注

１
）

１
～

２
に

つ
い

て
、

グ
ラ

フ
上

の
点

は
、

平
成

1
8
年

４
月

１
日

時
点

の
5
2
市

町
村

（
合

併
市

町
村

及
び

政

令
指

定
都

市
を

除
く

。
高

齢
化

率
に

つ
い

て
は

、
平

成
1
2
年

国
勢

調
査

に
よ

る
。

。
）

（
注

２
）

歳
出

額
及

び
財

政
力

指
数

に
つ

い
て

は
「

平
成

1
6
年

度
市

町
村

別
決

算
状

況
調

」
に

よ
る

。
、

矢
部
村

赤
村

岡
垣
町

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

1
,
0
0
0

1
,
2
0
0

1
,
4
0
0

1
,
6
0
0 5
.
0

1
0
.
0

1
5
.
0

2
0
.
0

2
5
.
0

3
0
.
0

3
5
.
0

4
0
.
0

高
齢
化
率
（
％
）

人
口
一
人
当
た
り
歳
出
額
（
千
円
）

苅
田
町

赤
村

川
崎
町

0
.
0
0

0
.
2
0

0
.
4
0

0
.
6
0

0
.
8
0

1
.
0
0

1
.
2
0

1
.
4
0

5
.
0

1
0
.
0

1
5
.
0

2
0
.
0

2
5
.
0

3
0
.
0

3
5
.
0

4
0
.
0

高
齢
化

率
（
％

）

財
政
力
指

数

− 270 − − 271 −
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○
普

通
交

付
税

地
方

交
付

税
の

主
体

を
な

す
も

の
で

、
基

準
財

政
需

要
額

が
基

準
財

政
収

入
額

を
超

え
る

地
方

公
共

団
体

に
対

し
て

交
付

さ
れ

る
。

基
準

財
政

需
要

額
及

び
基

準
財

政
収

入
額

は
、

各
地

方
公

共
団

体
の

標
準

的
な

財
政

需
要

及
び

財
政

収
入

を
合

理
的

に
測

定
す

る
た

め
に

一
定

の
方

法
よ

っ
て

算
定

し
た

額
で

あ
り

、
各

地
方

公
共

団
体

ご
と

の
普

通
交

付
税

の
額

は
、

原
、

（
）

。
則

と
し

て
基

準
財

政
需

要
額

が
基

準
財

政
収

入
額

を
超

え
る

額
財

源
不

足
額

で
あ

る

○
臨

時
財

政
対

策
債

地
方

一
般

財
源

の
不

足
に

対
処

す
る

た
め

、
投

資
的

経
費

以
外

の
経

費
に

も
充

て
ら

れ
る

地
方

財
政

法
第

５
条

の
特

例
と

し
て

発
行

さ
れ

る
地

方
債

で
、

各
地

方
公

共
団

体
の

基
準

財
政

需
要

額
を

基
本

に
、

団
体

ご
と

の
発

行
可

能
額

が
算

定
さ

れ
る

。
後

年
度

に
そ

の
元

利
償

還
金

の
全

額
が

普
通

交
付

税
の

基
準

財
政

需
要

額
に

算
入

さ
れ

る
。

○
特

別
交

付
税

地
方

交
付

税
の

一
部

で
、

普
通

交
付

税
の

算
定

方
法

の
画

一
性

と
そ

の
算

定
時

期
か

ら
し

て
、

基
準

財
政

需
要

額
又

は
基

準
財

政
収

入
額

の
算

定
に

反
映

す
る

こ
と

の
で

き
な

か
っ

た
具

体
的

な
事

情
を

考
慮

し
て

交
付

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
い

わ
ば

、
普

通
交

付
税

の
機

能
を

補
完

し
て

、
地

方
交

付
税

制
度

全
体

と
し

て
の

具
体

的
妥

当
性

を
確

保
す

る
た

め
の

制
度

で
あ

る
。

○
減

税
補

て
ん

債
地

方
税

の
特

別
減

税
、

制
度

減
税

に
よ

る
地

方
公

共
団

体
の

減
収

額
を

埋
め

る
た

め
、

地
方

財
政

法
第

５
条

の
特

例
と

し
て

認
め

ら
れ

て
い

る
地

方
債

の
こ

と
を

い
う

。
本

債
は

、
税

の
振

り
替

わ
り

の
性

格
を

持
っ

て
お

り
、

同
法

第
５

条
に

定
め

る
経

費
以

外
の

経
費

に
も

充
当

で
き

る
。

後
年

度
に

そ
の

元
利

償
還

金
の

全
額

が
普

通
交

付
税

の
基

準
財

政
需

要
額

に
算

入
さ

れ
る

。

○
地

方
債

地
方

公
共

団
体

が
資

金
調

達
の

た
め

に
負

担
す

る
債

務
で

あ
っ

て
、

そ
の

返
済

が
一

会
計

年
度

を
超

え
て

行
わ

れ
る

も
の

を
い

う
。

○
地

方
特

例
交

付
金

平
成

1
1
年

度
の

恒
久

的
な

減
税

の
実

施
に

伴
う

地
方

税
の

減
収

の
一

部
を

補
て

ん
す

る
た

め
、

地
方

税
の

代
替

的
性

格
を

有
す

る
財

源
と

し
て

、
将

来
の

税
制

の
抜

本
的

な
見

直
し

等
、

、
が

行
わ

れ
る

ま
で

の
間

都
道

府
県

及
び

市
町

村
に

交
付

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
平

成
1
8
年

度
の

税
制

改
正

に
よ

り
、

廃
止

さ
れ

る
予

定
で

あ
る

。

○
投

資
的

経
費

歳
出

の
う

ち
、

そ
の

支
出

の
効

果
が

資
本

形
成

に
向

け
ら

れ
る

も
の

を
い

う
。

通
常

、
普

通
建

設
事

業
費

、
災

害
復

旧
事

業
費

、
失

業
対

策
事

業
費

の
総

体
を

い
う

。

○
普

通
建

設
事

業
費

道
路

、
橋

り
ょ

う
、

学
校

、
庁

舎
等

公
共

用
又

は
公

用
施

設
の

新
増

設
等

の
建

設
事

業
に

要
す

る
投

資
的

経
費

を
い

う
。

○
災

害
復

旧
事

業
費

降
雨

、
暴

風
、

洪
水

、
地

震
、

高
潮

そ
の

他
の

災
害

に
よ

っ
て

被
害

を
受

け
た

施
設

等
を

原
形

に
復

旧
す

る
た

め
に

要
す

る
経

費
を

い
う

。

25

用
語

集

○
経

常
収

支
比

率
人

件
費

、
扶

助
費

、
公

債
費

等
の

経
常

経
費

に
、

地
方

税
、

地
方

交
付

税
、

地
方

譲
与

税
を

中
心

と
し

た
経

常
一

般
財

源
が

ど
の

程
度

充
当

さ
れ

た
か

を
み

る
比

率
で

あ
り

、
財

政
構

造
の

弾
力

性
を

判
断

す
る

際
の

指
標

と
な

る
も

の
。

こ
の

比
率

が
低

い
ほ

ど
、

臨
時

の
財

政
需

要
に

余
裕

を
持

つ
こ

と
に

な
り

、
財

政
構

造
に

弾
力

性
が

あ
る

こ
と

に
な

る
。

○
人

件
費

職
員

等
に

対
し

、
勤

労
の

対
価

、
報

酬
と

し
て

支
払

わ
れ

る
一

切
の

経
費

を
い

う
。

人
件

費
に

属
す

る
も

の
と

し
て

は
、

議
員

報
酬

、
各

種
委

員
報

酬
、

特
別

職
給

与
、

職
員

給
な

ど
が

あ
る

。

○
扶

助
費

社
会

保
障

制
度

の
一

環
と

し
て

、
地

方
公

共
団

体
が

各
種

の
法

令
、

す
な

わ
ち

生
活

保
護

法
、

児
童

福
祉

法
、

老
人

福
祉

法
等

に
基

づ
き

、
被

扶
助

者
に

対
し

て
そ

の
生

活
を

維
持

す
る

た
め

に
支

出
さ

れ
る

経
費

及
び

地
方

公
共

団
体

が
単

独
で

行
っ

て
い

る
各

種
扶

助
の

経
費

を
い

う
。

○
公

債
費

地
方

公
共

団
体

が
借

り
入

れ
た

地
方

債
の

元
利

償
還

金
及

び
一

時
借

入
金

利
子

の
合

算
額

を
い

う
。

市
町

村
に

お
い

て
は

県
か

ら
の

貸
付

金
の

返
還

金
及

び
そ

の
利

子
も

含
ま

れ
る

。

○
地

方
税

租
税

の
う

ち
、

国
が

課
税

権
の

主
体

で
あ

る
も

の
が

国
税

で
あ

り
、

地
方

公
共

団
体

が
課

税
権

の
主

体
で

あ
る

も
の

を
地

方
税

と
い

う
。

地
方

公
共

団
体

は
、

地
方

税
法

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
っ

て
地

方
税

を
賦

課
徴

収
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

○
地

方
交

付
税

国
税

の
う

ち
所

得
税

、
法

人
税

、
酒

税
、

消
費

税
及

び
た

ば
こ

税
の

そ
れ

ぞ
れ

一
定

割
合

、
、

の
額

で
地

方
公

共
団

体
が

等
し

く
そ

の
行

う
べ

き
事

務
を

遂
行

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

一
定

の
基

準
に

よ
り

国
が

地
方

公
共

団
体

に
交

付
す

る
税

を
い

う
。

○
地

方
譲

与
税

国
税

と
し

て
徴

収
し

、
そ

の
ま

ま
地

方
公

共
団

体
に

対
し

て
譲

与
す

る
税

を
い

う
。

地
方

譲
与

税
に

属
す

る
も

の
と

し
て

は
、

所
得

譲
与

税
、

地
方

道
路

譲
与

税
、

石
油

ガ
ス

譲
与

税
な

ど
が

あ
る

。

○
一

般
財

源
使

途
が

特
定

さ
れ

ず
ど

の
よ

う
な

経
費

に
も

使
用

で
き

る
も

の
を

い
う

。
一

般
財

源
が

多
い

ほ
ど

行
政

運
営

の
自

主
性

が
確

保
さ

れ
、

地
域

の
実

態
に

即
応

し
た

行
政

の
展

開
が

可
能

と
な

る
。

地
方

税
、

地
方

譲
与

税
、

地
方

交
付

税
な

ど
が

代
表

的
で

あ
る

。

○
財

政
力

指
数

当
該

団
体

の
財

政
力

を
示

す
指

標
で

「
１

」
に

近
く

あ
る

い
は

「
１

」
を

超
え

る
ほ

ど
、

財
源

に
余

裕
が

あ
る

と
さ

れ
る

。
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○
失

業
対

策
事

業
費

、
、

多
数

の
失

業
者

の
発

生
に

対
処

し
て

こ
れ

ら
失

業
者

に
臨

時
的

に
就

職
の

機
会

を
与

え
道

路
の

整
備

や
工

場
、

住
宅

団
地

の
造

成
な

ど
の

事
業

を
国

又
は

地
方

公
共

団
体

が
実

施
す

る
こ

と
が

法
律

等
に

よ
っ

て
定

め
ら

れ
て

い
る

。
こ

れ
ら

を
失

業
対

策
事

業
と

い
い

、
こ

れ
に

要
す

る
経

費
を

失
業

対
策

事
業

費
と

い
う

。

○
義

務
的

経
費

歳
出

の
う

ち
、

そ
の

支
出

が
義

務
付

け
ら

れ
任

意
に

節
減

す
る

こ
と

が
困

難
な

経
費

を
い

い
、

極
め

て
硬

直
性

の
高

い
経

費
で

あ
る

。
通

常
、

人
件

費
、

扶
助

費
、

公
債

費
の

総
体

を
い

う
。

○
物

件
費

人
件

費
、

維
持

補
修

費
、

扶
助

費
、

補
助

費
等

以
外

の
地

方
公

共
団

体
が

支
出

す
る

消
費

的
性

質
の

経
費

の
総

称
で

あ
る

。
物

件
費

に
属

す
る

も
の

と
し

て
は

、
賃

金
、

旅
費

、
交

際
費

、
需

用
費

、
役

務
費

、
備

品
購

入
費

、
委

託
料

な
ど

が
あ

る
。

○
繰

出
金

一
般

会
計

と
特

別
会

計
又

は
特

別
会

計
相

互
間

に
お

い
て

支
出

さ
れ

る
経

費
を

い
う

。
ま

た
、

基
金

に
対

す
る

支
出

の
う

ち
、

定
額

の
資

金
を

運
用

す
る

た
め

の
も

の
も

繰
出

金
に

含
ま

れ
る

。

○
積

立
（

基
）

金
財

政
運

営
を

計
画

的
に

す
る

た
め

、
又

は
財

源
の

余
裕

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
特

定
の

支
出

目
的

の
た

め
、

年
度

間
の

財
源

変
動

に
備

え
、

財
政

規
模

及
び

税
収

そ
の

他
の

歳
入

の
安

定
性

の
程

度
に

応
じ

積
み

立
て

る
金

銭
を

い
い

、
地

方
自

治
法

上
は

基
金

と
し

て
処

理
さ

れ
て

い
る

も
の

で
あ

る
。
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Ⅰ
福
岡
県
市
町
村
合
併
推
進
構
想
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
１
６
年
法
律
第
５
９
号
。）
に
基
づ
き
、

平
成
１
８
年
４
月
に
本
県
が
策
定
し
た
「
福
岡
県
市
町
村
合
併
推
進
構
想
」（
以
下
「
構
想
」
と
い

う
。）
で
は
、
５
つ
の
地
域
を
構
想
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
と
し
て
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
口
３

万
未
満
の
市
町
村
の
合
併
、
な
か
で
も
規
模
・
能
力
の
充
実
が
最
も
求
め
ら
れ
て
い
る
人
口
１
万

未
満
の
市
町
村
の
合
併
を
推
進
す
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
１
２
の
地
域
を
合
併
推
進
が
望
ま
れ
る

地
域
と
し
て
位
置
付
け
、
合
併
協
議
が
始
ま
る
な
ど
合
併
に
対
す
る
熟
度
が
高
ま
っ
た
市
町
村
か

ら
順
次
、
構
想
対
象
市
町
村
に
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
た
び
、
構
想
の
中
で
合
併
推
進
が
望
ま
れ
る
地
域
に
位
置
付
け
て
い
る
旧
糸
島
郡
地
域
（
前

原
市
、
二
丈
町
、
志
摩
町
）
に
お
い
て
、
具
体
的
な
合
併
協
議
が
始
め
ら
れ
る
な
ど
合
併
に
対
す

る
熟
度
が
高
ま
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
福
岡
県
市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
の
意
見
を
聴
取
し

た
う
え
で
、「
前
原
市
、
二
丈
町
、
志
摩
町
」
を
構
想
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
と
し
て
追
加
す
る
も

の
で
あ
る
。

Ⅱ
旧
糸
島
郡
地
域
の
状
況
に
つ
い
て

旧
糸
島
郡
地
域
に
お
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
中
の
合
併
を
目
指
し
て
、
平
成
１
９
年
７
月
か

ら
、
首
長
等
に
よ
る
糸
島
１
市
２
町
合
併
調
整
会
議
で
合
併
協
議
に
向
け
た
準
備
が
行
わ
れ
て
き

た
。
ま
た
、
平
成
１
９
年
１
１
月
に
は
、
志
摩
町
に
お
い
て
糸
島
１
市
２
町
の
合
併
の
賛
否
を
問

う
住
民
投
票
が
行
わ
れ
、
賛
成
が
反
対
を
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
各
市
町
議
会
の
議

決
を
経
て
、
平
成
１
９
年
１
２
月
２
６
日
、
各
市
町
の
首
長
・
議
会
議
員
・
住
民
等
で
構
成
さ
れ

る
糸
島
１
市
２
町
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
具
体
的
な
合
併
協
議
が
始
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
旧
糸
島
郡
地
域
に
つ
い
て
は
、
合
併
に
対
す
る
熟
度
が
十
分
に
高
ま

っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

Ⅲ
変
更
内
容
に
つ
い
て

平
成
１
８
年
４
月
に
策
定
し
た
構
想
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
一
部
変
更
す
る
。

○
「
第
３

合
併
推
進
が
望
ま
れ
る
地
域
等
」
の
「
２

合
併
推
進
が
望
ま
れ
る
地
域
」
か
ら

「
旧
糸
島
郡
地
域
（
前
原
市
、
二
丈
町
、
志
摩
町
）」
を
削
除
す
る
。

○
「
第
４

構
想
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
等
」
の
「
３

構
想
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
」
に
「
前

原
市
、
二
丈
町
、
志
摩
町
」
を
追
加
す
る
。

福
岡
県
市
町
村
合
併
推
進
構
想

平
成
２
０
年
２
月
変
更

福
岡

県

− 272 − − 273 −



宇
美
町
、
篠
栗
町
、
志
免

町
、

須
恵
町
、
久
山
町
、
粕
屋

町

豊
前

市
、

吉
富

町

瀬
高
町
、
山
川
町
、
高
田

町
八

女
市

、
上

陽
町

合
併

後
の

八
女

市
、

黒
木

町
、

立
花

町
、

矢
部

村
、

星
野

村

構
想
対
象
市
町
村

合
併
推
進
が

望
ま
れ
る
地
域

福
岡
市

北
九
州
市 遠
賀
町

中
間
市

福
津
市

古
賀
市

新
宮
町 久

山
町

粕
屋
町 須

恵
町

志
免
町
宇
美
町

那
珂
川
町

筑
紫
野
市

大
野
城
市

春
日
市

前
原

市

志
摩

町

二
丈

町

太
宰
府
市

宮
若
市

飯
塚
市

田
川
市

赤
村

嘉
麻
市

筑
前
町

東
峰
村

上
陽

町 黒
木

町

立
花

町

八
女

市

広
川

町

筑
後

市

瀬
高

町

大
牟

田
市

高
田

町山
川

町

柳
川

市

大
川

市
大

木
町

星
野

村 矢
部

村

う
き

は
市

小
郡
市 大
刀
洗
町

朝
倉
市

小
竹
町

直
方
市

川
崎
町

添
田
町

糸
田
町

福
智
町

み
や
こ
町

豊
前

市

上
毛

町

香
春
町

行
橋
市

苅
田
町

桂
川
町

宗
像
市

鞍
手
町

芦
屋
町 水

巻
町

築
上
町

大
任
町

吉
富

町

久
留

米
市

福
岡
市

北
九
州
市

遠
賀
町

遠
賀
町 中

間
市

福
津
市

古
賀
市

新
宮
町 久

山
町 篠
栗
町

篠
栗
町

粕
屋
町 須

恵
町

志
免
町
宇
美
町

那
珂
川
町

筑
紫
野
市

大
野
城
市

春
日
市

前
原

市

志
摩

町

二
丈

町

太
宰
府
市

宮
若
市

飯
塚
市

田
川
市

赤
村

嘉
麻
市

筑
前
町

東
峰
村

上
陽

町 黒
木

町

立
花

町

八
女

市

広
川

町

筑
後

市

瀬
高

町

大
牟

田
市

高
田

町山
川

町

柳
川

市

大
川

市
大

木
町

星
野

村 矢
部

村

う
き

は
市

小
郡
市 大
刀
洗
町

朝
倉
市

小
竹
町

直
方
市

川
崎
町

添
田
町

糸
田
町

福
智
町

み
や
こ
町

豊
前

市

上
毛

町

香
春
町

行
橋
市

苅
田
町

桂
川
町

宗
像
市

鞍
手
町

芦
屋
町 水

巻
町

築
上
町

大
任
町

吉
富

町

久
留

米
市

岡
垣
町

岡
垣
町

福
 
岡
 
県
 
市
 
町
 
村
 
合
 
併

 
推

 
進

 
構

 
想

旧
三
潴
郡
地
域

 
 

旧
嘉

穂
郡

地
域

 
 

旧
三
井
郡
地
域

  

旧
八

女
郡

地
域

旧
築

上
郡

地
域

 
 

旧
京

都
郡

地
域

旧
糟

屋
郡

地
域

古
賀
市
、
宇
美
町
、
篠
栗
町
、

志
免
町
、
須
恵
町
、
新
宮
町
、

久
山
町
、
粕
屋
町

旧
遠

賀
郡

地
域

 
 中

間
市
、
芦
屋
町
、
水
巻
町
、

岡
垣
町
、
遠
賀
町

旧
鞍

手
郡

地
域

 
 
直
方
市
、
宮
若
市
、
小
竹
町
、

 
 
鞍
手
町

旧
田

川
郡

地
域
 

 
 田

川
市

、
香

春
町

、
添

田
町

、
糸

田
町

、
川

崎
町

、
大

任
町

、
赤

村
、

福
智

町

八
女

市
、

筑
後

市
、

黒
木

町
、

上
陽

町
、

立
花

町
、

広
川

町
、

矢
部

村
、

星
野

村

小
郡
市
、
大
刀
洗
町

大
川
市
、
大
木
町

前
原
市
、
二
丈
町
、
志
摩
町

旧
朝

倉
郡

地
域

　
朝

倉
市

、
筑

前
町

、
東

峰
村

飯
塚

市
、

嘉
麻

市
、

桂
川

町

 
行

橋
市

、
苅

田
町

、
み

や
こ

町

豊
前

市
、

吉
富

町
、

上
毛

町
、

築
上

町

 
平

成
２

０
年

２
月

１
５

日
現

在

（
平

成
1
8
年

1
0
月

1
日

合
併

済
み
）

　
　
（
平
成
1
9
年
1
月
2
9
日
合
併

済
み

）
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2

(
2
)

人
的

支
援

①
合

併
協

議
会

や
合

併
協

議
会

事
務

局
へ

の
県

職
員

の
派

遣

合
併

協
議

の
円

滑
な

推
進

等
に

資
す

る
た

め
、

合
併

関
係

市
町

村
の

要
請

に
基

づ
き

、
県

職

員
を

、
合

併
協

議
会

に
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

と
し

て
参

画
さ

せ
、

又
は

合
併

協
議

会
事

務
局

に
職

員
と

し
て

派
遣

す
る

。

②
生

活
保

護
事

務
の

移
管

に
係

る
県

職
員

の
派

遣

町
村

が
合

併
し

て
市

と
な

り
、

県
か

ら
生

活
保

護
事

務
が

移
管

さ
れ

る
場

合
な

ど
に

は
、

合

併
後

の
市

に
お

い
て

、
当

該
事

務
が

円
滑

に
進

め
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

合
併

関
係

市
町

村
や

合
併

後
の

市
に

県
職

員
を

派
遣

し
、

福
祉

事
務

所
の

設
置

に
関

す
る

事
務

や
合

併
後

の
市

に
お

け
る

生
活

保
護

事
務

に
従

事
さ

せ
る

。

(
3
)

財
政

的
支

援

①
市

町
村

合
併

支
援

特
例

交
付

金
の

交
付

合
併

に
伴

い
必

要
不

可
欠

な
電

算
シ

ス
テ

ム
統

合
や

庁
舎

改
修

等
の

事
業

に
つ

い
て

、
合

併

関
係

市
町

村
や

合
併

市
町

村
の

負
担

を
軽

減
す

る
た

め
、

交
付

金
を

交
付

す
る

。

ま
た

、
人

口
１

万
人

未
満

の
小

規
模

団
体

を
含

む
合

併
が

行
わ

れ
る

場
合

に
は

、
合

併
後

の

ま
ち

づ
く

り
を

支
援

す
る

た
め

、
当

該
交

付
金

の
加

算
を

行
う

。

※
旧

法
に

基
づ

き
合

併
し

た
市

町
村

は
対

象
外

と
す

る
。
（

旧
法

下
の

市
町

村
合

併
推

進
特

例
交

付
金

を
交

付
す

る
。

)

②
市

町
村

振
興

資
金

(
市

町
村

応
援

元
気

フ
ク

オ
カ

資
金

)
の

貸
付

合
併

市
町

村
に

お
け

る
ま

ち
づ

く
り

事
業

等
を

支
援

す
る

た
め

、
「

市
町

村
応

援
元

気
フ

ク
オ

カ
資

金
」

の
貸

付
を

行
う

。

③
過

疎
対

策
事

業
に

係
る

地
方

債
の

取
扱

い
に

お
け

る
配

慮

合
併

関
係

市
町

村
及

び
合

併
市

町
村

の
自

立
促

進
を

図
る

た
め

、
当

該
市

町
村

の
取

り
組

む

過
疎

対
策

事
業

に
つ

い
て

、
過

疎
債

の
重

点
的

配
分

を
行

う
な

ど
十

分
な

配
慮

を
す

る
。

(
4)

事
業

的
支

援

合
併

後
の

市
町

村
に

お
け

る
一

体
性

の
確

保
や

均
衡

あ
る

発
展

の
た

め
に

必
要

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
事

業
に

つ
い

て
、

次
の

よ
う

な
支

援
を

行
う

ほ
か

、
必

要
に

応
じ

、
事

業
推

進
の

た
め

の

助
言

や
技

術
的

支
援

を
行

う
。

①
国

や
県

の
補

助
金

等
に

よ
る

事
業

に
つ

い
て

、
対

象
地

域
が

優
先

的
に

採
択

さ
れ

る
よ

う

配
慮

す
る

。

②
対

象
地

域
に

お
け

る
県

事
業

の
重

点
的

な
実

施
に

配
慮

す
る

。

４
情

報
提

供
・

啓
発

合
併

に
つ

い
て

の
住

民
の

理
解

を
よ

り
一

層
深

め
る

こ
と

に
よ

り
、

合
併

の
推

進
を

図
る

た
め

、

セ
ミ

ナ
ー

の
開

催
、

研
修

会
や

県
政

出
前

講
座

等
へ

の
講

師
派

遣
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

や
県

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
「

市
町

村
合

併
コ

ー
ナ

ー
」

等
に

よ
る

情
報

提
供

・
啓

発
を

行
う

。

1

平
成

1
8

年
７

月
3

1
日

（
平

成
19

年
８

月
31

日
改

訂
）

福
岡
県
市
町
村
合
併
支
援
本
部
決
定

福
岡

県
市

町
村

合
併

支
援

プ
ラ

ン

１
趣

旨

本
県

市
町

村
の

合
併

に
つ

い
て

は
、
「

市
町

村
の

合
併

の
特

例
に

関
す

る
法

律
」
（

以
下

「
旧

法
」

と
い

う
。
）

の
下

、
県

内
各

地
域

に
お

い
て

取
組

が
進

め
ら

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。

今
後

は
、

新
た

に
定

め
ら

れ
た

「
市

町
村

の
合

併
の

特
例

等
に

関
す

る
法

律
」
（

以
下

「
新

法
」

と

い
う

。
）

の
下

、
市

町
村

が
行

財
政

基
盤

を
強

化
し

、
地

方
分

権
の

担
い

手
に

ふ
さ

わ
し

い
基

礎
自

治
体

と
な

る
よ

う
、

さ
ら

に
取

組
を

進
め

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

こ
の

た
め

、
県

は
、

市
町

村
に

お
け

る
合

併
に

向
け

た
取

組
を

一
層

推
進

す
る

と
と

も
に

、
合

併

市
町

村
の

行
財

政
能

力
の

向
上

や
ま

ち
づ

く
り

の
推

進
を

図
る

た
め

、
福

岡
県

市
町

村
合

併
推

進
構

想
に

基
づ

き
、

合
併

支
援

策
や

情
報

提
供

、
支

援
体

制
等

を
内

容
と

す
る

福
岡

県
市

町
村

合
併

支
援

プ
ラ

ン
（

以
下

「
支

援
プ

ラ
ン

」
と

い
う

。
）

を
定

め
、

県
行

政
を

挙
げ

て
市

町
村

の
合

併
に

対
す

る

支
援

を
行

う
も

の
で

あ
る

。

２
合

併
支

援
策

の
対

象
市

町
村

(
1)

福
岡

県
市

町
村

合
併

推
進

構
想

に
位

置
付

け
ら

れ
た

構
想

対
象

市
町

村
（

以
下

「
合

併
関

係
市

町
村

」
と

い
う

。
）

(
2)

福
岡

県
市

町
村

合
併

推
進

構
想

の
構

想
対

象
市

町
村

の
組

み
合

わ
せ

に
沿

っ
て

合
併

し
た

市
町

村
及

び
旧

法
に

基
づ

い
て

合
併

し
た

市
町

村
（

以
下

「
合

併
市

町
村

」
と

い
う

。
）

３
合

併
支

援
策

の
内

容

(
1
)

行
政

的
支

援

①
権

限
移

譲
の

推
進

合
併

市
町

村
が

、
基

礎
自

治
体

と
し

て
、

よ
り

総
合

的
な

行
政

を
展

開
す

る
こ

と
が

で
き

る

よ
う

、
権

限
移

譲
を

積
極

的
に

進
め

る
。

②
人

材
育

成
の

支
援

合
併

市
町

村
の

職
員

の
人

材
育

成
を

支
援

す
る

た
め

、
県

と
市

町
村

の
人

事
交

流
制

度
や

市

町
村

実
務

研
修

生
制

度
の

拡
充

を
図

る
。

③
生

活
保

護
事

務
の

円
滑

な
実

施

町
村

が
合

併
し

て
市

と
な

り
、

県
か

ら
生

活
保

護
事

務
が

移
管

さ
れ

る
場

合
な

ど
に

は
、

合

併
後

の
市

に
お

い
て

、
当

該
事

務
が

円
滑

に
進

め
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

合
併

関
係

市
町

村
の

職
員

を
研

修
員

や
派

遣
職

員
と

し
て

県
の

保
健

福
祉

環
境

事
務

所
に

受
け

入
れ

て
、

当
該

事
務

の
研

修
等

を
行

う
。
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3

５
支

援
体

制

(
1
)

福
岡

県
市

町
村

合
併

支
援

本
部

市
町

村
の

合
併

に
向

け
た

取
組

へ
の

支
援

や
合

併
後

の
ま

ち
づ

く
り

な
ど

に
対

す
る

支
援

を
総

合
的

か
つ

効
果

的
に

実
施

す
る

た
め

に
、

知
事

を
本

部
長

と
し

各
部

長
等

で
構

成
す

る
福

岡
県

市

町
村

合
併

支
援

本
部

（
以

下
「

支
援

本
部

」
と

い
う

。
）

を
引

き
続

き
設

置
す

る
。

支
援

本
部

に
お

い
て

は
、

支
援

プ
ラ

ン
の

実
施

状
況

を
踏

ま
え

、
必

要
な

見
直

し
を

含
む

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

行
う

。

(
2
)

福
岡

県
市

町
村

合
併

支
援

連
絡

調
整

会
議

支
援

本
部

に
、

別
記

の
課

の
職

員
を

も
っ

て
構

成
す

る
福

岡
県

市
町

村
合

併
支

援
連

絡
調

整
会

議
（

以
下

「
連

絡
調

整
会

議
」

と
い

う
。
）

を
引

き
続

き
設

置
し

、
支

援
プ

ラ
ン

の
実

施
に

関
す

る
各

部
各

課
間

等
の

連
絡

調
整

や
実

施
状

況
の

把
握

等
を

行
う

。

(
3
)

市
町

村
合

併
に

関
す

る
相

談
の

対
応

窓
口

市
町

村
合

併
の

推
進

に
お

け
る

各
種

相
談

に
つ

い
て

は
、

総
務

部
地

方
課

合
併

支
援

室
を

窓
口

と
し

て
、

必
要

に
応

じ
て

連
絡

調
整

会
議

を
活

用
し

、
適

切
な

部
署

に
お

い
て

対
応

す
る

。

別
記

総
務

部
行

政
経

営
企

画
課

企
画

振
興

部
企

画
調

整
課

保
健

福
祉

部
保

健
福

祉
課

環
境

部
環

境
政

策
課

生
活

労
働

部
生

活
文

化
課

商
工

部
商

工
政

策
課

農
政

部
農

政
課

水
産

林
務

部
林

政
課

土
木

部
企

画
課

建
築

都
市

部
建

築
都

市
管

理
課

教
育

庁
企

画
調

整
課

警
察

本
部

警
務

部
警

務
課

− 276 − − 277 −



福岡県市町村合併支援特例交付金の概要 

 
 
 
 
 
＜交付金総額の限度額＞ 

 
 
 
              ×                   ＋ 
 
 
 
 
     (注１) 増加人口加算額（２団体合併を除く。）  (注 2) 合併年度による縮減率 
 
 
 
 
 
 
      
 
 ※交付対象期間は、合併議決日から当該日が属する年度が終了する日までの間及びこれに続く 10 年度 
 
＜各年度の交付限度額＞ ※合併前に要する事業の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※合併後に行う事業の場合又は小規模
団体支援額を充当する事業の場合は、交
付対象経費から特定財源を控除した額
（一般財源Ａ＋合併推進債充当残）。 

交付対象 

団  体

県の構想に基づき平成 22 年３月までに合併（合併後の人口が３万以上又は合併

関係市町村の数が３以上の合併に限る。）した市町村及び当該合併に係る合併関

係市町村 

①基本額 

（１億円＋１億円× 
（市町村数－２）） 

②増加人口加算額(※1）

 （区分に応じ１～５ 
億円） 

③合併年度による縮減率(※2)

（区分に応じ 0.6～1） 
④小規模団体合併支援額 
（１億円×小規模団体数） 

増加人口 

 １～３万人未満 
 ３～５万人未満 
 ５～10 万人未満 
 10 万人以上 

加算限度額  
  １億 円 
  ２億 円 
  ３億 円 
  ５億 円 

合併年度 

平成 18 年度 
平成 19～20 年度 
平成 21 年度 

縮減率  
  1.0 

  0.8 

  0.6 

○交付対象経費 
  報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、

公有財産購入費、備品購入費、負担金補助及び交付金 

○交付対象外

経費 
  人件費等 

○財源構成上の控除財源 
  国庫支出金 県支出金 地方債 その他特定財源 

  
一般財源Ａ 

 
一般財源Ｂ 

合併推進債の

充当残 
   

   
交 付 金 

充 当 額  

各交付対象事業(※3)の総事業費 

ａ：各交付対象事業における交付金充当

額（一般財源Ａ×0.5＋合併推進債充

当残額（※4））の和 

各年度の交付限度額 
２億円≧ａの場合はａ 
２億円＜ａの場合は２億円 

※小規模団体（人口１万未満）を 
含む合併の場合 

 

合併に伴い実施される次に掲げるもの。 

・庁舎改修事業 

・電算システム統合事業 

・看板、施設等の名称書き換えに係る事業 

・合併市町村基本計画に基づいて実施する 

事業（小規模市町村支援額を充当する場 

合に限る。） 

・その他合併に伴い実施することが不可欠 

と認められる事業 

交付対象事業 

増加人口＝合併後人口－人口の最も多い合併関係市町村の人口 

(注 3) 

一般財源Ａ×0.5 

− 276 − − 277 −



す
る

経
費

と
す

る
。

 

  
（

交
付

金
の

限
度

額
）

 

第
４

条
 

交
付

の
期

間
を

通
じ

た
交

付
金

の
総

額
は

、
合

併
１

件
に

つ
き

、
１

億
円

に
、

合
併

関
係

市

町
村

の
数

か
ら

２
を

減
じ

て
得

た
数

に
１

億
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
え

て
得

た
額

(
以

下
「

基
本

額
」

と
い

う
。

)
を

限
度

と
す

る
。

 

２
 

合
併

関
係

市
町

村
の

数
が

２
を

超
え

る
場

合
に

は
、

合
併

関
係

市
町

村
の

人
口

を
集

計
し

た
も

の

か
ら

人
口

の
最

も
多

い
合

併
関

係
市

町
村

の
人

口
を

差
し

引
い

て
得

た
数

（
以

下
「

増
加

人
口

」
と

 

 
い

う
。

）
に

応
じ

て
、

次
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
額

を
限

度
と

し
て

基
本

額
に

加
算

す
る

。
 

 
増

加
人

口
 

加
算

限
度

額
 

 
１

～
３

万
人

未
満

 

  
３

～
５

万
人

未
満

 

  
５

～
1
0
万

人
未

満
 

  
1
0
万

人
以

上
 

 
１

億
円

 

 
 
２

億
円

 

 
 
３

億
円

 

  
５

億
円

 
 ３

 
前

２
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
合

併
が

平
成

1
9
年

度
以

降
に

行
わ

れ
る

場
合

は
、
前

２
項

の
規

定
に

よ
る

交
付

金
の

限
度

額
に

、
合

併
が

平
成

1
9
年

度
又

は
平

成
2
0
年

度
に

行
わ

れ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
0
.
8
を

、
平

成
2
1
年

度
に

行
わ

れ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
0
.
6
を

そ
れ

ぞ
れ

乗
じ

て
得

た
額

を
、

交
付

金
の

限
度

額
と

す
る

。
 

４
 

合
併

関
係

市
町

村
の

中
に

人
口

が
１

万
未

満
の

市
町

村
（

以
下

「
小

規
模

団
体

」
と

い
う

。
）

が

含
ま

れ
る

場
合

は
、

小
規

模
団

体
の

数
に

１
億

円
を

乗
じ

て
得

た
額

（
以

下
「

小
規

模
団

体
合

併
支

援
額

」
と

い
う

。
）

を
、

前
３

項
の

規
定

に
よ

る
交

付
金

の
限

度
額

に
加

算
す

る
。

 

５
 

交
付

金
は

、
交

付
対

象
事

業
が

実
施

さ
れ

る
期

間
に

お
い

て
年

度
毎

に
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。

た
だ

し
、

交
付

し
た

額
の

累
計

額
が

前
４

項
に

規
定

す
る

限
度

額
に

到
達

す
る

年
度

ま
で

と
す

る
。

 

 

（
交

付
金

の
各

年
度

に
お

け
る

交
付

限
度

額
）

 

第
５

条
 

各
年

度
に

お
い

て
交

付
す

る
交

付
金

の
額

は
、

各
年

度
の

交
付

対
象

事
業

の
交

付
対

象
経

費

か
ら

当
該

交
付

対
象

経
費

に
充

当
す

る
国

庫
支

出
金

、
県

支
出

金
、

地
方

債
、

そ
の

他
の

特
定

財
源

（
以

下
「

特
定

財
源

」
と

い
う

。
）

を
控

除
し

た
額

（
千

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

こ
れ

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

以
内

と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

合
併

前
に

要
す

る
交

付
対

象
事

業
（

小
規

模
団

体
合

併
支

援
額

を

充
当

す
る

事
業

を
除

く
。

）
に

あ
っ

て
は

、
各

年
度

に
お

い
て

交
付

す
る

交
付

金
の

額
は

、
交

付
対

象
経

費
か

ら
特

定
財

源
及

び
地

方
債

の
充

当
残

額
を

控
除

し
た

額
に

0
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

に
地

方

債
の

充
当

残
額

を
合

算
し

た
額

以
内

と
す

る
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
額

が
２

億
円

を
超

え
る

場
合

は
、

こ
の

額
を

も
っ

て
交

付

金
の

額
と

す
る

。
た

だ
し

、
各

交
付

申
請

年
度

に
お

い
て

２
億

円
を

超
え

る
財

政
需

要
が

あ
り

、
特

に
緊

急
性

の
高

い
場

合
は

、
そ

の
額

を
超

え
て

交
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

  
（

交
付

金
の

交
付

申
請

）
 

第
６

条
 

交
付

対
象

市
町

村
の

う
ち

交
付

金
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
（

以
下
「

交
付

事
業

者
」
と

い
う

。
）

は
、

様
式

第
１

号
に

よ
る

申
請

書
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

福
岡

県
市

町
村

合
併

支
援

特
例

交
付

金
交

付
要

綱
 

  
（

趣
旨

）
 

第
１

条
 

知
事

は
、
市

町
村

の
合

併
（

市
町

村
の

合
併

の
特

例
等

に
関

す
る

法
律
（

平
成

1
6
年

法
律

第

5
9
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

市
町

村
の

合
併

を
い

う
。
以

下
「

合
併

」
と

い
う

。
）
に

伴
い

発
生

す
る

緊
急

の
財

政
需

要
に

つ
い

て
、

合
併

市
町

村
（

同
法

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す

る
合

併
市

町
村

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

合
併

関
係

市
町

村
（

同
条

第
３

項
に

規
定

す
る

合
併

関
係

市
町

村
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

負
担

を
軽

減
す

る
と

と
も

に
、

合
併

後
の

円
滑

な
行

政
運

営
等

を
支

援
す

る
た

め
、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
福

岡
県

市
町

村
合

併
支

援
特

例
交

付
金
（

以
下
「

交
付

金
」

と
い

う
。

）
を

交
付

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
福

岡
県

補
助

金
等

交
付

規
則

（
昭

和
3
3
年

福
岡

県
規

則
第

５
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
要

綱
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

  
（

交
付

対
象

市
町

村
）

 

第
２

条
 

交
付

金
の

交
付

の
対

象
市

町
村

（
以

下
「

交
付

対
象

市
町

村
」

と
い

う
。

）
は

、
次

に
掲

げ

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
福

岡
県

市
町

村
合

併
推

進
構

想
に

お
い

て
定

め
た

構
想

対
象

市
町

村
の

組
合

せ
に

基
づ

き
、

平

成
2
2
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
合

併
し

た
市

町
村
（

合
併

関
係

市
町

村
の

人
口
（

地
方

自
治

法
（

昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
第

７
条

第
１

項
又

は
第

３
項

の
申

請
に

係
る

議
会

の
議

決
が

行
わ

れ
た

日
（

以
下

「
合

併
議

決
日

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

同
法

第
2
5
4
条

に
規

定
す

る
人

口
に

よ
る

も

の
と

す
る

。
以

下
同

じ
。
）
を

集
計

し
た

数
が

３
万

以
上

の
市

町
村

又
は

合
併

関
係

市
町

村
の

数

が
３

以
上

の
市

町
村

に
限

る
。

）
 

(
2
)
 
前

号
に

規
定

す
る

合
併

に
係

る
合

併
関

係
市

町
村

 

２
 

前
項

第
２

号
の

合
併

関
係

市
町

村
が

合
併

し
た

場
合

、
本

要
綱

に
お

け
る

当
該

合
併

関
係

市
町

村

の
地

位
を

合
併

市
町

村
が

承
継

す
る

も
の

と
す

る
。

 

  
（

交
付

対
象

事
業

及
び

交
付

対
象

経
費

）
 

第
３

条
 

交
付

金
の

交
付

の
対

象
と

な
る

事
業

（
以

下
「

交
付

対
象

事
業

」
と

い
う

。
）

は
、

合
併

議

決
日

か
ら

当
該

日
の

属
す

る
年

度
が

終
了

す
る

日
ま

で
の

間
及

び
こ

れ
に

続
く

1
0

年
度

ま
で

の
間

に
、

合
併

に
伴

い
実

施
さ

れ
る

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
第

１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
及

び
第

５
号

に
掲

げ
る

事
業

は
、

合
併

推
進

債
の

対
象

と
な

る
場

合
は

同
債

を
起

こ
す

も
の

に
限

り
、

第
４

号
に

掲
げ

る
事

業
は

、
第

４
条

第
４

項
の

規
定

に
基

づ
き

加
算

さ
れ

る
額

を
充

当
す

る
場

合
に

限
る

。
 

(
1
)
 
庁

舎
改

修
事

業
 

(
2
)
 
電

算
シ

ス
テ

ム
統

合
事

業
 

(
3
)
 
看

板
、

施
設

等
の

名
称

書
き

換
え

に
係

る
事

業
 

(
4
)
 
法

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
合

併
市

町
村

基
本

計
画

に
基

づ
い

て
実

施
す

る
事

業
 

(
5
)
 
そ

の
他

合
併

に
伴

い
実

施
す

る
こ

と
が

不
可

欠
と

認
め

ら
れ

る
事

業
 

２
 

交
付

金
の

交
付

の
対

象
と

な
る

経
費

（
以

下
「

交
付

対
象

経
費

」
と

い
う

。
）

は
、

交
付

対
象

事

業
に

要
す

る
総

事
業

費
の

う
ち

、
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
工

事
請

負
費

、
公

有
財

産
購

入
費

、
備

品
購

入
費

、
負

担
金

補
助

及
び

交
付

金
と

し
て

支
出
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附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
、
平

成
1
8
年

９
月

1
4
日

か
ら

施
行

し
、
平

成
1
8
年

度
の

事
業

か
ら

適
用

す
る

。
 

  
（

失
効

）
 

第
２

条
 

こ
の

要
綱

は
、

平
成

2
2
年

３
月

3
1
日

限
り

、
そ

の
効

力
を

失
う

。
た

だ
し

、
同

日
ま

で
に

行
わ

れ
た

合
併

に
つ

い
て

は
、

同
日

後
も

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

。
 

  
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平

成
2
0
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

                            

  
（

交
付

金
の

交
付

決
定

等
）

 

第
７

条
 

知
事

は
、

前
条

の
申

請
が

あ
っ

た
場

合
は

当
該

申
請

に
係

る
書

類
を

審
査

し
、

適
当

で
あ

る

と
認

め
た

と
き

は
、

予
算

の
範

囲
内

で
速

や
か

に
交

付
金

の
交

付
を

決
定

し
、

そ
の

旨
を

交
付

事
業

者
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

（
交

付
対

象
事

業
の

内
容

変
更

等
）

 

第
８

条
 

交
付

事
業

者
は

、
交

付
金

の
交

付
決

定
通

知
を

受
け

た
後

、
交

付
対

象
事

業
の

内
容

の
変

更

若
し

く
は

交
付

対
象

事
業

に
要

す
る

経
費

の
配

分
を

変
更

し
、

又
は

交
付

対
象

事
業

を
中

止
し

、
若

し
く

は
廃

止
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
様

式
第

２
号

に
よ

る
変

更
（

中
止

・
廃

止
）

承
認

申
請

書
を

知
事

に
提

出
し

、
そ

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
各

交
付

対
象

事
業

に
係

る
交

付
対

象
経

費
の

額
の

3
0
％

を
超

え
な

い
額

の
変

更
そ

の
他

事
業

の
執

行
に

影
響

を

及
ぼ

さ
な

い
程

度
の

軽
微

な
変

更
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

 

  
（

状
況

報
告

）
 

第
９

条
 

知
事

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
交

付
事

業
者

に
交

付
対

象
事

業
の

遂
行

状
況

に

関
し

報
告

を
求

め
、

又
は

関
係

書
類

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
調

査
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

  
（

実
績

報
告

）
 

第
1
0
条

 
交

付
事

業
者

は
、

交
付

対
象

事
業

が
完

了
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

3
0
日

を
経

過
し

た
日

又

は
交

付
金

の
交

付
決

定
の

あ
っ

た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
４

月
1
0

日
の

い
ず

れ
か

早
い

日

ま
で

に
、

様
式

第
３

号
に

よ
る

実
績

報
告

書
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

  
（

交
付

金
の

額
の

確
定

）
 

第
1
1
条

 
知

事
は

、
交

付
事

業
者

か
ら

前
条

の
実

績
報

告
書

が
提

出
さ

れ
た

と
き

は
、

規
則

第
1
4
条

の
規

定
に

よ
り

、
交

付
金

の
額

の
確

定
を

行
い

、
交

付
事

業
者

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
交

付
金

の
交

付
）

 

第
1
2
条

 
交

付
金

は
、

当
該

年
度

の
交

付
対

象
事

業
が

完
了

し
た

後
に

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

（
書

類
の

提
出

部
数

）
 

第
1
3

条
 

規
則

及
び

こ
の

要
綱

の
規

定
に

よ
り

知
事

に
提

出
す

る
書

類
の

部
数

は
、

正
本

１
部

と
す

る
。

 

 

（
再

合
併

の
取

扱
い

）
 

第
1
4
条

 
合

併
市

町
村

が
こ

の
交

付
金

の
交

付
期

間
中

に
新

た
に

他
の

市
町

村
と

合
併

し
た

場
合
（

以

下
「

再
合

併
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
も

、
再

合
併

を
１

件
の

合
併

と
し

て
、

本
要

綱
の

規
定

を
適

用
す

る
。

 

  
（

雑
則

）
 

第
1
5
条

 
こ

の
要

綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

は
知

事
が

別
に

定
め

る
。

 

− 278 − − 279 −



− 280 −



 

 

 

５ その他 
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市町村数の推移（全国・県内）

○県内の市町村数は97→60に（減少率38.1％）
○全国の市町村数は3,232→1,727に（減少率46.6％）

県内 H11 3 31 H18 3 31 H22 3 31
3,500 105

市町村数の推移（左：全国 右：福岡県）

県内 H11.3.31 H18.3.31 H22.3.31

市町村数 97 69 60

市 24 27 28
670

24

3,000 90

市

町

村

3,232 97

町 65 38 30

村 8 4 2

27

2,000

2,500

60

75

1 821

60

69

全国 H11.3.31 H18.3.31 H22.3.31

市町村数 3,232 1,821 1,727

1,994

777
786 65

27

281,500 45

1,821
1,727

市 670 777 786

町 1,994 846 757

村 568 198 184

846
757

38

30
500

1,000

15

30

568

198 184 8
4 20

H11.3.31 H18.3.31 H22.3.31 H11.3.31 H18.3.31 H22.3.31

0

資料１資料１

福岡県の市町村合併の状況

平成22年３月

福岡県企画 地域振興部市町村支援課合併支援室福岡県企画・地域振興部市町村支援課合併支援室
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地域別の合併の状況（県内）

○多くの市町村（８割強）が合併協議会（任意協議会含む）に参加した。
○97市町村のうち55市町村（56.7％）が合併に至った。
○市町村の減少率を地域別にみると、筑後地域が最も大きい。

市町村数
合併協議会（任意協議
会含む）に参加した市町
村数

H11 H22
減 うち うち合

29

25
26

25 25

20

2325

30

H11
3.31

H22
3.31

少
率

法定協
参加数

併に至
った数

福岡 29 20
31.0

%

18 15 15

(62.1%) (51.7%) (51.7%)

17
18

16
15

16

20

15
14

19

15

20

北九州 17 13
23.5

%

16 16 7

(94.1%) (94.1%) (41.2%)

筑豊 25 15
40.0

%

25 20 14

7

5

10

筑豊 25 15 % (100.0%) (80.0%) (56.0%)

筑後 26 12
53.8

%

25 23 19

(96.2%) (88.5%) (73.1%)

38 1 84 74 55

0

福岡地域 北九州地域 筑豊地域 筑後地域

H11.3.31の市町村数

合併協議会に参加した市町村数
計 97 60

38.1
%

84 74 55

(86.6%) (76.3%) (56.7%)

合併協議会に参加した市町村数

法定協議会に参加した市町村数

合併に至った市町村数

人口１万未満の市町村の数の推移等（全国・県内）

○県内の人口１万未満の市町村の数は約３分の１に
○県内 人 未満 市 村 数は半数○県内の人口３万未満の市町村の数は半数以下に

全国の状況 県内の状況

H11.3.31 H18.3.31 H22.3.31

市町村数 3 232 1 821 1 727

H11.3.31 H18.3.31 H22.3.31

市町村数 97 69 60

全国の状況 県内の状況

市町村数 3,232 1,821 1,727

１万未満 1,537 489 457

(構成比) 47.6% 26.9% 26.5%

市町村数 97 69 60

１万未満 22 11 7

(構成比) 22.7% 15.9% 11.7%

平均人口（人） 36,387 65,198 69,067

平均面積（㎢） 114.8 203.5 215.4

３万未満 68 35 25

平均人口（人） 50,860 72,691 84,165

平均面積（㎢） 51.2 72.1 83.0

＜人口１万未満の市町村の減少率＞＜人口１万未満の市町村の減少率＞

H11.3-H22.3 68.2%H11.3-H22.3 70.3%
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県内の合併市町村

○20件の合併のうち、新設合併は16件、編入合併は４件
○合併関係市町村数は２～５団体で、２団体合併が10件と最も多い。

市町村名 合併日 方式 国調人口 合併関係市町村 市町村名 合併日 方式 国調人口 合併関係市町村

宗像市 H15.4.1 新設 91,147 宗像市､玄海町

福津市 H17.1.24 新設 55,677 福間町、津屋崎町

久留米市 H17.2.5 編入 306,434 久留米市、田主丸町、北野町、城島町、三潴町

うきは市 H17 3 20 新設 32 902 吉井町 浮羽町

八女市 H18.10.1 編入 42,818 八女市、上陽町

みやま市 H19.1.29 新設 43,372 瀬高町、山川町、高田町

糸島市 H22.1.1 新設 97,974 前原市、二丈町、志摩町

八女市 H22 2 1 編入 73 262 八女市 黒木町 立花町 矢部村 星野村うきは市 H17.3.20 新設 32,902 吉井町、浮羽町

柳川市 H17.3.21 新設 74,539 柳川市、大和町、三橋町

筑前町 H17.3.22 新設 29,353 三輪町、夜須町

宗像市 H17.3.28 編入 94,148 宗像市、大島村

八女市 H22.2.1 編入 73,262 八女市、黒木町、立花町、矢部村、星野村

※左表は合併旧法下の合併（上毛町以下は経過措置適用団体）
上表は現行合併特例法下の合併

東峰村 H17.3.28 新設 2,749 小石原村、宝珠山村

上毛町 H17.10.11 新設 8,172 新吉富村、大平村

築上町 H18.1.10 新設 20,837 椎田町、築城町

宮若市 H18 2 11 新設 宮 若宮

＜合併関係市町村数別の合併件数＞
宮若市 H18.2.11 新設 30,630 宮田町、若宮町

福智町 H18.3.6 新設 25,543 赤池町、金田町、方城町

朝倉市 H18.3.20 新設 59,385 甘木市、朝倉町、杷木町

みやこ町 H18.3.20 新設 22,898 犀川町、勝山町、豊津町

２団体・・・１０件（旧法９、現行法１）
３団体・・・ ６件（旧法４、現行法２）
４団体・・・ １件（旧法１）,

飯塚市 H18.3.26 新設 133,357 飯塚市、穂波町、筑穂町、庄内町、頴田町

嘉麻市 H18.3.27 新設 45,929 山田市、稲築町、碓井町、嘉穂町

５団体・・・ ３件（旧法２、現行法１）

合併協議会の設置・廃止の状況（県内）

○平成11年度以降、県内では、法定協議会、任意協議会が合わせて45地
域で設置され、うち20件が合併に至った。

○現行合併特例法の下では、法定協議会が合わせて５地域で設置され、う

ち４件が合併に至った。

H18-H22
うち
現行法下 ※枠組みを変えずに法定協議会へ移

行した任意協議会は、当該法定協
法定協議会の設置数 35 5

うち合併したもの 20 4

合併に至らなかったもの 15 1

行した任意協議会は、当該法定協
議会と同一のものとしてカウントして
いない。

※合併した20件のうち 当初の枠組み合併に至らなかったもの 15 1

任意協議会の設置数(＝未合併) 10 0

※合併した20件のうち、当初の枠組み
どおりに合併したのは４件のみ。

＜合併に至らなか た主な要因＞＜合併に至らなかった主な要因＞
① 新自治体の名称や事務所の位置など、協議が調わなかったこと。
② 合併の必要性や合併しない場合の行財政運営の厳しさが、地域住民に十分理解されなかったこと。
③ 大きな団体主導の合併協議の進め方に対し、小さな団体の反発があったこと。
④ 大きな枠組みや別の枠組みでの合併への動きが起こったこと。
⑤ 合併協議会での協議結果に対する関係市町村の不満があったこと。
⑥ 合併した場合、周辺部になることへの不安があったこと。
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合併推進のための県の取組①（情報提供等）

①県の支援体制の整備
○合併支援本部の設置（H13～）

○合併支援室の設置（H14～）

○合併推進審議会の設置（H17～）

②パンフレット等による啓発、市町村への情報提供の実施
○市町村合併パンフレット（旧法版(４版)・現行法版(２版)）○市町村合併 ン ッ （ 法版( 版) 現行法版( 版)）

○市町村合併Ｑ＆Ａ（旧法版(２版)・現行法版）

○市町村合併ガイドブック（旧法版(２版) ・現行法版）

○県ホームページ「市町村合併コーナー」での情報提供 など

③ 研修会等への講師派遣・合併セミナー等の開催
○研修会等への講師派遣（H8～H21） 計547回○研修会等への講師派遣（H8～H21） 計547回
○シンポジウム・セミナー等の開催（H12～H20） 計28回

年度 ～H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 合計

回 回 回 回 回 回講師派遣 98回 101回 184回 60回 35回 20回 22回 20回 4回 3回 547回

セミナー等 2回 3回 7回 5回 4回 2回 2回 2回 1回 0回 28回

構想対象市町村の状況（現行合併特例法）

○現行合併特例法の下では、福岡県市町村合併推進構想を策定（平成18

年４月策定、平成20年2月一部変更）し、自主的な合併を推進。
○構想対象市町村６地域のうち４地域が合併。

（合併済みの地域）

○八女市、上陽町
・平成18年10月1日に合併 （八女市）

（未合併の構想対象市町村）

○豊前市、吉富町
・平成19年2月 法定協議会設置勧告（県）・平成18年10月1日に合併 （八女市）

○瀬高町、山川町、高田町
・平成19年1月29日に合併 （みやま市）

・平成19年2月、法定協議会設置勧告（県）
・平成19年4月1日、法定協議会設置
・平成19年4月、吉富町長選挙で合併慎重派の
新人が当選

・平成19年8月 吉富町長が合併協議を行わな

○前原市、志摩町、二丈町
（平成20年2月に構想対象市町村に追加）

・平成22年１月１日に合併 （糸島市）

・平成19年8月、吉富町長が合併協議を行わな
い旨を表明、法定協議会は休止状態となる

○宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山
町 粕屋町

○合併後の八女市、黒木町、立花町、矢部
村、星野村
・平成22年２月１日に合併 （八女市）

町、粕屋町
・平成19年1月、糟屋６町合併研究会（事務局）
設置

・平成19年12月、法定協議会設置議案を提案
平成22年２月１日に合併 （八女市）

久山町及び粕屋町が否決
・平成20年３月31日、糟屋６町合併研究会解散
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合併推進のための県の取組③（財政支援関係）

①合併協議会等への補助（合併旧法下）
○任意又は法定の合併協議会への交付金の交付 20協議会 90百万円

（合併協議会等支援事業交付金（H12～H16）：１団体500万円以内）

○地域づくり団体や民間団体への補助金の交付 18団体 約14百万円
（市町村合併推進支援事業補助金（H12～H15）：１団体100万円以内 補助率1/2～2/3）

②市町村への合併特例交付金の交付
○合併特例交付金（県交付金）

（市町村合併推進支援事業補助金（H12～H15）：１団体100万円以内、補助率1/2～2/3）

○合併特例交付金（県交付金） ※合併推進特例交付金（旧法）、合併支援特例交付金（現行法）

・対象団体 18団体
・交付金総額 約118億円（交付済額（～H20） ：約80億円 活用率：67.7％）
主な事業 電算システム統合（16団体 24事業） 道路 公共施設等整備（13団・主な事業 電算システム統合（16団体、24事業）、道路・公共施設等整備（13団

体、58事業）、各種計画等策定（10団体、33事業）

③市町村振興資金の活用等
○市町村振興資金（市町村応援元気フクオカ資金）の貸付

・合併市町村への貸付実績（H18～H20） 計 約22億円 （７団体）

○過疎対策事業に係る地方債の取扱いにおける配慮
・合併市町村への過疎債の充当実績（H17～H20） 計 約32億円 （９団体）

合併推進のための県の取組②（人的支援・事業的支援）

①合併協議会への職員派遣等
合併協議会委 就任 協議会○合併協議会委員への就任 ７協議会

○合併協議会事務局への職員派遣 １協議会
○合併協議会の会議等への職員の出席（アドバイザー等）

②合併市町村への人材育成支援等
○合併市町村の人材育成支援○合併市町村の人材育成支援
・県と市町村との人事交流（H15～H21） ４団体 ８名

・市町村支援課（旧地方課）への実務研修生の受入れ（H15～H21） ９団体 24名
○生活保護事務移管に伴う人的支援等○生活保護事務移管に伴う人的支援等
・新市への県職員の派遣（H16～H21） ５団体 ８名
・新市の職員の実務研修の受入れ （H14～H21） 11団体 63名

③合併市町村建設（基本）計画に掲げられた県事業の推進
○幹線道路整備、産業基盤整備、生活環境基盤整備などの県事業の実施○幹線道路整備、産業基盤整備、生活環境基盤整備などの県事業の実施
・旧市町村間をつなぐ道路等の整備・改良 ・ほ場整備 ・河川の改修 ・治山、治水事業 など
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合併市町村の状況①（経常収支比率）

100 H14 → H20 数値上昇率

※H20までに合併をした市町村（合併関係市町村及び合併市町村）と非合併の市町村の平均をH14から比較（政令市は除く）

95.9
96.3

95.795.6

合併 ＋５．４

非合併 ＋６．４

92 7

93.9

95.4

93.8

94.195 差引 ▲１．０

＜経常収支比率＞92.7

88.7

89.9
92.3

90 合併した市町村

非合併市町村

＜経常収支比率＞
財政構造の弾力性を測定する指標

比率が低いほど、普通建設事業等
の臨時的経費に充当できる一般財源
に余裕があることになる。

人件費 扶助費 債費等 経常

87.4
88.2

85

非合併市町村 人件費、扶助費、公債費等の経常
経費に充当した一般財源と地方税、
普通交付税、地方譲与税等の経常一
般財源との比率で表される。

H14決算 H15決算 H16決算 H17決算 H18決算 H19決算 H20決算

○ 財政状況が厳しい中、合併団体の比率は低下の傾向にある。
○ 近年は合併と非合併との比率が近似している○ 近年は合併と非合併との比率が近似している。

⇒ 行財政の効率化が進んでいる。

国の財政支援策の活用状況

①合併市町村補助金（国補助金）
・対象団体 15団体（合併旧法適用団体）

・補助金総額 56.7億円（交付済額（～H20）：約51億円 活用率：90.3％）
・主な事業 庁舎・公共施設等整備（14団体、32事業）、各種計画等策定（12団体、42

電算システム統合

②合併特例債

事業）、電算システム統合（７団体、20事業）

・対象団体 15団体（合併旧法適用団体）

・起債可能額 約2,915億円（起債額（～H20） ：約768億円 活用率：26.4％）
・主な事業 公共施設整備（体育館、図書館、福祉センター、小中学校等）（14

幹線道路等整備 整備団体、45事業）、幹線道路等整備（10団体、15事業）、駅周辺整備（４団体、

６事業）、地域振興基金積立て（15団体、16基金）

③合併推進債
・対象団体 ３団体（現行法適用団体）

・起債額（～H20） 約７億円
・主な事業 電算システム統合（２団体、４事業）、幹線道路等整備（１団体、１事

業）、庁舎整備（１団体、３事業）
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合併市町村の状況③（職員減少率（総職員数））

100.0% 99.0%100.0%
合併した市町村 H14 → H21 減少率（％）

※H20までに合併をした市町村（合併関係市町村及び合併市町村）と非合併の市町村のH14の総職員数の合計を1として以降の推移を比較（政令市は除く）

94.8%

100.0%
99.4%

97.6%

93.0%

97.4%

90 9%

95.2%

95.0%

合併した市町村

非合併市町村 合併 ▲１７．８

非合併 ▲１３．２

91.6%

86.8%
88.8%

88.6%

90.9%

90.0%
差引 ▲４．６

※ 「合併をした市町村」の総職員数

82.2%

85.8%

80.0%

85.0%

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

※ 「合併をした市町村」の総職員数
には、合併により解散した一部事務
組合の職員数を含む（当該組合職
員は、解散後は、新市町村に引き
継がれるため）

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

(総職員数の推移)

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 増減 減少率

合併した市町村 9 461 9 400 9 235 8 971 8 670 8 400 8 122 7 775 ▲ 1 686 17 8%

○ 非合併団体に比べ 職員減少率が高い

合併した市町村 9,461 9,400 9,235 8,971 8,670 8,400 8,122 7,775 ▲ 1,686 17.8%

非合併市町村 14,190 14,054 13,816 13,515 13,193 12,898 12,566 12,313 ▲ 1,877 13.2%

○ 非合併団体に比べ、職員減少率が高い
⇒ 行政の効率化により職員の削減が進んでいる

合併市町村の状況②（財政力指数）

0.6

※H20までに合併をした市町村（合併関係市町村及び合併市町村）と非合併の市町村の平均をH14から比較（政令市は除く）

H14 → H20 数値上昇率

0.51

0.54
0.55

0.53

0 5

合併 ＋０．０９

非合併 ＋０．０９

0 46
0.47

0.5

0.48

0.46

0.5 差引 ＋０．００

＜財政力指数＞

0.40
0.41

0.43
0.44

0.46

0 38

0.4

合併した市町村

＜財政力指数＞
団体の財政力を示す指標

「１」に近くあるいは「１」を超えるほ
ど財源に余裕があるとされる。

基準財政収入額と基準財政需要額
の比率の 年平均 表される0.38

0.3

合併した市町村

非合併市町村

の比率の３ヶ年平均で表される。

H14決算 H15決算 H16決算 H17決算 H18決算 H19決算 H20決算

○ 三位一体の改革による地方交付税の削減により、合併をした市町村、非合併
の市町村とも、同様に指数が上昇している。の市町村とも、同様に指数が上昇している。
⇒ 本指標では合併の影響は見られない。
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主な合併効果の事例②

③公共施設利用の選択肢の広がり（住民利便性の向上）
○利用 きる施設 増加（図書館 保育所 斎場 など）○利用できる施設の増加（図書館、保育所、斎場 など）
○学校の通学区域の弾力化 など

④住民サービスの充実
○一部の市町村で実施されていた住民サービスを新市町村全域で実施
（福祉関連サ ビス 延長保育 学童保育 少人数学級 など）

⑤重点的な投資の実施

（福祉関連サービス、延長保育、学童保育、少人数学級 など）

⑤重点的な投資 実施
○地域情報基盤の整備 ○拠点駅前の再開発の実施
○総合体育館の建設 など

⑥地域資源を活用した地域振興
○旧市町村域を越えた観光ルートの形成
○旧市の情報発信力と旧町の地域資源を活用した外国人観光客の誘致 など○旧市の情報発信力と旧町の地域資源を活用した外国人観光客の誘致 など

主な合併効果の事例①

①専門組織の設置や専門職の配置（行政能力の向上）
○税の徴収対策に関する課（係）の設置○税の徴収対策に関する課（係）の設置
○子育て支援に関する部（課）の設置
○地域コミュニティに関する課（係）の設置
○栄養士の採用○栄養士の採用
○保健師の増員
○母子自立支援員の配置 など

②職員数の削減などの効率的な行政運営（行政の効率化）
○非合併団体に比べ職員数をより削減（減少率：17.8％）
議 数 幅 減 減 率○議員数の大幅な削減（減少率：51.7％）

議員数

H14.12.31 H21.12.31 増減 減少率

○公共施設等の統廃合の実施
（ゴミ焼却場 保健センタ 火葬場 消防分遣所 保育所等） など

合併した市町村 787 380 ▲ 407 51.7%

非合併市町村 978 869 ▲ 109 11.1%

（ゴミ焼却場、保健センター、火葬場、消防分遣所、保育所等） など
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合併市町村の抱える課題

①合併に伴い生じた住民不安の解消
○役場が遠くなり 以前よりも不便になっている○役場が遠くなり、以前よりも不便になっている
○中心部だけがよくなり、周辺部が取り残されている
○地域の声が届きにくくなっている

②行政の効率化に向けての課題②行政の効率化に向けての課題
○公共施設の統廃合（住民の合意形成が困難）
○庁舎・公共施設の空きスペースの有効活用

③住民の一体感の醸成③住民の一体感の醸成

＜課題の解決に向け合併市町村では次のような取組を実施＞＜課題の解決に向け合併市町村では次のような取組を実施＞
① ○支所での住民サービスの提供 ○コミュニティバスの運行

○ITインフラの整備（インターネット利用の環境整備）
○地域コミュニティ活動への支援 ○周辺部へ配慮した投資○地域コミュニティ活動への支援 ○周辺部へ配慮した投資
○タウンミーティングや市民会議の開催 ○住民アンケートの実施

② ○公共施設統廃合計画等の策定、検討委員会等の設置
○空きスペースを 図書館 保育施設等へ活用 公共的団体へ貸付○空きスペ スを、図書館、保育施設等へ活用、公共的団体へ貸付

③ ○全住民によるイベントの実施 ○イメージソング、音頭の制作
○住民憲章の策定
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第29次地方制度調査会答申（H21.6）の概要（合併関係）

１ 市町村合併の進捗状況及び評価
○市町村合併は相当程度進捗○市町村合併は相当程度進捗
○合併の本来の効果が発現するためには、１０年程度の期間が必要
○合併市町村において、合併後３年～４年の段階で既にいくつかの成果
○合併市町村では課題が生じている地域もある○合併市町村では課題が生じている地域もある

２ 基礎自治体に関する残された課題
規模 基盤○小規模市町村における行財政基盤の強化

○将来的に合併の必要性を認識している市町村の存在

３ 今後の市町村合併の支援のあり方等
○平成１１年以来の全国的な合併推進運動については、現行合併特例法の期限
（平成２２年３月３１日）までで一区切りとすることが適当

○現行法失効後の平成２２年４月以降は、自主的に合併を選択する市町村に対し
て必要な支援措置を講ずることが適当

○市町村合併は、行財政基盤の強化の手法の一つとして有効であり、現行合併特
例法期限後も、自主的な合併のための特例法が必要

資料２資料２

法改正後の取組について

平成22年３月

福岡県企画 地域振興部市町村支援課合併支援室福岡県企画・地域振興部市町村支援課合併支援室
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来年度以降の県の取組等について

１ 合併推進審議会の設置終了
○合併特例法の改正による関係規定の削除により 審議会の設置は本年度限り○合併特例法の改正による関係規定の削除により、審議会の設置は本年度限り

２ 合併推進構想による合併推進の終了
合併特例法 改 る関係規定 削除 構想 る合併推進 本年○合併特例法の改正による関係規定の削除により、構想による合併推進は本年
度末をもって終了

今後の合併支援に関する県の考え方

①「自主的な合併の推進」から「合併した市町村のまちづくり支援」へ
・合併の効果を十分に発揮するためには合併後のまちづくりが重要

→ 今年度末までに合併した市町村に対するまちづくりを支援今年度末までに合併した市町村に対するまちづくりを支援

②自主的に合併に取り組む市町村への支援
・今後も合併は市町村の行政能力を高めるための有効な一つの手段

れから自主的 合併 組む市 村 地 から 求め→ これから自主的に合併に取り組む市町村については、地元からの求めに
応じて支援

「市町村の合併の特例等に関する法律」の一部改正について

《改正のポイント》

① 国、都道府県による積極的な関与等の合併推進のための措置を廃止

② 自主的な市町村合併が引き続き円滑に行われるよう、障害除去を中心とした
内容に改正の上、10年間延長

②障害除去のための措置等⇒存置①合併推進のための措置⇒廃止

《改正の概要》

②障害除去のための措置等⇒存置

（障害除去のための措置）
○ 市町村議会の議員の定数又は在任
に関する特例

①合併推進のための措置⇒廃止

○ 法の目的を 「合併の推進」から 「合
併の円滑化」に改正

○ 合併推進に向けた国 都道府県によ に関する特例
○ 地方税に関する特例（不均一課税）
○ 地方交付税の額の算定の特例（合併
算定替）

○ 合併推進に向けた国、都道府県によ
る積極的な関与を廃止
・ 総務大臣による市町村の合併の推
進に関する基本指針の廃止 算定替）

○ 都道府県議会の議員の選挙区に関
する特例

（住民の意見を反映するための制度）
○ 合併協議会設置の直接請求制度

進に関する基本指針の廃
・ 都道府県による合併推進構想策定、
合併協議会設置勧告の廃止

○ 市となる人口の要件を５万人から３万
人に緩和する特例を廃止 ○ 合併協議会設置の直接請求制度

○ 地域審議会、合併特例区の設置等
人に緩和する特例を廃止
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